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は じ め に 
 

 日本の労働者はいま、危機的状況にある。アメリカ金融危機に端を発した世界同時不況の影響により、

非正規労働者の解雇、雇止めに始まった雇用の不安定化は、正規労働者にも波及・拡大し、さらに加速

している。また、劣悪な労働条件も依然として少なくない状況にある。1990 年代以降の雇用形態の多様

化の進展のなかで、正規・非正規労働者間で不公正な賃金格差が一層拡大し、実収賃金の切り下げは正

規労働者にも及んでいる。労働時間の二極化が進行しており、短時間労働者が増加している一方、長時

間労働を余儀なくされる正規労働者も増加しており、過重労働による健康面への影響も見逃せない。 

 とくに、ここ数年、「ワーク・ライフ・バランス」という課題が社会的に重要視されるようになり、

政府、自治体、労働組合、企業の各方面においてその取組みが進められている。取り組むに際しては、

すべての働く人びとがやりがいのある「仕事」と充実した「生活」を両立できるように、どのような

制度を構築し、それをいかに実現していくかということが焦点となる。しかし、日本の現状は、あら

ゆる働く人びとの「ワーク・ライフ・バランス」の達成にはほど遠いのが実情である。 

 連合総研では、生活の豊かさをいかに実現するかという課題を追究するため、労働時間、生活時間に

着目した国際比較研究として、1990 年と 1996 年の二回にわたり「生活時間の五カ国調査」を実施した。

それらの調査では、生活時間配分や生活リズムのあり方などをとりあげ、先進諸国の労働者との比較に

より、日本の生活時間の特徴を明らかにした。その後 10 年以上が経過し、労働者をとりまく環境が大

きく変化しているため、このたび三回目の生活時間の国際比較に関する調査を実施することとした。 

今回は、連合と連合総研の共同調査研究として、2006 年 10 月に連合総研内に「生活時間の国際比

較に関する調査研究委員会」（主査：佐藤香・東京大学社会科学研究所准教授）を設けて、調査の企画・

実施にあたった。 

 今回の調査は過去二回の連合総研調査と異なる点がいくつかある。そのひとつは、前二回は、アメリ

カ、イギリス、ドイツ、フランスを比較対象国とし、欧米先進諸国のなかの日本の位置を明らかにした

のに対して、今回はアジアのなかで日本と状況が似ている韓国をとりあげ、加えてアメリカ、フランス

を比較対象国として、世界のなかの日本の位置をより明確に示そうと試みた。第二に、生活の基礎単位

である「世帯」の生活時間、とくに「夫婦」の生活時間に着目し、カップルを調査単位としたことであ

る。労働組合を通じた前二回の調査では得にくかった女性からの回答を男性と同数までとりいれ、生活

時間におけるジェンダー・インバランスの実態をより明らかにすることを試みた。第三の特徴としては、

時間という資源のみに限定せず、所得、社会関係資本（人とのつながり）、社会サービスといった、生

活を成り立たせるために必要なその他の資源との関係性についても分析を試みていることである。 

 最後に、本調査研究委員会をリードし、そのとりまとめにご尽力いただいた佐藤香主査を始め、優れ

た論稿を寄せていただいた各委員、フランスおよび韓国の調査結果について有益なご助言をいただいた

長谷川イザベル氏、李秀眞氏、そして調査にご協力いただいた回答者の皆様に厚くお礼申し上げたい。 

 

２００９年３月 

財団法人 連合総合生活開発研究所 

所長  薦田 隆成 
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調査実施の概要 
 

 

１．調査目的 

近年、生活時間研究では、家庭責任や生涯教育・訓練との両立を促進しうるような労働時間制度、

仕事のあり方、あるいは生活時間のジェンダー・インバランス是正など、個人のライフコースを視野

に入れた生活時間の再編成、バランスの回復への関心の高まりを反映して、研究のフロンティアが広

がりつつある。 

こうした動向をふまえ、日本における生活時間の実態を国際比較により明らかにすることは、時間

の面でもますますゆとりを失い、生活の質の劣化が進んでいるといわれる日本の生活の現状を改善す

るうえで、重要な示唆を与えるものといえる。 

そこで、連合総研が過去に２回（1990年、1996年）実施した「生活時間の国際比較」調査の実績を

ふまえ、日本の労働者の生活時間と生活意識の実態を把握し、近年の変化の動向を探る。同時に、先

進諸国の労働者との比較を通じて、日本における生活時間の特徴と問題点を明らかにし、ワーク・ラ

イフ・バランスと生活の質改善の視点からの政策的諸課題を検討する。 

 

２．調査対象および調査方法 

調査対象国は、日本、アメリカ、フランス、韓国の４カ国であり、各国都市部に居住する50歳未満

の雇用労働者とその配偶者を対象としている。 

調査対象者は、調査会社のモニターから、対象地域に居住する50歳未満の民間雇用労働者でかつ既

婚者400名（男女200名ずつ、離死別を除く、配偶者と同居）とその配偶者400名を目安とした。 

本調査は調査会社のモニターを対象にインターネットにより実施した。日本、アメリカ、フランス

については、該当パネルに対してメールで調査参加を呼びかけ、性・年齢の割り当て数の完了状況を

みながら、設定数に達しない層のパネルに対しては、再度参加を呼びかける方法をとった。韓国につ

いては、パネルに対し電話調査（予備調査）を行い、カップルでの参加を了承した対象者に調査のURL

を送り、参加を依頼した。 

また、調査票は本人、配偶者ともに同一のものとした。日本については日本語、アメリカについて

は英語、フランスについてはフランス語、韓国については韓国語により調査票を作成した。調査票は、

まず日本語から英語に翻訳し、続いて英語からフランス語、韓国語それぞれに翻訳した。 

各国の対象地域、調査会社、調査時期、回答数は以下のとおりである。 
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 日本 アメリカ フランス 韓国 

対象地域 東京都、神奈川県、

埼玉県、千葉県 

ニューヨーク近郊
(※１) 

 

パリ近郊（※２） ソウル市、キョンキ

道（ソウル市を取り

囲む行政区） 

調査会社 日本リサーチセン

ター 

IPSOS Observer 

※アメリカはフランスの調査会社を通じ

て実施 

Embrain Co,LTd. 

調査時期 2007年11月２日～

25日 

2007年11月２日～

30日 

2007年11月９日～

30日 

2007年11月９日～

25日 

回答数 418カップル 400カップル 412カップル 400カップル 

※１ ニュージャージー州（Bergen、Essex、Hudson、Hunterdon、Middlesex、Monmouth、Morris、Ocean、

Passaic、 Somerset、Sussex、Union）、ニューヨーク州（Bronx 、Kings 、Nassau、New York、Putnam、

Queens、Richmond、Rockland、Suffolk、Westchester）、ペンシルバニア州（Pike） 

※２ Paris、Seine et Marne、Yvelines、Essone、Hauts de Seine、Seine Saint-Denis、 

Val de Marne、Val d'Oise 

 

３．調査研究委員会の構成 

 本調査にあたっては、下記の調査研究委員会を設置し（2006年10月～2008年９月）、調査の企画、調

査票の設計、調査の実施および分析を行った。 

 

 ＜生活時間の国際比較に関する調査研究委員会＞ 

   主 査  佐藤  香  東京大学社会科学研究所准教授 

   委 員  大石亜希子  千葉大学法経学部准教授 

        白石 利政  労働調査協議会特別調査研究員 

        永井 暁子  日本女子大学人間社会学部准教授 

        松田 茂樹  第一生命経済研究所主任研究員 

        片岡千鶴子  連合男女平等局局長 

        加藤久美子  連合労働条件局次長（2007年９月まで） 

        末永  太  連合労働条件局部長（2007年10月から） 

   事務局  鈴木不二一  前連合総研副所長（現 同志社大学 技術･企業･国際競争力研究セン

ター アシスタントディレクター） 

        麻生 裕子  連合総研研究員 

        後藤 嘉代  前連合総研研究員（現 労働調査協議会調査研究員） 

        大谷 直子  連合総研研究員 

        落合耕太郎  連合総研研究員 
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生活時間の集計上の取扱い 
 

 

１．本調査サンプルとナショナルサンプルとの差 

 本調査は、日本、アメリカ、フランス、韓国の４カ国の各国都市部に居住する50歳未満の雇用労働

者とその配偶者を対象としており、また、インターネットによるモニター調査のため、調査対象者の

属性は、各国のナショナルサンプルとの間に差がみられる。 

 

（１）従業上の地位 

＜ナショナルサンプルとの違い＞ 

配偶者については雇用労働者に限定していないため、自営業主、家族従業者も対象となるが、各国

ともに「自営業主」の比率が低い。 

 

 

 

 

 

 

 
資料出所：ナショナルサンプルは労働政策研究・研修機構『データブック国際労働比較2008』より作成した。元デー

タはSourceOECD "Employment and Labour Market Statistics" (http://www.sourceoecd.org) 2008年１月

現在。各国ともに2005年のデータである。 

注：ナショナルサンプルは軍人を除く、家族従業の区分名は「無賃家族従業者」。フランスの家族従業者は自営業主に

含まれる。 

生活時間調査は「正規雇用」と「非正規雇用」を「雇用者」に、「事業を経営している」、「家で仕事をしている」

を「自営業主」に「家業を手伝っている」を「家族従業」に「学生」、「専業主婦・主夫」、「無職」を「その他」

に分類した。 

 

（２）職業分布 

＜ナショナルサンプルとの違い＞ 

 日  本：「生産技能・作業職」の比率が低い。 

 アメリカ：「専門・技術職」の比率が高く、「営業・販売」および「サービス職」、「生産技能・作業

職」の比率が低い。 

 フランス：「生産技能・作業職」の比率が低い。 

 韓  国：「専門・技術職」、「事務職」の比率が高く、「営業・販売」および「サービス職」、「生産

技能・作業職」の比率が低い。 

 

 

雇用者 自営業主 家族従業 その他

生活時間調査 85.7 1.8 0.7 11.8
ナショナルサンプル 84.8 10.2 4.4 -
生活時間調査 85.4 3.0 0.5 11.1
ナショナルサンプル 92.5 7.4 0.1 -
生活時間調査 91.4 3.7 0.2 4.7
ナショナルサンプル 91.0 9.0 - 0.0

生活時間調査 79.7 4.7 0.8 15.1
ナショナルサンプル 66.4 27.0 6.6 -

フランス

韓国

日本

アメリカ

（％）
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資料出所：ナショナルサンプルは労働政策研究・研修機構『データブック国際労働比較2008』より作成した。元デー

タはILO LABORSTA (http://laborsta.ilo.org/) 2007年１月現在。各国ともに2005年のデータである。 

注：日本はISCO－68基準、アメリカ・フランス・韓国はISCO－88基準。 

  アメリカ・フランス・韓国については「専門的職業従事者」及び「技術者及び準専門的職業従事者」は「専門・

技術職」に、「立法議員、上級行政官、管理的職業従事者」は「管理職」に、「熟練職業及び関連職業従事者」及

び「装置・機械操作員及び組立工」は「生産技能・単純作業」に、「初級の職業」は「その他」に分類した。 

 

（３）産業分布 

＜ナショナルサンプルとの違い＞ 

 日  本：「卸売・小売業」および「飲食店・宿泊業」の比率が低く、サービス業種の比率が高い。 

 アメリカ：「卸売・小売業」および「飲食店・宿泊業」の比率が低い。「その他」が多い。 

 フランス：「製造業」の比率が低い。「その他」が多い。 

 韓  国：「卸売・小売業」および「飲食店・宿泊業」の比率が低く、サービス業種の比率が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：ナショナルサンプルは労働政策研究・研修機構『データブック国際労働比較2008』より作成した。元デー

タはILO LABORSTA (http://laborsta.ilo.org/) 2007年12月現在。各国ともに2005年のデータ。 

注：ナショナルサンプルの「運輸、倉庫、通信業」を「運輸業」に、「対地域・社会・個人サービス」を「情報通信業」、

「医療・福祉」、「教育・学習支援業」、「その他サービス業」、「公務」の合計に分類した。 

 

 

（４）短時間労働者（週の労働時間が30時間未満）の割合 

＜ナショナルサンプルとの違い＞ 

 日  本：男性の短時間労働者比率はやや低いが、女性は高い。 

 アメリカ：男性の短時間労働者比率はやや低いが、女性はやや高い。 

 フランス：女性の短時間労働者比率が低い。 

 韓  国：男女ともに短時間労働者比率がやや低い。 

専門
・技術

管理 事務
営業

・販売
サービス

生産技
能・作業

保安 農林漁業
運輸

・通信
その他

生活時間調査 20.8 6.6 21.3 12.1 18.2 12.3 0.8 0.1 6.5 1.2
ナショナルサンプル 14.7 3.0 19.6 14.0 11.9 31.2 - 4.4 - -
生活時間調査 36.1 15.0 17.4 6.0 6.6 9.6 1.4 0.4 4.8 2.5
ナショナルサンプル 20.3 14.4 13.8 22.9 - 0.7 - -
生活時間調査 24.1 13.0 20.0 10.8 8.0 11.6 3.3 0.1 5.7 3.3
ナショナルサンプル 30.3 7.9 12.1 22.0 - 4.1 - 1.3
生活時間調査 28.8 10.9 32.4 10.0 5.1 5.6 1.2 0.0 2.9 3.1
ナショナルサンプル 18.4 2.5 14.3 21.9 - 7.5 - 10.8

日本

アメリカ
27.9

フランス
12.4

韓国
24.6

（％）
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ス
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務
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業
,
林
業
,
漁

業 鉱
業

そ
の
他

生活時間調査 6.1 16.8 1.9 9.2 6.9 9.2 4.9 2.7 7.5 5.7 3.0 18.3 0.9 0.1 0.3 6.4
ナショナルサンプル 8.5 20.1 0.6 6.8 0.8 0.1 -
生活時間調査 6.9 6.9 1.5 10.8 6.0 7.0 8.0 2.3 2.4 10.8 8.4 10.0 2.7 0.4 0.0 15.8
ナショナルサンプル 5.5 11.4 0.4 4.7 0.0 0.4 -
生活時間調査 4.6 5.7 1.8 8.7 7.8 11.1 7.9 2.2 2.9 9.2 3.3 13.2 6.5 0.4 0.1 14.6
ナショナルサンプル 6.1 17.6 0.9 6.9 1.3 0.2 -
生活時間調査 7.2 19.3 1.5 10.3 2.4 6.2 6.8 1.0 1.3 6.8 11.6 13.7 1.9 0.0 0.3 9.9
ナショナルサンプル 8.9 23.7 0.5 5.9 1.1 0.1 -

韓国
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フランス
13.3 15.7 37.6

23.9

アメリカ
18.8 24.8 34.1

日本
14.5 23.8

（％）
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資料出所：ナショナルサンプルは労働政策研究・研修機構『データブック国際労働比較2008』より作成した。元デー

タは、SourceOECD "Labour Force Statistics"（http://www.sourceoecd.org/）2008年１月現在及び総務

省統計局（2007）「平成18年労働力調査年報」。 

注：生活時間調査は、就業形態が正規雇用及び非正規雇用、実労働時間の集計が可能なサンプルが対象。 

 

 

（５）週当たり実労働時間 

＜ナショナルサンプルとの違い＞ 

 日  本：男性の週実労働時間は１時間程度、女性は5.5時間短い。 

 アメリカ：男女ともに週実労働時間は短い。 

 フランス：男性の週実労働時間は3.6時間、女性は５時間程度長い。 

 韓  国：男性は１時間程度長く、女性は３時間程度短い。 

 

 

 

 

 

 

資料出所：ナショナルサンプルは総務省統計局「世界の統計2008」より作成した。元データは、ILO, LABORSTA

（http://laborsta.ilo.org/） 2008年１月現在。 

注：生活時間調査は、就業形態が正規雇用及び非正規雇用、実労働時間の集計が可能なサンプルが対象。 

ナショナルサンプルは、日本、アメリカ、韓国は2006年、フランスは2005年のデータ。日本、フランス、韓国は

非農林業で「雇用者」が対象、アメリカは製造業で「雇用者(賃金労働者及び俸給被用者)のうち賃金労働者」が

対象で「賃金が支払われた時間」。 

 

 

２．時間等に関する定義および取扱い 

（１）実労働時間と仕事関連時間 

 本調査報告書では、特にことわりがない限り、「労働時間」を以下のように定義し、主に４つの「時

間」を用いて分析を行った。 

 

 ａ． 実労働時間Ⅰ＝始業時間～終業時間－（食事時間＋休憩・休息時間） 

 b． 実労働時間Ⅱ＝実労働時間Ⅰ＋家で仕事をする時間 

 c． 仕事関連時間Ⅰ＝出勤～帰宅までの時間 

 d． 仕事関連時間Ⅱ＝仕事関連時間Ⅰ＋家で仕事をする時間 

男性 女性 男性 女性
日本 3.2 43.6 8.5 31.3

アメリカ 3.8 20.5 7.8 17.8
フランス 4.9 12.5 5.1 22.9

韓国 3.5 8.5 6.3 12.3

生活時間調査 ナショナルサンプル

（％）

男性 女性 男性 女性

日本 45.7 29.9 46.6 35.4

アメリカ 41.0 34.8

フランス 40.8 36.7 37.2 31.8

韓国 45.5 40.3 44.6 43.1

41.1

生活時間調査 ナショナルサンプル

（時間）
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なお、週当たりの各時間は、以下の計算式から求めた。 

出勤日の各時間×週労働日数（Ｑ１） ＋ 休日の各時間×（７日－週労働日数） 

 

（２）余暇活動の頻度 

 余暇活動についての設問（Ｑ20）では、「頻度」を問う形式で回答を求めたが、分析にあたり以下の

ようにそれぞれの活動頻度を年間日数に換算し、共通尺度とした。 

 

 

    
※諸活動の内容：Ａ家族で外出する／Ｂ友人・知人と外出したり、食事をする／Ｃ習い事、学校に通うなど学習活

動、自己啓発をする／Ｄスポーツやジョギング、ダンスなど体を動かすことをする／Ｅショッピング、ヘアサロ

ン・理容室、エステなどリラクゼーションに行く／Ｆ（自宅外の）映画鑑賞、音楽鑑賞、演劇等の鑑賞をする、

スポーツ観戦をする／Ｇ子どもの学校行事や部・クラブ活動に関わる活動をする／Ｈ地域、ボランティア活動、

宗教活動（教会に行く等）をする 

 

（３）家族の看護・介護にあてる時間 

「家族の看護・介護にあてる時間」に関する設問（Ｑ11）については、フランスの調査票の誤訳に

より正確な集計結果が得られず、４カ国比較困難なため、分析の対象から除外した。 

 

（４）学歴および収入に関する選択肢 

学歴および収入に関する設問については、各国の制度・状況、通貨単位が異なるため、選択肢は統

一されていない。選択肢で使用した各国の学歴、収入は以下のとおりである。 

 

１）学歴（Ｆ３） 

日  本：①中学校 ②高校 ③専門学校 ④高等専門学校（高専） ⑤短期大学 ⑥大学 ⑦大学院 

アメリカ：①中学校 ②高等学校 ③専門学校 ④高等専門学校 ⑤短期大学 ⑥４年制大学 ⑦大学院 

⑧その他 

フランス：①中学校卒業試験 ②職業適性証書、職業教育修了 ③大学入学資格(高校卒業) ④大学一般課程修了、

高等技術者証書 ⑤技術短期大学卒業 ⑥学士号取得 ⑦学士号取得以上、高等教育機関卒業 

⑧その他 

韓  国：①中学校卒業 ②高校卒業 ③職業／技術学校卒業 ④専門大学卒業 ⑤大学卒業 ⑥大学院卒業 

⑦その他 

 

２）仕事から得た本人収入（Ｑ29） 

  日  本：①収入はなかった ②100万円未満 ③100～130万円未満 ④130～200万円未満 ⑤200～300万円未満 

⑥300～400万円未満 ⑦400～500万円未満 ⑧500～600万円未満 ⑨600～700万円未満 

       ⑩700～800万円未満 ⑪800～900万円未満 ⑫900～1000万円未満 ⑬1000万円以上 

だいたい毎日 週に３―４回
程度

週に１―２回
程度

月に２―３回
程度

月に１回程度 年に数回程
度

ほとんど
やっていな

該当する子
どもはいない

年間日数換算 360 180 80 30 12 6 3 0
（≒52週×3.5回） (≒52週×1.5回） （12月×2.5回） （12月×1回）
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  アメリカ：①収入はなかった ②１万ドル未満 ③１万～２万ドル未満 ④２万～３万ドル未満  

⑤３万～４万ドル未満 ⑥４万～５万ドル未満 ⑦５万～６万ドル未満 ⑧６万～７万ドル未満  

⑨７万～８万ドル未満 ⑩８万～９万ドル未満 ⑪９万～10万ドル未満 ⑫10万ドル以上 

  フランス：①収入はなかった ②6000ユーロ未満 ③6000～12000ユーロ未満 ④12000～18000ユーロ未満  

⑤18000～24000ユーロ未満 ⑥24000～30000ユーロ未満 ⑦30000～36000ユーロ未満 ⑧36000～

42000ユーロ未満 ⑨42000～48000ユーロ未満 ⑩48000～54000ユーロ未満 ⑪54000～60000ユーロ

未満 ⑫60000ユーロ以上 

  韓  国：①収入はなかった ②1000万ウォン未満 ③1000万～2000万ウォン未満 ④2000万～3000万ウォン未

満 ⑤3000万～4000万ウォン未満 ⑥4000万～5000万ウォン未満 ⑦5000万～6000万ウォン未満  

⑧6000万～7000万ウォン未満 ⑨7000万～8000万ウォン未満 ⑩8000万～9000万ウォン未満 

⑪9000万～１億ウォン未満 ⑫１億ウォン以上 

 

３）仕事以外で得た本人収入（Ｑ30） 

  日  本：①仕事以外の収入はなかった ②10万円未満 ③10～30万円未満 ④30～50万円未満 ⑤50～100万円

未満 ⑥100～200万円未満 ⑦200～300万円未満 ⑧300～400万円未満 ⑨400～500万円未満 

       ⑩500万円以上 

  アメリカ：①仕事以外の収入はなかった ②1000ドル未満 ③1000～3000ドル未満 ④3000～5000ドル未満 

       ⑤5000～１万ドル未満 ⑥１万～２万ドル未満 ⑦２万～３万ドル未満 ⑧３万～４万ドル未満 

       ⑨４万～５万ドル未満 ⑩５万ドル以上 

  フランス：①仕事以外の収入はなかった ②600ユーロ未満 ③600～1200ユーロ未満 ④1200～2400ユーロ未満 

       ⑤2400～6000ユーロ未満 ⑥6000～12000ユーロ未満 ⑦12000～18000ユーロ未満 ⑧18000～24000

ユーロ未満 ⑨24000～30000ユーロ未満 ⑩30000ユーロ以上 

  韓  国：①仕事以外の収入はなかった ②100万ウォン未満 ③100万～300万ウォン未満 ④300万～500万ウォ

ン未満 ⑤500万～1000万ウォン未満 ⑥1000万～2000万ウォン未満 ⑦2000万～3000万ウォン未満 

       ⑧3000万～4000万ウォン未満 ⑨4000万～5000万ウォン未満 ⑩5000万ウォン以上 

 

 ※他の家族から家計に繰り入れられた収入（Ｑ31）についても、４カ国ともにＱ30 と同様の選択肢。

ただし①は「他の家族からの家計への繰り入れはなかった」。 
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総 論 

－企業中心・男性稼ぎ主型社会からの脱却をめざして－ 
 

東京大学社会科学研究所 

佐 藤   香 

 

１．生活時間調査とワーク・ライフ・バランス 

 連合総合生活開発研究所（以下、連合総研）では、1990年および1996年に生活時間の国際比較調査

をおこなっている。この２回の調査研究では、おもに労働者の「生活の豊かさ」にかかわる実態を明

らかにすることを目的としていたといってよい。 

 第二次世界大戦が終わり、1950年代後半から1960年代にかけて、多くの国々では飛躍的な経済成長

を経験した。これらの国々では、かつてないほどの豊かさを享受するようになった。敗戦国であった

日本においても同様である。むしろ、その成長の速さは「奇跡的」なほどであった。この経済成長に

よる豊かさが当然のものとなったとき、GNPやGDPといった経済指標では測定できない「生活の豊かさ」

が社会的に問われるようになった。このような｢生活の豊かさ｣を測定する指標を社会指標という。1970

年前後になると、社会指標の体系的整理が国民生活審議会の議題となり、経済企画庁国民生活局が生

活時間に関心をもつにいたる（矢野1995）。1972年と74年には科学的な生活時間調査が実施され(1)、1976

年には社会生活基本調査が開始された(2)。冒頭で述べた連合総研による生活時間の国際比較調査も、

こうした一連の流れをふまえておこなわれたと考えることができる。 

 上記のように、生活時間調査はいくつかの異なる調査主体によって実施されているが、いずれも、

労働時間やペイドワークとアンペイドワークの分担のあり方、余暇時間の使われ方などを明らかにし

てきた。また国際比較調査からは、日本の長時間労働の実態と、余暇活動の「貧しさ」が明らかにさ

れた。ここから、「生活の豊かさ」を実現するためには長時間労働の是正が必要であることが指摘され

ている。 

 これらの生活時間調査における「生活の豊かさ」への関心は、おもに労働以外の余暇活動、すなわ

ち教養・娯楽活動に焦点をあてて考えられてきた。徐々にではあったが労働時間は着実に減少してお

り、その時間をどのように使うかという問題が社会的な課題として浮上していた。また、円高が進み

日本の貿易黒字が膨らんだ1980年代後半のバブル期には、長時間労働が貿易黒字の原因とされ、「時短」

がブームになった。88年には労働基準法の改正によって週休２日制が本格的に導入され、週40時間労

働制となった。 

「時短」ブームの一方で、極端な長時間労働が問題となった。1988年に大阪で電話相談の窓口「過

労死110番」が設置され、その後、全国ネットワークとなるなど、「過労死」という言葉が広く知られ

るようになる。またバブル経済崩壊後の企業は、時短どころではなく、「リストラ」が進められ、人員

削減の埋め合わせに残った社員は長時間労働を引き受けざるをえない状況となった。1990年代後半に

なると、過労死のような状況は特殊な事例ではなくなり、週60時間働く長時間労働者の比率も増加し
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た。また、この時期には、いわゆる「終身雇用」ではないパートや派遣労働者などが増加して働き方

の多様化が進展し、フリーターと呼ばれる若年者が社会問題ともなった。 

こうしたなかで「生活の豊かさ」が一様ではないことが認識されるようになってきた。多様な働き

かたに即した多様な豊かさを実現するために必要な概念として登場したのが、「ワーク・ライフ・バラ

ンス」である。その背景には、千葉（2004）やドーア（2005）が指摘するように、人生における仕事

の位置づけの変化があった。 

ドーア（2005）は、1970年代のQWL（Quality of Working Life＝労働生活の質）運動と、近年のワ

ーク・ライフ・バランスの議論とを比較して、次のように整理している。すなわち、QWLは仕事が生活

の中心であることを前提にしていたのに対して、ワーク・ライフ・バランスの議論は仕事と生活の間

の深い分裂を前提としている。さらに、この分裂が問題となってきたのは、グローバル化のなかで労

働密度が強化されていることと深く関連しているという。 

けれども実は、仕事と生活との分裂は女性にとっては新しい問題ではない。現代でも、日本の女性

は結婚・出産に際して「仕事か家庭か」という選択を迫られることが少なくない。この選択を迫られ

るということ自体が、仕事と生活が分裂しているという事実を示している。この、女性にとっての仕

事と生活の分裂については、仕事と家庭生活との両立の問題として研究がおこなわれてきた。少子化

の進展が社会問題として浮上した時期には、両立を支援する企業をFamily Friendly企業として認定す

るという気運もみられたが、一時的なもので終わった。その理由は、仕事と生活との分裂が既婚女性

に限定される問題ではなく、未婚者や男性にも共通する問題であることが理解されたためであろう(3)。 

以上、おおまかに、労働時間をめぐる問題関心のあり方が、どのように変容してきたかをみてきた。

このような研究関心の焦点の変化をふまえれば、従来の生活時間調査において中心的課題とされてき

た「労働と生活の豊かさ」という問題も、実のところ、ワーク・ライフ・バランスにかかわる問題で

あったことがみえてくる(4)。こうした経緯から、今回、新たな生活時間の国際比較調査をおこなうに

あたり、少子化との関連とともに、ワーク・ライフ・バランスが重要な課題として取り上げられるこ

ととなった。 

 

２．日本人の労働時間 

 ワーク・ライフ・バランスを阻害する 大の要因は、いうまでもなく、長時間労働である。ここで

は、長時間労働の実態を概観しておくことにしたい。 

 労働時間の国際比較では、しばしばOECDのデータがもちいられる。このデータは、各国の労働時間

統計データを一覧できるようにしたものである。労働時間の計測方法が国によって異なるため、この

データは厳密な国際比較には適さないといわれながらも、時系列変化をみるうえで便利なデータとし

て参照されることが多い。 

 例として「OECD Factbook 2008」をみてみよう。この報告書で年間実労働時間のデータをみると、

日本の労働時間は1990年代を通じて減少し、2000年代に入ると米国を下回るようになっている。これ

らのことから「日本人はもはや働きすぎではない」といった言説も生まれてきている。他方では、長
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時間労働が深刻な社会問題として語られてもいる。このような一見、矛盾した現象は、どのように説

明されるのだろうか。 

 OECDがもちいているのは、厚生労働省（旧労働省）の「毎月勤労統計調査」の就業形態や企業規模、

産業などを合併したデータである(5)。つまり、フルタイムの正規雇用者・パートタイムやアルバイト・

自営業や家族従業者などの平均労働時間である。この点を考えれば、うえの状況は、おおよそ説明さ

れることがわかるだろう。1990年代の日本ではパートタイムやアルバイトといった就業形態で働く人

が急激に増加した。このため平均的な実労働時間が減少したようにみえるのである。 

 もちろん、実際に労働時間が減少した部分もある。93年には法定労働時間が週40時間にシフトし、

この時点では猶予期間が与えられていた中小企業でも97年には40時間が法定労働時間となった。この

労働時間の短縮は週休２日制によって達成されたのであるが、それにともなって実労働時間が減少し

たことは否定できない。 

 おもに以上の理由から、平均値としての日本人の労働時間は減少した。けれども、ここには３つの

大きな問題が残った(6)。第一は、フルタイム労働者の労働時間が必ずしも減少したわけではない点で

ある。むしろ平日の労働時間が増加する傾向があらわれた。第二に、第一の点とも関連するが、女性

労働者のうちパートタイムが占める割合が大幅に増加し、一方、男性では今なお大半がフルタイムで

あるため、男女による労働時間の差が拡大した点である。このため、意識のうえでは性別役割分業を

否定する人が増えているのにもかかわらず、現実には男性が家事や育児において果たす役割は拡大し

ていない。このことが少子化の進展と結びついているとする論者も少なくない。第三は、労働時間が

減少したからといって、それが余暇時間など生活を豊かにするための時間として使われるようになっ

たわけではない点である。むしろ、労働時間が短い労働者は非正社員であることから、経済的に不利

な立場にあることが多く、このことが社会的格差の拡大に結びついているとの指摘もある。 

 これら３つの問題は、労働時間のみを調査しても発見することはできない。総務省統計局「社会生

活基本調査」をはじめとする生活時間調査や他の調査をあわせてみることで、これらの問題を目の当

たりにすることができる。それだけに、労働時間の問題、ひいてはワーク・ライフ・バランスの問題

に対しては、さまざまな側面から検討を加える必要がある。 

 たとえば、2008年の春に「時短」を特集テーマとした雑誌『Works』では、統計的データと厚生労働

省および連合の担当者へのインタビューから、現在、年齢・性別・役職・職種などの違いによって、

労働時間が二極化している点が明らかにされている。長時間労働の増加に歯止めがかけられない原因

としては、企業側だけでなく、労働者側や労働組合にも問題がある点が指摘されている。グローバル

化の影響や、労働基準法・労働時間等設定改善法・労働安全衛生法・労働契約法・育児介護休業法な

ど労働に関連する法体系全体の問題、便利さを追求する消費者の問題、職場環境や文化の問題にも言

及がなされている。 

 このなかで、世界的な金融不況に直面している現在、重要なのは、次の連合労働条件局長の勝尾文

三氏の発言であろう。「一時は失業率が５％を超える、労働者にとっては非常に悪い雇用情勢が続きま

した。労働時間短縮に取り組む環境ではなかったということです」。逆にいえば、景気が後退する局面
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では、長時間労働が助長される傾向が強くなることになる。長時間労働は健康に悪影響を与えるとい

うだけでなく、過労死や過労自殺といったかたちで生命そのものをも脅かしかねない。働く人々の生

命と健康を守るためには、今こそ長時間労働を是正し、ワーク・ライフ・バランスを実現する取り組

みが必要である。 

 

３．機能しない「Voice or Exit」 

 労働者が、労働時間をはじめとする労働条件をよりよいものにしていく手段として、古くから「Voice 

or Exit（発言か退出か）」ということが言われている。長時間労働を課すような企業に対しては、当

然、労働者は改善を求めるべきであるし、それが改善されない場合、労働者がその企業から流出する

ことになるため企業活動がおこなえなくなる。そうした事態を避けるためには、企業が労働条件を引

き上げざるをえないという考えかたである。 

 けれども、多くの日本の労働者にとって、この手段は現実的なものとは感じられないだろう。詳細

は、本報告書の大石論文（第４章）を参照していただきたいが、経済学的にもさまざまな説明がなさ

れている。たとえば、長時間労働が労働者の合理的な判断のもとでおこなわれている場合である。長

時間労働の見返りとして暗黙のうちに昇給や昇進が期待される状況にあっては、Voiceをあげることは、

その見返りを断念しなければならないことを意味する。 悪の場合は、Voiceをあげることが解雇につ

ながることも予想される。こうした場合、Voiceをあげることは困難になりやすく、また組織化するこ

とも難しくなる。 

あるいは、労働条件が改善されなくても、失業よりはマシだという考えかたもあるだろう。労働条

件を引き上げる、すなわち人件費のコストが増大すると企業経営が立ち行かなくなると説得されれば、

倒産による失業よりも、現在の労働条件を受け入れざるを得ないと考えるのが一般的であろう。Voice

をあげることが可能であり有効であるのは、労働者の立場が相対的に強い好景気のもとで、労働組合

などによって労働者の権利が十分に守られ、しかも企業経営が順調である場合に限られるのではない

だろうか。 

樋口美雄は、とくに日本で、Voice or Exitという手段が機能することが難しい点を指摘している（山

口・樋口編2008）。外部労働市場が整備されていないため、企業が倒産したら労働者は路頭に迷うこと

になる。そのため社員と企業は一体だという意識が強く、企業利益を優先されるためには自分の生活

を犠牲にすることも必要で、その犠牲があってこそ自分を守ることができると考えるようになってし

まうという。また、この外部労働市場の未整備が転職コストを高いものにしているため、労働条件の

折り合いがつかずに企業を辞める、すなわちExitという手段をとるという決断をつけることも非常に

難しくなっているという。この点については、八代尚宏も、同書で同様の見解を示しており、現行の

雇用保障のありかたと関係することを指摘している。 

すでに述べたように、長時間労働をなくし、ワーク・ライフ・バランスを実現するためには、多方

面からの取り組みが必要である。外部労働市場の整備による転職コストの引き下げだけでなく、税制

や社会保険制度の改革も必要とされる。前掲の山口・樋口編（2008）において、八代は長時間労働が
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日本的雇用慣行と不可分の関係にあり、さらに日本的雇用慣行は専業主婦モデルを前提としていると

したうえで、配偶者控除や第三号被保険者のような、女性が働かないことに対する暗黙の補助金を廃

止する必要があることを述べている。 

この点については、大沢（2007）が、日本のような「男性稼ぎ主」型の生活保障システムが、「会社

人間」および企業中心社会と表裏一体をなしていることを、より明確に指摘している(7)。大沢は、種々

の国際比較データをもちいて、99年の男女共同参画社会基本法制定にもかかわらず、現在の日本社会

が「男性稼ぎ主」型を前提としていることを明らかにしている。日本的雇用慣行に根ざした企業中心

社会と「男性稼ぎ主」型の社会は同時にしか変革することができない。そして、その変革こそが、ワ

ーク・ライフ・バランスの目指しているものなのである。 

 

４．生活時間の国際比較調査 

 ここまでみてきたように、ワーク・ライフ・バランスを実現するためには、企業・政府・労働者・

消費者など、それぞれの主体が変革をおこなう必要がある。このような大きな変革を可能にするため

には、強い動機づけが必要である。この強い動機づけは、日本社会の現状に対する真剣な危機感がな

ければ得られることはできない。長時間労働を一部の人の問題にすぎないとみなしたり、自発的な選

択であるから政策的な介入は合理的ではないとみなしたりすることは、問題を先送りすることになる

だろう。長時間労働は「男性稼ぎ主」型の社会システムのなかで生じている事態であり、この社会シ

ステムを維持しようとすれば、日本社会全体の持続が危うくなっているのが現状である（広井2006）。 

 現状に対する危機感を共有するためには、事実を知るところから始めなければならない。長時間労

働の実態や、長時間労働によって余儀なくされているライフスタイルに不足しているものは何か、こ

れらのことを認識することが重要である。現実を認識するうえでは調査によることが一般的だが、と

くに、社会システム全体にかかわる問題の場合には、国際比較が有効な認識につながることが多い。 

 以上のような問題関心にもとづき、私たちは生活時間の国際比較調査を企画した。日本の比較対象

としては、次の３カ国を選択した。第一は、冒頭でふれたように、OECDデータにおいて、近年、日本

よりも年間労働時間が短くなったとされる米国、第二は、内閣府経済社会総合研究所・財団法人家計

経済研究所（2006）により、子育てと仕事の両立が進んでいるとされているフランス、第三は、水野

谷（2005）によって日本以上に長時間労働がおこなわれていることが明らかにされた韓国である。 

水野谷（2005）は、現時点において も包括的な生活時間研究であるといえるが、ここで強調され

ているのは、生活時間研究におけるジェンダー視点の重要性である。「１日の生活行動をみる場合に、

人間が生活を営む基本的な単位である『世帯』における男女を捉えることが必要だからである。例え

ば、単身あるいは夫妻の世帯かがあいまいな「男と女」別でみるよりも、世帯の『夫と妻』別でみる

ことによって、より明確なジェンダー関係を考察できる」（前掲水野谷2005、23）。 

以上の水野谷の指摘をふまえ、私たちは、うえであげた４カ国において、各国400組の男女のカップ

ル（20～49歳）を対象とした調査を企画・設計した(8)。また、生活時間調査は回答者の負担が大きく、

独自調査をおこなう場合、全国サンプルを代表する調査設計がきわめて困難であることから、東京・
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ニューヨーク・パリ・ソウルの４つの大都市居住者を対象とした。したがって、４カ国比較調査とい

うよりも、４都市比較の調査といったほうがより正確であるかもしれない。 

さらに分析の視角としては、「個人の時間」「家族の時間」「社会の時間」の３つのバランスに着目し

た。この３つの時間がすべて豊かであることが望ましいのはもちろんであるが、ひとりひとりの持ち

時間には１日24時間という制限がある。したがって、どのようなバランスをとっているのかが問題に

なる。このバランスに着目することで、４カ国の特徴を把握するよう心がけた。 

日本社会の特徴をとらえるうえでは、ジェンダーの視点とも関連して、前掲大沢（2007）で指摘さ

れた「男性稼ぎ主」型社会である点をふまえた。大沢の議論では「男性稼ぎ主」型は生活保障システ

ムの類型として定義されているが、私たちは、データの制約もあり、「男性稼ぎ主」型を生活時間から

みたライフスタイル（＝時間という資源の用いかた）として捉えることにしたい。 

 

５．分析結果の概要 

各章では、研究メンバーがそれぞれ、このデータをもちいた分析をおこなっている。その詳細な内

容については各章をお読みいただきたいが、ここで、これらの分析から得られた知見と論点について、

概要をまとめておきたい。 

 第１章「雇用労働者の生活リズムと労働・生活時間」（白石利政）では、１週間あたりの生活リズム

に焦点をあてて、４カ国の比較をおこなっている。日本の男性・非現業系が、通勤等を含め、仕事に

関連して費やしている時間は66時間半で、アメリカを８時間半、フランスを８時間上回っている。韓

国は日本よりも１時間長い。この日本の長時間労働に対しては、１日あたり２時間の残業と平均40分

の始終業前後の時間が定着していることの影響が大きい。この結果、日本の男性雇用労働者の生活時

間は、長い在勤務先時間、短い睡眠時間、少ない家族全員そろっての夕食、短い夫婦の共有時間、狭

く回数の少ない自由活動によって特徴づけられている。また、日本では男性と女性の労働・仕事時間

の差が大きく、大沢のいう「男性稼ぎ主」型の社会であることが確認されている。 

 第２章「休日・休暇の取得状況」（白石利政）は、労働者の休日・休暇の取得状況を明らかにしてい

る。日本の正規雇用労働者の年次有給休暇の付与日数は平均19日であるが、取得率は男性が５割程度、

女性が７割程度にとどまる。フランスは付与日数30日をほぼ完全取得、アメリカは付与日数13日で９

割程度の取得、韓国は付与日数15日で６割程度の取得となっている。休暇の取得理由としては、各国

共通して、レジャーや旅行、休養・リフレッシュがあげられているが、日本の場合は、自分の病気・

けがのために取得されることが多く、またとくに日本の女性では子どもに関する行事、子どもの看護・

世話のための取得が多い点が特徴的である。 

 第３章「就労環境とストレスの関係」（松田茂樹）は、就労環境に着目しつつ、雇用労働者のディス

トレスを中心とした分析をおこなっている。ディストレスが も高いのは韓国男女で、日本の男女が

それに次ぐ水準となっている。一方、能力・専門性の活用や責任・裁量等からみた就労環境の質は、

男女とも、アメリカとフランスで高く、日本は大半の項目で も低い。どの国でも就労環境の質が低

いとディストレスが高くなる傾向が認められる。日本の場合、低い就労環境の質のもとで長時間労働
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をおこなっていることがディストレスを高くしていると考えられる。ディストレスを軽減し、心身の

健康を向上させるためには、過度の長時間労働の抑制に加えて、就労環境の質を高める必要がある。 

 第４章「夫の長時間労働、家事時間と妻の就業選択」（大石亜希子）では、夫の長時間労働と家事時

間に焦点をあてて、夫の家事時間が妻の就業選択に及ぼす影響を分析している。分析の結果、日本で

は、夫の平日の家事時間の増加が妻の正規雇用を促進する大きな効果が認められた。また、どの国で

も長時間労働をしている労働者ほど時短希望をもっているが希望通りの労働時間を実現できていない

こと、フレックスタイムなど「柔軟な働きかた」が不本意な長時間労働を抑制する効果をもたないこ

とが明らかにされている。 

 第５章「性別役割分業と平日の生活時間」（佐藤香）では、平日の生活時間を対象として、カップル

単位でみた分析をおこなっている。ここでの分析により、日本や韓国のように性別役割分業の規範が

強い、すなわち「男性稼ぎ主」型の社会では、夫の長時間労働のために、カップル単位でみた家事時

間や余暇時間、睡眠時間までをも圧迫する結果になっていることが明らかにされた。これらの特徴は、

カップルの就業形態組み合わせの構成比が異なる、すなわち専業主婦の多さによるところが大きいこ

とから、フルタイム就業のカップルが増加することによって、改善される見込みがあることが示唆さ

れている。ただし、日本の夫の家事時間の少なさは、就業形態組み合わせの構成比では解消されない

レベルであり、男女の賃金格差の見直し等も必要であると考えられる。 

第６章「カップルの働き方と家族の時間」（永井暁子）では、カップル単位での働き方と家族の時間

について分析している。どの国でも、妻の働き方によって夫が「柔軟な働きかた」を可能にするよう

な制度の利用を増やす顕著な傾向はみられない。とくに、日本と韓国では男性の働き方が硬直的なた

め、妻が夫の状態にあわせて、専業主婦あるいは「柔軟な働きかた｣の制度を妻のみが利用する形態を

とることになっている。家族の時間が確保できているかどうかは国によって大きく異なる。各国のお

もな特徴は、カップルの働き方にかかわらず家族の時間を確保しているフランス、専業主婦のいる家

庭ではきわめて家族の時間が長くなるアメリカ、長時間労働の夫も家族の時間を確保している韓国、

夫の家族の時間が短い日本、とまとめることができる。 

 第７章「余暇活動の国際比較」（佐藤香）は、余暇活動に焦点をあてた分析をおこない、日本人のラ

イフスタイルにおける問題点を指摘している。日本では平日に余暇活動がおこなえないため、家族と

外出する程度の限られた活動しかおこなえず、全般的に余暇活動が低調になっている。このため、余

暇活動においても人間関係が各活動内部に閉ざされがちであり、家族以外と余暇活動をおこなう場合

には、その活動を夫婦で共有することが少ない。４カ国とも余暇活動のありかたは、時間制約だけで

はなく、文化的な習慣などにも規定されているが、とくに日本の場合は時間制約によって大きな影響

を受けている。平日に余暇活動をおこなえるような状況をつくりだす必要がある。 

 第８章「仕事と生活における『時間』の有効活用と労働組合の課題」（後藤嘉代）では、雇用・就業

環境と育児にかかわる支援の２つに着目し、労働組合が果たしている役割を明らかにした。フランス

以外の３カ国では、組合加入者の雇用継続可能性がより高く、適切な健康管理がおこなわれている。

また日本と韓国では、組合加入者のほうが非加入者よりも職業能力開発のための機会や支援を得てい
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ることも明らかにされた。育児にかかわる支援については、日本の場合、組合加入者の職場で制度が

整備されている比率が高いが、運用は女性に偏っておこなわれている。一方、労働時間については、

日本の男性組合加入者の労働時間が も長く、残業も一般的におこなわれていることから、労働時間

の抑制に対しては労働組合の効果は認められなかった。 

 

６．日本社会の「ゆとりのなさ」と「非効率」――「待機時間」の発見 

各章でもふれられているように、４カ国の平均労働時間は、日本と韓国が他の２カ国と比較して大

幅に長時間労働になっている。実労働時間に通勤時間、始業前や終業後に勤務先で過ごしている時間、

勤務先での休憩時間を加えた労働関連時間でみると、日本では米仏両国との違いがさらに大きくなる

だけでなく、韓国と比較しても仕事により長い時間を費やしていることがわかる。私たちは、労働時

間の前後の時間を「（仕事のための）待機時間」と名づけた。この待機時間が長いために、実際に働い

ており給与が支払われている時間をはるかに上回って、仕事に関連した時間を過ごすことになってい

るのである。 

通勤時間の違いは都市環境による違いでもある。職住近接は望ましいことではあるが、東京居住者

にとっては、あまり選択の余地がないというのが現実だろう。同様に、日本で始業前や終業後に勤務

先で過ごす時間が長いのは、職場環境の違いともいえる。始業時間ぎりぎりに出社するのは社会人失

格とみなされたり、終業後に同僚たちと会話もせずに退社するのは付き合いの悪い人間だとみなされ

たりすることが多い日本の職場では、どうしても待機時間が長くなる。 

日本で残業時間が長いのも、実は、仕事のなかに待機時間が含まれているからだと考えることがで

きる。たとえば、うえでも少しふれたが、始業時間が９時に定められていても、９時に出社すればよ

いという職場は少ない。９時に始業するためには、それ以前に出社して制服に着替えたり、掃除をし

たりするのが一般的である。これは、おもに始業時刻ぴったりにお客さんに対応するための待機時間

であるといえるだろう。あるいは、海外の取引先と連絡することが多い職場では、始業・終業時刻と

は無関係に仕事が発生する。これも、海外の取引先に向けての待機時間である。本来は労働時間に含

まれるべきであるにもかかわらず、労働時間として認識されていないのが待機時間の特徴であり、逆

にいえば、待機時間の長さが日本の働きかたを特徴づけるともいえるだろう。とくに男性では待機時

間が長い傾向がみられる。こうした「会社人間」は、仕事だけでなく、余暇や休息さえも会社でとっ

ているようである(9)。 

「会社人間」の平日は、睡眠時間以外のほとんどすべての時間を「会社」のために過ごしてしまう

ので、それ以外のことをする時間は短くならざるをえない。睡眠時間さえ削って働いている人も少な

くない。当然のことながら、家事や育児をすることは皆無か、あってもきわめて僅かである。夫が会

社人間の妻は、専業主婦あるいはパートタイムで働くことが多い。妻もフルタイムで働いてしまうと、

家事や育児をする人が家庭にいなくなってしまうからである。したがって、家事・育児の負担はほぼ

全面的に妻にかかることになる。妻がフルタイムで働いている場合も、家事にかかわる事情はあまり

変わらない。妻がフルタイムで働いているからといって仕事時間を減らすことができる夫は少数であ
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る。妻は家事時間を減らすことで仕事と家事・育児を何とか両立させるが、やはり二重の負担は重い。 

私たちは、日本の主婦の家事負担が重いのも、待機時間とかかわっていると考えている。家族の生

活時間が揃わないため、何度も夕食の食卓を用意する主婦が少なくない。まず、年下の子どもの食事

を出し、塾から帰って来た年上の子どもの食事を出し、自分の食事をして、深夜に帰宅する夫の食卓

を整えて就寝するといったケースである。家族全員が揃って食事をすれば一度で済む食卓の用意が、

家族個々人の都合で何度にもわたることになる。これも一種の待機時間――家庭内で家族のための―

―ということができる。 

国際比較データによって、日本社会における個人レベルの「ゆとりのなさ」と、それをもたらして

いる待機時間を含む労働時間の長さとが浮かび上がってきた。夫も妻も、そのありかたは異なるとは

いえ、ゆとりのない生活を送っている。生活からゆとりを奪っているのが待機時間をともなう長時間

労働や家事であることも明らかである。日本の都市部で働いている多くの人にとって、この事実は生

活実感と一致するだろう。それでは、こうした状態を、人々はなぜ「ゆとりがない」と感じるのだろ

うか。 

この点について、私たちは、さきにふれた３つの時間――個人の時間・家族の時間・社会の時間―

―と関連すると考えている。長時間労働によって社会の時間が長すぎる男性の場合、家族の時間も個

人の時間も限界まで縮小され、睡眠という生理的必要時間まで削られることも少なくない。一方、家

事を単独で負担している女性の場合には、家族の時間が長すぎて社会の時間が短く、個人の時間も十

分とはいえない。このように、何か一つの時間が長すぎるためにバランスがとれなくなっている状態

を「ゆとりのなさ」と感じるのではないだろうか。 

もちろん、３つの時間のバランスのまえに、睡眠や食事・入浴などの生理的必要時間が十分に確保

されていることが前提条件である。のちにデータで示されるように、日本の雇用者の睡眠時間は夫婦

とも４カ国中で も短い。家庭での食事時間もそれほど長くはないだろう。その点を考えれば、日本

の「ゆとりのなさ」は、生理的必要時間が短いために、心身が疲労しやすく、「ゆとりがない」と思わ

れやすいのかもしれない。 

就労環境の条件によるところも大きい。第３章の松田論文が指摘しているように、日本の就労環境

に対する評価はおしなべて低い。自分の能力・専門性を生かすことができて、職業能力やキャリアを

高めるための機会や支援があり、一定の責任・裁量が与えられており、賃金・処遇が適切で納得性が

あって、適切な健康管理がおこなわれており、人間関係が良好であれば、多少の長時間労働でも、仕

事は「ゆとりのある」ものになるかもしれない。けれども、これらの条件が整っていない就労環境で

長時間労働をおこなわなければならないとしたら、それは非常にストレスフルなものとなり、「ゆとり

のなさ」を感じざるをえないだろう。日本では、どうやら後者の不幸な状態にあるようである。 

本章の第３節で検討したように、日本社会の「ゆとりのなさ」は夫の長時間労働に起因しており、

この夫の長時間労働は「男性稼ぎ主」型の社会システムと結びついている。したがって、「男性稼ぎ主｣

型のシステムが「ゆとりのなさ」を生み出していると考えることができる。ここで、私たちが着目し

たのは、カップル単位でみた場合の平均時間である。労働時間・家事時間・余暇時間の総和は、実は、
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日本のカップルで も短くなっている。これは、もちろん、日本のカップルの睡眠時間が長いためで

はない。この現象は、一見奇妙に思えるが、よく考えれば理解可能である。 

妻が専業主婦のカップルの場合、たとえ夫が不眠不休で働いたとしても、１日の労働時間が24時間

を超えることは不可能である。けれども、夫も妻も長時間労働のフルタイムカップルであれば、それ

ぞれ13時間ずつ働けば二人の合計労働時間は26時間となる。これは極端な例であるが、夫のみが働い

ているカップルよりも二人ともフルタイムで働いているカップルのほうが、合計労働時間は長くなり

やすい。しかも、男女の賃金格差が小さい国では、合計労働時間が長いほど世帯収入が増えることに

なる(10)。 

家事や余暇の時間も同様である。日本のように妻が一人で家事をおこなっている場合よりも、夫が

家事に一定の時間を費やしている場合のほうが、カップルの合計家事時間は長くなる。夫も妻も仕事

と家事をバランスよく分担することによって、それぞれが余暇時間を楽しむことができる。 

また、人との交際を楽しめるような余暇時間――社会の時間――が少ないことから、人々が社会的

ネットワークを構築しにくくなっていることも指摘できるだろう(11)。社会的ネットワークが構築され

にくい社会では、地域社会が機能しない。ちょっとした用事の際に近所の人に子どもの世話を頼むこ

とができれば、子育ての負担はかなり違う。より間接的には公園など子どもたちが遊ぶ場所の安全に、

さりげなく、けれども絶えず気をつけている地域の目があったりすれば、遊び場への送り迎えといっ

た待機時間を減らすことができる。地域社会の機能を確立・維持するためには、それなりの時間的投

資が必要になる。これがなければ、その機能を各個人や家庭が負担しなければならないことになる。 

このようにみると、日本社会は「ゆとりがない」だけでなく、一種の「非効率」な社会であること

がわかってくる。時間的なゆとりと経済的な収入を考量したうえで、人々が社会全体としての経済的

収入を優先した結果として「ゆとりがない」社会になっているのならば、それは社会の選択の問題で

あるといえるだろう。けれども、時間的ゆとりがなく、経済的にも実は非効率であるとしたら、ここ

ではどちらも優先されていない、つまり選択がなされていないことになる。 

このような社会は、誰にとっても豊かさを感じることができず、あまり幸福な社会とはいえない。

この状態を変えるためには、「ゆとりがなく」「非効率」なライフスタイルを変革する必要がある。こ

のように考えてくれば、ワーク・ライフ・バランスを実現することは、「ゆとりがあり」「効率的」な

ライフスタイルを創造することにほかならない。 

 

７．ライフスタイルを変革するために 

 前節でみたような「ゆとりがなく」「非効率」なライフスタイルから、より豊かさを実感できるライ

フスタイルへと変革するためには、どうしたらよいのだろうか。ここでは、私たちの国際比較調査か

らそのヒントを考えてみたい。 

 日本の比較対象として選ばれた米・仏・韓の３カ国は、それぞれ特徴的なライフスタイルをもって

いる。そのおおまかな特徴をみておこう。 

米国では仕事時間・家事時間とも男女の差が小さいが、これは、妻が夫並に働いているというより
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も、夫の家事時間が他の３カ国と比較すると長いためである。夫の大幅な家事負担（その背景には残

業および待機時間が短い働き方がある）によって妻の家事負担が軽減され、男女とも４時間を超える

余暇時間を確保しているのが米国のライフスタイルの特徴であろう。 

 一方、フランスではフルタイムで働く妻が４カ国中 も多く、その意味では女性が男性並みに働く

社会であるといえる。ただし、その労働時間は決して長すぎることはない。二人ともフルタイムで働

いているカップルは、それほど家事には時間を割かない。夫婦とも睡眠をたっぷりとって、４時間程

度の余暇時間を確保する生活を選んでいるようである。 

 この２カ国と比較すると、データからみた韓国の生活パターンは、かなりの程度まで日本に類似し

ているといえる。男性は日本並、女性は日本以上に働いている。わずかな違いは、夫婦とも日本より

も30分程度睡眠時間が長く、妻の家事時間が日本よりも30分少なく、余暇時間が30分長いといった点

であろうか。ただし、夫の家事時間は日本よりも20分強、余暇時間は10分長い程度にとどまる。 

 日本社会の問題として、第一に睡眠時間の確保が重要であろう。日本と同じように長時間労働の韓

国でも、日本よりも睡眠時間が長い。せめて、もう１時間の睡眠時間が欲しいというのが、働く人々

の願いなのではないだろうか。 

 日本や韓国は、４カ国のなかでは相対的に性別役割分業の社会的規範が強い。このことから予想さ

れるように、日韓では夫と妻の時間のつかいかたの違いが大きい。何かに特化した時間配分をしてい

るライフスタイルのもとでは、個人レベルでのバランスが悪くなる傾向が認められる。さらに、とく

に夫と妻の時間のつかいかたが４カ国の中で も異なる日本では、グロスでみた場合の非効率が際立

ってくる。 

また、日本や韓国などでは、性別役割分業の社会的規範と後発型福祉国家であることと関連して、

介護や育児などのケアワークが家庭内で女性の役割とされていることが知られている。このことが、

上記の個人レベルでの歪みとグロスでの非効率と結びついていることが考えられる。 

「ゆとり」と「効率」のあるライフスタイルにするためには、長時間労働の是正とともに、性別役

割分業のありかたを大きく変革する必要があるだろう。つまり、「男性稼ぎ主」型社会システム＝「企

業中心主義」社会からの脱却が必要である。 

そのためには、まず、労働の場においてVoice or Exitが機能するような状況を作り出すことが重要

である。この局面においては、労働組合が果たすべき役割も大きい。樋口美雄が「労働者のバーゲニ

ングポジションの弱さをカバーし、社内で自分たちの意見を声にして出せるようにするためには、働

く人の意識改革とともに、どうしても労働組合にがんばってもらわなければならない」（山口・樋口編

2008）と発言しているように、労働組合に期待する声は少なくない。 

残念ながら、第６章の後藤論文が明らかにしているように、現状では、日本の労働組合が長時間労

働を抑制する機能を十分に果たしているとはいえない状況である。確かに、雇用確保を優先せざるを

えない環境が続いたことは事実である。けれども、すでに正社員として雇用されている労働者を守る

だけであれば、女性や若年者を中心とする非正社員など従来の組合の非構成員からは、既得権益を保

護しているようにみえてしまうだろう。熊沢誠は「まだ組織労働者ではない若者に聞いてみると、労
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働組合によって生活を守るという考え方があまりに疎遠になっていることに驚かされる」と述べてい

る（神野・宮本編2006）。労働組合が労働者の生活を守るという社会的な認知を高めていくべきであろ

う。 

そのためには、たとえばサービス残業のような法的には規制されているにもかかわらず、運用上で

は黙認されているような問題を、組合が率先して解決をはかるなどの必要がある。「男性稼ぎ主」型社

会システムの変革に必要である男女の賃金格差の是正や 低賃金の引き上げに対しても、組合が積極

的に取り組むことが望まれる。これらの問題に組合が取り組むことによって、個々の労働者の意識も

変わっていくのではないだろうか。 

後に、働きかたをめぐる喫緊の課題として、次の５点をあげておきたい。いずれも、企業中心社

会からの脱却と、「男性稼ぎ主」型社会からの脱却をめざすものである。 

(1) 労働時間の短縮 

(2) 「待機時間」のない職場環境と良質な就労環境の構築 

(3) 女性のフルタイム就業率の増加（パートタイムの減少） 

(4) 家事・育児負担の平等度を高める 

(5) 地域における人的ネットワークの構築 

これらは、いずれも密接に関連している。繰り返しになるが、これらを実現するためには、企業側

の努力・協力だけでなく、個々の労働者の意識や行動も大きく変革する必要がある。けれども、この

ライフスタイルの変革は、「ゆとりある」「効率的な」生活を手に入れるだけでなく、より安定した生

活保障システムの構築にも結びつくはずである。本報告書が、その変革のための一助となることを願

ってやまない。 

 

＜注＞ 

（１）この２回の調査は、東京工業大学社会工学科の原芳男助教授(当時)を主査とするチームによって設計・分析を

おこなわれた。 

（２）「社会生活基本調査」は統計法に基づく指定統計で、５年ごとに実施されており、現在は総務省統計局が担当し

ている。 

（３）両立が女性特有の問題から男女に共通する問題となった研究上の変化については、原・佐藤（2008）の注1)を

参照のこと。ドーア（2005）によれば、仕事と生活の分裂が男性とっても問題となった背景には、欧米各国に

おいて、80年代以降、国際競争力を優先する政策がとられ、労働が強化されたことがあるという。 

（４）ただし、山口（2007）が指摘しているように、現在のところ、ワーク・ライフ・バランスをテーマとする生活

時間の調査研究の蓄積は、あまり多くない。 

（５）「毎月勤労統計調査」の労働時間データそのものにも問題が存在する。この調査は、常用雇用者を５人以上雇用

する事業所に対して実施される事業所調査である。事業所調査であることから不払い残業（サービス残業）時

間が労働時間に含まれない。これに対して、総務省「労働力調査」は、世帯を対象とする調査であり、世帯員

が週当たりの労働時間を回答している。この２つの調査による労働時間が大きく乖離していることから、日本

における不払い残業時間の大きさが注目を集めるきっかけともなった。 

（６）これらの問題については、森岡（2005）が詳細な分析をおこなっている。 

（７）「男性稼ぎ主」型においてはできるだけ所得を確保する必要から、男性世帯主は「会社人間化」が必然となる。

大沢（2007）参照。一方では、家庭を持つ女性は「会社人間化」が困難であるためフルタイムが継続できない
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総論 ―企業中心・男性稼ぎ主型社会からの脱却をめざして― 

という指摘もある（熊沢2000）。 

（８）「夫婦」または「夫妻」と表記せず、「カップル」とするのは、前者が、ほとんどの場合、法律上の配偶関係を

意味するのに対して、今回の調査では事実婚を含む事実上の配偶関係を捉えたためである。 

（９）1990年代初頭は政策的にも「企業中心社会」であることの反省がなされた時期である。国民生活審議会中間報

告『個人生活優先社会をめざして』では、会社はノルマを廃止する、労働時間短縮のため残業割増賃金率を引

き上げる、「会社人間化」を助長する社宅建設を見直す、などが提言された。なお、ここでいう「会社人間化」

とは、①「昇進など組織内での成功だけを重視する一元的な価値観」、その反面として法や正義の軽視、国際問

題・社会問題への無関心、②企業への長時間かつ広範な拘束と「組織的な無駄、非効率」、したがってまた③夫

＝父に代表される「家庭生活の歪み」、④さらに住宅・教育を含めた生活全般の企業への依存、などを意味して

いる（経済企画庁1991）。 

（10）このことは、逆にいえば、日本でフルタイムのカップルが増加しないのは、男女による賃金格差が大きいため

であるのかもしれない。もちろん、大沢（2007）が指摘するように、「男性稼ぎ主」型を前提としているために

パートタイム等の低賃金が「正当化」されてきたという側面も存在するはずである。 

（11）この点について、森岡（2005）は「働きすぎで近所付き合いも政治参加も困難に」なっていると指摘している。 
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１．はじめに 

 本章では、労働時間の現状と年次有給休暇、および夏休みについて検討を加えている。 

 1986年に提案された「国際協調のための経済構造調整研究会報告書」（前川リポート）は働時間を

1,800時間に短縮することを提唱し、国民的関心を呼んだ。同じ時期に連合は全的統一（1989年）を達

１．日本の男性・非現業系の週仕事関連時間Ⅱ（勤務先での労働時間＋通勤時間＋自宅作業時間）

は66時間30分、これはアメリカを８時間半、フランスを約８時間、上回っている。この時間が最

も長いのは韓国で日本より約１時間、長い。日本の長仕事・労働時間には、一日、約２時間の残

業と約40分の始終業前後の時間が定着していることの影響が大きい。もうひとつの問題である通

勤時間は、本調査の対象が各国の大都市圏であるためか、国による大きな違いはみられなかった。

  このような結果、日本の男性雇用労働者の労働・仕事時間の特徴は、長い在勤務先時間、短い

睡眠時間、少ない家族全員そろっての夕食、短い夫婦の「共有」時間、回数の少ない週あたりの

自由時間の活動につながっている。ＥＵ労働時間指令の24時間につき最低連続11時間の休息時間

付与に照らし、日本の男性は既にレッドゾーンに入っている人が10人に１人、これにイエロー・

ゾーン該当者を併せると５人に１人となる。 

 

２．日本の女性・非現業系の週仕事関連時間Ⅱは59時間31分、これはアメリカやフランスより約４

時間長い。実労働時間Ⅱ（勤務先での実労働時間＋自宅作業時間）は42時間前後で変わりがない。

通勤時間や始終業前後の時間、休憩・休息時間など、実際の労働時間以外の時間の長いことが影

響している。 

 

３．日本は労働・仕事時間は男性と女性との違いが大きい。日本の女性の実労働時間Ⅱがアメリカ、

フランス並の背景には男性の長労働時間がある。 

 

４．勤務時間の柔軟化を、始終業時刻・一定とフレックスでみると、各国とも違いは小さい。フレ

ックスは、運用面で機能が「停止」している。 
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成し、結成時のスローガンは「ゆとり・豊かな生活」、「10人十色の幸せさがし」であった。連合総研

は、連合結成に向け「ゆとりある生活の構図－経済先進国にふさわしい家庭の幸せのために」を発表

し、連合の方針を支えた。当時、ゆとり・豊かさは生活改善のキーワードとなった。その実現へ向け

てのターゲットは内需拡大と労働時間の大幅な短縮ということで「国民的合意」が形成された。これ

が、無断にも打ち崩されたのは1990年代前半から始まったバブル経済の崩壊であり、長期不況を向か

え、企業は経済・社会のグローバル化への対応と熾烈な企業間競争に生き残るためリストラに拍車を

かけた。 

 このような経緯を経て今日、日本の雇用労働者の生活リズムと労働時間はどのような状況に立ち至

っているのか。企業行動が変わり、就労環境や家庭内での性別役割分業が解体されるなか、今日、改

めて仕事と生活の見直しが「仕事と生活との調和」の実現というキーワードのもとで追及されている。

この運動推進に寄与すべき、日本の雇用労働者の生活リズムと労働・生活時間を国際比較のなかで明

らかにしていくことにする。 

 

２．調査の方法と分析データ 

 本調査の対象国は、ヨーロッパ、アメリカ、東アジアから各１ヵ国、すなわち35時間労働時間制を

制度化し時短先進国といわれるフランス、1980年以降、「長労働時間文化国」の仲間入りをしたといわ

れているアメリカ、それにお隣の韓国を選定し、日本と合わせた４ヵ国である。調査の対象都市はニ

ューヨーク、パリ、ソウル、東京を中心としている。 

 連合総研では、生活時間に関する国際比較調査を過去２回、1990年と1996年に欧米の労働組合の協

力を得て実施している。調査の方法は、15分単位のタイムテーブルによる自記入方式であった(1)。今

回は、平日（出勤日）の起床時刻から就寝時刻までの各イベントを尋ね、食事時間や休憩・休息時間、

残業時間、平日と休日の自宅作業時間を追加した簡易法を採用した。 

 調査の対象者は、各国の民間企業で働く雇用労働者本人とその配偶者、すなわちカップルである。

調査票の配布・回収はウェブを利用して行った。回収されたデータの中心はホワイトカラーであった。

またカップリング調査という性格から、従来の調査では回収が少なく分析困難であった女性のデータ

が入手できている。 

 これらのことを念頭に置いて、本章では雇用労働者の生活リズムと労働・生活時間の現状を、正規

雇用・常日勤のフルタイムを中心にしながら検討していく。 

 

３．生活リズムと労働・生活時間の現状 

（１）平日と休日の生活リズムと労働・生活時間 

 本調査では、生活リズムを構成するイベントとして平日の起床、出宅、勤務先到着、始業、終業、

勤務先退所、帰宅、就寝について、それぞれの時刻を尋ねた。併せて勤務先での食事時間と休憩・休

息時間、自宅作業時間の記入を求めた。また、休日については、起床と就寝の時刻、自宅作業時間に

ついてのみ記入してもらった。 
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 以上のような記入をもとに、つぎのような労働・生活時間指標を作成した。また各労働・生活指標

の相互の関係は図１－１の通りである。 

・実労働時間Ⅰ＝[（「終業時刻」－「始業時刻」）－（「食事時間」＋「休憩・休息時間」）] 

・実労働時間Ⅱ＝実労働時間Ⅰ＋「自宅作業時間」 

・始終業前後の時間＝[（「始業時刻」－「勤務先到着時刻」）＋（「勤務先退所時刻」－「終業時刻」）] 

・在勤務先時間＝「勤務先退勤時刻」－「勤務先到着時刻」＝「実労働時間Ⅰ」＋「始終業前後の時

間」＋「食事」＋「休憩・休息時間」） 

・仕事関連時間Ⅰ＝在勤務先時間＋通勤時間[（「勤務先到着時刻」－「出宅時刻」）＋（「帰宅時刻－

勤務先退所時刻」）] 

・仕事関連時間Ⅱ＝仕事関連時間Ⅰ＋「自宅作業時間」 

・睡眠時間＝「起床時刻」－「就寝時刻」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 まず、国別の結果を概観しておくことにする。検討の対象は正規雇用で常日勤勤務、週の労働日が

５日の雇用労働者である。その結果を、生活リズムに沿って整理したのが表１－１、労働・生活時間

の内訳を計算したのが表１－２である。 

 

 

 

 

図１－１ 労働・生活時間指標の相互関係 
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１）日本の雇用労働者 

①男性非現業系の生活リズムと労働・生活時間 

平日は６時34分の起床で始まる。約１時間後の７時32分に家を出、通勤に62分をかけ職場に着く

のは８時34分である。仕事を始めるのは18分後の８時52分からで、仕事が終わるのは19時09分、こ

の間、食事に49分、休憩・休息に26分を当てている。勤務先を出るのは26分後の19時35分、帰りも

同じ62分の通勤時間で、帰宅は20時37分となる。就寝は日の変わる24時09分である。 

このような結果から、実労働時間Ⅰは９時間04分、このなかには残業時間（112分）が２時間近く

が含まれている。この実労働時間Ⅰに自宅作業時間（６分）を加えた実労働時間Ⅱは９時間10分と

なる。また、このような生活リズムから、職場にいた総時間、すなわち在勤務先時間は11時間01分、

これに通勤時間を加えた仕事関連時間Ⅰは13時間04分、さらに自宅作業時間を加えた仕事関連時間

Ⅱは13時間11分となる。 

平日、勤務先にいる時間は一日の46％で半分近くにもなり、仕事関連時間Ⅱは55％で半分を超え

る。このため、帰宅後の就寝までの時間は３時間32分、睡眠時間は６時間25分で、ともに短い。 

休日の起床時刻は平日の２時間遅めの８時33分、就寝時刻は約40分早めの23時30分である。自宅

作業（18分）は平日同様、少ない。 

 

②男性現業系の生活リズムと労働・生活時間 

平日、勤務先に着くのは８時03分、21分後の８時24分には仕事を始め、１時間31分の残業を含ん

で18時29分に終わる。このなかには食事時間が44分、休憩・休息時間が29分、それぞれ含まれてい

る。退勤時刻は18時49分、帰宅時刻は19時46分で、帰宅から就寝までの時間は３時間51分で、その

日のうちに就寝（23時37分）している。 

このような結果、実労働時間Ⅰは８時間53分、在勤務先時間は10時間46分、仕事関連時間Ⅱは12

時間38分となる。このうち、在勤務先時間は一日の45％、仕事関連時間Ⅱは53％を占める。睡眠時

間は６時間36分で短い。 

休日の起床時刻は平日の２時間遅れの８時12分、就寝時刻は約30分早めの23時09分である。 

 

③女性非現業系の生活リズムと労働・生活時間 

平日の１日は６時18分の起床から始まる。家を出るのは１時間半後の７時49分で、通勤時間に53

分をかけ、職場に着くのは８時43分である。仕事を始めるのは12分後の８時55分、仕事を終わるの

は17時51分である。この間に、食事時間（50分）と休憩・休息時間（23分）を挟み、残業時間（36

分）も入る。勤務先を出るのは18時03分、帰りの通勤時間は朝より８分長い61分で、家に着くのは

19時04分である。帰宅から就寝までの時間は４時間41分で、この時間は他の国の女性非現業系と変

わらない。就寝は23時45分であるが、その前に自宅作業（25分）が行なわれている。 

このような結果、実労働時間Ⅰは７時間42分、在勤務先時間は９時間21分、仕事関連時間Ⅰは11

時間15分、仕事関連時間Ⅱは11時間40分となり、在勤務先時間は一日の39％、仕事関連時間Ⅱは49％
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を占める。睡眠時間は６時間32分で短い。 

休日の起床時刻は平日の２時間遅めの８時26分、就寝時刻は20分早めの23時23分である。自宅で

の作業時間は36分。このような結果から、平日（５日間）に２時間、休日（２日間）に１時間強の

自宅作業（「残業」）が定着していることが分かる。 

 

２）アメリカの雇用労働者 

①男性非現業系の生活リズムと労働・生活時間 

平日は６時12分に起床、１時間10分後の７時22分に家を出る。通勤時間は52分、職場に８時14分

に着き、仕事を始めるのは７分後の８時21分、終わるのは残業（28分）を含めて17時07分、と早い。

勤務時間中の食事時間は44分、休憩・休息は７分で、ともに短い。勤務先を出るのは仕事を終わっ

た８分後の17時15分、帰りの通勤時間は55分、帰宅は18時10分である。帰宅後、職場での残業時間

は短かったが、自宅作業に28分、振り分けられており、この時間は日本を約20分上回っている。就

寝は22時55分で早い。 

この結果、実労働時間Ⅰは７時間56分、実労働時間Ⅱは８時間24分。また、在勤務先時間は９時

間01分、仕事関連時間Ⅰは10時間47分、仕事関連時間Ⅱは11時間15分となる。職場にいる時間は一

日の38％と短く、仕事関連時間Ⅱも47％で半分を切っている。帰宅から就寝までの時間は４時間46

分が確保されており、睡眠時間も７時間16分と長い。 

休日の起床時刻は平日の２時間遅めの８時22分、就寝時刻は約40分遅めの23時33分である。自宅

での作業時間（53分）は平日より長い。 

 

②男性現業系の生活リズムと労働・生活時間 

平日は早起き・早寝型である。６時前には床を離れ、７時30分には勤務先には着き、９分後の７

時39分には仕事を始めている。仕事が終わるのは36分の残業を含めて16時28分である。このなかに

は、食事時間が43分、休憩・休息時間が９分、含まれている。退勤時刻は仕事からあがった８分後

の16時36分である。帰宅は17時21分、帰宅から就寝までの時間は４時間50分、床に就くのは22時11

分である。 

このような結果、実労働時間Ⅰは７時間57分、在勤務先時間は９時間06分、仕事関連時間Ⅱは10

時間42分となる。このうち、在勤務先時間は一日の38％、実労働時間Ⅱは同じく45％となる。睡眠

時間も７時間46分と長い。 

休日の起床時刻は平日の２時間半遅れの８時22分、就寝時刻は約25分遅めの23時35分である。 

 

③女性非現業系の生活リズムと労働・生活時間 

１日の始まりは６時22分の起床からである。家を出るのは１時間22分後の７時44分で、通勤時間

に45分かけ、職場に着くのは８時30分である。仕事を始めるのは８分後の８時38分、仕事を終わる

のは16時57分。この間に食事時間（45分）と休憩・休息時間（６分）、残業時間（12分）が入る。勤
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務先を出るのは仕事が終わって７分後の17時04分、帰りの通勤時間は50分、家に着くのは17時54分、

帰宅から就寝までの時間は４時間50分、この間に自宅作業（34分）を行なって、就寝するのは22時

44分である。 

このような結果、実労働時間Ⅰは７時間29分、在勤務先時間は８時間35分、仕事関連時間Ⅰは10

時間10分、仕事関連時間Ⅱは10時間44分となる。従って、在勤務先時間は一日の36％、仕事関連時

間Ⅱは45％となる。睡眠時間には７時間38分が確保されている。 

休日の起床時刻は平日の２時間遅めの８時33分、就寝時刻も35分遅めの23時19分である。自宅作

業に55分が振り向けられている。 

 

３）フランスの雇用労働者 

①男性非現業系の生活リズムと労働・生活時間 

平日は６時48分に起床、１時間後の７時51分に家を出て、通勤時間に44分をかけ、職場に入るの

は８時36分、その５分後の８時41分には仕事を始め、終わるのは残業（32分）を含めて18時11分で

ある。この間、食事時間に51分、休憩・休息に14分が当てられている。職場を出るのは仕事を終わ

った５分後の18時16分で、帰りの通勤（45分）を経て、帰宅は19時01分である。帰宅後、自宅作業

（16分）をした後、23時20分に床に就いている。 

このような結果、実労働時間Ⅰは８時間25分、実労働時間Ⅱは８時間41分、在勤務先時間は９時

間41分、仕事関連時間Ⅰは11時間10分、仕事関連時間Ⅱは11時間26分となる。勤務先にいる時間は

一日の40％、仕事関連時間Ⅱは48％となる。帰宅から就寝までの時間は４時間19分、睡眠時間は７

時間27分である。 

休日の起床時刻は平日の２時間遅めの９時02分、就寝時刻は約25分遅めの23時44分である。自宅

での作業時間（36分）は２週休日合わせて約１時間である。 

 

②男性現業系の生活リズムと労働・生活時間 

平日は６時22分の起床で始まる。職場に着くのは８時00分、その10分後の８時10分に仕事を始め、

仕事が終わるのは28分の残業を含めて17時10分である。このなかには、ゆったりとした食事時間（57

分）が含まれているが、休憩・休息時間（8.3分）は短い。職場を出るのは仕事からあがった７分後

の17時17分である。帰宅は18時03分、帰宅から就寝までの時間は４時間48分で、就寝は22時50分で

ある。 

このような結果、実労働時間Ⅰは７時間55分、在勤務先時間は９時間17分、仕事関連時間Ⅱは10

時間59分となる。このうち、在勤務先時間は一日の39％、仕事関連時間Ⅱは同じく46％となる。睡

眠時間には７時間32分が確保されている。 

休日の起床時刻は平日の２時間半遅れの８時50分、就寝時刻は約10分遅めの22時58分である。自

宅作業は40分となっている。 

 

－28－



第１章 雇用労働者の生活リズムと労働・生活時間 

③女性非現業系の生活リズムと労働・生活時間 

平日の１日は６時47分の起床で始まり、家を出るのは１時間11分後の７時58分で、通勤時間に42

分かけ、職場に着くのは８時40分である。仕事を始めるのは６分後の８時46分、仕事を終わるのは

残業（18分）を終えての17時47分。このなかには、食事時間（51分）と休憩・休息時間（11分）が

含まれている。勤務先を出るのは仕事が終わって８分後の17時47分、帰りの通勤時間は43分、家に

着くのは18時30分である。帰宅から就寝までの時間は４時間30分、この間に自宅作業（39分）を行

ない、就寝するのは23時00分である。 

このような結果、実労働時間Ⅰは７時間50分、在勤務先時間は９時間07分、仕事関連時間Ⅰは10

時間32分、仕事関連時間Ⅱは10時間50分となる。このことより、在勤務先時間は一日の38％、仕事

関連時間Ⅱは45％となる。睡眠時間は７時間47分で長い。 

休日の起床時刻は平日の２時間遅めの８時55分、就寝時刻も13分遅めの23時13分である。自宅作

業は39分、男性同様の時間が振り向けられている。 

 

４）韓国の雇用労働者 

①男性非現業系の生活リズムと労働・生活時間 

平日、床を離れるのは６時41分、１時間後の７時34分に家を出る。通勤時間は50分、職場に着く

のは８時24分、その22分後の８時46分から仕事を始め、終わるのは日本についで多い残業（48分）

をこなした後の18時32分である。この間には、食事時間（56分）と休憩・休息（35分）が含まれて

いる。職場を出るのは仕事を終わった38分後の19時10分で、帰りの通勤時間は60分で、帰宅するの

は20時10分である。帰宅後、自宅作業（28分）をした後、就寝はその日のうちの23時45分である。 

このような結果、実労働時間Ⅰは８時間16分、実労働時間Ⅱは８時間44分、在勤務先時間は10時

間46分、仕事関連時間Ⅰは12時間36分、仕事関連時間Ⅱは13時間05分となる。勤務先にいる時間は

一日の45％、仕事関連時間Ⅱは55％で、日本同様、労働時間は長い。始終業前後の時間、休憩・休

息時間に時間を割き、職場での残業と自宅作業が重なっている。このような結果、帰宅から就寝ま

での時間は３時間35分で、睡眠時間は６時間56分となる。 

休日の起床時刻は平日の２時間遅めの８時42分、就寝時刻は25分遅めの24時10分で、休日、唯一

日をまたいでいる。自宅での作業時間（69分）は長い。 

 

②女性非現業系の生活リズムと労働・生活時間 

平日の１日は６時45分の起床で始まる。家を出るのは約１時間後の７時51分、通勤時間は44分、

職場に着くのは８時35分である。仕事を始めるのは21分後の８時56分、仕事を終わるのは残業（22

分）を終えての18時27分である。このなかには、長めの食事時間（58分）と休憩・休息時間（28分）

が含まれている。職場を出るのは仕事が終わって24分後の18時27分、帰りの通勤時間は51分、家に

着くのは19時19分である。帰宅から就寝までの時間は４時間21分、この間に自宅作業（70分）が行

われている。床に就くのは23時40分である。 
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起
床
時
刻

出
宅
時
刻

勤
務
先
到
着
時
刻

始
業
時
刻

終
業
時
刻

勤
務
先
退
所
時
刻

帰
宅
時
刻

就
寝
時
刻

食
事
時
間
・
分

休
憩
・
休
息
時
間
・
分

残
業
時
間
・
分

自
宅
作
業
時
間
・
分

起
床
時
刻

就
寝
時
刻

自
宅
作
業
時
間
・
分

男性非現業系 175 6:34 7:32 8:34 8:52 19:09 19:35 20:37 24:09 48.7 25.5 112.4 6.4 8:33 23:30 17.8

男性現業系 37 6:13 7:08 8:03 8:24 18:29 18:49 19:46 23:37 43.6 29.1 100.5 0.8 8:12 23:09 8.1

女性非現業系 107 6:18 7:49 8:43 8:55 17:51 18:03 19:04 23:45 50.0 23.1 36.3 24.8 8:26 23:23 35.7

男性非現業系 173 6:12 7:22 8:14 8:21 17:07 17:15 18:10 22:55 43.5 6.6 28.0 28.1 8:22 23:33 52.8

男性現業系 30 5:56 6:50 7:30 7:39 16:28 16:36 17:21 22:11 42.8 9.2 36.0 11.0 8:22 23:35 44.0

女性非現業系 176 6:22 7:44 8:30 8:38 16:57 17:04 17:54 22:44 44.5 6.0 11.9 34.3 8:33 23:19 55.0

男性非現業系 177 6:48 7:51 8:36 8:41 18:11 18:16 19:01 23:20 51.4 13.6 31.7 16.2 9:02 23:44 36.4

男性現業系 63 6:22 7:17 8:00 8:10 17:10 17:17 18:03 22:50 56.6 8.3 27.6 12.7 8:50 22:58 40.3

女性非現業系 220 6:47 7:58 8:40 8:46 17:39 17:47 18:30 23:00 51.4 11.1 17.8 18.2 8:55 23:13 39.3

男性非現業系 152 6:41 7:34 8:24 8:46 18:32 19:10 20:10 23:45 55.5 34.8 48.2 28.4 8:42 24:10 68.9

女性非現業系 115 6:45 7:51 8:35 8:56 18:03 18:27 19:19 23:40 57.9 27.9 21.5 70.1 9:02 22:59 164.4

日
本

ア
メ
リ
カ

フ
ラ
ン
ス

韓
国

（正規雇用・常日勤・週労働日数５日）

注：６時≦始業時刻＜11時。15時≦退社時刻＜25時

件
数

出勤日

生活時間の流れ（時：分） 備考（分）
休日

このような結果、実労働時間Ⅰは７時間41分、在勤務先時間は９時間52分、仕事関連時間Ⅰは11

時間27分、仕事関連時間Ⅱは12時間37分となる。このことより、在勤務先時間は一日の41％、仕事

関連時間Ⅱは自宅作業に押し上げられて53％で半分を超えている。睡眠時間は７時間06分で、日本

の女性非現業系より約30分、長い。 

休日の起床時刻は平日の２時間以上、遅めの９時02分、就寝時刻は40分早めの22時59分である。

自宅作業は164分で、あまりにも長すぎる。帰宅後の家事などが“仕事”と考えられたためかも知れ

ない。 

 

表１－１ 平日と休日の生活リズム 
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第１章 雇用労働者の生活リズムと労働・生活時間 

表１－２ 平日の労働・仕事、生活時間の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）週当たりの労働・仕事時間 

 本調査では、週当たりの労働日数を尋ねている。これと先に紹介した一日当たりの生活リズムや休

日の自宅作業から、週当たりの労働時間を算出できる。この点に関し、つぎのような指標を作成した。 

・週実労働時間Ⅰ＝実労働時間Ⅰ×週労働日数 

・週実労働時間Ⅱ＝週実労働時間Ⅰ＋〔平日の自宅作業×週労働日数＋〔休日の自宅作業×（７日－

週労働日数）〕 

・週仕事関連時間Ⅰ＝仕事関連時間Ⅰ×週労働日数 

・週仕事関連時間Ⅱ＝週仕事関連時間Ⅰ＋（平日の自宅作業×週労働日数）＋〔休日の自宅作業×（７

日－週労働日数）〕 

 

 正規雇用で常日勤勤務、週の労働日が５日の雇用労働者を対象に週当たりの労働時間を示したのが

表１－３である。 

 日本の男性非現業系の勤務先での週当たり週実労働時間Ⅰは45時間18分、これに自宅作業の約１時

間を加えた週実労働時間Ⅱは46時間26分となる。週仕事関連時間Ⅰは65時間22分、これに同じく自宅

作業を加えた週仕事関連時間Ⅱは66時間30分となる。 

この男性非現業系を目安に週仕事関連時間Ⅱをみると、男性現業系は63時間28分（うち自宅作業は

20分）で約３時間、女性非現業系は59時間31分（同：196分）で約７時間、それぞれ短い。またこの週

仕事関連時間Ⅱの週の総生活時間（１日1440分×７日）に占める比率は、男性非現業系で40％、男性

件
数

朝
の
通
勤
時
間
・
分

帰
り
の
通
勤
時
間
・
分

始
終
業
前
後
の
時
間
・
分

在
勤
務
先
時
間
・
時
分

実
労
働
時
間
Ⅰ
・
時
分

実
労
働
時
間
Ⅱ
・
時
分

仕
事
関
連
時
間
Ⅰ
・
時
分

仕
事
関
連
時
間
Ⅱ
・
時
分

帰
宅
後
の
時
間
・
時
分

睡
眠
時
間
・
時
分

男性非現業系 175 61.7 61.7 43.3 11:01 9:04 9:10 13:04 13:11 3:32 6:25

男性現業系 37 54.5 56.5 40.9 10:46 8:53 8:54 12:38 12:38 3:51 6:36

女性非現業系 107 53.3 61.2 25.0 9:21 7:42 8:07 11:15 11:40 4:41 6:32

男性非現業系 173 51.7 55.0 14.2 9:01 7:56 8:24 10:47 11:15 4:46 7:16

男性現業系 30 40.1 44.8 17.3 9:06 7:57 8:08 10:31 10:42 4:50 7:46

女性非現業系 176 45.3 50.0 15.5 8:35 7:29 8:03 10:10 10:44 4:50 7:38

男性非現業系 177 44.3 44.9 11.1 9:41 8:25 8:41 11:10 11:26 4:19 7:27

男性現業系 63 42.7 45.9 17.2 9:17 7:55 8:08 10:46 10:59 4:48 7:32

女性非現業系 220 41.8 43.3 13.7 9:07 7:50 8:09 10:32 10:50 4:30 7:47

男性非現業系 152 49.9 60.3 60.2 10:46 8:16 8:44 12:36 13:05 3:35 6:56

女性非現業系 115 44.1 51.1 45.6 9:52 7:41 8:51 11:27 12:37 4:21 7:05

（正規職員・常日勤・週労働日数５日）

日
本

注：６時≦始業時刻＜11時。15時≦退社時刻＜25時

ア
メ
リ
カ

フ
ラ
ン
ス

韓
国
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表１－３ 週当たりの労働・仕事時間 

備考
複
数
の
仕
事
を
し
て
い
る

人
・
人
数

175 45:18 46:26 65:22 66:30 6
20－29歳 17 45:57 46:26 65:04 65:33 1
30－39歳 71 45:44 47:04 65:36 66:56 2
40－49歳 83 44:54 45;58 65:32 66:36 3

37 44:24 44:44 63:08 63:28 0
107 38:32 41:48 56:15 59:31 5

20－29歳 28 38:03 40:18 55:57 58:12 2
30－39歳 34 38:25 41:45 56:45 60:05 0
40－49歳 45 38:56 42;46 56:04 59:54 3

173 39:42 43:47 53:57 58:03 4
20－29歳 27 39:51 42:14 54:26 56:50 0
30－39歳 66 39:05 43:50 53:58 58:43 3
40－49歳 74 40:16 44:14 53:49 57:46 1

30 39:43 42:06 52:34 54:57 0
176 37:23 42:04 50:50 55:31 8

20－29歳 38 38:09 40:58 51:33 54:22 2
30－39歳 78 36:25 41:39 50:35 55:49 4
40－49歳 58 38:01 43:23 50:39 56:01 2

177 42:04 44:38 55:49 58:23 2
20－29歳 29 40:56 42:03 54:28 55:35 0
30－39歳 86 41:57 44:27 56:03 58:33 0
40－49歳 60 42:51 46:11 56:08 59:27 2

63 39:36 42:00 53:49 56:13 0
220 39:12 42:01 52:38 55:28 3

20－29歳 58 38:37 40:45 52:08 54:16 1
30－39歳 106 39:02 41:17 53:09 55:24 1
40－49歳 56 40:07 44:45 52:12 56:50 1

152 41:19 45:58 63:02 67:42 10
20－29歳 25 42:49 47:44 61:42 66:37 0
30－39歳 65 41:45 46:08 64:33 68:56 4
40－49歳 62 40:14 45:05 61:59 66:51 6

115 38:23 49:42 57:16 68:35 5
20－29歳 33 39:02 48:36 57:18 66:51 1
30－39歳 55 38:03 50:26 57:20 69:43 3
40－49歳 27 38:17 49:35 57:07 68:25 1

週
仕
事
関
連
時
間
Ⅰ
・
時
分

週
仕
事
関
連
時
間
Ⅱ
・
時
分

フ
ラ
ン
ス

ア
メ
リ
カ

注：６時≦始業時刻＜11時。15時≦退社時刻＜25時

日
本

（正規雇用・常日勤・週労働日数５日）
件
数

週
実
労
働
時
間
Ⅰ
・
時
分

週
実
労
働
時
間
Ⅱ
・
時
分

韓
国

男性非現業

男性現業系
女性非現業

男性非現業

男性現業系
女性非現業

男性非現業

男性現業系
女性非現業

男性非現業

女性非現業

 

現業系で38％、女性非現業系で35％となる。 

 アメリカの場合はどうであろうか。男性非現業系の勤務先での週実労働時間Ⅰは39時間42分、自宅

作業が約４時間で、週実労働時間Ⅱは43時間47分となる。週仕事関連時間Ⅰは53時間57分、週仕事関

連時間Ⅱは58時間03分である。男性非現業系対比で週仕事関連時間Ⅱをみると、男性現業系は54時間

57分で約３時間、女性非現業系は55時間31分で約２時間半、それぞれ短い。この週仕事関連時間Ⅱの

週の総生活時間に占める比率は、男性非現業系で35％、男性現業系と女性非現業系は33％となる。 

 フランスの男性非現業系の勤務先での週実

労働時間Ⅰは42時間04分、自宅作業は約２時

間半で、実労働時間Ⅱは44時間38分となる。

週仕事関連時間Ⅰは55時間49分、週仕事関連

時間Ⅱは58時間23分である。このうち週仕事

関連時間Ⅱは、男性現業系では56時間13分、

女性非現業系は55時間28分で、男性非現業系

に比べ、それぞれ約２時間10分、約３時間、

それぞれ短い。この週仕事関連時間Ⅱの週の

総生活時間に占める比率は、男性非現業系で

35％、男性現業系で33％、女性非現業系で33％

である。 

 韓国は日本同様、労働時間が長い。男性非

現業系の勤務先での週当たり実労働時間Ⅰは

41時間19分、自宅作業時間は約４時間半、実

労働時間Ⅱは45時間58分。週仕事関連時間Ⅰ

は63時間02分、週仕事関連時間Ⅱは67時間42

分となる。女性非現業系の週仕事関連時間Ⅱ

は68時間35分で男性を上回っている。これは、

女性非現状系で自宅作業が多いためであるが、

先に触れたような理由から一般化しにくい。

このことを前提に、週仕事関連時間Ⅱの週の

総生活時間に占める比率は、男性非現業系で

40％、女性非現業系で41％となる。 

以上の結果を整理しておこう。 

男性の場合、日本とアメリカやフランスと

の労働・仕事時間の差は大きい。日本の週仕事関連時間Ⅱは、男性非現業系ではアメリカを約８時間

半、フランスを約８時間、男性現業系ではそれぞれ約８時間半、７時間15分、いずれも上回っている。

韓国の男性非現業系は日本と似ている。 
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第１章 雇用労働者の生活リズムと労働・生活時間 

 労働・仕事時間中の自宅作業は、非現業系では日本の男性が68分で一番短い。女性は196分、アメリ

カでは男性245分、女性281分、フランスではそれぞれ154分、169分、韓国では同じく279分、679分で

ある。日本の男性は、職場での勤務時間が長いが自宅での作業時間は短い。アメリカやフランスでは、

職場の仕事を切り上げるのは早いが、持ち帰り時間は少なくない。 

 以上の点に加え、日本は男女間での差が大きい。日本の週仕事関連時間Ⅱは、男性が女性を約７時

間上回っているが、アメリカでは２時間半、フランスでは約３時間と小幅である。 

このようななか、日本の女性の非現業系の実労働時間Ⅰはアメリカ、フランス並みである。しかし、

留意すべき点は実労働時間Ⅱになると日本は長くなる。これには通勤事情や働き方が影響しているよ

うだ。日米で比べると、一日当たり通勤時間で19分、始終業前後の時間で９分、休憩・休息で17分、

いずれも日本が長い。これらを５日間、累積すると４時間近くにもなる（図１－２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお、先の表には非現業系について、年代別の労働・仕事時間をも掲載している。勤務先と自宅で

の仕事時間の合計である週実労働時間Ⅱをみると、この時間が最長の年代は、日本の男性では30代、

女性では40代、アメリカとフランスではともに40代、韓国では男性の20代、女性の30代である。子ど

もが幼児期の子育て世代が多い30代でこの時間が長いのは日本の男性と韓国の女性である(2)｡  

 

（３）在勤務先時間を巡る問題 

 以上の検討から、日本の労働・仕事時間の特徴は何といっても職場にいる時間、すなわち在勤務先

時間が長いことである。ここでは、その背景と生活への影響、雇用労働者の今後の仕事や睡眠時間に

図１－２ 日本との対比でみた週当たりの労働・仕事時間 
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対する思いを検討する。 

 

１）在勤務先時間の背景 

日本で、この時間が押し上げられている最大の要因は残業時間であり、これに始終業前後の時間

と休憩・休息時間の長さが積み重なっているためである(3)。 

残業時間は、日本の男性の非現業系では２時間、現業系では１時間半、女性非現業系では30分で、

定着している。これに始終業前後の時間が加わり、勤務時間が長いにもかかわらず、あるいは長い

ことからくる「疲労回復」のためか、休憩・休息時間も長めである。 

図１－３は、残業ゼロと残業と休息の双方ともゼロの比率を図示したものであるが、日本の、特

に男性の残業ゼロは１割台でしかなく、アメリカやフランスの７割前後との差は歴然としており、

この点については韓国をも大きく下回っている。また、この図からアメリカの非現業系では休憩・

休息の双方ゼロが半数を占めていることも明らかになっている。職場にいる時間を出来るだけ短く

し、可処分時間を長くしたいとの思いが、伝わってくる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本の始終業前後の時間は、男性では約40分でアメリカやフランスの15分前後を上回っている。

日本でも女性は25分で男性よりは短いが、それでもアメリカやフランスの15分前後に比べると長い。

また、日本の休憩・休息時間は25分前後でアメリカやフランスの10分前後と比べ、ゆったりしてい

る。韓国は日本と似ており、始終業前後の時間や休憩・休息時間に時間をかけている。 

このような結果として、日本の、特に男性の労働時間は長くなり、始業時刻の違いが少ないもと

では、必然的に遅い退勤時刻につながる。既に、生活リズムで平均的な退勤時刻には触れた。図１

－４は、その分布を正規雇用・常日勤・始終業時刻一定の雇用労働者について退勤率（全員が退勤

すれば100％）で図示したものである。カーブが左側に寄り高くなればそれだけ帰宅している人の多

図１－３ 残業時間や休憩・休息時間ゼロの比率 
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第１章 雇用労働者の生活リズムと労働・生活時間 
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いことを、反対に右側に傾き、それが低ければ低いほど職場に残っている人の多いことを示す。 

 非現業系の男性の結果からは、日本の平均退勤時刻（19時36分）の時間帯に退勤している人が、

日本は59.1％、アメリカは99.4％、フランスは89.2％、韓国は71.0％となる。従って、日本は遅く

まで職場に残っている人が多い、ということになる。 

女性の非現状系の退勤率は左側に寄っており各国とも早い。男性と違ってアメリカでは18時台、

日本とフランス、韓国では19時台に９割以上の人が退所している。そのなかで、日本はフランスと

似ており、アメリカはより早く、韓国はいくぶん遅い。 

また、男性の現業系の結果からは、アメリカで早く、これについでいるのがフランスで、日本は

韓国より早い人がいる一方で、遅い人もいる。 

 

図１－４ 退勤率 
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図１－５ 夫婦の帰宅時刻① 
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２）夫婦間の時間配分 

 このような働き方の結果として、共働き世帯における夫婦の帰宅時刻には国による違いの大きいこ

とが容易に推測される。このことを確認するため、カップリング・データで集計してみた（図１－５）。 

「女性の方が早い」の回答をみると、日本の夫婦とも正規雇用世帯では79.2％で、アメリカの

48.0％、フランスの53.8％を大きく上回っており、韓国の64.7％との差もはっきりしている。比率

の差は縮まるが、夫が正規雇用で妻が非正規雇用の場合も当てはまる。同じく「女性の方が早い」

の回答は、日本が89.2％で、アメリカの70.6％、フランスの69.4％、韓国の69.8％を明らかに上回

っている。日本の共働き世帯の生活は、女性が早く帰宅することを前提に成立している。 
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第１章 雇用労働者の生活リズムと労働・生活時間 

 なお、表１－４は子どもの成長段階と夫婦間の就労パターンとを組み合わせ、夫婦の帰宅時刻を

示したものである。 

日本の夫婦とも正規雇用で、幼児のいる世帯の夫の帰宅時刻は19時54分、これは夫正規雇用・妻

非正規雇用より44分、夫正規雇用・妻専業主婦よりは32分早い。妻の帰宅時刻（18時32分）との差

は大きいが、子どもとの接触を図ろうとする努力の現われであろうか。であるならば、このような

生活スタイルが定着することが望まれる。しかし、子どもが小学校から高校になると、夫の帰宅時

刻は21時近くになり遅い。家事や育児の妻任せや子どもとの会話不足が推測される。 

これに対してアメリカやフランスの帰宅時刻は18時前後で、就労パターンの違いや子どもの成長

段階により異なった結果はみられない。その分、生活リズムが安定しているということであろう。

韓国も「安定」しているが、それは夫の帰宅時刻が遅いということである。このようななか、韓国

の夫婦とも正規雇用の場合は、幼児段階は遅いが６～17歳児になると早く、妻とほぼ同時刻に帰っ

ているが、サンプルが少ないため一般化することは難しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このような共働き夫婦の帰宅時刻の違いはまた、夫婦の平日における「共有時間」の違いと共存

している。図１－６は、夫婦のうち早く帰った人の時刻から早く就寝した人の時刻を差し引いて作

成したものである。 

 日本の夫婦とも正規雇用世帯では「２時間台」（25.0％）を中心に「３時間台」（21.9％）、「３時

表１－４ 夫婦の帰宅時刻② 
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夫
・
帰
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時
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（

時
・
分
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妻
・
帰
宅
時
刻
（

時
・
分
）

夫婦とも正規雇用 23 35.9 33.8 19:54 18:32 15 42.9 40.9 20:56 18:34

夫正規雇用・妻非正規雇用 35 34.8 33.2 20:38 17:03 32 43.3 40.3 20:34 15:57

夫正規雇用・妻専業主婦 38 34.5 33.6 20:26 10 43.9 40.5 19:55

夫婦とも正規雇用 63 34.9 33.5 18:23 17:46 46 43.2 40.7 18:03 17:36

夫正規雇用・妻非正規雇用 13 34.8 34.6 17:33 17:14 15 43.5 41.1 18:17 16:37

夫正規雇用・妻専業主婦 15 39.1 37.7 18:10 6 39.0 37.5 18:11

夫婦とも正規雇用 85 35.9 34.0 18:51 18:10 41 41.4 39.8 18:32 18:05

夫正規雇用・妻非正規雇用 17 34.6 32.2 18:37 17:01 11 39.3 39.5 18:36 18:12

夫正規雇用・妻専業主婦 15 37.0 33.4 19:04 5 43.6 40.8 18:32

夫婦とも正規雇用 49 32.7 31.2 20:12 18:49 21 42.2 39.0 19:23 19:29

夫正規雇用・妻非正規雇用 14 33.4 31.5 20:32 19:00 13 39.8 38.9 20:07 19:05

夫正規雇用・妻専業主婦 51 37.9 35.0 20:15 32 42.8 38.5 20:23

注：勤務は常日勤。15時≦退社時刻＜25時

（カップリング・データ）
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間未満」（20.9％）、「４時間台」（18.8％）と、分布している。この平均値は２時間47分で、韓国（２

時間59分）とは近いが、アメリカ（３時間30分）やフランス（３時間32分）と比べると、40分強、

短い。 

これが、夫が正規雇用で妻が非正規雇用になると、日本の分布は「２時間未満」（23.0％）と「３

時間台」（24.4％）、「２時間台」（14.9％）で大半を占める。この平均値は２時間54分で、アメリカ

（３時間56分）とでは約１時間、フランス（３時間29分）とでは35分、ともに短い。韓国（２時間

38分）は日本と似ているが、日本よりは16分、短い（図１－６）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）家庭生活との関係－家族全員そろっての夕食回数 

 退勤時刻の違いは、通勤時間にあまり違いがないもとでは帰宅時刻の違いにつながり、それは家

族の生活にも影響を及ぼすことになる。家族全員そろっての夕食回数で確認しておくことにする。 

 図１－７の男性・正規雇用・常日勤者の帰宅時刻別の結果から、「必ず毎日」と「だいたい毎日」

を併せた＜毎日＞の比率は、日本（45.6％）と韓国（35.5％）は半数を割り、フランス（66.3）と

アメリカ（64.3％）の65％前後との差は大きい。 

しかし、その日本においても帰宅時刻によって異なる結果が現われている。帰宅時刻19時前では

83.3％、19時台では64.2％、20時台では41.0％、21時以降では24.1％となっており、帰宅時刻が遅

くなると家族全員そろっての夕食回数は著減する。 

この結果は、家族全員そろっての夕食には19時前後に帰宅することがひとつの条件ということを

示唆している。このことは連合総研（1996）調査の小学生（５～６年生）の夕食開始時刻の18時52

分、中学２年生と中学３年生のともに19時03分、と照応する。また、首都圏のビジネスパーソンを

図１－６ 夫婦の「共有」時間 
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第１章 雇用労働者の生活リズムと労働・生活時間 

対象にしたシチズン調査（2002）では理想の生活タイムテーブルを尋ねており、平日の理想の帰宅

時刻は男性19時45分、女性19時05分、夕食時刻は男性19時47分、女性19時26分である。男性は帰宅

後直ぐ食事となり、据え膳の生活を「理想」としていることになる。この点については問題なしと

はいえないものの、本調査の結果と整合的である。国民の夕食時刻のピークがこの35年の間に18時

台後半から19時台前半にズレ込み、「食事は決められた時間内に一緒にすませるのではなく、めいめ

いが好きな時間にとるようになっている」（ＮＨＫ国民生活時間調査2006）。遅くなる夕食と孤食化

に歯止めをかけ家族全員そろっての夕食を楽しむためには19時台、それも前半の帰宅が望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－７ 家族全員そろっての夕食回数 

必ず毎日　　　　 だいたい毎日　　 週に３｜４回程度 週に１｜２回程度 その他　　　　　
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 なお、今回のフランスの結果からは帰宅時刻が遅い人でも家族全員そろって夕食をとっている人

の多いことが分かる。しかしその反面、「その他」（「月に２～３回」＋「月に１回程度」＋「ほとん

どない」）に回答した人も５人に１人となっており、フランスの事情に詳しい鈴木宏昌（2006）のフ

ランス人は「どんなに忙しい時でも夕食は家族とともにする」との紹介とはかけ離れている。調査

実施上の技術的問題があったのかも知れない。この意味で、今回のフランスの結果を一般化するに

は検討すべき課題が残されている。 

 

４）睡眠時間 

 既に紹介したように、日本の平日における就寝時刻は遅く睡眠時間は短い。非現業系について、

再度、要約すると、日本の就寝時刻は24時前後で睡眠時間は６時間半である。これに対して、アメ

リカとフランスでは23時前後に就寝しており睡眠時間は７時間半と長い。韓国は、日本と似ている

が、就寝がいくぶん早く起床がいくぶん遅いため、睡眠時間は７時間で、日本より約30分長い。 

 また、休日の起床時刻は各国とも平日に比べ２時間遅れで、ゆったりしている、しかし、休日の

就寝時刻については、日本と韓国の女性非現業系は平日に比べ早め、アメリカとフランス、韓国の

男性非現業系は遅めとなっている。このような時間選択が、平日の疲れ解消の優先か、自分で処理

できる可処分時間を出来るだけ伸張することを優先かの違いを示唆しているとすると、興味深いと

ころである。 

 

５）勤務の間隔 

 1993年に制定されたＥＵ労働時間指令では、24時間につき最低連続11時間の休息時間付与を義務

付けている。雇用労働者の健康と安全、仕事と生活の調和にとって最低基準ということである。こ

のことを念頭において、勤務の間隔に関する２つの集計を行ってみた。 

ひとつは勤務終了時刻と翌日の始業時刻との間で、もうひとつは退勤時刻から翌日の勤務先到着

時刻との間である。ここでは前者を勤務間隔Ⅰ、後者を勤務間隔Ⅱとする。男性の非現業系を中心

にその結果を図示した図１－８から、ＥＵ労働時間指令に照らすと、日本の結果には改善すべき点

のあることがみつかる。 

 勤務間隔Ⅰは、各国とも15時間以上が多数である。しかし、違いも大きく日本の平均値は14時間

未満、アメリカは15時間強、フランスは14時間半、韓国も男性の非現業系が14時間強、女性の非現

業系は15時間弱である。 

 このことを踏まえて問題の「11時間未満」をみると、これに該当するのは日本の男性非現業系

（5.7％。10人）とフランスの男性非現業系（0.6％。１人）のみである。いわば、ＥＵ労働時間指

令の違反者ということになる。この予備軍である「11時間～12時間未満」には、日本の男性非現業

系の10.3％（18人）と男性現業系の8.1％（３人）、フランスの男性非現業系の1.1％（２人）、韓国

の男性非現業系の5.3％（８人）、女性の非現業系の1.7％（２人）が該当する。 

 始終業前後の時間を勤務時間とみなした勤務間隔Ⅱになると、日本と韓国の分布は13時間台から
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第１章 雇用労働者の生活リズムと労働・生活時間 

14時間台が多くなる。これは、アメリカの15時間以上やフランスの14時間台と15時間以上に多くの

回答が集まっている結果とは異なっている。この平均値は、日本の13時間前後に対し、アメリカは

15時間、フランスは14時間強である。このようななか、韓国は男性の非現業系が13時間強、女性の

非現業系は14時間となっている。 

 ここでも「11時間未満」に着目すると、日本で８～10％、韓国で２～５％となる。「11時間～12

時間未満」になると、日本の男性の非現業系と現業系、韓国の男性非現業系では１割を超える。 

 日本の男性は、ＥＵ労働時間指令に対し既にレッドゾーンに入っている人が10人に１人、これに

イエロー・ゾーン該当者を併せると５人に１人にもなる。韓国の男性非現業系も日本に近い。長労

働時間が話題となっているアメリカは、本調査でみる限り時短先進国であるフランスより良好な条

件のもとで働いている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－８ 翌日の勤務までの間隔 

11時間未満　　　 11時間｜12時間未満　　　　　　　 12時間｜13時間未満　　　　　　　 13時間｜14時間未満　　　　　　　 14時間｜15時間未満　　　　　　　 15 時間以上　　　

注：６時≦始業時刻＜11時。15時≦退社時刻＜25時
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６）自由時間の過ごし方との関係 

 平日の働き方は、自由時間の過ごし方にも影響する。本調査のなかから「家族で外出」、「友人・

知人との交際」、「自己啓発」、「エキササイズ」、「リラクゼーション」、「自宅外での映画などの鑑賞・

スポーツ観戦」、「地域活動や宗教活動」の７つの活動を取り出し、在勤務先時間別に月当たりの総

実施回数を算出してみた（図１－９）。ここでの関心は、在勤務先時間の長短によって自由時間の活

動の広がりに影響があるのか否かを確認することである。 

まず分かることは、ここで取り挙げた行為回数は在勤務先時間の違いよりは国による違いが大き

い。アメリカの総行為回数は高く、以下、フランス、韓国の順で、日本は最下位である。 

 このことを踏まえて日本の結果をみると、男性では在勤務先時間が長くなると行為回数は傾向的

に減少している。長い在勤務時間は自由時間の活動の幅を狭くする。アメリカの男性では10時間台

で、韓国の男性では11時間台で、それ以前と時間と比べると行為回数に減少がみられる。しかし、

フランスにおいては傾向的な動きを確認することはできない。日本の女性も同様である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７）雇用労働者の思い－仕事と睡眠時間について 

 ところで、雇用労働者本人は、このような働き方のもとで、今後の仕事や睡眠時間については、

どのような思いを持っているのであろうか。仕事時間については＜減らしたい＞、睡眠時間につい

ては＜増やした＞でみていくことにする（図１－10）。国による違いと同時に在勤務先時間の長さに

よる転換点が確認される。 

 仕事時間を＜減らしたい＞は、各国とも４割前後で似ている。しかし、在勤務先時間別では＜減

らしたい＞が平均を明らかに上回る転換点がある。男性では、日本は12時間以上、アメリカは10時

図１－９ 月当たりの自由時間の過ごし方 

（正規雇用・常日勤・週労働日数５日）
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第１章 雇用労働者の生活リズムと労働・生活時間 

間台、フランスは11時間台、韓国は11時間台である。一方、女性では同じく、日本10時間台、アメ

リカ10時間以上、フランス９時間台、韓国10時間以上である。これらの時間は、各国の雇用労働者

の在勤務先時間の「限界」ということになる。それにしても、日本と韓国の男性の「許容度」は広

すぎる。 

 一方、睡眠時間を＜増やした＞は、日本、アメリカ、フランスは６～７割の人が、これに回答し

ている。しかし、韓国は男性で４割、女性で５割にとどまっており、改善へ向けての期待は弱い。

この睡眠時間について転換点がはっきり確認できる在勤務先時間は、男性では日本の12時間以上、

アメリカの10時間台、フランスの11時間台、女性では日本の９時間台、アメリカの８時間台である。

フランスの女性と韓国の場合は、この転換点がみえにくい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－10 在勤務先時間と今後の仕事、睡眠時間との関係 

（正規雇用・常日勤・週労働日数５日

注：６時≦始業時刻＜11時。15≦退社時刻＜25時。
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４．勤務時間の柔軟化について 

 以上、労働時間の現状を生活リズムや労働・生活時間を通して、検討を加えてきた。ここでは視点

を換えて、勤務の柔軟性をみておきたい。いうまでもなく、勤務の柔軟性は、勤務を生活に近づけ、

個々人の事情を汲み取るうえで不可欠な制度である。検討の材料は正規雇用・非現業系・常日勤・週

労働日５日で働いている雇用労働者の勤務形態別にみた始業時刻と終業時刻である（表１－５）。 

 まず、始終業時刻の分散の結果を確認しておくことにする。始終業時刻一定で勤務している日本の

男性は、始業時刻の分散は小さいが、これとは対照的に終業時刻の分散は大きい。フレックスで勤務

している場合も同じ傾向がみられる。 

 始終業時刻に着目すると、フレックスでの勤務は日本はともに遅くなるがアメリカは出勤を早め仕事を

早めに切り上げる働きをしている。フランスも早めに出勤している人もいるが、終わりの分散は小さい。 

 女性の場合は、始終業時刻一定では各国とも始業、終業時刻とも似ており、分散も小さい。このよ

うななか、フレックスでは日本とアメリカで分散がみられる。しかし、ここにおいても、日本はとも

に遅くなるのに対し、アメリカではともに早くなる傾向にある。 

 

表１－５ 勤務形態別にみた始終業時刻の分散 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このような現状を踏まえ、勤務形態と始終業時刻の分散の関係を国別・性別に勤務形態間の分散を

検定したところ、始業時刻については日本の女性、終業時刻については日本の男女、アメリカの女性、

韓国の男性で有意差がみられる。このうち、日本の女性の結果は、始業、終業時刻がフレックスで遅

くなることで生じているものであり、アメリカの結果とは異なる。朝の家事や子どもの保育園への送

  

     
件
数

第
１
四
分
位
数

中
　
央
　
値
・
時
分

第
３
四
分
位
数

平
　
均
　
値
・
時
分

変
動
係
数

第
１
四
分
位
数

中
　
央
　
値
・
時
分

第
３
四
分
位
数

平
　
均
　
値
・
時
分

変
動
係
数

始終業時刻一定 123 8:30 8:50 9:00 8:45 0.058 17:35 18:30 20:30 19:07 0.093

フレックス 59 8:45 9:00 9:30 9:06 0.064 18:15 19:30 20:08 19:19 0.073

始終業時刻一定 81 8:30 9:00 9:00 8:55 0.053 17:00 17:30 18:00 17:45 0.052

フレックス 27 8:38 9:15 9:30 9:00 0.093 17:30 18:00 18:48 18:08 0.070

始終業時刻一定 156 8:00 8:30 9:00 8:23 0.098 16:30 17:00 17:45 17:06 0.061

フレックス 26 7:19 8:00 8:54 8:07 0.112 16:30 17:00 18:00 17:12 0.071

始終業時刻一定 165 8:15 8:50 9:00 8:40 0.079 16:30 17:00 17:30 16:55 0.051

フレックス 24 8:00 8:25 9:00 8:22 0.103 16:15 16:47 18:08 17:28 0.106

始終業時刻一定 76 8:00 8:45 9:01 8:38 0.085 17:00 18:00 18:30 17:47 0.067

フレックス 107 8:05 8:45 9:10 8:41 0.088 17:47 18:30 19:00 18:27 0.061

始終業時刻一定 127 8:30 9:00 9:15 8:51 0.081 17:00 17:30 18:05 17:34 0.057

フレックス 98 8:06 8:41 9:00 8:37 0.074 17:00 17:55 18:30 17:44 0.060

始終業時刻一定 143 8:30 8:50 9:00 8:44 0.061 18:00 18:30 19:00 18:38 0.063

フレックス 17 9:00 9:00 9:10 9:01 0.068 18:00 18:00 18:30 18:06 0.041

女
性

始終業時刻一定 111 8:30 9:00 9:00 8:56 0.055 17:40 18:00 18:17 18:03 0.045

注：６時≦始業時刻＜11時。15≦退社時刻＜25時。
等分散の検定：**＜0.1％　*＜0.5％。

*

*

*

**

（正規雇用・非現業系・常日勤・週労働日５日）

**

始　　業　　時　　刻 終　　業　　時　　刻

男
性

日
本

ア
メ
リ
カ

フ
ラ
ン
ス

男
性

女
性

韓
国

女
性

男
性

女
性

男
性
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第１章 雇用労働者の生活リズムと労働・生活時間 

り届け、通勤のラッシュ時間の回避行動などが影響しているのかもしれない。また、日本の男性の終

業時刻での有意な差は始終業時刻一定で勤務している人の分散の大きさによってもたらされたものあ

り、フレックスによる勤務の柔軟化によってもたらされたものではない。 

 押しなべて、各国とも始終業時刻一定とフレックスとの違いは小さいように思われる。フレックス

は運用面で機能「停止」状態にあるようだ。 

 

５．まとめにかえて 

 日本の労働時間の長いこと、とりわけ男性で職場にいる時間の長いことが確認された。韓国の男性

は日本に似ている。これに対し、本調査でみる限り、アメリカの雇用労働者は、時短先進国であるフ

ランスよりも良好な生活リズムを確保し、自由時間の活動も活発である。残業ゼロはもとより、休憩・

休息時間を縮小してでも、可処分時間の拡大に意を尽くしている。また、日本は職場にいる時間は長

いものの、さすがに自宅作業は少なかった。職場を早く上がるアメリカやフランスの男性、また各国

の女性で、自宅作業時間が定着していることも明らかになった。 

このような興味深い事実発見はあるものの、ここでは日本との関係でつぎのような点を指摘してお

きたい。 

間宏（1996）は、日本の雇用労働者の労働エートスとして、戦後の復興を支えたのは企業戦士、高

成長期を支えたのは会社人間とした。会社人間は高い勤勉性のもとよく仕事をした。その背景には高

い企業意識があったと指摘している。しかし、その「企業意識の中心は、企業内での労使の利害の一

致にもとづく運命共同体意識であり、一般的にいわれているような帰属意識や愛社心ではない」。今日、

企業内での運命共同体意識は分散化、希薄化の流れにあるのではなかろうか。このもとで、雇用労働

者の価値観の主軸は企業戦士の「滅私奉公」や会社人間の家庭生活の充実のため「自己犠牲的精神」

で“働け”・“働く”から「生活こそしろ」に大きくシフトしている(4)。仕事のみならず家庭や地域で

の生活を視野に入れた生活の確立である。1986年の前川リポートは、一日の労働時間は８時間で完全

週休２日、年間20日の年次有給休暇の完全取得をもって年間総労働時間1800時間の達成を提案したが、

仕事が生活領域に侵入し、“生活こそしろ”が最もよく当てはまる日本においては、この重要性は今日

なお、色あせてはいない。 

 当面の課題として、ＥＵの労働時間指令の勤務の間隔11時間確保は、日本においても雇用労働者の

健康と安全確保のうえから、何はさておき実現すべき課題と思う。そして、中長期的には家族全員そ

ろっての夕食のため17時台の帰宅へ努力すべきである。そうすれば、共働き世帯においても、夫婦間

の「共有」時間が確保でき、男性の家事・育児参加を促進する条件は生まれる。 

また、長い労働時間は市民生活にも大きな影響を及ぼすことも念頭に置くべきである。Jerry 

Ａ.Jacobs and Katbleen Gerson (2000)は、Current Population Survey をもとに、結婚している全

カップルの1990年から1997年の夫婦の支払い労働時間を推計し、アメリカにおけるこの30年間の週当

たり10時間増の原因は夫婦共働き世帯の増と男性単収世帯の減にあるとみている。これを受けて政策

上の含意として、「国は、長労働時間の問題は家族の生活のみならず市民社会の発展にも影響が大きい。
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週実労働時間Ⅱの背景 

日
本

ア
メ

リ
カ

フ
ラ

ン
ス

韓
国

標
準
化
偏
回

帰
係
数

標
準
化
偏
回

帰
係
数

標
準
化
偏
回

帰
係
数

標
準
化
偏
回

帰
係
数

男性 .192 ** .217 ** .184 ** -.009
（女性）
年齢20～34歳 -.028 -.006 -.097 * .159 *

（年齢35～49歳）
大卒以上 .072 .032 .189 ** -.109
（大卒以上以外）
非現業系 -.026 -.061 .099 .131 *

（現業系）
大企業(従業員1,000人以上） .056 .068 .086 .091
（1,000人未満）
組合員 .005 -.108 * .063 -.062
（非組合員）

調整済みＲ2 .035 .055 .084 .036
Ｆ値 2.92 ** 4.47 ** 7.61 ** 2.72 *

Ｎ＝ 310 360 431 277

＊＊ｐ＜.01　＊ｐ＜.05

（正規雇用・常日勤・週労働日数５日）

注：６時≦始業時刻＜11時。15時≦退社時刻＜25時

それだけに、仕事とその他の時間のバランス問題は、労使の選択のみならず公的な利害にとっても大

変重要な課題とみなすべきだ」と指摘している。日本においても、性別役割分業が解体するなかで時

間資源を企業が「独占」する時代から、家庭や地域と折り合いをつける時期に入っている。 

 

 

＜注＞ 

（１）調査結果については連合総研から『５ヵ国生活時間調査報告書』（1991）、『生活時間の実態に関する調査報告書』

（1997）として公表されている。 

（２）各国の週実労働時間Ⅱを長いグループと短いグループの２

つに分け被説明変数とし、これが性や年齢、学歴職種、企

業規模、組合への参加の有無（説明変数）とどのような関

係があるかを重回帰分析した結果が右の表である。日本は

男性で長くなる。アメリカは男性で長くなるが組合員では

短くなる。組合効果が伺える。フランスは男性と大卒以上

で長く34歳以下で短くなること、さらに韓国では34歳以下

と非現業で長くなる傾向がみられる。 

 

 

 

 

（３）この点については、既に連合総研（1997年）では、「日本の『勤務時間』が長いのは、サンプルの７割を占める

製造業で『所定外の労働時間』、『始終業前後の時間』、『休憩時間』が長いことが、背景となっている」（ｐ.44）

と指摘している。また、橋本毅彦（2001年）は、科学的管理法を海軍工廠に導入・定着させた伍堂卓雄の1924

年の講演会での発言を紹介している。「日本の労働者の能率は蒲鉾型で始め終わりが全くだらだらである。然

るに欧米のやり方は羊羹の切口である。働く時は傍目を振らず働き、休む時は充分休養するのである」と。こ

のような時間意識は、古くて新しい課題のようである。 

（４）ロナルド・ドーア（2005）では、アメリカのスラングに、ワーカーホリックに対する忠告する言葉として「“生

活”こそしろ（Get a life）」が紹介されている。 
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１．日本の正規雇用・週労働日数５日で働いている人の年次有給休暇の付与日数は19日、取得日数

は男性が10日、女性が13日、取得率は男性５割強、女性７割弱である。フランスは付与日数が約

30日でほぼ完全取得、アメリカは付与日数が13日と短いが付与された分は取得されている。そし

て、韓国では付与日数が約15日、取得率は日本同様、男性で５割台、女性で６割台である。有給

休暇で各国共通した取得理由は「レジャーや旅行」と「休養・リフレッシュ」である。日本の特

色は、年次有給休暇が「自分の病気・けが」に使われていること、「子どもに関する行事」や「子

どもの看護・世話」が、特に日本の女性で多いことである。 

 

２．07年でみた夏季連続休暇は、日本と韓国で短く、これとは対照的にフランスで長かったことが

確認された。アメリカは中間に位置しているが、この国の場合、多い人と短い人との分散が大き

い。各国の平均値は、日本６日、アメリカ11日、フランス21日、韓国５日である。 

 

第２章 休日・休暇の取得状況 
 

労働調査協議会 

白 石 利 政 

 

要約 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．はじめに 

 連合総研では、休日・休暇の実態と暮らしぶりについて、２つの国際比較調査を実施している。そ

のひとつは、時短先進国ドイツのデュセルドルフで生活する日本人主婦と時短後進国日本の東京で生

活するドイツ人主婦を対象にした、日独の主婦の目を通してみた生活意識調査（連合総研 1989年）で

ある。日独双方の主婦が、日本の生活はドイツの生活に比べると便利であるが、生活を楽しむことに

ついてはドイツの方が日本より勝っている、とみている。生活の便利さと生活を楽しむことは必ずし

も両立しないことを明らかにしている。このことを踏まえ、同報告書では、日本人が生活を楽しむに

は「時間的ゆとりの確保と共にタフな個性の確立」が課題である、と指摘している。 

 もうひとつは、欧米の労働組合の協力を得て実施した休日・休暇と暮らしぶりについての調査（連

合総研 1997年）で、日本人の休暇については、取得日数が短く（短期）、取得時期が重なり（集中）、

費用がかかる（高コスト）ことを明らかにしている。 

 それでは今日、日本の雇用労働者の休日・休暇はどのようになっているのであろうか。前章の労働

時間は平日や週の生活を扱った。本章は季節単位や年単位の生活に大きな意味を持つ年次有給休暇、

および夏休みについて検討を加えている。 
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２．年次有給休暇 

 日本の年次有給休暇の取得率は46.6％（2007年）で、この間、この取得率低下になかなか歯止めが

掛からない。本調査では付与日数と取得日数、及び取得理由を尋ねている。 

 各国の年次有給休暇制度を確認しておくことにする。日本の年次有給休暇は６ヵ月間継続勤務し、

全労働日の８割以上を出勤した労働者に対して10日、２年以上勤務した労働者に対しては、１年を超

える継続勤務年数１年ごとに１日、法定の最高日数は20日である。アメリカは年次有給休暇による規

制は連邦法、州法にみられない。有給休暇の日数は労働協約もしくは労働契約で決められることにな

る。フランスは就業日ベースで年間５週間（30日、週６日で計算）、労働日ベースで25日。法定取得期

間である５月１日から10月31日中に４週間（うち２週間は連続取得）、残りの１週間は11月１日から翌

年の５月31日までに取得しなければならない。休暇手当が支給される。韓国は１年以上継続勤務して

８割以上の出勤で15日、上限は継続勤務に伴う加算を含め25日である(1)。 

 

（１）年次有給休暇の取得状況 

 まず、年次有給休暇の取得状況をみておくことにする。正規雇用で週労働日５日の雇用労働者では、

「新規付与日数がある」が大半である。しかし、各国とも「覚えていない」に回答した人が15％前後

いる。この回答は、権利意識が高といわれているアメリカやフランスにおいても同様である。また、

韓国では年次有給休暇の付与資格に届かなかった人の影響か、「有給休暇は付与されていない」が男性

で２割、女性で４割いる（図表省略）。 

 このことを踏まえて、「新規付与日数がある」に回答した正規雇用で週労働日数５日の雇用労働者の

付与日数と取得日数を平均値でみると、日本の男性の付与日数は19.3日、取得日数は10.2日、従って

取得率は５割強となる。この点は性別で大きな違いがみられ、女性はそれぞれ18.6日、12.8日、約７

割で、男性の取得率を上回っている。これらに対し、フランスは付与日数が約30日でほぼ完全取得、

アメリカは付与日数が13日と短いが、付与された分は取得している。そして、韓国では付与日数が約

15日、取得率は日本同様、男性で５割台、女性で６割台である（表２－１）。 
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第２章 休日・休暇の取得状況 

表２－１ 年次有給休暇の付与日数と取得日数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このような結果から、日本の年次有給休暇取得率は他の国と異なり低いことが明らかになっている。

日本の取得率100％は男性（18.5％）、女性（26.3％）とも各国最低、そして０～30％未満（男性29.8％、

女性14.1％）と50～60％未満（同19.5％、15.2％）の人が少なくない（図２－１。取得率100％超を除

く）。 

 二つ目の特徴は、雇用労働者間で取得率に大きな違いがあることである。性別での結果は既にふれ

た。この点に加え、職種や企業規模、組合への加入状況によっても明らかに違いがみられる。現業系

は非現業系に比べ、1,000人以上の大企業は1,000人未満の中堅・中小企業に比べ、また組合員は非組

合員に比べ取得率が高い(2)。 

 

 

 

 

 

（正規雇用・労働日数５日）

 

          

取
得
率
②
・
％

取
得
率
②
・
％

日本 210 19.3 0.347 10.2 0.669 52.8 205 53.4 100 18.6 0.312 12.8 0.507 68.8 99 68.4

非現業系 159 19.6 0.346 9.4 0.676 48.0 157 49.9 95 18.5 0.319 12.9 0.500 69.7 94 69.1

現業系 48 18.4 0.348 12.7 0.595 69.0 45 65.3

企業規模・1000人未満 110 18.9 0.427 8.3 0.814 43.9 107 45.5 61 17.3 0.283 11.6 0.568 67.1 60 64.8

企業規模・1000人以上 97 19.9 0.236 12.3 0.513 61.8 95 62.2 37 20.6 0.320 14.6 0.402 70.9 37 73.8

組合加入 90 19.4 0.304 11.4 0.597 58.8 88 60.8 40 20.2 0.222 15.3 0.366 75.7 39 75.8

組合未加入 120 19.3 0.374 9.3 0.723 48.2 117 47.8 60 17.5 0.361 11.1 0.581 63.4 60 63.6

アメリカ 209 13.0 0.653 11.3 0.636 86.9 202 89.2 180 12.5 0.801 11.7 0.814 93.6 168 92.3

非現業系 169 13.6 0.640 11.8 0.620 86.8 163 88.7 171 12.6 0.810 11.8 0.824 93.7 160 92.4

現業系 35 10.2 0.659 8.5 0.620 83.3 34 90.0

企業規模・1000人未満 145 13.3 0.673 11.8 0.629 88.7 139 91.0 129 12.3 0.761 11.6 0.801 94.3 120 91.6

企業規模・1000人以上 58 13.0 0.561 10.6 0.615 81.5 58 85.7 47 13.0 0.904 12.2 0.863 93.8 44 93.6

組合加入 35 16.4 0.861 13.1 0.868 79.9 33 82.7 22 16.4 1.226 14.6 1.293 89.0 21 86.2

組合未加入 174 12.3 0.536 10.9 0.541 88.6 169 90.5 158 11.9 0.622 11.3 0.642 95.0 147 93.2

フランス 253 28.7 0.266 27.7 0.285 96.5 245 96.1 234 30.2 0.380 30.1 0.398 99.7 224 97.8

非現業系 158 28.6 0.291 27.4 0.307 95.8 152 95.2 217 30.3 0.386 29.9 0.404 98.7 208 97.7

現業系 86 28.8 0.219 28.3 0.251 98.3 84 97.8 12 31.2 0.257 30.5 0.248 97.8 12 98.3

企業規模・1000人未満 158 28.0 0.253 26.6 0.282 95.0 153 94.3 137 30.7 0.411 30.5 0.430 99.3 132 97.2

企業規模・1000人以上 87 29.6 0.214 29.4 0.207 99.3 84 98.9 88 30.2 0.320 30.1 0.333 99.7 83 98.4

組合加入 29 29.7 0.226 28.7 0.223 96.6 28 96.6 14 40.7 0.607 44.3 0.533 108.8 13 100.0

組合未加入 224 28.5 0.271 27.6 0.293 96.8 217 96.0 220 29.6 0.329 29.2 0.348 98.6 211 97.7

韓国 115 14.2 0.730 8.0 1.197 56.3 115 61.9 62 15.1 0.761 9.4 1.115 62.3 62 67.4

非現業系 110 13.9 0.739 7.8 1.224 56.1 110 61.8 61 15.2 0.759 9.5 1.119 62.5 61 66.9

企業規模・1000人未満 78 12.8 0.563 6.9 0.784 53.9 78 60.7 41 15.2 0.841 9.6 1.276 63.2 41 65.5

企業規模・1000人以上 37 17.2 0.845 10.3 1.416 59.9 37 64.4 19 16.1 0.511 9.6 0.595 59.6 19 68.0

組合加入 32 16.6 0.907 11.5 1.369 69.3 32 70.3 22 15.3 0.677 7.7 0.677 50.3 22 64.3

組合未加入 83 13.3 0.577 6.6 0.738 49.6 83 58.7 40 15.0 0.807 10.4 1.194 69.3 40 69.1
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図２－1 昨年度の有給休暇取得率の分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）年次有給休暇の取得理由 

 つぎに年次有給休暇の取得理由についてみていく。回答は複数選択で求めた（図２－２）。その結果、

各国共通していることは、「レジャーや旅行」と「休養・リフレッシュ」の多いことである。違いは、

その他の理由でみられ、日本で目立つのは「自分の病気・けが」である。この点とあわせ、「子どもに

関する行事」や「子どもの看護・世話」が、特に日本の女性で多い。韓国も「自分の病気・けが」の

際、年次有給休暇を使う傾向があるようだ。 

 取得理由のうち、「子どもの看護・世話」はフランスでも多い。日本との違いは、男女、同じ比率を

示していることである。フランスの男性は、日本の男性に比べ子どもの介護・世話に深く関わってい

るようである。また、アメリカでは「その他」が、そして韓国の女性では「友達や知人などとのつき

合い」の多いのが目につく(3)。 
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第２章 休日・休暇の取得状況 

図２－２ 昨年度の年次有給休暇の取得理由（複数選択） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年次有給休暇の取得理由のうち、「子どもの看護・世話」と「子どもに関する行事」は、当然のこと

とはいえ、子どもの有無による違いが大きい。図２－３は年次有給休暇取得理由の回答累計に占める

子ども関連の取得理由を就労形態別に図示したものである。日本とフランスは、アメリカや韓国に比

べ年次有給休暇取得理由で子ども関連のウエイトが高い。そして、日本、フランスともこの理由は女

性が男性を上回っている(4)。 

この年次有給休暇の取得理由について日本で目立って多いのが「自分の病気・けが」であった。年

次有給休暇と病気に関する休みとの関係について1936年のＩＬＯ52号条約２条３項では、年次有給休

暇日数に「疾病にもとづく就業中絶」を含めてはならないと定めていた。日本では「自分の病気・け

が」の際、年次有給休暇を取得することが一般化しており、この古い「基準」をクリアしていないこ

とになる。これには健康保険による傷病手当金制度も影響しているようだ。被保険者が病気やけがの

ために働くことができず、連続して３日以上勤めを休んでいるときに、４日目から、１日につき標準

報酬日額の３分の２に相当する額が支給されるが、この制度を使う前に年次有給休暇で対処してしま

うことが身に染み込んでいる。 
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図２－３ 昨年度の年次有給休暇の取得理由の回答累計に占める子ども関連のウエイト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これに対し、アメリカの家族・医療休暇法（ＦＭＬＡ）は、企業に育児・家族介護、本人の傷病の

ため年間12週の休暇付与を義務付けている。また、サンフランシスコ市では2007年より市内で働く労

働者に対し30時間の労働につき１時間の有給での病気休暇の取得を内容とした法律が施行されている。 

 フランスは、先のＩＬＯ52号条約を1939年にいち早く批准した国である。年次有給休暇と病気で休

むこととは別物という考えが定着している。病気・けがで働けない場合は「労働契約の一時的停止」

状況となり、医師の診断書をもとに賃金ではなくて、第１に社会保障の疾病保険、第２に使用者の負

担により支払われる手当（喪失賃金補填手当）が支給されている（野田・和田 1991）。 

 

３．夏季連続休暇の取得日数 

 夏季休暇の取得日数については07年で尋ねた。設問は、「あなたは、今年、土日を含めて連続何の夏

休みを取得しましたか」である。 

 夏季連続休暇の分布で多くの回答が集まっているのは、日本では「５～９日」、アメリカは「０日」

と「５～９日」、「11～14日」、フランスは「20日以上」、韓国は日本同様「５～９日」である。各国の

平均値は、日本６日、アメリカ11日、フランス21日、韓国５日である。日本と韓国で夏季連続休暇の

短く、これとは対照的にフランスは長いことがみてとれる。アメリカは中間に位置しており、取得日

数の分散が大きい国である（図２－４）(5)。 
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図２－４ 夏季連続休暇の取得日数（土日込み） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、この夏季休暇の取得日数についは、日本とフランスの男女、韓国の男性、アメリカの女性で

は、労働組合員の取得日数が非組合員を上回り、また分散も小さいことが確認できる。 

 このような結果、先の年次有給休暇と併せ、少なくとも日本においては、休日･休暇の取得という面

で、組合効果が機能している（表２－２）。 

表２－２ 夏季連続休暇の取得日数（土日込み） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

件
数
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日
・
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平
均
値
・
日

変
動
係
数

件
数

０
日
・
％

平
均
値
・
日

変
動
係
数

日本男性計 258 6.6 5.8 0.514 120 9.2 5.8 0.627
非現業系 200 6.0 5.9 0.513 114 7.0 6.0 0.598
現業系 55 9.1 5.7 0.516
企業規模・1000人未満 145 5.5 5.5 0.493 77 7.8 5.6 0.703
企業規模・1000人以上 109 7.3 6.4 0.515 41 12.2 6.1 0.494
組合加入 102 5.9 6.0 0.482 44 6.8 6.1 0.446
組合未加入 156 7.1 5.8 0.534 76 10.5 5.7 0.719
アメリカ男性計 260 25.0 10.6 1.103 218 26.6 10.8 1.301
非現業系 199 22.6 11.1 1.071 203 25.6 10.4 1.203
現業系 56 33.9 8.9 1.234 11 45.5 14.5 1.771
企業規模・1000人未満 172 26.2 11.0 1.211 158 26.6 10.2 1.392
企業規模・1000人以上 70 17.1 10.3 0.701 51 29.4 11.3 0.972
組合加入 45 17.8 15.3 1.201 30 13.3 18.5 1.145
組合未加入 215 26.5 9.6 0.978 188 28.7 9.6 1.263
フランス男性計 309 3.2 21.5 0.433 265 3.8 20.9 0.493
非現業系 195 3.6 20.7 0.469 248 4.0 20.9 0.504
現業系 104 2.9 23.1 0.378 12 ･･･ 19.8 0.270
企業規模・1000人未満 190 3.2 21.1 0.395 157 4.5 20.7 0.522
企業規模・1000人以上 104 2.9 21.5 0.409 98 3.1 21.5 0.455
組合加入 31 ･･･ 25.0 0.421 16 ･･･ 29.4 0.455
組合未加入 278 3.6 21.2 0.430 249 4.0 20.3 0.482
韓国男性計 187 9.1 4.6 0.524 129 11.6 4.6 0.566
非現業系 171 9.4 4.6 0.521 125 10.4 4.6 0.552
現業系 14 7.1 4.0 0.524
企業規模・1000人未満 136 9.6 4.5 0.514 100 13.0 4.5 0.569
企業規模・1000人以上 50 8.0 4.9 0.551 24 8.3 4.6 0.586
組合加入 41 4.9 4.7 0.508 28 7.1 4.4 0.549
組合未加入 146 10.3 4.6 0.528 101 12.9 4.7 0.564

女性男性

（正規雇用・労働日数５日） 

（正規雇用・労働日数５日） 
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有給休暇の取得率の背景 

標
準
化
偏

回
帰
係
数

男性 -.260 **

（女性）

年齢20～34歳 .065

（年齢35～49歳）

大卒以上 -.062

（大卒以上以外）

非現業系 -.144 *

（現業系）

大企業(従業員1,000人以上） .201 **

（1,000人未満）

組合員 .117 *

（非組合員）

調整済みＲ2 .126

Ｆ値 7.95 **

Ｎ＝ 292
＊＊ｐ＜.01　＊ｐ＜.05

（正規雇用・常日勤・週労働日数５日）

 

４．まとめにかえて 

 各国の年次有給休暇の検討から、日本は付与日数が多いが取得率が低く、アメリカはそれほど付与

日数が多くないものの取得率は高いこと、フランスは付与日数が多く取得率も高いこと、そして韓国

は付与日数はそれほど多くはないが取得率が日本同様、低いことが確認された。また、年次有給休暇

の取得理由からは、日本で一般化している「自分の病気やけが」に年次有給休暇をあてることは他の

国では少ないこと、日本の子どものいる世帯の妻は、これはフランスも同様であるが、子ども関連の

ことで年次有給休暇を使うケースが多いことが、明らかになっている。 

 日本における年次有給休暇の取得率向上のためには、年次有給休暇本来の趣旨の貫徹、有給・無給

の本人の病気やけが、育児や介護、自己啓発・研鑽などに関連した休暇制度の充実と労使の意識改革

が求められている。 

 また、年次有給休暇の“切捨て”が残る現状から、各組合で「保存休暇制度」－通常の年次有給休

暇（年休の翌年度繰り越し）とは別枠で有効期間中に取得せず切捨てとなる年休のうち一定日数を一

定期間保存する制度－への取り組みが進められている。年次有給休暇の「有効」活用という点から、

求められている取り組み課題といえよう。 

 夏季連続休暇については、日本の短いことが再度、確認された。従って、日本の休暇の特徴である、

短期、集中、高コスト型は変わっていないようである。80年代後半、時短の推進とともに長期・滞在

型の休暇が提案されたが、現役世代に関する限り定着化しているとは考えにくいし、その定着化を図

ることも難しい。四季に恵まれ、国民の祝日も多い日本、祝日と年次有給休暇を組み合わせ一週間程

度の短期でもリフレッシュできる家族単位の休暇を年に２～３回、定着を図ることの方が現実的な対

処法のように思われる。 

 

 

＜注＞ 

（１）各国の年次有給休暇の状況については、『データブック国際労働比較2008』（独立行政法人労働政策研究・研修

機構2008年）、「有給休暇に関する労務セミナー（フランス）」（ＪＥＴＲＯ 通商広報2006年４月）、「ＪＥＴＲＯ

－ＦＩＬＥ 韓国のデータ」（JETRO 2007）などを参照した。 

（２）日本の年次有給休暇の取得率を被説明変数とし、性、年齢、学歴、職種、

企業規模、組合への加入状況を説明変数とした重回帰分析の結果、取得

率は大企業、組合員はプラス、男性、非現業系はマイナス要因となって

いる。取得率への影響の強さは、性、企業規模、職種、そして組合への

加入状況の順である。 
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第２章 休日・休暇の取得状況 

（３）年次有給休暇の取得理由中の「その他」は、家族単位での行事（冠婚葬祭）や取得理由が複数にまたがってい

る理由の際に選択されているようである。またアメリカの場合は年次有給休暇が労働協約や雇用契約によって

定められているため、取得理由があっての取得ではなく、契約上の休日ありきのため記入しにくく、このため

「その他」が増えたようである。設問についてつぎのようなコメントが寄せられた。「設問はつぎのようにすべ

きだ。あなたは昨年度、有給休暇を休暇、私的な用事、そして病気のためそれぞれ何日使いましたか」。 

（４）Abigail Gregory and Jan Windebank(2000)では、フランスにおいても子どもの病気や緊急事態への対応、ケア

については母親が担っていることが紹介されている。夫と妻では、「介護や世話」でも、その内容では大きな

違いがあるようだ。日本においても同じことがいえそうだ。 

（５）フランスで法定の連続取得２週間（12日）に届いていない人が本調査では男性で８％（25人）、女性で13.2％（35

人）含まれている。 

 

＜参考文献＞ 

野田進・和田肇（1991）『休み方の知恵－休暇が変わる』有斐閣選書 

連合総研（1989）『主婦の目からみた日本と西ドイツ－日独の生活意識比較』（財）連合総合生活開発研究所 

連合総研（1997）『勤労者の生活意識に関する５ヵ国比較調査研究』（財）連合総合生活開発研究所 

Abigail Gregory and Jan Windebank (2000), Women’s work in Britain and France. Palgrave Macmillan 
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要約 

日米仏韓の男女雇用労働者の仕事関連時間、就労環境の質、ディストレスの水準とそれらの関

係を分析した。仕事関連時間をみると、男性の場合、日韓がともに１日約13時間と長い。女性の

場合、韓国が最も長く、それ以外の３カ国は10時間台半ばでほぼ同じである。能力・専門性の活

用や責任・裁量等からみた就労環境の質は、男女とも、アメリカとフランスで高く、わが国は大

半の項目で最も低い。ディストレスは、韓国男女が高く、日本男女はそれに次ぐ水準である。以

上から、就労環境の質が低いもとで長い時間働いており、ディストレスも高いのが日本男性の特

徴といえる。日本女性は、長時間労働ではないものの、就労環境の質が低い。各国男女とも、就

労環境の質が低いと、ディストレスは高くなる傾向がある。日本の場合、男女とも就労環境の質

が低いもとで働いていることが他国よりもディストレスを高くしている。雇用労働者のストレス

を軽減し、心身の健康を向上させるためには、就労環境の質を高めることと過度に長い長時間労

働を抑制することが求められる。 

 

１．問題 

（１）就労者の高いストレス 

本章では、日米仏韓の雇用労働者のストレスの差とそれをもたらしている就労環境の差について分

析を行う。特に注目して分析を行うことが、各国において雇用労働者の労働時間の長さと就労環境の

質が、彼らのストレスに与えている影響の差異である。分析結果をふまえて、わが国の雇用労働者の

ストレスを緩和するために求められる就労環境の改善点を指摘する。 

 本章においてストレスと労働時間の関係を問題にする背景は次のとおりである。第一に、現在わが

国では就労者のストレスが問題になっている。厚生労働省（2003）によると、普段の仕事で身体が「と

ても疲れる」という労働者は14.1％、「やや疲れる」という労働者は58.2％であり、あわせて72.2％の

者が身体の疲れをうったえている。自分の仕事や職業生活に関して「強い不安、悩み、ストレスがあ

る」者は61.5％で、女性よりも男性で多い。同様の結果は、他の調査からもうかがえる。時事通信社

が毎年行っている「ストレスに関する世論調査」によると、2002～2007年の間、毎年60％以上の人が

日常生活でストレスを感じると回答している（時事通信社 2007）。日本労働組合総連合会（2005）の

調査でも、仕事上で精神的なストレスを感じている者は、男女とも約８割にのぼる。 
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年齢別にみると、仕事におけるストレスを感じている割合は、男性の場合は30～40代で、すなわち

企業における中堅層で多く、女性の場合は20代と40代で多いという特徴がある（日本労働組合総連合

会 2005）。男性の中堅層において仕事の負荷が重いことは、第一生命経済研究所（2005）の調査結果

でもみられる。 

ストレスが高ければ、心身の健康状態を悪化させる（連合総合生活開発研究所 2008）。また過度の

ストレスは、バーンアウトや出社拒否といった職場不適応を引き起こす原因となることは、産業スト

レスの研究で指摘されている（河野 1987）。 

 

（２）ストレスを高める要因 

 このようにわが国の就労者のストレスは高いことが報告されているが、その要因は何であろうか。

ストレスはさまざまなことがらから生じるが、中でも「仕事のことや会社の人間関係」から生じるこ

とが最も多い（時事通信社 2007）。仕事上の主なストレス要因としては次のものがあげられる。 

 第一は、仕事の量と質である。厚生労働省（2003）によると、就労者が仕事や職業生活に関する強

い不安、悩み、ストレスの内容としてあげた割合は、「仕事の量」と「仕事の質」が各３割程度で高い。

仕事の量が多ければ、労働時間は長く、心身の負荷は大きくなる。連合総合生活開発研究所（2008）

の調査によると、１週間の労働時間が40時間を超えると１年前と比べた仕事や職場におけるストレス

が増大したという者が多くなり、60時間以上になると、「以前とくらべて、疲れやすい」「イライラす

る」などの疲労の蓄積感が急増する。また、同じ量の仕事であっても、職場環境や業務のやりがいな

どを含む「質」が低ければ、ストレスは高くなる。 

 第二に、職場の人間関係があげられる。同じく厚生労働省（2003）では、「職場の人間関係の問題」

が仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスの内容であると回答した割合が高い。職場にお

いて人間関係が良好であると、就労者のストレスは低くなる（松田 2003）。職場の人間関係が良好で

あると就労者のストレスが低くなるのは、次の２つの理由からである（松田 2003）。まず、良好な人

間関係は、ストレスの発生源になることが少ない。また、仕事量の多さなど他の要因からストレスが

生じた際には、職場の人たちが相談にのり、サポートを行うことなどで、彼らのストレスは緩和され

る。 

 第三は、勤め先の将来性である。社会経済生産性本部（2001）によると、メンタルヘルスと「将来

の希望」には負の相関がある。将来の希望には、会社の将来に対する希望と自分の将来に対する希望

とがあるが、会社の業績が悪ければ人員整理や昇給の停止などが生じうることを考慮すると、両者と

も会社業績の展望に関わるものである。松田（2003）によると、勤め先企業の業績展望が悪いと、就

労者のストレスは高くなる。 

 以上の他に、昇進・昇格、配置転換、新たな情報機器の導入とそれに対する対応の必要性なども、

仕事上のストレス要因となっている（厚生労働省 2003）。 
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（３）先進諸国の状況 

 わが国の就労者のストレスが高い背景には、長労働時間の問題がある。正社員の１週間の労働時間

をみると、「週40時間労働」が＜典型＞であるが、実際にはそれをはるかに上回る時間働いており、男

性の場合、45時間未満は29.1％に過ぎず、45～50時間未満は24.0％、50～60時間未満は26.9％、60時

間以上は19.7％である（佐藤・連合総合生活開発研究所 2008）。女性の場合、男性よりも労働時間は

短いが、60時間以上の者も１割程度存在する。 

 年代別にみると、30～40代の者が特に労働時間が長い。第一生命経済研究所（2005）によると、2005

年において男性就労者の１日の労働時間が10時間以上の者の割合は、20代が39.5％であるのに対して、

30代は55.4％、40代は46.7％、50代は35.1％である。30～40代というとちょうど子育期の者が多い。

しかし、わが国ではこの年齢の男性社員が最も長時間労働になっている。 

しかも、同じく第一生命経済研究所（2005）によると、2001年に１日10時間以上働いていた男性は

20代が38.9％、30代が40.3％、40代が42.2％、50代が35.1％であった。先述した2005年の値と比較す

ると、30～40代を中心に長時間労働の者の割合が高まっていることがわかる。同様の結果は、日本家

族社会学会が1999年と2004年に実施した全国家族調査でもあらわれている（松田 2006）。近年ワーク・

ライフ・バランスの重要性が随所で指摘されているが、男性就労者の労働時間はむしろ延びている。 

欧米の主要先進国をみると、わが国よりも総じて労働時間が短い。例えば、内閣府経済社会総合研

究所・家計経済研究所（2006）によると、フランスやドイツの平均的な労働時間は男性が週40時間程

度、女性が週35時間程度である。また、国立女性教育会館（2006）が行った12歳までの子どもをもつ

親の国際比較調査によると、各国の週平均労働時間は、男性の場合、日本は48.9時間であるのに対し

て、アメリカは44.2時間、フランスは39.3時間、スウェーデンは37.7時間でいずれも日本よりも短い。

特に長時間労働者に注目すると、男性で週60時間以上働いている者の割合は、日本が22.7％もいるの

に対して、アメリカは6.3％、フランスは1.1％、スウェーデンは2.0％と極めて少ない。なお、韓国の

男性の週平均労働時間は48.8％であり、60時間働いている者は31.7％とわが国よりも多いが、韓国は

週休２日制でない者も多いという事情がある。同じく国立女性教育会館（2006）から女性（常勤、パ

ート・臨時、自営業が含まれる）の労働時間をみると、日本が31.3時間であるのに対して、アメリカ

は33.2時間、フランスは32.8時間、スウェーデンは32.3時間とわが国と同じ程度である。しかし、各

国の就労形態をみると、わが国以外の３カ国では常勤の割合が高いため、パート・臨時の割合が多い

ことで平均労働時間が短くなっている日本とは状況が異なる。常勤を比較すると、日本女性の労働時

間は、アメリカなどよりも長いとみられる。 

以上をみると、わが国の男性就労者の労働時間は、欧米主要国よりも長いといえる。常勤の者に限

れば、わが国の女性就労者の労働時間も、欧米主要国よりも長いとみられる。わが国就労者のストレ

スを軽減するためには、こうした長時間労働の是正が課題である。 

 

（４）分析課題 

 以上の点をふまえて、本章では日米仏韓の４カ国において実施した「生活時間に関するアンケート
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調査」を用いて、各国の雇用労働者のストレスの程度およびストレスと就労環境の関係について分析

を行う。具体的な分析課題は次の３点である。 

 第一は、労働時間とストレスの関係である。わが国の既存調査をみると、長時間労働であることは、

ストレスを高める要因になる（連合総合生活開発研究所 2008）。先述したように労働時間の長さは日

本と韓国で長く、アメリカとフランスで短いが、各国に労働時間が短い者から長い者は存在するはず

である。各国において、労働時間が長い者ほどストレスが高くなっているか否かを明らかにする。 

 第二は、就労環境の質とストレスの関係である。仕事の量もさることながら、仕事の質も雇用労働

者のストレスを高める要因になる（厚生労働省 2003）。具体的には、適切な健康管理や安全、職業能

力の発揮・開発の機会、一定の責任や裁量などがある就労環境であれば、人は充実した職業生活を送

ることができ、過度のストレスを感じることもないとみられる。この点をふまえて、各国における就

労環境の質とそれがストレスに与えている影響を分析する。 

 第三は、「柔軟な働き方」とストレスの関係である。柔軟な働き方とは、労働時間と勤務場所の自由

度の高い働き方である。厚生労働省の仕事と生活の調和に関する検討会議（2004）では、仕事と生活

の調和をすすめるためには、働く者が、一定の制約のある時間帯の中で、仕事時間と生活時間を、場

所等を含め納得の行く形で組み合わせることができるようにすることが必要であると提言している。

その上で、働き方の具体的な変革の方向性として、現状は低い労働時間と勤務場所の自由度をともに

高めることを求めている。 

 柔軟な働き方の代表的なものは、労働時間の長さが個人の裁量にゆだねられる裁量労働や出退勤時

間を雇用労働者個人が調整するフレックスタイム制度などがある。育児期に勤務時間を短縮するなど

ライフステージに応じて労働時間の長さを変更することが可能になる制度も広い意味では柔軟な働き

方と呼べるが、これらはある時点を切ったときに労働時間が固定的である上、裁量労働やフレックス

よりも時間面での自由度は低いため、ここではひとまず柔軟な働き方とは別の制度として話をすすめ

る。 

 柔軟な働き方は、ワーク・ライフ・バランスを向上させるといわれることが多い。その理由として

は、第一に、個人的な業務の繁忙に合わせて労働時間の長さを調整することが可能であるため、結果

として総労働時間が短縮するとみられることがあげられる。第二に、労働時間の長さが一定であって

も、必要に応じて家事・子育てや余暇の時間を確保するように労働時間の調整ができるため、生活が

充実して、ストレスも緩和されるとみられる。しかし、ホワイトカラー雇用者を対象にした松田（2008）

の調査・分析では、ここにあげた柔軟な働き方というものはワーク・ライフ・バランスを向上させる

ことはないという結果であった。本報告書においては、第一の点について、第１章白石論文において

分析がなされている。本章では、第二の点、すなわち柔軟な働き方でない者よりもある者の方が、ス

トレスが低いか否かを分析したい。 

 

２．分析に使用したサンプル 

 分析対象は、各国とも正規雇用者または非正規雇用者とする（いずれも休業中の者は除く）。就労環
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境を問題にするため、無職の者や学生は除外した。自営業も、就労環境の質を雇用者と同列で比較で

きないために、除外した。また、労働時間がストレスに与える影響は１週間の勤務日数が同等の者の

間で比較する必要があるため、週５日勤務以上の者を分析対象にした。 

 分析に使用したサンプルの数は、日本（男性394人、女性207人）、アメリカ（同343人、267人）、フ

ランス（同355人、298人）、韓国（同354人、258人）である。 

 

３．労働時間 

 本調査では、出勤日の出勤時刻（自宅を出る時刻）、出社時刻、始業時刻、終業時刻、退社時刻、帰

宅時刻を調べている。これに加えて、職場での休憩時間や自宅での仕事時間も調査している。以上か

ら、雇用労働者の「労働時間」については、さまざまな指標をつくり分析を行うことが可能である。

例えば、職場における狭義に労働時間といえば、始業時刻から終業時刻までの時間から、昼休み等の

休憩時間を引いたものになる。 

本稿では、１日の仕事関連時間Ⅱ（以下「仕事関連時間」）という出勤から帰宅までの時間に、自宅

で仕事を行う時間を使用する。すなわち、これには、職場における仕事時間と休憩時間、通勤時間、

自宅での仕事時間を総合したものである。この仕事関連時間を用いる理由は、仕事のために費やす・

拘束される時間の総量が、人間のストレスを高める要因として重要であると考えるからである。例え

ば、職場における狭義に労働時間が短くても、自宅に持ち帰って仕事を行う時間が長い人の場合、持

ち帰りの仕事量の多さがストレスになる可能性がある。在宅勤務の者であれば、職場にいる時間はな

いもしくは短く、基本的に自宅で仕事をしている。職場における実労働時間が短くても、業務上の拘

束時間が長いこともある。同じ長さの仕事時間であっても、通勤時間が長い者の方が心身の負荷は高

い。これらの点を念頭におけば、ストレスとの関係は、職場における狭義の労働時間よりも、ここで

いう仕事関連時間との間で分析することが望ましい。 

国・性別にみた１日の仕事関連時間が図３－１である。まず、男性の結果についてみると、日本男

性は12.8時間と１日24時間の半分以上におよぶ長さである。日本男性の出勤日の睡眠時間の平均が6.4

時間であるが、仕事関連時間と睡眠時間を合計すると19.2時間と1日の80％になる。 

日本と同様に仕事関連時間が長いのが、韓国男性（12.9時間）である。日本男性と韓国男性に比べ

て、アメリカ男性（11.3時間）とフランス男性（11.2時間）の仕事関連時間は有意に短い。 

 次に、女性の結果を示す。日本女性の仕事関連時間は10.6時間である。アメリカ女性、フランス女

性の仕事関連時間は、日本女性と同程度である。韓国女性は12.4時間で、他３カ国の女性よりも有意

に長い。 

 各国とも女性よりも男性の方が、仕事関連時間は長い。その差は日本が最も大きく、韓国が最も小

さい。 
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図３－１ 国・性別にみた１日の仕事関連時間Ⅱ 
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注：週5日以上勤務する雇用者が対象。 

 

 

４．就労環境の質 

 次に、各国雇用労働者の就労環境の質を比較する。先述のとおり、ストレスは仕事の量のみならず、

その質によっても影響を受ける。本調査では、勤め先での仕事に関して次のＡ～Ｇの７項目について、

それぞれ「当てはまる」から「当てはまらない」までの５件法で尋ねている。各項目の具体的内容は

次のとおりである。 

 

Ａ 自分の能力・専門性を十分に生かせている 

Ｂ 職業能力やキャリアを高めるための機会や支援がある 

Ｃ 一定の責任･裁量を与えられている 

Ｄ 賃金･処遇が適切で納得性がある 

Ｅ 適切な健康管理が行われている 

Ｆ 職場の人間関係がよい 

Ｇ 仕事に働きがいを感じている  

 

 各項目の回答結果に対して、「当てはまる」（１点）、「どちらかというと当てはまる」（0.5点）、「ど

ちらともいえない」（０点）、「どちらかというと当てはまらない」（-0.5点）、「当てはまらない」（－１

点）と配点した上で、各項目の得点を算出した。また、７項目を合計して就労環境の質をあらわす合
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成尺度を作成した。合成尺度のクロンバックのαは、各国のデータをプールした場合、男性が0.861、

女性が0.840でともに内的一貫性は高い。 

 国・性別にみた就労環境の質の平均値が図３－２である。まず男性の結果を示す。合成尺度の得点

は、アメリカ男性（3.8点）で最も高く、以下、フランス男性（2.7点）、韓国男性（1.2点）、日本男性

（0.8点）である（韓国男性と日本男性の間には有意差はない）。すなわち、日本男性の就労環境の質

は最も低い。具体的な項目をみると、日本男性で特に低いものは、「能力・専門性の活用」「職業能力

開発」「良好な人間関係」である。日本企業は社員の人事異動を頻繁に行い、ゼネラリストを養成する

傾向があり、「能力・専門性の活用」や「職業能力開発」の面で雇用労働者の評価が低いことは従来も

指摘されてきたことである。ただし、日本的雇用慣行のもと、集団主義で従業員の和が重視されてい

るといわれてきたが、「良好な人間関係」についても日本男性の評価は低くなっている。 

女性の結果も、男性と総じて似ている。就労環境の質が最も高いのは、アメリカ女性（3.7点）であ

り、以下、フランス女性（2.5点）、韓国女性（0.8点）である。具体的な項目についてみると、日本女

性で特に低いものは、「能力・専門性の活用」「職業能力開発」「責任・裁量」である。 

 以上の結果から、わが国の雇用労働者は他３カ国の雇用労働者に比べて、男性も女性も、就労環境

の質が低い中で働いているといえる。 

 

図３－２ 国・性別にみた就労環境の質 
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５．両立支援制度 

 本調査では、12歳以下の子どもがいる雇用者に対して、各種の仕事と家庭生活の両立支援制度の利

用状況を尋ねている。このうち「勤務時間の調整制度」「短時間勤務」「在宅勤務」の利用者（「現在、

利用している」または「現在利用しており、過去に利用したことがある」者）の割合が表３－１であ

る（1）。 

 まず、男性の結果を示す。勤務時間の調整制度についてみると、アメリカ男性（19.5％）とフラン

ス男性（18.4％）で利用割合が高く、以下、韓国男性（10.4％）、日本男性（8.4％）となっている。

短時間勤務については、日本男性では利用者はいないが、アメリカ男性（7.2％）、フランス男性（7.8％）、

韓国男性（8.1％）と一定割合の利用者がいる。在宅勤務も日本男性では利用者はいないが、アメリカ

男性では14.9％、約７人に１人が在宅勤務をしている（2）。 

女性の利用割合は、総じて男性よりも高い。勤務時間の調整制度についてみると、アメリカ女性

（25.2％）とフランス女性（23.3％）の利用割合が高く、以下、日本女性（14.8％）、韓国女性（9.8％）

となっている。短時間勤務については、アメリカ女性（14.1％）利用割合が最も高く、以下、日本女

性（9.9％）、フランス女性（9.2％）、韓国女性（4.9％）である。在宅勤務もアメリカ女性（13.3％）

の利用割合が高く、日本女性（1.2％）は最も利用割合が低い。 

 他国を比較した場合、日本では勤務時間の調整制度は一定割合利用されているが、それ以外、特に

在宅勤務はほとんど利用されていないといえる。 
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表３－１ 国・性別にみた両立支援制度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：「現在、利用している」または「現在利用しており、過去に利用したことがある」者の割合。 

12歳以下の子どもがいる雇用者が対象。 

 

６．ディストレス 

 本調査では、以下にあげるＡ～Ｅの５項目について、それぞれ過去１ヶ月間に感じた頻度を尋ねて

いる。選択肢は、「毎日のように」「頻繁に」「ときどきあった」「まれにあった」「まったくなかった」

の５件法である。この５項目は、Yamazaki et al.（2005）のNMI-5というディストレス（抑うつ）尺

度にあたる。 

 

Ａ かなり神経質であったこと 

Ｂ どうにもならないくらい気分が落ち込んでいたこと 

Ｃ 落ち着いておだやかな気分であったこと 

Ｄ 落ち込んで、ゆううつな気分であったこと 

Ｅ 楽しい気分であったこと 

 

 通常クロンバックのαが0.7以上であれば尺度の内的一貫性があるとみなされるが、各項目に５～１

点を配点すると（ＣＥは逆点）、αは男性で0.675と低い。この理由は項目Ｃにあり、これを除外する

と、αは0.717まで高くなる。そこで、ここではＣを除外して、ＡＢＤＥの４項目を用いてディストレ

スの合成尺度を作成した。各項目の点数を合計した上で、満点の場合が100点満点になるように調整を

行った。このようにして作成したディストレス尺度の平均値を、国・性別に集計した結果が図３－３

である。 

 まず、男性の結果について示す。ディストレスが高いのは、韓国男性（37.6点）、日本男性（35.6

点）である（両国の得点に有意差はない）。この両国の男性よりも、アメリカ男性（30.9点）とフラン

ス男性（32.8点）のディストレスは有意に低い。冒頭で述べたように、わが国では就労者の高いスト

（単位：％）

勤務時
間の調
整制度

短時間
勤務

在宅勤
務

男性　日本 8.4 0.0 0.0

　　　アメリカ 19.5 7.2 14.9

　　　フランス 18.4 7.8 2.8

　　　韓国 10.4 8.1 7.1

女性　日本 14.8 9.9 1.2

　　　アメリカ 25.2 14.1 13.3

　　　フランス 23.3 9.2 4.3

　　　韓国 9.8 4.9 8.2
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レスが問題となっているが、今回調査でみても日本男性のディストレスは高いことが確認できる。 

 次に、女性の結果である。ディストレスが最も高いのは、韓国女性（42.4点）である。各国・男女

のディストレスの水準をみると、韓国女性のディストレスが最も高い。日本女性（37.5点）とフラン

ス女性（37.4点）のディストレスは同程度であり、アメリカ女性（33.7点）のディストレスが最も低

い。 

 以上から、今回調査では、韓国男女のディストレスが特に高いことが見出された。日本の男女もデ

ィストレスも、韓国以外の国の中では、高い。 

 

図３－３ 国・性別にみたディストレス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．ディストレスの重回帰分析 

（１）方法 

 続いて、重回帰分析を用いて、ディストレスの規定要因を分析する。ここでの目的は、分析課題と

してあげた労働時間（変数は仕事関連時間）、就労環境の質、柔軟な働き方とディストレスの関係を明

らかにすることである。 

 被説明変数は、先述したディストレスの合成尺度である。説明変数は、仕事関連時間、フレックス

タイム勤務（裁量労働やみなし勤務を含む）の対象者であるか否か（対象者であれば1、非対象者は0）、

就労環境の質（合成尺度）、職種（専門・技術・管理／事務・営業・販売／サービス・生産技能・作業）、

本人の年収、子どもの有無と末子年齢（子どもなし／末子５歳以下／末子６～12歳／末子13歳以上）、

本人の学歴（各国３区分）(3)である（分析に使用した変数の記述統計量は付表３－１を参照）。 

 

（２）男性の分析結果 

 男性の分析結果が表３－２である。想定される結果として、仕事関連時間が長いとディストレスが
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高くなるとみられる。日本男性についてみると、１日10時間未満の者を基準とした場合、それ以上の

時間の者はディストレスが有意に高い。特に、14時間以上の者は、10時間未満の者よりもディストレ

スの値が11.4ポイントも高い。ここから、長時間労働がディストレスを高める要因になっていること

がわかる。しかし、日本以外についてみると、仕事関連時間の長さとディストレスの関係は不明瞭で

ある。アメリカ男性とフランス男性については、仕事関連時間が長いほどディストレスが高いという

関係はみられない。韓国男性に至っては、10時間未満の者よりも、それ以上の者の方が、ディストレ

スがむしろ低い傾向すらみられる。 

 フレックスタイムは、雇用労働者自らが出退勤時間を調整することができる制度であり、１時間早

めたり遅くしたりするなどの出退勤時間よりも、勤務時間の自由度が高い制度である。このため、フ

レックスタイムでない者よりも、フレックスタイムの者の方が、家庭生活の状況等に応じて毎日の労

働時間を調整することが可能であるため、ディストレスは低くなると想定される。しかし、分析結果

をみると、日本男性、アメリカ男性、フランス男性では、フレックスタイムのディストレスに対する

有意な影響はみられない。韓国男性の場合、想定とは逆に、フレックスタイムである者の方が、ディ

ストレスが有意に高くなっている。 

 就労環境の質は、それが高いほど、ディストレスは低くなるとみられる。分析結果をみると、日本、

アメリカ、フランス、韓国のいずれの国でも、この想定どおりの関係があることがわかる。注目され

ることに、就労の質が１単位（図３－２の点数にして１点分）向上することによってディストレスが

軽減される効果の大きさは、各国とも同程度であることである。日本男性の就労環境の質はアメリカ

男性やフランス男性よりも低いことと、就労環境の質がディストレスを軽減するということをふまえ

ると、日本男性の就労環境の質の低さが日本男性のディストレスの高さにつながっていることが示唆

される。 

 その他の変数についてみると、いずれの国においても職種と年収はディストレスに対して有意な影

響を及ぼしていない。子どもの年齢は、アメリカ男性とフランス男性で影響がある。アメリカ男性の

場合、子どもがいない者よりも、末子が13歳以上の者の方が、ディストレスが低い傾向がある。フラ

ンス男性の場合、子どもがいない者よりも、末子が５歳以下、すなわち未就学児をもつ者の方が、デ

ィストレスが高い。学歴はアメリカ男性のみで影響があり、学歴が高い者ほどディストレスが高い。 
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表３－２ ディストレスの重回帰分析（男性） 

定数 27.329 *** 35.534 *** 32.166 *** 47.368 ***

就労環境

  仕事関連時間Ⅱ

　  10時間未満（基準）

  　10-12時間未満 8.765 + 1.359 2.599 -7.442 +

  　12-14時間未満 7.972 + 0.378 2.880 -7.107

  　14時間以上 11.390 * 3.355 6.694 -4.372

　フレックスタイム -0.892 -0.842 -1.710 6.125 *

　就労環境の質合成尺度 -1.620 *** -1.902 *** -1.617 *** -1.596 ***

　専門・技術・管理 3.000 1.610 3.250 1.203

　事務・営業・販売 3.016 -3.923 -1.096 2.512

　サービス・生産技能・作業（基準）

　本人年収 -0.005 -0.003 -0.004 -0.002

基本属性

　子どもなし（基準）

　末子5歳以下 2.295 -3.223 4.136 + 1.262

　末子6～12歳 1.497 -2.831 4.020 -0.240

　末子13歳以上 -2.864 -5.554 + 5.001 0.986

　学歴中学・高校卒（基準）

　学歴中位 2.809 6.546 * -0.380 -3.731

　学歴高位 0.456 7.530 * 2.565 -4.782

F 2.721 ** 3.058 *** 2.799 *** 3.601 ***

Adj-R2 0.054 0.073 0.064 0.088

N 394 340 342 352

日本 韓国アメリカ フランス

 

  +p<0.1 *p<.05, **p<.01,***p<.001 

 

（３）女性の分析結果 

 次に、女性の分析結果が表３－３である。仕事関連時間が長いほど、アメリカ女性のディストレス

は有意に高くなっている。しかし、日本を含む残り３カ国では、仕事関連時間とディストレスの関係

は不明瞭である。韓国女性は、10時間未満の者よりも10-12時間の者でディストレスが高い傾向がみら

れるが、12時間以上の者では有意な差はみられない。 

 フレックスタイムについてみると、アメリカ女性ではフレックスタイムの者の方がディストレスは

低い傾向があるが、それ以外の３カ国においてはそのような関係はみられない。 

 就労環境の質の影響は一貫してみられる。全ての国において、就労環境の質が高いほど、ディスト

レスが低くなっている。日本女性の場合はその効果が小さいものの、就労環境の質が高いほどディス
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トレスは低い。 

職種の影響をみると、日本以外では、サービス・生産技能・作業の者よりも、専門・技術・管理や

事務・営業・販売の者の方がディストレスは高い傾向がみられる（アメリカ女性の場合、サービス・

生産技能・作業と事務・営業・販売の間に有意差はない）。本人年収はアメリカ女性のみで影響があり、

年収が高い者ほどディストレスは低い。子どもの年齢の影響はアメリカ女性のみでみられ、子どもが

いない者よりも、いる者の方が、なおかつ子どもの年齢が高い方が、ディストレスが低い傾向がみら

れる。通常、幼い子どもをもつ女性ほど家事・育児の負担からディストレスが高くなるとみられるが、

本調査ではそのような傾向がみられないのは、対象者は雇用者に限定されていることも影響している

とみられる。学歴については総じて影響はみられない。 

  

表３－３ ディストレスの重回帰分析（女性） 

定数 34.964 *** 43.783 *** 37.989 *** 32.616 ***

就労環境

  仕事関連時間Ⅱ

　  10時間未満（基準）

  　10-12時間未満 -3.005 4.393 + 0.517 6.678 +

  　12時間以上 1.186 6.081 * -0.640 4.962

　フレックスタイム -2.857 -5.565 + 1.574 1.890

　就労環境の質合成尺度 -0.858 + -1.531 ** -1.881 *** -1.030 *

　専門・技術・管理 -2.568 7.288 * 8.890 ** 9.381 *

　事務・営業・販売 -0.318 0.656 5.633 + 6.791 +

　サービス・生産技能・作業（基準）

　本人年収 0.002 -0.014 ** 0.004 -0.002

基本属性

　子どもなし（基準）

　末子5歳以下 0.112 -3.857 -0.730 1.280

　末子6～12歳 1.188 -5.114 + -0.134 1.422

　末子13歳以上 -0.518 -11.128 ** 0.419 -0.908

　学歴中学・高校卒（基準）

　学歴中位 5.521 4.139 -3.862 -2.566

　学歴高位 5.803 -0.683 -4.367 -1.563

F 0.767 4.476 *** 2.549 *** 1.056

Adj-R2 -0.014 0.136 0.006 0.003

N 207 266 292 258

日本 アメリカ フランス 韓国

 
  +p<0.1 *p<.05, **p<.01,***p<.001 
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（４）両立支援制度の影響 

 次に、12歳以下の子どもがいる者にサンプルを限定して、表３－１でみた利用している両立支援度

がディストレスに与えている影響を分析した（表３－４）。分析方法は、前項の分析と同じ重回帰分析

で、両立支援制度以外の用いる変数は同じである。分析に用いる両立支援制度は、勤務時間調整制度

と在宅勤務制度である。既に仕事関連時間を用いているため、短時間勤務制度を変数として用いるこ

とは避けた。両立支援制度を利用すれば、仕事と家庭生活の葛藤は減り、それらを利用していない者

よりもディストレスは低くなると想定される。以下では、分析結果の表は割愛し、主要な知見を示す。 

 まず、男性の結果についてみると、勤務時間調整制度は、日本男性と韓国男性ではディストレスに

関係しない。一方、アメリカ男性とフランス男性では、勤務時間調整制度を利用している者の方が、

想定に反してディストレスが高い。 

在宅勤務制度は、日本では利用者はいないため、それ以外の国について分析した。その結果、日本

以外の３カ国の男性のいずれも、在宅勤務を利用している者の方が、ディストレスが低いということ

はなかった。 

次に、女性の結果についてみると、勤務時間調整制度はいずれの国でもディストレスと無関係であ

った。 

在宅勤務制度は、利用者が一定割合いるアメリカ女性と韓国女性では、想定に反して利用者の方が、

ディストレスが高くなっていた。 

以上から、勤務時間調整制度や在宅勤務を利用することは、ディストレスの軽減につながっておら

ず、国によってはむしろそれを利用して働くことがディストレスを高めることになっているといえる。 

 

表３－４ 勤務時間調整制度と在宅勤務制度がディストレスに与える影響の重回帰分析 

（男女） 

男性

　勤務時間調整制度 -3.366 10.644 ** 5.837 + -3.771

　在宅勤務制度 － 3.716 3.716 1.581

女性

　勤務時間調整制度 -5.626 0.798 -0.065 -5.483

　在宅勤務制度 -0.131 11.848 * 9.965 13.320 *

日本 韓国アメリカ フランス

 

注）12歳以下の子どもがいる者を対象に、男性は表3-2、女性は表3-3の分析に、勤務時間調整制度と在宅勤務制度の
変数を加えて分析した結果のうち、勤務時間調整制度と在宅勤務制度のみの偏回帰係数を表記。+p<0.1 *p<.05, 
**p<.01 
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第３章 就労環境とストレスの関係 

８．結論と考察 

（１）各国の働き方とストレス 

 以上の分析結果を総括して、各国の雇用労働者（週５日以上働く雇用者）の働き方とストレスの関

係をまとめたい。 

男性の働き方をみると、日本男性は、韓国男性と並び、仕事関連時間が長い。両国とも仕事関連時

間は１日約13時間であり、長時間労働の国である。一方、アメリカ男性とフランス男性の仕事関連時

間は、わが国よりも１日あたり約1.5時間短い。また、労働時間の裁量度が高い働き方のひとつである

フレックスタイムは、フランス男性（37.7％）に次いで、日本男性（25.6％）で多い（付表３－１参

照）。就労環境の質は、アメリカ男性とフランス男性で高く、日本男性と韓国男性で低い。男性のディ

ストレスは、韓国男性が最も高く、日本男性がそれに次いで高い。以上から、就労環境の質が低いも

とで長い時間働いており、ストレスも高いのが日本男性の特徴である。 

 次に、女性についてみると、仕事関連時間は韓国女性が12.4時間で最も長く、それ以外の３カ国の

女性は10時間台半ばでほぼ同じような働き方をしている。フレックスタイムの割合は約２割で、他国

に比べて低いわけではない。就労環境の質は、男性同様、アメリカ女性とフランス女性で高く、韓国

女性と日本女性で低い。ディストレスも男性と同様の傾向があり、韓国女性が最も高く、日本女性と

フランス女性が同程度で続き、最も低いのがアメリカ女性である。以上から日本女性の特徴としては、

長時間労働ではないが、就労環境の質は低い働き方をしているといえる。今回調査した国の女性を比

較した場合、日本女性のディストレスは平均的な水準である。 

 

（２）ストレスを高める要因 

 本章の１節において、３つの分析課題を提示した。以下では、順に分析結果を示す。 

 第一は、労働時間が長い者ほどストレスが高くなっているかという問題である。分析の結果、日本

男性については、この関係が確認された。具体的には、１日の仕事関連時間が10時間未満の者よりも、

それ以上、特に14時間以上の者のディストレスは高い。しかし、日本以外の３カ国の男性では、その

ような関係はみられなかった。女性についてみると、アメリカ女性では仕事関連時間が長い者ほどデ

ィストレスが高くなっていたが、日本を含むそれ以外の国の女性ではそのような関係はみられなかっ

た。 

 第二は、就労環境の質が高いほど、ディストレスが低くなるかという問題である。分析の結果、こ

の関係はいずれの国の男性においても明瞭にみられた。注目されることに、男性においては就労環境

の質が今回の指標にして１点向上するごとに低下するディストレスの幅は、各国男性とも同程度であ

った。女性についても、就労環境の質が高いほどディストレスが低いという関係がいずれの国におい

てもみられた。 

 第三は、柔軟な働き方とディストレスの関係である。柔軟な働き方であれば、必要に応じて家事・

子育てや余暇の時間を確保するように労働時間の調整ができるため、ディストレスは低下すると想定

された。分析に用いた柔軟な働き方の変数は、フレックスタイム（裁量労働やみなし勤務を含む）と

－71－



勤務時間調整制度である。この他、在宅勤務の変数も用いた。しかし、分析の結果、ここにあげた勤

務形態がディストレスを低下させてはいなかった。ちなみに、分析結果の提示は割愛するが、フレッ

クスタイム、勤務時間調整制度、在宅勤務と労働時間の関係を分析すると、これらの勤務形態に該当

する者がそれ以外の者よりも労働時間が短いということもなかった。 

 

（３）政策的含意 

 わが国の就労者のストレスは高く、これを軽減することが社会的に求められている。本章の分析結

果から、雇用労働者のストレスを軽減し、心身の健康を向上させるためには、次にあげる２点が求め

られることが示唆される。 

 第一は、過度に長い労働時間の是正である。日本男性の分析結果をみると、仕事関連時間が14時間

以上の者は特にストレスが高い。仕事関連時間が14時間以上の者の実労働時間Ⅱ（始業から終業まで

の時間に在宅での仕事時間を加えたもの）は約10.5時間、在社時間は11.2時間と長時間労働である。

ストレス問題の改善のためには、こうした長時間労働の是正が求められる。 

 第二に、ストレス軽減のためには、就労環境の質を高めることが大切である。ここでいう就労環境

の質とは、具体的には、業務において能力・専門性を活用できること、職業能力を開発できること、

一定の責任・裁量があること、賃金・処遇に納得性があること、適切な健康管理が行われていること、

職場の人間関係が良好であること、働きがいがあることなどである。就労環境の質が高ければ、スト

レスは軽減される。この関係は、男性も女性も、日本の雇用者もそれ以外の国の雇用者も共通するこ

とである。 

 わが国の職場は、アメリカ、フランスよりも、就労環境の質が低い。男性については、韓国よりも

就労環境の質が低い。就労環境の質が低い中で、長時間働いていることが、わが国の雇用労働者のス

トレスを高めることにつながっている。わが国以外の雇用労働者の場合、仕事関連時間が長くてもス

トレスは有意に高まることがないが、その理由としてここでいう就労環境の質がわが国よりも高いこ

とが、長時間労働に伴って発生するストレスを抑制しているとみられる。 

 就労環境の質のうち、特に日本が劣っているのは、業務において能力・専門性を活用できること、

職業能力を開発できること、そして職場の人間関係が良好であることである。これらの項目は、特に

改善されることが望まれる。 

 最後に、フレックスタイム（裁量労働やみなし勤務を含む）や勤務時間調整制度といった柔軟な働

き方は、いずれの国においてもストレスを下げることには寄与していない。また、これらは、労働時

間を短縮することもない。昨今、ワーク・ライフ・バランス向上のためには勤務時間の裁量度の高い

働き方を普及させるのが効果的との主張があるが、本分析結果をふまえると、それは疑わしい。同様

の結果は松田（2008）においてもえられている。ストレスも軽減せず、労働時間も短縮しないのであ

れば、こうした柔軟な働き方は、一体ワーク・ライフ・バランスの何を改善するのであろうか。そろ

そろ「柔軟な働き方幻想」から目を覚ます時である。 
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第３章 就労環境とストレスの関係 

平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD

　ディストレス 35.581 19.047 31.048 17.686 32.840 17.452 37.642 15.597

　10-12時間未満 0.279 0.449 0.453 0.499 0.488 0.501 0.264 0.442

　12-14時間未満 0.363 0.481 0.235 0.425 0.222 0.416 0.412 0.493

　14時間以上 0.312 0.464 0.100 0.300 0.064 0.246 0.287 0.453

　フレックスタイム 0.256 0.437 0.156 0.363 0.377 0.485 0.128 0.334

　就労環境の質合成尺度 0.824 2.719 3.784 2.588 2.706 2.758 1.226 2.649

　専門・技術・管理 0.376 0.485 0.521 0.500 0.327 0.470 0.435 0.496

　事務・営業・販売 0.272 0.445 0.150 0.358 0.211 0.408 0.366 0.483

　本人年収 556.256 228.885 658.235 258.980 265.526 130.791 354.545 180.635

　末子5歳以下 0.332 0.472 0.368 0.483 0.427 0.495 0.392 0.489

　末子6～12歳 0.180 0.385 0.197 0.398 0.187 0.391 0.205 0.404

　末子13歳以上 0.107 0.309 0.147 0.355 0.114 0.318 0.116 0.321

　学歴中位 0.183 0.387 0.247 0.432 0.550 0.498 0.182 0.386

　学歴高位 0.548 0.498 0.574 0.495 0.251 0.434 0.656 0.476

　N 394 340 342 352

日本 アメリカ フランス 韓国

平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD

　ディストレス 37.500 18.526 33.788 17.611 37.051 17.377 42.369 16.533

   10-12時間未満 0.391 0.489 0.395 0.490 0.538 0.499 0.306 0.462

   12時間以上 0.309 0.463 0.229 0.421 0.182 0.386 0.593 0.492

　フレックスタイム 0.203 0.403 0.154 0.362 0.380 0.486 0.105 0.307

　就労環境の質合成尺度 0.560 2.788 3.739 2.489 2.558 2.708 0.831 2.261

　専門・技術・管理 0.184 0.388 0.530 0.500 0.401 0.491 0.337 0.474

　事務・営業・販売 0.536 0.500 0.327 0.470 0.449 0.498 0.547 0.499

　本人年収 316.111 222.901 547.744 264.066 240.719 125.108 237.791 157.424

　末子5歳以下 0.217 0.413 0.301 0.459 0.394 0.489 0.283 0.451

　末子6～12歳 0.174 0.380 0.203 0.403 0.154 0.362 0.190 0.393

　末子13歳以上 0.150 0.358 0.135 0.343 0.110 0.313 0.151 0.359

　学歴中位 0.357 0.480 0.229 0.421 0.538 0.499 0.236 0.426

　学歴高位 0.367 0.483 0.617 0.487 0.339 0.474 0.481 0.501

　N 207 266 292 258

日本 アメリカ フランス 韓国

＜注＞ 

（１） この他、「育児休業制度」と「保育サービス費用の補助」の利用状況も尋ねている。本分析は現時点で就労し

ている者を対象にしているため、育児休業制度を現在利用している者は分析から除外した。なお、現在休職

中の者をサンプルから除外しても、育児休業制度を「現在利用している」と回答した者が各国とも少なから

ず存在する。これは、育児休業制度ではなく、看護休暇等と勘違いして回答した可能性がある。また、保育

サービス費用の補助については、本分析の主眼は労働時間とストレスの関係を明らかにすることであり、そ

の趣旨から外れるため、ここでの分析からは除外した。 

（２） 本調査では、「在宅勤務」を定義した上で利用状況を尋ねてはいない。このため、この中には週の大半を在宅

勤務する者からまれに在宅勤務をする者まで含まれているとみられる。 

（３） 各国の学歴区分は次のとおりである。日本とアメリカ：中学校・高校／専門学校・高専・短大／大学・大学

院。フランス：中学校卒業試験・職業適性証書・職業教育修了／大学入学資格（高校卒業）・大学一般過程修

了・高等技術者証書・技術短期大学卒業／学士号取得・学士号取得以上・高等教育機関卒業。韓国：中学校・

高校・職業・技術学校卒業／専門大学卒業／大学・大学院。 

 

＜付表＞ 

付表３－１ 重回帰分析に使用した変数の記述統計量 

（男性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（女性） 
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第４章 夫の長時間労働、家事時間と妻の就業選択 

 
千葉大学法経学部 

大 石 亜希子 
 

要約 

本章ではワーク・ライフ・バランスの実現を阻害する要因としての夫の長時間労働と家事時間の

少なさに着目し、長時間労働を解消する方策についての検討を行ったうえで夫の家事時間が妻の就

業選択に及ぼす影響を分析した。 

主な発見としては、第１に、夫の平日の家事時間の増加は、日本では妻の正規雇用を大きく促進

する効果をもっており、とくに12歳以下の子どもがいるカップルでは妻が正規雇用を選択するうえ

で決定的な要因となる。第２に、労働市場の流動性が日本よりも高いとみられる国においても、長

時間労働をしている労働者ほど時短希望をもっており、希望通りの労働時間を実現できていない。

第３に、柔軟な労働時間制度が不本意な長時間労働を抑制しているという効果は見出されなかった。 

男女間の労働時間と家事時間の不均衡を改善し、女性の本格的な就業を促進するうえでは、平日

の労働時間管理を進め、男性の家庭へのかかわりを増やすことが有効である。 

 

１．はじめに 

日本では25～44歳の男性正規雇用労働者（年間就業日数200日以上、役員除く）のうち、２割以上が

１週間に60時間以上働いており、しかも過去５年間でその割合が上昇している（総務省統計局「就業

構造基本調査」平成19年）。長時間労働は、労働者の心身両面の健康を損なう要因としてだけでなく、

少子化の要因としても問題視されつつある。たとえば、夫が長時間労働をすると家庭で過ごす時間が

必然的に短くなるため、結果として家庭責任が妻に偏るようになり、妻の就業参加や就業継続が困難

になる。このことは女性にとっての結婚や出産の機会費用を高める方向に作用し、少子化の要因とな

る。そのため近年では、ワーク・ライフ・バランスの実現が重要な政策目標として政府や企業に広く

認識されるようになった。 

一例を挙げると、山口(2008)は労働者の希望を超える長時間労働が少子化の原因となりうることを

指摘したうえで、週60時間を上限に労働時間規制を導入することを提案している。その一方で、長時

間労働を解消するために政策的に介入すべきかどうか、また、介入が効果をあげるかどうかについて

は経済学の分野でも様々な議論がある。 

その第１は、長時間労働は労働者の合理的な判断のもとに行われているため、政策的に介入する根

拠はないとする説である。たとえばある労働者がワーカホリックである場合に、それが同僚の不本意

な長時間労働を誘発しない限り、長時間労働を規制する経済学的な根拠は見出せない（大竹・奥平

2008）。また、現在の長時間労働が昇進や昇給という形で事後的に報われるような暗黙的な雇用契約
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が労使間に存在する場合も、労働時間だけを規制する根拠はなくなる（高橋 2005）。 

第２は、長時間労働の解消は労働時間規制によるのではなく、労働市場の流動性を高め、円滑な労

働移動を可能とすることで達成すべきだとする説である。労働市場が競争的であれば、賃金に見合わ

ない長時間労働を課す企業からは労働者が流出するので、そうした企業は労働条件を引き上げるか、

市場から退出するか、二者択一を迫られるからである。 

第３は、男性の長時間労働を解消しても女性の家事負担は軽減されないという説である。日本では、

妻がフルタイム勤務の場合でも、夫の２割は全く家事をせず、子どもが１歳未満の場合でも、夫の１

割は全く育児に関わらない（国立社会保障・人口問題研究所「第３回全国家庭動向調査」2003年）。い

くつかの日本における実証研究によると、夫の家事時間の増加が妻の家事時間の減少や労働時間の増

加に結びつく度合は非常に小さい（Ueda 2005; 馬 2006）。夫が早く帰宅するようになっても、家庭内

での家事分担の不均等が改善されなければ、女性の就業促進は期待できないであろう。 

 本章では日米仏韓の４カ国の夫婦を対象に実施した「生活時間に関するアンケート調査」（以下、「生

活時間調査」）の個票を用いて、ワーク・ライフ・バランスの観点から、夫の労働時間や家事時間が妻

の就業に及ぼす影響を分析する。本章が特に注目するのは、現在の労働時間の長さは本人の希望した

結果なのかどうか、また、柔軟な労働時間制度は希望通りの労働時間を実現するのに役立っているの

かどうかという点である。もし、合理的な判断のもとに長時間労働をしているのが大半であれば、労

働時間を短縮したいという希望と現実の労働時間との間には有意な関係は見出されないはずである。

また昨今、ワーク・ライフ・バランス実現のために柔軟な労働時間制度を導入すべきだという主張が

みられるが、そうした主張が該当するのであれば、すでに柔軟な労働時間制度のもとで働いている労

働者は、そうでない労働者よりも労働時間について不満が少なく、希望と現実のギャップは小さいは

ずである。さらに、流動的な労働市場では転職等を通じて希望通りの働き方を実現しやすいとすれば、

日本よりも労働市場が流動的だといわれるアメリカでは希望と現実の労働時間の間のギャップは小さ

いと考えられる。 

 本章がもうひとつ注目する点は、夫の家事時間の増加が妻の本格的な就業を促進するのかどうかで

ある。従来の各種調査の結果や実証研究が示唆するように、日本の夫が妻の働き方に関係なく家事を

する意思を持たないのであれば、妻のワーク・ライフ・バランスを改善するためになすべきことは夫の

長時間労働の是正ではなく、夜間も預かるような保育所を整備したり、家事サービスの外部化を促進し

たりすることかもしれない。しかし一方で、海外には夫が日常的に家事や育児にかかわっている国もあ

る。国際的にみて、日本がどれだけ特異な位置にあるのかを明らかにすることも本章の目的である。 

 主要な結論を先に述べると、以下のようになる。第１に、夫の家事時間の増加は、日本において妻

の正規雇用を促進する効果をもっており、とくに12歳以下の子どもがいる場合には妻が正規雇用を選

択するうえで決定的な要因となる。第２に、労働市場の流動性が日本とは異なるとみられる諸外国に

おいても、長時間労働をしている労働者ほど時短希望をもっており、希望通りの労働時間を実現でき

ていない。第３に、柔軟な労働時間制度が適用されていることは、希望通りの労働時間を実現するう

えで有意な効果をもっていない。 
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第４章 夫の長時間労働、家事時間と妻の就業選択 

 本章の構成は以下の通りである。第２節と第３節は先行研究のサーベイである。第２節では長時間

労働が生じるメカニズムについて労働者の自発性に基づくケースと、不本意に長時間労働をするケー

スの２つについて先行研究を紹介する。第３節では、家計の時間配分に関連する内外の文献を紹介す

る。第４節は、使用するデータの説明である。第５節では、「生活時間調査」から観察される家計の時

間配分の実態を検討する。第６節では、長時間労働を解消する手がかりを得るために、希望する労働

時間と現実の労働時間のギャップについて計量分析を行う。第７節では、夫の労働時間や家事負担の

程度が妻の就業選択に及ぼす影響を検討する。第８節はまとめである。 

 

２．長時間労働についての先行研究 
（１）労働者の自発性による場合 

労働者が合理的な判断のもとに自発的に長時間働く理由は、いくつか考えられる。 

第１は、ワーカホリックが原因となっている場合である。ワーカホリックになると、労働の不効用

が非常に小さくなったり、働けば働くほど喜びを感じて効用が高くなったりするので長時間労働を厭

わなくなる。米国においてはHamermesh and Slemrod (2005)が、高学歴で高賃金の労働者ほどワーカ

ホリックになり、労働の不効用が小さくなるため、引退を延期する傾向があることを明らかにしてい

る。日本においては大竹・奥平(2008)が、長時間労働に習慣形成効果があること、また、労働時間に

ついての裁量幅が大きい管理職ほど長時間労働をする傾向にあることを示している。 

第２は、長時間労働が企業による労働者選別の手段になっている場合である。Landers, Rebitzer and 

Taylor (1996) 、Sousa-Poza and Ziegler (2003)の研究では、雇い主が非効率なまでに長い労働時間

を課すことによって労働者のインセンティブや真の生産性に関する情報を開示させるモデルが提示さ

れている(1)。実証分析の結果では、生産性が高く、高賃金の労働者ほど長時間労働をする傾向がみら

れる。 

第３は、高賃金や昇進といった形で事後的に報酬を受けることができるため、自発的に長時間労働

をする場合である。三谷(1997)は、業績主義の職場では労働者が長時間働くことで業績を上げようと

するため、サービス残業が発生しやすいと指摘している。この場合、サービス残業は将来の昇進・昇

給で報われることとなる。この三谷仮説を拡張して高橋(2005)は、労働者と企業の間に暗黙の契約が

結ばれており、高賃金が得られるために労働者がサービス残業をするというモデルを提示し、実証分

析においてはサービス残業をする労働者ほど高賃金になる傾向を見出している。 

 
（２）非自発的に長時間労働をしている場合 

一方、労働者のほうは労働時間の短縮を希望しているにもかかわらず、余儀なく長時間労働をして

いる場合はどうか。そうなる理由としては、第１に、労働市場が非競争的なことが考えられる。労働

市場が競争的であれば、会社を辞めて転職することで希望通りの労働時間を実現しうるが（Altonji 

and Paxson 1986, 1992）、転職市場が発達していない場合には不本意ながらとどまらざるを得ない労

働者も出てくる。 
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第２に、職場での仕事量の管理・配分に問題があるために不本意な長時間労働を強いられている可

能性が考えられる（小倉・藤本 2007; 佐藤2008）。JILPTの調査を分析した小倉・藤本(2007)によると、

「そもそも所定労働時間では片付かない仕事だから」残業するという回答が約６割と突出して高い。ま

た、OLS推定の結果では「業務量が多い」場合に総労働時間が有意に長くなっている。佐藤(2008)は、

弾力的な労働時間制度を適用しても仕事量についての裁量度などが適正でないと労働時間は短くなら

ないと指摘している。 

これと関連して第３に、管理職の行動に問題がある可能性も考えられる。各種調査の結果を分析し

た佐藤(2008)によると、上司が残っているので帰りづらいという回答がどの調査でも少なからず存在

する。大竹・奥平(2008)の分析では、仕事を先送りする性向の強い管理職が部下の長時間労働を誘発

するという、負の外部性の存在を指摘している。 

 

３．夫婦の時間配分についての先行研究 

家計内での時間配分についてはBecker (1965)、Gronau(1986)で提示された家計内生産の理論を用い

た実証分析が数多く行われている。妻の家事時間の決定要因に関しては、①子どもがいると家事時間

が増加する、②妻の高賃金や高い非勤労所得は家事時間を短縮する、③夫の賃金の影響は負または非

有意、といったことが明らかにされている。妻の労働時間については、多くの分析は妻の賃金率が高

いほど労働時間は長く、夫が高賃金である場合や非勤労所得が多い場合は短くなることを示している

（Gronau 1986）。 

日本においては、柴田=ボイルズ(1996)ら夫婦の労働時間と家事時間に関する研究があるが、比較的

近までは集計データに基づく分析がほとんどであった。そのため、同一家計内で夫と妻がどのよう

に時間配分をしているのか、夫と妻の労働時間や家事時間がどのような関係にあるのかを明示的に分

析することはできなかった。1990年代以降、「消費生活に関するパネルデータ」（財団法人家計経済研

究所、以下JPSC）が整備され研究者の利用が可能になるとともに、指定統計調査調査票の目的外使用

も徐々に進むようになり、このことが日本における時間配分に関する研究を活発化させつつある。JPSC

を用いた例として、小原(2000)は夫の長時間通勤が夫自身の時間配分や、妻の市場労働時間に及ぼす

影響を分析している。その結果、夫の家事時間は自分や妻の通勤時間に影響を受けない半面、妻の家

事時間は夫が長時間通勤者である場合に長くなり、また、妻の労働時間は短くなることを明らかにし

ている。Ueda(2005)は「社会生活基本調査」（総務省統計局）の個票およびJPSCを使用して夫婦間での

家事時間の決定における相互関係を分析している。「社会生活基本調査」の個票による分析では、夫の

家事時間の増加は妻の家事時間を減らすものの、その効果は共働き世帯においてもごく小さい(2)。

近では馬(2006)が「慶應義塾大学家計パネル調査（KHPS2004～06）」を使用して夫の長時間労働が家計

時間配分に及ぼす影響を分析している。その結果、夫の長時間労働は、妻の家事時間を延ばす効果を

持ち、共働き世帯の場合は妻の労働時間を短くする効果を持つと報告している。このように、先行研

究の結果をみると総じて日本では夫の家事時間が極端に短く、本人の賃金率や妻の労働時間について

非弾力的である。 
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第４章 夫の長時間労働、家事時間と妻の就業選択 

４．データの説明 

（１）使用変数とその定義 

本章で使用するのは連合総合生活開発研究所が2007年11月に実施した「生活時間に関するアンケー

ト調査」（以下、「生活時間調査」と略）の個票である。この調査は、日米仏韓の４カ国について、各

国の都市部に居住する50歳未満のカップル（各国とも約400組）を対象に2007年11月に実施されたイン

ターネット調査である（詳細は「調査実施概要」を参照）。本章では主として一週間単位での夫婦の時

間配分に着目して分析を行うこととする。 

まず、週あたりの実労働時間については、雇用労働者（正規雇用・非正規雇用含む）の場合、出勤

日一日あたりの実労働時間（＝終業時間―始業時間―（食事時間＋休憩・休息時間））に一週間の平均

的な労働日数を乗じたものを使用している。自営業者については労働時間を調査していないため、以

下の分析では除外している。 

家事時間については、平日および休日の一日あたりの炊事・洗濯・買い物など家事にあてる時間を

そのまま、あるいは一週間の値に修正して使用している(3)。「生活時間調査」では別途、「子どもに関

わる時間」や「家族の看護・介護にあてる時間」を調査しているが、家事時間にこれらの育児時間や

介護時間を単純に加えると、育児をしながら家事をするといった「ながら家事時間」の問題に対処で

きず過大評価しがちであることが知られている。また、調査した国によって家族の看護・介護の意味

と範囲を異なって理解しているとみられるケースがあることから、ここでは家事時間に限定して使用

する。 

 

（２）分析対象 

本章で分析対象とするのは、夫が雇用労働者（正規・非正規含む）で週の労働日数が５日以上とい

う条件を満たし、後の実証分析で必要となる変数に欠値のない夫婦1,363組である。夫が条件に合致す

る雇用労働者の場合であっても、妻が自営業者の場合は妻の労働時間が把握できないため、分析対象

から除外している。1,363組の内訳は、日本381組、アメリカ312組、フランス341組、韓国329組となっ

ている。アメリカの場合は男性に自営業者と無職者が比較的多いこと、フランスの場合は労働日数が

週５日未満の男性が比較的多くいること、韓国の場合は自営業者が比較的多いことが分析対象となる

夫婦数に影響している。 

 

５．「生活時間調査」にみるカップルの時間配分の実情 

（１）実労働時間の配分 

はじめに、一週間単位でカップルの時間配分の実情を捉えてみよう。図４－１は夫と妻を合計した

平均的な週あたり実労働時間を国別に示したものである。ここで特徴的なこととしては、「長時間労働

の国、日本」、「週35時間労働の国、フランス」といったステレオタイプな理解とは逆に、カップル単

位でみると４カ国中でフランスの実労働時間が も長い。夫に関しては日本の週あたり実労働時間が

49時間と も長い半面、妻の実労働時間は も短い（23時間）。これは、日本の妻の有業率が低く、有
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業の場合でも非正規雇用の短時間労働が多いためである。韓国も日本と同様に夫の実労働時間が長い

ものの、週あたりの労働日数は日本よりも多い（週休２日制が普及途上）ので、一日あたりの実労働

時間は日本よりも短い。 

カップルが労働市場に提供する実労働時間のうち、夫の占めるシェアは、日本が72.2％と も高く、

次いで韓国（69.9％）、アメリカ（62.4％）、フランス（57.3％）となっている。市場労働へのかかわ

りが男性に偏る日本と比べ、男女差なく市場労働に従事しているフランスのほうがより多くの労働時

間を引き出しているという点はワーク・ライフ・バランスの観点から注目すべきであろう。 

12歳以下の子どものいるカップルに限定してみると、各国の特徴がいっそう顕著になる。日本では

子育て期に非労働力化する女性が多いため、妻の実労働時間は減少している。夫の実労働時間はわず

かに増加しているものの、カップル単位では週67時間にとどまる。一方、フランスでも子どもがいる

と妻の実労働時間は減少するが、日本ほど大きな落ち込みではないため、カップル単位の実労働時間

は週73.6時間と高水準を維持している。 

なお、図４－１をみるうえでは以下の点に留意する必要があろう。まず、昨年度の有給休暇取得日

数をみると日本の夫が平均９日であるのに対し、フランスの夫は28日というように大きな差があり、

年間ベースでの労働供給量であれば両国の関係は逆転する可能性が高い。つぎに、フランスは先進諸

国の中でも早期退職傾向が強い国であり、生涯ベースでの労働供給は日本よりも少ないとみられる。

また、本調査のサンプルは各国の都市生活者に限定されているので、一国全体では異なる傾向が表れ

る可能性がある。 

 
図４－１ カップルの実労働時間（週あたり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（２）家事時間の配分 

 つぎに、夫と妻の家事時間の配分を示したものが表４－１である。従来の調査研究でも指摘されて

いるとおり、日本の夫の家事時間は４カ国中で も短い（週3.1時間）。ただし家事時間の長さにはそ

の国の文化や生活様式が反映されていると考えられるので、単純に比較できない面がある。そこで、
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第４章 夫の長時間労働、家事時間と妻の就業選択 

夫婦を合計した家事時間に占める夫のシェアを計算し比較すると、日本の夫は15．5％と４カ国中で

も低くなっている。ここでの家事時間には子どもの育児に関わる時間は含まれていないが、いずれの

国でも、12歳以下の子どもがいる場合には妻の家事時間が長くなる傾向にある。その半面、夫の家事

時間にはほとんど変化がないため、結果として夫の家事時間のシェアは12歳以下の子どもがいると低

くなる。ただしその低下幅は日本の場合に も大きい。 

 
表４－１ カップルの家事時間の配分（週あたり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（３）仕事時間の希望と現実 

 ４カ国の中では日本の夫が も長時間の労働をしている傾向が観察されるが、これが本人の自発性

に基づくものなのかどうかを、仕事時間についての希望との関係から検討してみる。「生活時間調査」

では、「あなたの生活の中で、以下のＡ～Ｄの項目の「時間」について、今後どのようになるとよいと

思いますか。それぞれについて１つずつお選びください」として、「Ａ睡眠時間、Ｂ仕事の時間、Ｃ家

事、子育てをする時間、Ｄ地域活動やボランティア活動の時間」の４つを取り上げている。回答者は

「増やしたい」、「今のままでよい」、「減らしたい」の３つから１つを選択するようになっている。 

 

図４－２ 仕事時間についての希望 
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アメリカ 7.9 17.1 31.5
( 7.9) ( 17.8) ( 30.9)

フランス 5.0 12.9 27.6
( 5.5) ( 14.4) ( 26.7)

韓国 4.5 15.7 24.2
( 4.3) ( 16.8) ( 22.4)

（注）（　）内は12歳以下の子どものいる夫婦について。
ここで家事とは、炊事・洗濯・買い物などにあてる時間
を指す。
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仕事時間についての希望を国別・男女別にみると、分析対象である日本の夫の43％は仕事時間を減

らしたいと回答している（図４－２）(4)。興味深いことに、日本よりも労働市場の流動性が高いとい

われているアメリカにおいても、夫の43％は仕事時間を減らしたいと回答しており、その割合は日本

とほぼ変わらない。すなわち、転職市場の発達したアメリカでも不本意ながら自分の希望よりも長時

間働いている労働者が日本と同程度に存在する。「減らしたい」という希望が も多いのは、韓国の夫

（51％）で、 も少ないのは日本の妻（24％）である。日本の妻の場合、もともと無業者や短時間労働

者の割合が諸外国よりも高いので、不本意ながら長時間働いているというケースが少ないためとみら

れる。 

 
図４－３ 実労働時間階級別・仕事時間の短縮希望者割合（夫） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 図４－３は、分析対象の夫について実労働時間階級別に仕事時間の短縮希望者の割合がどのように

増加していくかを累積パーセント表示したものである。米仏と日韓では明確に異なるパターンをとっ

ていることがわかる。アメリカとフランスでは週35時間を超えるところから時短希望が直線的に増加

し、週48時間を超えると頭打ちとなる。これは両国で週に48時間以上働く労働者の割合がもともと低

いことも影響している。一方、日本と韓国では、週40時間までは時短希望が少なく、週40時間を超え

るところから増加しはじめ、週48時間を超えると時短希望者の割合が大きく高まっている。 

つぎに、仕事時間を減らしたいと回答した者に限定して、代わりにどのような活動にその時間をあ

てたいと考えているのかを示したものが図４－４である。どの国でも睡眠時間を増やしたいという回

答が も多いが、日本やアメリカでは40％の夫は「家事、子育てをする時間」を増やしたいと回答し

ている。長時間労働を解消しても、日本の夫は家事に消極的なので妻のワーク・ライフ・バランスの

改善につながらないという説もあるが、この調査結果をみる限りにおいては、日本の夫も長時間労働

が解消されれば家事・育児にあてる時間を増やす意思があることが示されている。 
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図４－４ 仕事時間を減らして増やしたい活動（複数回答） 
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６．時短希望の計量分析 

前節ではアメリカでも日本と同程度に時短希望が多いことが示されていたが、労働者の産業や職種、

企業規模などをコントロールしたうえでも同様の傾向が見出せるかどうかを４カ国のサンプルをプー

ルしたデータを用いて計量的に検討する。 

妻については無業者が含まれるので、分析対象は夫に限定する。被説明変数は、時短希望の有無を

示す二値変数である。「生活時間調査」では仕事の時間について「１．増やしたい、２．今のままでよ

い、３．減らしたい」の３つの選択肢をとっているが、国や男女を問わず「１．増やしたい」という回

答は少数にとどまるため、ここでは「減らしたい」を１、それ以外を０とする二値変数を作成し、probit 

推定を行う。説明変数は、週実労働時間、フレックスタイム適用の有無、就労環境の質（詳細は松田

論文参照）、年齢、学歴（学歴水準を３段階に分け、第１段階（高卒程度）を基準とするダミー変数）、

所得分位（各国ごとに夫の所得の三分位をとり、 も低所得層である第一分位を基準とするダミー変

数）、就学前児童数、そして仕事の属性（職種、産業、企業規模をそれぞれ示すダミー変数）である。

説明変数はすべて国ダミーとの交差項とし、国による違いをコントロールしている。フレックスタイ

ム適用の有無を説明変数に含めるのは、柔軟な労働時間制度が適用されていれば希望通りの働き方が

可能なのではないかと考えられるためであり、就労環境の質を含めるのは、同じように長時間の仕事

でも就労環境が良好であれば時短希望を持たない傾向があるのではないかと考えられるためである。 

推定に入る前に、本章における「時短希望」とOECDやその他の労働統計における「過剰就業

(overemployment)」との関係について論じておきたい。 

OECD労働統計における「過剰就業」とは、就業者が非自発的に本人の希望する以上の時間を働いて

いる状態を指しており、労働時間についてのみ注目している。一方、本章の先行研究で挙げた海外の

論文が使用するデータでは多くの場合、労働時間に比例して所得も増減することを前提としたうえで、

仕事の時間を増やしたいか、現状のままとするか、減らしたいかを尋ね、「労働時間に比例して所得が

減っても、労働時間を減らしたい」場合に「過剰就業」としている。 
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本章の「時短希望」は、労働時間と所得が比例することを前提としていない点でOECD労働統計の「過

剰就業」と共通している。しかし、所得比例の条件が明示されていないために、時短希望者の割合が

高めに出ている可能性もあり、また、海外の先行研究と直接比較することも困難となっている（山口 

2008）。ただし、各国間でバイアスのかかり方が同じであるのならば、本章の４カ国比較から得られる

インプリケーションは意義を持つはずである。 

実際のところ日本においてこの分野の実証研究は始まったばかりであり、筆者の知る範囲では所得

比例の条件を明示したデータを使用しているのは大石(2008)にとどまる。原・佐藤(2008)、山口(2008)

は本章と同様に、所得比例の条件は明示せずに労働時間についての現実と希望のギャップを示す変数

を用いて分析をしている。なお、これらの国内の先行研究と比較して、本章の分析は①国際比較をし

ている、②本人の所得や勤め先の企業規模、産業、職種についての情報がコントロールされている、

③就労環境の質について複合的な指標を用いて把握しているという点が特長となっている。 

推定結果は表４－２にまとめてある。産業や職種、企業規模は国ダミーとの交差項にすると説明変

数の数が増え、線形結合が生じやすくなるため、それぞれ入れ替えて推定をしている。各変数の影響

は限界効果で示されている。 

注目すべきポイントは、週実労働時間とフレックスタイムの係数に国による違いがあるかどうかで

ある。まず、週実労働時間については、長時間働いている労働者ほど時短希望を持ちやすいという傾

向が有意に観察される。週実労働時間と国ダミーとの交差項は、アメリカについてのみモデル１～３

で有意にマイナスとなっている。すなわち、労働時間が同じ日米の労働者がいるときに、労働時間を

減らしたいと考える確率が日本よりもアメリカの労働者のほうで低いことを意味している。ただし、

低いといっても限界効果でみると労働時間の影響を相殺するほどには大きくはない。また、企業規模

ダミーを含めたモデル４ではアメリカについても交差項が有意となっていない。つまり、モデル１～

３のアメリカの交差項は、コントロールされていなかった企業規模の効果を拾っている可能性がある。

こうしてみると、労働市場の流動性を高めることで労働者の希望する労働時間を実現し、長時間労働

を解消するという施策には一定の限界があることが示唆される。 
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表４－２ 時短希望の有無についての推定結果 

 
 

Pooled data による probit 推定結果（一部） (N=1363)

モデル１ モデル２ モデル３ モデル４

国ダミー（基準：日本）

アメリカ 0.486 0.456 0.519 0.224

フランス 0.014 0.069 0.242 -0.453

韓国 0.251 0.397 0.327 0.001

週実労働時間 0.016 *** 0.016 *** 0.017 *** 0.016 ***

×アメリカ -0.008 * -0.008 * -0.010 ** -0.007

×フランス -0.002 -0.001 -0.003 0.000

×韓国 0.007 0.007 0.006 0.007

フレックス適用（基準：非適用） -0.023 -0.003 -0.025 -0.036

×アメリカ 0.102 0.108 0.106 0.061

×フランス 0.087 0.067 0.093 0.085

×韓国 0.128 0.077 0.137 0.144

就労環境の質 -0.048 *** -0.051 *** -0.052 *** -0.050 ***

×アメリカ -0.007 -0.004 -0.001 -0.005

×フランス 0.006 0.008 0.007 0.007

×韓国 0.001 0.001 0.005 0.001

年齢 -0.001 0.000 -0.001 -0.003

×アメリカ 0.004 0.001 0.006 0.006

×フランス 0.008 0.007 0.008 0.010

×韓国 -0.008 -0.010 -0.009 -0.005

学歴水準２（基準：学歴水準１） 0.076 0.063 0.090 0.077

×アメリカ -0.126 -0.081 -0.144 -0.144

×フランス 0.029 0.046 0.041 0.040

×韓国 -0.254 ** -0.266 ** -0.234 * -0.240 **

学歴水準３（基準：学歴水準１） 0.015 -0.009 -0.001 0.046

×アメリカ 0.005 0.106 -0.043 -0.046

×フランス 0.060 0.071 0.106 0.034

×韓国 -0.070 -0.073 -0.030 -0.074

所得第２分位（基準：第１分位） 0.166 ** 0.168 ** 0.151 ** 0.194 ***

×アメリカ -0.180 * -0.176 * -0.170 * -0.229 **

×フランス -0.228 ** -0.223 ** -0.216 ** -0.259 ***

×韓国 -0.073 -0.083 -0.077 -0.091

所得第３分位（基準：第１分位） 0.145 * 0.151 * 0.144 * 0.188 **

×アメリカ -0.106 -0.059 -0.121 -0.158

×フランス -0.170 -0.185 * -0.141 -0.228 **

×韓国 -0.109 -0.115 -0.100 -0.159

就学前児童数 0.073 0.081 * 0.072 0.090 *

×アメリカ -0.038 -0.051 -0.035 -0.068

×フランス -0.030 -0.031 -0.038 -0.048

×韓国 -0.089 -0.096 -0.088 -0.110

他のコントロール変数

国×職種 No Yes No No

国×産業 No No Yes No

国×企業規模 No No No Yes

対数尤度 -825.927 -810.317 -798.658 -795.895

擬似決定係数 0.120 0.136 0.143 0.152

(注）各変数の影響は限界効果で示している。 * p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01。
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フレックスタイムの係数も、いずれの国についても有意には時短希望に影響をもたらしていない。

柔軟な労働時間制度が採用されている労働者は希望通りの労働時間を実現できているのではないかと

考えられるが、ここではそれを支持する結果は得られなかった。同様の結果は、日本についての大石

(2008)、原・佐藤(2008)でも報告されており、本章ではそれが米仏韓の３カ国についても該当するこ

とを示している(5)。 

 

７．妻の就業選択の国際比較 

（１）推定モデルと制度的背景 

 この節では夫の家事時間の増加が妻の労働供給に及ぼす影響を分析する。日本では男性雇用者の長

時間労働が家庭責任の偏りを招き、女性の就業を抑制しているといわれている。もし夫がより多くの

時間を家事に費やせば妻の就業が促進されるのかどうかを諸外国との比較を交えて検討する。 

家計生産モデルに従えば、妻の労働時間は夫と妻それぞれの所得や家事時間、個人属性や世帯属性

によって決まると考えられる。そこで推定モデルを以下のように定式化する(Gronau 1986; Ueda 2005)。 

 
Hwi = f (Yhi, Ywi, Hhi, Khi, Kwi; Zi, Z) 

 
Hwi : 妻の労働時間、Yhi：夫の所得、Ywi：妻の所得、Hhi ：夫の労働時間、Khi：夫の家事時間、

Kwi：妻の家事時間、Zi：個人属性、 Z：世帯属性 

 
ここでは直接的に妻の労働時間を説明変数とはせず、①正規雇用者、②非正規雇用者、③無業の３

つの選択肢から一つを選ぶ就業選択の問題としてとらえることとする。日本の労働研究においては国

民年金の第３号被保険者制度や配偶者控除、配偶者特別控除など税制や社会保障制度による妻の就業

への影響がしばしば指摘される（安部・大竹1995；大石 2003；Abe 2008など）。現行制度のもとでは、

被用者の妻の年収や労働時間が一定水準以下ならば、所得税や社会保険料が課されることはない。し

かし妻の労働時間が同一事業所の常用労働者のおおむね４分の３以上に達すると、年収や夫の加入す

る年金保険の種類に関わりなく厚生年金に加入し、標準報酬に対して定率の保険料を負担しなくては

ならない。また、労働時間が常用労働者の４分の３未満であっても、年収が130万円を超える場合は国

民年金の第１号被保険者となり、定額の保険料を負担することとなる。 

所得税については、妻の年収が103万円を超えると妻自身に所得税が課税されることに加え、夫に適

用されている配偶者特別控除が段階的に減少するようになり、141万円を超えると夫には配偶者特別控

除が一切適用されなくなる。 

さらに、近年までは多くの企業が被扶養配偶者のいる従業員に対して配偶者手当を支給する慣行が

あり、妻の年収が103万円を超えるあたりで支給を打ち切ることが多かった。これらの社会慣行・制度

的要因から、一般的に有配偶女性は所得税や社会保険料が課されない範囲内での就労にとどめようと

する傾向が強いといわれており、それはしばしば非正規雇用の形をとる。 
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 アメリカでも一定の所得水準を超える場合にだけ社会保障税が課されるが、設定されている所得水

準が非常に低いため、就労するとほとんどの場合、課税対象となるので日本のような問題は生じてい

ない（大石2001）。フランスは、非正規労働者に対する雇用保護がOECD諸国中でも厚いほうに位置し、

社会保険の適用などについての正規・非正規の格差は小さい。一方、韓国では臨時、日雇い雇用のよ

うな非正規労働者でも労働時間が正規労働者と同程度であったり、雇用期間が長かったりする場合が

多い（横田2003）。それにもかかわらず社会保険などセーフティーネットの面で正規労働者との格差が

大きく、日本と共通する特徴がある。 

このような４カ国間の制度的背景の違いを考慮すると、カップルの時間配分を妻の就業選択という

観点から国際比較をすることで、より多くの示唆が得られるものと期待される。表４－３は、就業形

態別に妻の週あたり実労働時間を各国別に示したものである。４カ国の中では日本の非正規雇用者で

ある妻の実労働時間が も短く、韓国が も長い。韓国の場合、正規雇用者と非正規雇用者の間で労

働時間の差が小さいことも特徴的である。 

 
表４－３ 就業形態別・妻の週あたり実労働時間 

（時間、人）
日本 アメリカ フランス 韓国

正規雇用者 41.0 38.3 39.6 41.8
( 8.3) ( 8.6) ( 6.7) ( 9.6)

126 212 258 152

非正規雇用者 22.5 24.7 27.2 38.3
( 11.4) ( 11.3) ( 10.2) ( 12.9)

161 44 54 64

無業者 94 56 29 113
（注）上段：週当たり平均実労働時間。
　　　中段：標準偏差。
　　　下段：該当者数。
　　　無業者については該当者数のみ表示している。  

 
推定にあたっては、いくつかの仮定を置いている。第１に、夫の労働時間は妻の労働時間と独立で

あると仮定している。本章が分析対象としている夫は雇用労働者であり、一般的には海外においても

指定労働時間があると考えられるので（小尾1969,1983；Obi 1987；Altonji and Paxson 1986, 1992 )

あながち不適切な仮定ではないとみられる。第２に、夫の所得や妻の所得を説明変数に使用すると本

来であれば内生性の問題が生じるが、ここでは夫の所得について別途、賃金（昨年度の収入）関数の

推定を行い、その推定値を用いることで対処している(6)。妻の所得については、無業者も含まれるた

め、年齢と学歴水準を用いて誘導形の推定としている。第３に、妻の就業決定に影響するのは夫と妻

それぞれの平日の家事時間であると考え、それらの変数を使用する。家事には週末に集約して済ます

ことのできない作業が必ず含まれており、夫がどれほど休日に家事をしても平日の家事負担が妻だけ

にかかっているのであれば、妻が仕事をすることは困難だからである。 

 さらに、ここでの家事時間には含まれていない育児負担の大きさをコントロールするために、同居
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する子どもの年齢階層別の人数を説明変数に使用する。また、12歳以下の子どもがいるカップルにつ

いては、親やきょうだいからの育児支援を得ているかどうかを示すダミー変数を含めている。 

 

（２）使用変数の記述統計 

推定に用いた各変数の記述統計は表４－４に示す通りである。妻の年齢は４カ国とも35歳前後でほ

ぼ同じような分布となっている。しかし、妻の就業形態には国により大きな違いがある。フランスと

アメリカでは正規雇用につく妻の割合がそれぞれ76％、68％と高いのに対し、韓国は46％、日本は33％

と低い。その一方で非正規雇用につく妻の割合は日本が42％と突出して高い。また、韓国と日本では

無業の妻の割合も高い。 

学歴水準については、各国の学制の違いがあるため単純に比較できない面があるが、アメリカや韓

国では大卒以上の割合が高く、日本とフランスは短大・高専レベルの割合が高い。親やきょうだいか

らの育児支援に関しては、日本では40％の妻が支援を得ているのに対し、他の３カ国は30％程度とな

っている。 

 

（３）妻の就業選択の推定結果 

 妻の就業選択は正規雇用、非正規雇用、無業の３つの選択肢からひとつを選ぶので、多項選択のモ

デルとなる。ここでは、Hausman検定の結果、IIA（independence of irrelevant alternatives）の仮

定が満たされなかったのでIIA を必要としないmultinomial probit model による推定を行う。推定

は対象となる妻すべてについての推定と、12歳以下の子どものいる妻についての推定の２通りを行っ

ている。推定結果は表４－５に示す通りである。 
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第４章 夫の長時間労働、家事時間と妻の就業選択 

表４－４ 使用変数の記述統計 

 

 

 

日本 アメリカ フランス 韓国
妻・正規雇用者 0.331 0.679 0.757 0.462
妻・非正規雇用者 0.423 0.141 0.158 0.195
妻・無業者 0.247 0.179 0.085 0.343
夫・正規雇用者 0.845 0.929 0.950 0.860
夫・非正規雇用者 0.155 0.071 0.050 0.140
夫・週労働日数 5.213 5.221 5.094 5.410

( 0.422) ( 0.500) ( 0.330) ( 0.534)
夫・週実労働時間 49.0 42.3 42.7 48.2

( 10.8) ( 10.0) ( 9.2) ( 11.0)
夫・平日家事時間 0.265 0.878 0.517 0.415

( 0.511) ( 0.898) ( 0.576) ( 0.542)
妻・平日家事時間 2.302 2.038 1.468 1.986

( 1.542) ( 1.558) ( 1.038) ( 1.551)
夫・昨年年収 574 69,679 27,053 3,570

( 262.9) ( 31,324.9) ( 13,090.8) ( 1,950.1)
妻・年齢 35.6 36.7 34.8 34.4

( 6.8) ( 7.3) ( 6.3) ( 6.3)
妻・学歴水準１ 0.286 0.151 0.158 0.286
妻・学歴水準２ 0.409 0.234 0.510 0.222
妻・学歴水準３ 0.304 0.615 0.331 0.492
夫・学歴水準１ 0.268 0.186 0.220 0.170
夫・学歴水準２ 0.181 0.247 0.531 0.179
夫・学歴水準３ 0.551 0.567 0.249 0.650
妻・フレックスタイム適用 0.126 0.157 0.352 0.058
夫・フレックスタイム適用 0.257 0.154 0.390 0.128
夫・就労環境の質 0.803 3.580 2.534 1.128

( 2.461) ( 2.557) ( 2.646) ( 2.405)
同居の子ども数：0-5歳 0.415 0.506 0.540 0.511

( 0.646) ( 0.717) ( 0.713) ( 0.672)
同居の子ども数：6-12歳 0.367 0.481 0.460 0.438

( 0.701) ( 0.713) ( 0.725) ( 0.678)
同居の子ども数：13-17歳 0.165 0.346 0.235 0.213

( 0.437) ( 0.607) ( 0.495) ( 0.497)
同居の子ども数：18歳以上 0.087 0.138 0.091 0.097

( 0.348) ( 0.428) ( 0.344) ( 0.378)
親やきょうだいからの育児支援 0.402 0.321 0.316 0.332

標本数 381 312 341 329
（注）集計対象は妻。　（　）内は標準偏差。標準偏差を付している変数以外はダミー変数。
　夫の昨年年収の単位は日本（万円）、アメリカ（ドル）、フランス（ユーロ）、韓国（万ウォン）。
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表４－５ 妻の就業選択の推定結果 
分析対象カップル全て

係数 限界効果 係数 限界効果 係数 限界効果 係数 限界効果

【正規雇用】

夫・週実労働時間 0.0366 *** 0.006 -0.018 -0.002 -0.024 -0.002 -0.014 -0.003

夫・平日家事時間 0.8800 ** 0.192 0.080 0.006 0.625 0.039 0.136 0.032

妻・平日家事時間 -0.7120 *** -0.129 -0.611 *** -0.109 -0.854 *** -0.066 -0.850 *** -0.167

夫・昨年年収（推定値） -1.0574 -0.100 -0.042 *** -0.008 -0.027 0.002 -0.508 *** -0.101

妻・年齢 0.0370 0.013 0.017 -0.001 0.031 0.000 -0.031 -0.007

妻・学歴水準２ 0.2422 0.077 1.410 *** 0.208 0.238 0.075 0.461 0.104

妻・学歴水準３ 1.2383 *** 0.319 1.436 *** 0.311 0.371 0.033 0.191 0.040

同居の子ども数：0-5歳 -0.3929 ** -0.025 -0.396 ** -0.085 -0.742 *** -0.048 -0.775 *** -0.106

同居の子ども数：6-12歳 -0.0401 -0.073 -0.222 -0.072 -0.296 -0.081 -0.730 *** -0.180

同居の子ども数：13-17歳 0.6059 * 0.010 0.099 0.025 -0.451 0.011 -0.346 -0.085

同居の子ども数：18歳以上 -0.4186 -0.097 0.339 0.046 -0.111 -0.083 -0.215 -0.065

定数項 -1.2421 4.475 *** 4.289 *** 6.114 ***

【非正規雇用】

夫・週実労働時間 0.0237 ** 0.001 -0.016 0.000 -0.018 0.001 -0.012 -0.001

夫・平日家事時間 0.2527 -0.076 0.101 0.007 0.545 -0.005 0.070 -0.003

妻・平日家事時間 -0.3553 *** 0.015 -0.341 *** 0.024 -0.670 *** 0.020 -0.662 *** -0.037

夫・昨年年収（推定値） -1.0513 -0.139 -0.018 * 0.003 -0.047 * -0.004 -0.390 *** -0.021

妻・年齢 -0.0183 -0.012 0.038 0.004 0.041 0.002 -0.020 0.000

妻・学歴水準２ -0.0632 -0.062 0.774 * -0.062 -0.154 -0.067 0.254 -0.008

妻・学歴水準３ 0.1481 -0.186 0.493 -0.105 0.255 -0.015 0.133 0.005

同居の子ども数：0-5歳 -0.4595 ** -0.073 -0.113 0.034 -0.641 *** 0.007 -0.927 *** -0.112

同居の子ども数：6-12歳 0.3569 ** 0.117 0.114 0.050 0.118 0.070 -0.311 0.030

同居の子ども数：13-17歳 0.8741 *** 0.163 0.003 -0.013 -0.630 -0.039 -0.146 0.014

同居の子ども数：18歳以上 -0.0852 0.047 0.290 0.004 0.367 0.084 -0.004 0.030

定数項 1.3534 0.607 2.631 4.239 ***

N 381 312 341 329

対数尤度 -332.65 -215.07 -199.85 -248.52

chi2 104.02 115.37 67.32 159.49

12歳以下の子どものいるカップル

係数 限界効果 係数 限界効果 係数 限界効果 係数 限界効果

【正規雇用】

夫・週実労働時間 0.040 ** 0.003 -0.029 -0.003 -0.041 -0.005 -0.006 0.000

夫・平日家事時間 1.598 *** 0.246 0.266 0.030 0.590 0.060 0.310 0.081

妻・平日家事時間 -0.809 *** -0.124 -0.584 *** -0.108 -0.828 *** -0.084 -0.852 *** -0.179

夫・昨年年収（推定値） -2.095 * -0.181 -0.036 *** -0.008 -0.027 0.001 -0.434 *** -0.081

妻・年齢 0.060 0.016 0.001 0.000 0.011 0.003 -0.016 0.000

妻・学歴水準２ -0.116 -0.013 0.544 0.120 0.079 0.070 0.364 0.046

妻・学歴水準３ 0.673 0.190 0.870 0.199 0.826 0.095 0.199 0.001

同居の子ども数：0-5歳 0.001 0.042 -0.512 * -0.108 -0.829 *** -0.019 -0.346 -0.067

同居の子ども数：6-12歳 0.301 -0.013 -0.279 -0.098 -0.306 -0.062 -0.441 -0.148

同居の子ども数：13-17歳 -0.012 -0.042 0.119 0.040 -0.523 -0.011 -0.077 -0.061
親やきょうだいからの育児支援 0.058 0.056 0.775 * 0.122 0.065 -0.008 0.498 0.108

定数項 -1.871 5.380 *** 5.791 *** 4.101 ***

【非正規雇用】

夫・週実労働時間 0.039 *** 0.007 -0.033 -0.002 -0.025 0.002 -0.019 -0.003

夫・平日家事時間 0.645 0.011 0.303 0.022 0.447 -0.015 0.081 -0.011

妻・平日家事時間 -0.332 *** -0.007 -0.385 *** 0.009 -0.630 *** 0.021 -0.735 *** -0.069

夫・昨年年収（推定値） -2.050 ** -0.383 -0.018 0.002 -0.042 -0.004 -0.487 *** -0.057

妻・年齢 -0.030 -0.016 -0.001 0.000 -0.002 -0.002 -0.052 -0.009

妻・学歴水準２ -0.090 -0.014 0.184 -0.044 -0.275 -0.073 0.599 0.090

妻・学歴水準３ -0.253 -0.165 0.346 -0.056 0.524 -0.044 0.644 0.108

同居の子ども数：0-5歳 -0.359 -0.110 -0.247 0.026 -0.983 *** -0.053 -0.366 -0.041

同居の子ども数：6-12歳 0.633 *** 0.159 0.133 0.068 -0.069 0.043 0.264 0.089

同居の子ども数：13-17歳 0.352 0.108 -0.041 -0.026 -0.624 -0.034 0.452 0.094
親やきょうだいからの育児支援 -0.377 -0.122 0.597 0.001 0.125 0.015 0.385 0.030

定数項 1.410 2.873 4.856 ** 4.640 **

N 199 187 206 205

対数尤度 -168.70 -142.45 -138.73 -155.88

chi2 75.97 62.89 49.98 99.91

(注）Multinomial probit model による推定。ベースカテゴリーは「無業」。 

日本 アメリカ フランス 韓国

日本 アメリカ フランス 韓国
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第４章 夫の長時間労働、家事時間と妻の就業選択 

 第１に、夫が平日に家事をすることは、後述する学歴とともに、日本で妻が正規就業につくための

決定的な要因となっている。他の３カ国では夫の平日の家事時間が有意な影響をもっていないのにも

かかわらず、日本においては、夫が平日に１時間家事時間を増やすごとに妻の正規就業確率は19ポイ

ント上昇する。12歳以下の子どもがいる場合にはさらに大きく、妻の正規就業確率を25ポイント引き

上げる効果をもっている。その半面、非正規雇用か無業かという選択にあたっては、夫の平日の家事

時間は他の３カ国と同様、日本においても有意な影響をもたらしていない。米・仏・韓の夫は妻の就

業形態に関わらず平日も家事を分担しているのに対し、日本の夫の大半はほとんど平日に家事をせず、

妻が正規雇用についている場合にのみ辛うじて多少の家事をしているという実態がこの推定結果に反

映されている。 

 なお、平日の家事時間でなく、週あたりの家事時間を用いて同様の推計を行うと、夫の家事時間が

妻の就業に及ぼす効果は、正規・非正規ともに有意でなくなる。すなわち、妻の就業選択に影響する

のは平日における夫の家事分担なのである。 

 第２に、限界効果は小さいものの、夫の長時間労働は、日本についてのみ、妻の正規雇用あるいは

非正規雇用就業確率を有意に高めるという意外な結果となっている。同様の傾向は馬(2008)でも報告

されており、仕事志向の強い女性が同じように仕事志向の強い男性と結婚しているという、マッチン

グの影響が考えられる。もうひとつには、長時間労働によって夫が家庭に不在がちになると、夫の身

の回りの世話にかかる時間や手間が集約化されるのでかえって妻の家事負担が軽減され、仕事に出や

すい状況が生まれるということが考えられる。他の章でも明らかにされているように、日本の妻は夫

や子どもの生活時間に合わせて家事をしているため、仕事にも余暇にも充てられない待機時間が長く

なっている。夫の帰宅が非常に遅い場合には、この待機時間がなくなるので、妻はむしろ自由に仕事

時間と余暇時間を配分できるようになるのであろう。米・仏・韓で同じような傾向がみられないのは、

これらの国々では日本の長時間労働者の家庭のようなカップルのあり方が社会的・文化的に許容され

ないからではなかろうか。 

 第３に、妻自身の平日の家事時間は、正規・非正規雇用に関わらず、いずれの国においても妻の就

業確率を有意に引き下げる要因となっている。限界効果で比較すると、妻の平日の家事時間が1時間増

加すると、妻が正規雇用につく確率は韓国で17ポイント、日本で13ポイント、アメリカで11ポイント、

フランスで７ポイント低下する。非正規雇用への影響は４カ国ともに有意ではあるものの非常に小さ

く、２～４ポイント前後にとどまる。 

 第４に、夫の年収の影響は、国によって大きく異なっている。まず日本では、12歳以下の子どもが

いるカップルの場合、夫が高所得であれば妻は無業を選択する傾向が有意に高い。つまり、子どもが

小さいうちから妻が働く場合、収入の不足が重要な動機となっている。その半面、カップル全体でみ

ると夫の年収は妻の就業選択に有意な影響をもっていない。子育てが一段落した後は、夫の所得水準

にかかわらず、日本の妻の多くがパートタイムなどの非正規の仕事につくこと、また、その段階で正

規雇用の機会はなかなか得られないことを反映しているのだと考えられる。一方、韓国やアメリカで

は、子どもの年齢にかかわらず、夫が高所得であれば妻は就業しない傾向にある。フランスについて
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は、夫の年収は有意な影響をもっていない。フランスは女性の労働力率が高い国であり、夫の年収に

かかわらず妻は正規雇用で働くのが一般化している社会であることが反映されているのだとみられる。 

 第５に、日本とアメリカでは、妻が正規雇用につくうえで学歴の果たす役割が有意に大きい。両国

とも、大卒以上の学歴をもつことが正規雇用就業確率を30ポイント以上引き上げている。日本では一

般に大卒女性は専業主婦になりやすいといわれているが、それは夫の所得水準をコントロールしてい

ないためで（高学歴な女性は自分と同様に高学歴で所得水準も高い男性と結婚する傾向にある）、夫の

所得をコントロールすれば、大卒女性ほど正規雇用につく確率は高い。ただし12歳以下の子どもがい

る場合には４カ国すべてで妻の学歴の影響はみられない。つまり、子どもが小さい間は学歴にかかわ

らず、妻たちが働き方を調整している様子がうかがわれる。 

 第６に、幼い子どもがいることは妻の就業を有意に抑制している。正規雇用確率の低下幅は、未就

学児一人につき、日本が2.5ポイント、アメリカ8.5ポイント、フランス4.8ポイント、韓国10.6ポイン

トである。非正規雇用についても同様に就業確率が低下するが、日本は7.3ポイントと、むしろ正規雇

用の場合よりも就業を抑制する効果が大きい。日本の場合、もともと結婚や出産に際して正規雇用を

継続すること自体が難しいうえに、近年では社会に出る段階で正規雇用に就く機会も限られるように

なっているため、多くの妻にとって正規雇用に就くかどうかは選択の問題ではなくなっている。その

半面、非正規の雇用機会は豊富にあり、非正規の仕事につくかどうかは世帯の状況によって柔軟に判

断できるという労働事情がある。 

第７に、12歳以下の子どもがいる妻の場合、親やきょうだいからの育児支援については、アメリカ

においてのみ、妻の正規就業確率を引き上げる効果をもっている。日本における先行研究では、親か

らの育児支援が子どもをもつ妻の就業に大きな影響を及ぼしていることがしばしば指摘されているが

（Nakamura and Ueda 1999; Oishi and Oshio 2006）、ここでの推定結果では有意な影響がみられない。

この点について分析対象となる妻の就業形態別に親やきょうだいからの育児支援の状況をみると、日

本以外の３カ国では労働時間の長い妻ほど支援を受けている割合が高いのに対し、日本では無業の妻

も正規雇用の妻と同程度（約４割）に育児支援を受けていることがわかる（表４－６）。家庭内での夫

の役割が少ない日本においては、単に働くためだけでなく、さまざまな面で親族からの支援が必要と

されているといえよう。 

 
表４－６ 妻の就業形態別、親やきょうだいからの育児支援の状況 

（％）
日本 アメリカ フランス 韓国

正規雇用者 43.5 37.9 33.1 47.4
非正規雇用者 36.8 33.3 35.0 37.1
無業者 42.4 14.6 16.7 20.2
(注）12歳以下の子どものいる妻について。  
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 以上をまとめると、日本の正規雇用の特殊性が浮かび上がってくる。すなわち、妻が正規雇用者と

して働くことができるかどうかについては、高学歴であることや夫との家事分担が可能であることの

影響が非常に大きく、幼い子どもがいると両立は困難となる。現実には条件の揃った幸運な女性のみ

が正規雇用者として働いているとみられる。 

 

８．結論 

 本章ではワーク・ライフ・バランスの実現を阻害する要因としての夫の長時間労働と家事時間の少

なさに着目し、長時間労働を解消する方策についての検討を行ったうえで夫の家事時間が妻の就業選

択に及ぼす影響を分析した。本稿の分析結果と得られる政策的含意をまとめると、以下のようになる。 

 
（１）不本意な長時間労働を解消する必要性 

 日本・アメリカ・フランス・韓国の４カ国の中でも日本の夫の平均した週実労働時間は韓国と並ん

で長い。しかし、夫の43％は仕事時間を減らしたいと回答しており、不本意な長時間労働が広範に行

われていることが示唆される。仕事時間を減らしたいと回答した夫の多くは、もっと家事や育児に関

わりたいという意思を持っていることから、夫たちの不本意な長時間労働を解消することによって、

家庭内の家事・育児負担の不均衡を改善できる可能性がある。 

より詳細にみると、週実労働時間が48時間を超えると仕事時間を減らしたいと回答する夫の割合が

急速に高まっている。この傾向は日本だけではなく、労働市場の状況や制度が様々な面で異なる他の

３カ国についても同様に観察される。国を問わず、多くの労働者にとって快適と感じられる労働時間

は、週48時間あたりが上限なのではなかろうか。したがって、日本においても当面は週60時間以上と

いった極端な長時間労働をなくすことを目標にするとしても、長期的には週48時間未満を目標として

労働政策を進めることが望まれよう。 

 なお、雇用保護規制が少なく、労働市場の流動化が進んでいるといわれるアメリカにおいても、労

働時間の水準は異なるものの、日本と同程度に不本意な長時間労働が行われている。このことから、

流動化による長時間労働の解消には一定の限界があると考えられる。また、フレックスタイムに代表

される柔軟な労働時間施策についても、不本意な長時間労働を解消するうえで有意な影響をもってい

ないことが本章をはじめ多くの実証研究で明らかになってきたことも真剣に受け止められるべきであ

ろう。 

 

（２）就労環境の質を高める必要性 

 第６節の分析では、同じ時間働く場合でも、就労環境の質がよければ仕事時間を減らしたいと回答

する割合が有意に低かった。この傾向に国による違いはみられないものの、第３章で明らかにされて

いるように、日本の場合には就労環境の質が他の３カ国より悪いという問題がある。つまり、諸施策

が奏功して長時間労働を解消できたとしても、就労環境の質が改善されなければ、日本の労働者はい

ぜんとして他国よりも高い割合で、不本意な長時間労働をしているという意識を持つことになる。し
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たがって、長時間労働の解消と就労環境の質の改善は両輪として進めることが必要である。 

 

（３）平日の家事分担の重要性 

 妻の就業選択に関する分析では、夫の家事分担が妻が正規雇用につくための重要なポイントとなっ

ていることが明らかになった。とくに、週全体での家事分担ではなく、平日における家事分担が重要

であることは注目されるべきである。これまでの労働時間短縮は、週休２日制の普及による休日の増

加で達成されており、所定内労働時間の短縮や残業の削減については1980年代以降、見るべき進展が

なかった。しかしながら、男女がともに仕事と家庭を両立させていくためには、平日における夫の家

事分担が不可欠であり、それを可能とするために、長時間労働の解消が要請されるのである。 

 

 
＜注＞ 

（１）Landers et al. (1996)は法律事務所を例に、ハード・ワークをいとわない性向をもつ弁護士だけが昇進して残

るように、あえて非効率な労働時間を使用者側が提示するrat-raceのモデルを示している。 

（２）夫の家事時間５分の増加につき、妻の家事時間が１分減少する。 

（３）自営業者（家族従業者や内職者を含む）の割合は、日本（男性3.6％、女性1.4％）、アメリカ（同4.8％、2.3％）、

フランス（同4.9％、2.9％）、韓国（7.8％、3％）である。 

（４）慶應義塾大学が2000年に実施した「アジアとの家族・人口全国調査」を用いた山口(2008)では、20～49歳の有配

偶男性のうち66.5％が実際の就業時間が希望する就業時間を上回っていると報告されている。なお、対象は就

業時間が週35時間以上のフルタイム就業者であり、非正規労働者もこの中に含まれている。 

（５）山口(2008)では職場の時間的柔軟性が過剰就業を抑制すると報告されているが、サンプルに非正規労働者が含ま

れており、これらの労働者が時間的柔軟性を持ち合わせていることの影響がみられる。実際、非自発的フルタ

イム就業については、時間的柔軟性は有意な影響を及ぼしていない。 

（６）年収は階級値で調査されているので、各所得階級の中央値を使用して連続変数としている。なお、労働供給に

inertiaがある場合には、昨年の年収と今年の年収の間に系列相関が生じる可能性もある。 
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第５章 性別役割分業と平日の生活時間 
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要約 

性別役割分業規範の強い東アジアの日本・韓国では、「男性稼ぎ主」型の社会システムが維持され

ており、このために夫の長時間労働が顕著になっている。夫の長時間労働は、夫個人だけでなく、

カップル単位でみたときの家事時間や余暇時間、睡眠時間まで圧迫している。これらの点について、

平日の生活時間から検討を加えた。 

1) 日本では全く家事をしない夫がきわめて多く、働いている妻の二重負担が深刻である。 

2) 日韓の余暇時間は短いが、とくに日本では「友人との会話」が少ない。また睡眠時間も短い。 

3) ただし、上記の特徴は、就業形態組み合わせの構成比が異なることから生じており、就業形

態組み合わせをコントロールした場合は、各国の生活時間の違いはそれほど大きくない。 

4) したがって、性別役割分業のあり方が変化すれば、東アジアの生活時間も欧米型に近づく可

能性がある。 

5) とはいえ、日本の夫の家事時間の少なさは、就業形態組み合わせの構成比では解消されない。

男女の賃金格差の見直し等が必要である。 

グロス社会レベルでの時間配分でみれば、性別役割分業が強い場合、時間資源の配分は、むしろ

非効率になる。ワーク・ライフ・バランスを実現することは、「ゆとりある」「効率的な」社会につ

ながる可能性が示唆される。この場合、同時に「男性稼ぎ主｣型ではない社会保障システムを構築す

る必要がある。 

 

１．平日のゆとりの重要性 

 すでに総論でもみたように、1990年代に日本の労働時間は減少したが、これは、週休２日制の普及

によるところが大きく、平日の労働時間が減少したわけではない。矢野（1995）は、週休２日制が広

く普及する以前の1991年の生活時間調査データをもちいて、1972年との比較分析をおこない、「この20

年の変化でみられたように、土曜日と日曜日の労働時間は確かに減少した。ところが、平日の時間に

大きな変化はなかった。それどころか、平日の余暇はかえって貧困になったように思われる。働く女

性は増えたし、彼女たちの家事時間は短縮していない。人々の生活は、ますます忙しくなったのでは

ないだろうか」と述べている。 

 矢野の調査から、さらに15年ほどが経過した。90年代半ばからの経済不況のなかで、週休２日制が

普及してパートタイマーが増加し、平均的な労働時間は減少したが、長時間労働の労働者が減ったわ

けではない。平日が連日のように長時間労働であれば、週末は睡眠時間の不足を補って家事をするだ
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けで終わってしまう。毎日30分の運動時間があれば７日で３時間30分の運動時間となるが、これだけ

の運動を週末に限っておこなうことは、睡眠と家事のため時間的にも難しいが、体力的にも無理だろ

う。平日のゆとりが豊かなライフスタイルを可能にするのである。 

 本章では、平日の生活時間に焦点をあてて国際比較分析をおこなう。とくに、性別役割分業の社会

的規範が平日の時間配分にどのような影響を与えているのかに着目することにしたい。そのため、カ

ップル単位の分析を中心におこなう（水野谷2005）。 

 第２節ではまず、雇用労働者個人の時間配分についてみる。続く第３節では、カップル単位にした

ときの時間配分を、就業形態別にみていく。夫と妻の時間配分の違いは性別役割分業のあらわれでも

ある。第４節では、夫と妻の時間的・経済的不平等について検討する。最後に、第５節では、グロス

社会レベルでの時間配分を考察することにしよう。 

 

２．雇用労働者の平日の生活時間 

（１）雇用労働者個人の仕事の時間 

 まず雇用労働者について、国別と夫・妻別に平日の勤務先での実労働時間の平均値を求めた（図５

－１；実労働時間Ⅰ）(1)。ここでは、自営業者や家族従業者などは除いてある(2)。 

夫では、日本の雇用労働者の労働時間が最も長く８時間49分、次いで韓国、フランス、アメリカの

順で、最長の日本と最短のアメリカの差は49分である。 

一方、妻ではフランスが最も長く、次いで韓国、アメリカ、日本となる。日本の働く妻の労働時間

が４カ国で最も短いのは、日本の女性雇用労働者では過半数が非正規であり、その多くがフルタイム

よりも労働時間が短いパートタイムであることによると考えられる。また、このため、夫と妻の労働

時間の差も、140分と、日本が最も大きくなっている。 

長時間労働が生活のゆとりを奪うことはもちろんであるが、それに加えて、長い通勤時間や、労働

時間にカウントされない勤務先で過ごす時間、家庭に持ち帰ってきた仕事があれば、生活のゆとりは、

さらに奪われることになる。そこで、仕事に出かけて帰ってくるまでの時間と、平日に家庭でおこな

う仕事の時間を加えた仕事関連時間Ⅱをみておくことにしたい（図５－２）。 

 夫で仕事関連時間Ⅱが最も長いのは韓国で13時間に近く、日本も同程度、次いでアメリカとフラン

スが11時間を超える程度である。アメリカと韓国では家庭で仕事をする時間が約30分と長く、フラン

ス17分、日本６分と、日本が最も短くなっている。日本の雇用労働者の夫は家庭の外での仕事関連時

間がきわめて長い。仕事関連時間Ⅱを日米で比較してみると、実労働時間の差は49分であるが、仕事

関連時間では80分まで拡大する。通勤時間や始終業前後の時間など待機時間が長いことが示唆される

だろう。 
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第５章 性別役割分業と平日の生活時間 

図５－１ 国別 夫・妻別 雇用労働者の平日の実労働時間Ⅰ 
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図５－２ 国別 夫・妻別 雇用労働者の平日の仕事関連時間Ⅱ 
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 妻の仕事関連時間をみると、最も長いのは韓国で12時間半を超える。次いでフランス、アメリカ、

日本の順である。韓国の働く妻では家庭で仕事をする時間が80分と非常に長く、このために男性との

差が小さくなっているが、回答者の誤解もあるのではないだろうか。 
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 妻と夫の仕事関連時間の違いが最大であるのは、実労働時間と同様に日本であるが、その差はきわ

めて大きいといわざるをえない。フランス・韓国では30分程度、アメリカでは50分程度であるのに対

して、日本では３時間を超える。仕事関連時間が短いから家事が妻の負担になるのか、家事をしなけ

ればならないから仕事関連時間を短くしているのか、にわとりと卵のようであるが、「男性稼ぎ主」型

社会システム（大沢2007）を脱却して、夫が仕事時間を減らして妻が増やす方向に変化していくこと

が望ましいのではないだろうか。 

 

（２）長時間労働によって圧迫される家事・余暇・睡眠 

１）家事時間 

家事の範囲はきわめて広く、定義によって、その時間は大きく異なってくる。本章では家事時間と

して「炊事・洗濯・買い物など家事にあてる時間」と「自動車の洗浄・家屋修理などにあてる時間」

の合計をもちいている。 

この家事時間についてみると(図５－３)、雇用労働者の夫が最も長く家事をおこなっているのはア

メリカで１時間を超える82分、次いでフランス47分、韓国41分、日本18分となっている。アメリカの

長さと日本の短さが際立っているといえるだろう。日米の家事時間の差は64分で、仕事関連時間の差

80分でほぼカバーできる範囲であることがわかる。 

 
図５－３ 国別 夫・妻別 雇用労働者の平日の家事時間 
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第５章 性別役割分業と平日の生活時間 

妻では、家事時間が最も長い日本とアメリカでは２時間の家事がおこなわれている。次いで韓国、

最も短いフランスで１時間半程度である。女性の家事時間の差は約30分である。ここでは育児時間は

計算されていないが、育児時間を考慮すれば、妻が家庭内の仕事をしている時間はもっと長くなるだ

ろう。 

夫と妻の仕事関連時間の差と家事時間の差とを比較してみよう。ここでは、次の計算をおこなった。 

仕事関連時間の差－家事時間の差 ＝ 仕事関連時間（夫―妻）－家事時間（妻－夫） 

 差が小さい順にみると、フランス（－１分）＜アメリカ（16分）＜韓国（－23分）＜日本（83分）

となる。フランスではほぼ相殺されている。韓国では妻の長時間労働のために夫が家事を手伝ってい

るのかもしれない。日本では働いている妻の家事時間がやや短くなることを考慮しても、夫が仕事に

時間をとられすぎているようである。 

以上は平均値でみた結果であるが、実は（というよりも当然予想されることであるかもしれないが）、

日本の夫の平均家事時間の短さは、まったくしない（＝家事時間０分）の夫が少なくないこととかか

わっている。たとえば永井（2008）では、連合総合生活開発研究所が実施している首都圏および関西

圏に居住する勤労者を対象とした「勤労者の仕事と暮らしについてのアンケート調査」の2006年調査

データをもちいて、平日に家事をまったくおこなわない男性が全体で27.3％にのぼることを明らかに

している。ここでは、この家事時間０分の夫の比率を国別にみておくことにしよう。 

前掲永井（2008）は、家事をする男性の特徴として、一人暮らし・共働き・残業なし・柔軟な労働

時間、の４つをあげている。すべて有配偶者であるわれわれのデータでは、どのようになっているだ

ろうか。 

 データからは、どの国にもまったく家事をしない夫が存在していることがわかる。その比率の高い

順にみると、日本（60.9％）＞韓国（34.5％）＞フランス（23.6％）＞アメリカ（19.2％）となって

いる。有配偶の場合、日本では家事時間０分が６割を超え、さきにみた永井（2008）の数値を大きく

上回っている。 

日米の夫の平均家事時間の違いは、この比率の違いによるところも大きいだろう。また、その水準

も異なる。日本の夫の家事時間がほぼ30分以内に集中しているのに対して、アメリカでは１時間前後

が多くなっている。さらに、３時間以上家事をする夫は、日本では0.9％であるのに対して、アメリカ

では11.7％にのぼる。フランスでは3.9％、韓国では3.3％で、やはりアメリカの夫は例外的に家事を

多くおこなっていることは事実であるが、それを考慮しても、日本の夫の家事は少なすぎるというべ

きだろう。 

日本の場合は、夫の家事時間を増やすという以前に、平日に家事をおこなう習慣を身につける必要

がある。それなりの技術を要する家事もある。妻は、夫にその技術を身につけさせなければならない。

「教えてやってもらうよりも自分でやったほうが早い」かもしれないが、そのままでは、いつまでも夫

は家事をまったくおこなわないことになる。夫婦の協力が必要である。 
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２）余暇時間 

 雇用労働者の平日の余暇時間は、どの程度あるのだろうか（図５－４）。ここでは余暇時間として「テ

レビをみる、新聞や雑誌等を読む、インターネット検索」（以下、テレビ・新聞）「読書をする、（ビデ

オ、ＤＶＤ、ＣＤなどで）映画を観たり、音楽を聴く」（以下、読書・音楽）「友人・知人と電話やＥメ

ール、チャットなどで会話・やりとりをする」（以下、友人との会話）の３項目の合計時間をもちいる。 

 本章の冒頭でもふれたように、豊かなライフスタイルを築くためには平日の余暇時間が重要である。

矢野（1995）では、自由時間におこなわれる活動のうち、「テレビ」「新聞」「個人的つきあい」「家族

との対話」「休息」の５つをコア的余暇活動、その他の活動を選択的余暇活動として、長時間労働者で

は８割が平日に選択的余暇をおこなっていないことを明らかにしている。選択的余暇活動がなければ、

家では「テレビと新聞」だけの生活になってしまう。私たちのデータでは、「読書・音楽」が選択的余

暇といえるだろう。また、「友人との会話」の一部も選択的余暇と考えられるかもしれない。 

 
図５－４ 国別 夫・妻別 雇用労働者の平日の余暇時間 
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 図５－４に示したように、夫・妻とも、余暇時間が最も長いのはアメリカで４時間を超える。とく

に妻で長くなっている。それに対して、最も短いのは夫・妻とも日本で、夫で２時間半程度、妻で３

時間強である。フランスの夫・妻では４時間程度、韓国の妻が３時間半、韓国の夫は３時間を少し切

る。日米の差は、男性で93分、女性で78分である。また、４カ国とも、「テレビ・新聞」に２時間程度

を費やしており、この項目での違いはあまり大きくない。より選択的な余暇活動の時間が異なるため

に全体が異なっているのである。 

 アメリカでは「友人との会話」が長い点が特徴的である。とくに妻で長く、70分と１時間を超えて

おり、「読書・音楽」とほぼ同じ時間が費やされている。「友人との会話」は余暇活動というだけでな

く、社会的ネットワークを構築・維持する機能をもつ。その意味では、個人の時間というよりも社会
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の時間とみなすことができる。アメリカの夫は「友人との会話」に１時間をあてている。フランスの

夫・妻と韓国の妻が「友人との会話」に費やす時間はアメリカの妻よりも30分短い40分前後で、ほぼ

同程度である。ただし、韓国の妻は「読書・音楽」がフランスの夫・妻ほど長くないため、「友人との

会話」がより重要な余暇活動になっているといえるだろう。日本の「友人との会話」をみると、妻で

20分強、夫で20分弱と、他の３カ国と比較すると短くなっている。 

 余暇活動全体の時間と、その配分の結果、日本では夫・妻とも「テレビ・新聞」が余暇時間の７割

を占める。アメリカ・フランスでは５割程度、韓国でも６割である。余暇活動にはその他、社会参加・

見物・行楽・スポーツ・ゲーム・趣味などさまざまな活動があるが、それらを追加的に集計したとし

ても、日本の「テレビ・新聞」の比率が大きく低下することはないだろう。平日におこなわれるこれ

らの活動の平均時間が、それほど大きいとは考えられないからである。 

 
３）睡眠時間 

図５－５ 国別 夫・妻別 雇用労働者の平日の睡眠時間 
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 それでは、睡眠時間についてみてみよう（図５－５）。日本の雇用労働者は、夫・妻とも睡眠時間が

７時間に満たず、最も短いことがわかる。基本的には、仕事関連時間が長いほど睡眠時間が短いが（相

関係数－0.286；有意水準１％）、それほど強い傾向ではない。日本以上に仕事関連時間が長い韓国で

も、日本よりも睡眠時間をとっている。とくに日本の働く妻では仕事関連時間が４カ国の女性のうち

最も短いにもかかわらず、睡眠時間が最も短い。家事時間を確保するために睡眠時間を削っているの

だろうか。それとも、夫よりも長く寝ていてはいけないという文化的規範のためなのだろうか。 

夫では最長のフランスと最短の日本との差は46分、妻でもフランスと日本の差は62分である。日本
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の雇用労働者の睡眠時間を毎日１時間弱から１時間増やしてアメリカ・フランス並にできれば、健康

にもよい効果があるだろう。せめて30分増やして韓国並にというのは、ささやかな望みではないだろ

うか。 

ここでみてきた家事・睡眠・余暇の時間は、平日１日あたりの時間である。国ごとの差は、家事時

間の約30分から余暇時間の約１時間半など、それほど大きいわけではない。けれども、週５日働くと

すれば、１週間あたりの違いは５倍になる。週あたりの余暇時間が７時間以上異なるとすれば、生活

の質は、かなり違ってくるだろう。日本の雇用労働者、とくに男性労働者が仕事関連時間を１時間か

ら２時間減らすことができれば、ワーク・ライフ・バランスは大幅に改善されるのでないだろうか。 

 

３．就業形態とカップルの生活時間 

（１）カップル単位でみた仕事の時間 

１）就業形態の組み合わせ 

 表５－１は、４カ国のカップルについて就業形態の組み合わせを示したものである。組み合わせの

多い順を第三位まであげると、日本では正規＊非正規32.5％＞正規＊正規27.5％＞正規＊無職19.1％

となっている。アメリカでは正規＊正規53.0％＞正規＊無職15.8％＞正規＊非正規12.0％、フランス

は正規＊正規63.1％＞正規＊非正規13.1％＞正規＊無職7.5％、韓国では正規＊正規36.5％＞正規＊無

職26.0％＞正規＊非正規12.5％となっている。 

 

表５－１ カップルの就業形態組み合わせ 

日本 アメリカ フランス 韓国 計
夫 妻

正規 正規 27.5 53.0 63.1 36.5 45.0
正規 非正規 32.5 12.0 13.1 12.5 17.7
正規 無職 19.1 15.8 7.5 26.0 17.1

非正規 正規 4.1 5.0 5.6 5.5 5.0
非正規 非正規 7.2 0.8 1.0 4.8 3.4

9.6 13.4 9.7 14.7 11.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

その他
合計  

 
 アメリカ・フランス、なかでもフランスはフルタイムのカップルが過半数を超えて最も多い。韓国

でも正規＊正規が最も多いが、その比率は30％台にとどまる。日本では正規＊正規のカップルが占め

る比率は韓国を10ポイント以上下回り、最も多いのは正規＊非正規である。相対的に性別役割分業の

規範が強い日韓であるが、女性の就業形態をみるかぎり、規範への対処方法がやや異なるようである。

日本では非正規を、韓国では正規でないのならば専業主婦を、それぞれ選択していると考えることが

できる。 

ここでは、正規＊正規、正規＊非正規、正規＊無職の３つのタイプのカップルを取り出して、カッ

プル単位での仕事時間、家事時間、睡眠時間、余暇時間についてみていく。カップル単位であること

から、集計は２人の該当する時間の合計をもちいる。 
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２）正規＊正規のカップル 

 正規＊正規のカップルでみると（図５－６）、実労働時間Ⅰでみると日本が、仕事関連時間Ⅱでみる

と韓国が、最も長いことがわかる。けれども、その差は、個人でみたときほどは大きくない。たとえ

ば、実労働時間が最長と最短の日米とを比較すると、その差は86分で、１人当たり43分となる。これ

は、夫個人でみたときの差49分よりもやや少ない。 

以上のことは、仕事の時間にかんして、個人でみた場合の国別の違いは、実は就業形態の違いを反

映しており、就業形態をコントロールしてカップルでみれば事情は異なってくることを示唆している。 

図５－６は国による実労働時間の違いよりも、仕事関連時間の違いを明らかに示しているといえる

だろう。１目盛りが２時間であるから、アメリカ・フランスと比較すると、日本と韓国では２時間半

から３時間近く仕事関連時間が長い。フルタイムのカップルにとって、この違いは大きい。 

 

図５－６ 国別 就業形態組み合わせ別 カップルの仕事の時間（１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
３）正規＊非正規のカップル 

 正規＊非正規のカップルでは（図５－７）、実労働時間が最も長いのは韓国で正規＊正規と22分しか

違わない。次いでフランス、アメリカ、日本の順になる。同じように非正規労働といっても、日本の

妻の労働時間は、他の３カ国に比べるとやや短いようである。 
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図５－７ 国別 就業形態組み合わせ別 カップルの仕事の時間（２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 仕事関連時間でみても、自宅で仕事をする時間が長い韓国が最長で、他の３カ国はほぼ同じ時間数

となっている。この正規＊非正規の組み合わせは、共働きカップルとしては仕事の時間が短いタイプ

であるが、日本ではこの組み合わせのカップルが最も多いことから(3)、図５－１および図５－２でみ

たように夫と妻の違いが大きくなっていると考えることができる。 

 
４）正規＊無職のカップル 

 最後に正規＊無職のカップルについてみておこう（図５－８）。この組み合わせのカップルでは、妻

の実労働時間Ⅰ・仕事関連時間Ⅱはいずれも０（ゼロ）であることから、ここでは実質的に専業主婦

をもつ夫の仕事の時間をみることになる。 

 ここで注目されるのは、専業主婦をもつ夫の仕事時間が、きわめて似通ったものである点である。

職場環境の違いからか、仕事関連時間には統計的に有意な違いがあるが、実労働時間には有意な差が

認められない。 

 当然のことではあるが、妻が専業主婦である場合、正規＊正規と比較すれば、カップルとしての実

労働時間は半減する。図５－１や図５－２と照らし合わせてみれば、妻が専業主婦だからといって必

ずしも夫が長時間労働をしているわけではないことがわかる。日本と韓国ではむしろ実労働時間がや

や短い傾向がみられる。子育て中のカップルであるのかもしれない。ただし、フランスでは逆に実労

働時間が10分ほど長く、仕事関連時間も34分長い。 
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図５－８ 国別 就業形態組み合わせ別 カップルの仕事の時間（３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（２）家事時間・余暇時間・睡眠時間 

 図５－９、図５－10、図５－11は、それぞれ、国別・就業形態組み合わせ別にみたカップル単位の

家事時間、余暇時間、睡眠時間を示したものである。 

 家事時間からみていこう。日本とアメリカでは、正規＊正規＜正規＊非正規＜正規＊無職の順に家

事時間が多くなっている。ただし、その水準はかなり異なる。アメリカでは正規＊正規でもカップル

で３時間以上の家事時間があり、ここには夫の寄与分が大きいと考えられる。さらに妻が無職では５

時間を超える。 

アメリカを除いた３カ国では、正規＊正規の家事時間はほとんど同水準となっている。日本と他の

２カ国の違いは、フランスと韓国では、正規＊正規と正規＊非正規の家事時間がほぼ等しい点である。

就業形態にかかわらず、働いている妻は家事をできるだけ省力化することが一般的になっているのだ

ろう。その点、日本の妻は家事時間を確保するためにも非正規と選択することが多いことから、30分

ほど長くなっている。 

どの国でも妻が無職である場合に家事時間が最も長くなっているが、実は、この場合に家事時間が

最も短いのは日本である。アメリカで５時間、フランス・韓国で４時間を超えるのに対して、日本で

は４時間に達しない。前項でみたように、やはり日本の正規＊無職のカップルは子育て中なのかもし

れない。 
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図５－９ 国別 就業形態組み合わせ別 カップルの家事時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５－10 国別 就業形態組み合わせ別 カップルの余暇時間 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 余暇時間についてはどうだろうか。図５－９に示したように、日本以外の３カ国では、妻が無職で

ある場合、余暇時間が最も長くなっている。とくにアメリカ・フランスの両国では、その傾向が顕著

である。日本と韓国では、その傾向が弱く、とくに日本では、正規＊非正規のほうがやや長くなって

いる。韓国はむしろ、就業形態によらず一定の余暇時間を享受しているとみたほうが正確なのかもし

れない。余暇時間においても、日本の妻・無職の特殊性があらわれている。 

 最後に睡眠時間についてみることにしよう。睡眠時間については、日本以外の３カ国では就業形態

の効果がみられない。カップルがどのような就業形態の組み合わせであっても、生理的必要時間であ

る一定の睡眠時間は確保されているようである。 
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図５－11 国別 就業形態組み合わせ別 カップルの睡眠時間 
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日本では、正規＊正規＜正規＊非正規＜正規＊無職の順となっているが、これは、妻がやや長く睡

眠をとることができるというだけであり、カップルの睡眠時間としては、どの就業形態組み合わせで

も、最も短くなっている。 

 

４．カップルの不平等度 

（１）時間の不平等 

表５－２はカップルの合計時間のうち、男性の時間がどれだけの比率を占めているかをみたもので

ある。また、夫婦それぞれの賃金収入と仕事以外の収入を合算した夫婦収入のうち、夫の賃金収入が

どれだけ占めているかも、あわせて示してある。時間にしても収入比率にしても、50％に近いほど夫

婦が平等であることになる。なお、ここでの全体は、男性・女性のいずれかが自営である場合を除い

て、1506カップルについて集計してある。 

全体でみると、仕事の時間についても家事時間についても、男女の不平等度が日本で最も高いこと

がわかる。日本では実労働時間の68％を夫が占めており、一方、家事時間の貢献は12.3％である。日

本にやや近いのが韓国であるが、実労働時間に比して夫の家事貢献が高くなっている。とはいえ、正

規＊正規についてみれば、日本でも仕事の時間は50％台にとどまっており、女性も男性と同じ程度の

時間を費やしている。けれども、男性の家事分担は20％を切って19.6％と、最も少ない。 

 日本のカップル全体でみられる夫と妻の生活時間の大きな不平等は、おもに仕事に関連した時間に

みられるが、その理由は日本で正規＊正規のカップルが少ない、つまり女性の就業形態の違いによる

ものであると考えられる。けれども就業形態の違いによっては解消されない家事時間の不平等は深刻

である。 

 

－109－



表５－２ 男性の時間／カップルの時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（２）経済の不平等 

夫の家事時間が少ないことを、かつての日本では、収入の違いで正当化しようとしていたと考えら

れる。この点について考えてみたい。時間についても経済についても完全に平等な社会が、そう簡単

に実現できないとすれば、平等についての一つの考えかたとして、時間貢献と経済貢献をバランスさ

せるという考えかたがある。たとえば、経済的に70％の貢献をしている夫であれば（妻の経済貢献は

30％であるから）、家事・育児など時間的に30％の貢献をすれば平等だという考えかたである。これを

貢献バランスと呼ぶことにしよう。ここでは家事時間比率と夫収入比率によって貢献バランスをみる

ことにしたい。この２つの比率の合計が100％に近いほど貢献バランスがとれていることになる。 

全体でみると、アメリカではほぼ貢献バランスがとれているといえる。次いでフランス・韓国も85％

近くの貢献バランスとなっているが、日本の貢献バランスは相対的に低く、77％にとどまる。 

正規＊正規のカップルでは貢献バランスは改善されているのだろうか。日本以外の３カ国では80％

台であるが、日本では80％に達しない。夫の労働時間比率に対して収入比率が高いのも日本の特徴で

ある。妻の賃金水準が低いことが、貢献バランスが改善されにくいことと関連しているのではないだ

ろうか。 

正規＊非正規カップルの貢献バランスは、さらに悪い。正規＊正規と同様に、他の３カ国の貢献バ

ランスは80％台であるのに対して、日本は60％台である。興味深いのは正規＊無職のカップルである。

正規＊無職カップルの場合、最も貢献バランスが悪いのは韓国で85％、日本は90％であるが、フラン

スでは98.3％、アメリカでは100％を超える。アメリカで専業主婦の夫であることは、なかなか大変な

ようである。 

 

５．グロス社会レベルでの時間配分 

 ここまで、仕事に関連した時間、家事時間、余暇時間、睡眠時間のそれぞれについて、雇用労働者

実労働時間Ⅰ 仕事関連時間Ⅱ 家事時間 夫収入比率
正規＊正規 日本 54.1% 53.1% 19.6% 59.8%

アメリカ 51.2% 51.2% 36.7% 51.0%
フランス 51.2% 50.7% 31.9% 51.1%
韓国 53.0% 51.3% 31.3% 55.7%

正規＊非正規 日本 62.4% 62.1% 7.5% 60.8%
アメリカ 57.0% 56.9% 32.6% 65.1%
フランス 57.3% 54.7% 29.3% 64.3%
韓国 55.0% 52.5% 20.9% 59.5%

正規＊無職 日本 100.0% 100.0% 5.6% 84.3%
アメリカ 100.0% 100.0% 32.8% 82.9%
フランス 100.0% 100.0% 17.0% 81.3%
韓国 100.0% 100.0% 12.3% 72.3%

全体 日本 68.2% 67.8% 12.3% 64.7%
アメリカ 57.6% 57.5% 37.3% 57.1%
フランス 55.0% 54.4% 30.9% 54.6%
韓国 67.7% 66.5% 25.2% 60.3%
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第５章 性別役割分業と平日の生活時間 

およびカップルの就業形態組み合わせによる国別の特徴をみてきた。そこから、夫と妻の貢献バラン

スについても、少しふれた。 

 マクロ社会レベルで平均時間を算出したときの国による違いは、実は、就業形態組み合わせの構成

比の違いによるところが大きい。個々の労働者では大きな違いとみえたものが、就業形態をコントロ

ールすると、その差は小さくなる。 

 けれども、就業形態組み合わせの構成比が異なれば、社会全体の時間配分は異なってくる。すべて

の有配偶者がフルタイムの共働きカップルの社会と、すべての有配偶者が専業主婦家庭の社会とでは、

労働時間ひとつをとってみても、前者が後者の２倍近くになるだろう。本節では、この点に着目し、

夫婦１世帯あたりの平均時間をみていくことにする。 

 図５－12に、平日について、すべての就業形態組み合わせを含めた夫婦１世帯あたりの仕事関連時

間Ⅱ・家事時間・余暇時間・睡眠時間を、この順に、下から積み上げて示した。2880分は48時間であ

るから、夫婦二人の一日の合計時間となる。 

 
図５－12 国別 夫婦１世帯あたりの時間配分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 まず気づくのは、日本と韓国、とくに日本で、合計時間が48時間から遠く離れている点である。こ

の図に示した４種類の時間として意識されていない時間が、かなりあることがわかる。日本では、仕

事関連でもなく、家事でもなく、余暇でもなく、睡眠でもない時間が夫婦で６時間ほど、「水漏れ」す

るように消失している。韓国もやや似た傾向が認められるが、水漏れ時間は４時間に満たない。 

 日本における水漏れ時間の多さは、待機時間と関係しているのではないだろうか。ぼんやりと夫や

子どもの帰りを待つ、見るともなくテレビを見ている、そのような時間が水漏れ時間になっていると

考えられないだろうか。このような水漏れ時間が余暇時間なり睡眠時間なりにあてられれば、それだ
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けでライフスタイルは変わってくる。 

 水漏れ時間が長いこととも関連するが、日本では４つの時間の総和が最も短くなっている。図では

仕事関連時間に含まれている実労働時間についてみてみよう。フルタイムの労働時間が他の３カ国よ

りも短いフランスの夫婦１世帯あたりの実労働時間は、872分と最も長くなっている。次いで日本802

分、アメリカ788分、韓国774分となる。日本の場合は夫の極端な長時間労働が平均値を押し上げてい

るが、総じて、性別役割分業規範の強い社会では、グロス社会レベルでの労働時間配分が短くなる傾

向にある。 

 何らかの活動にあてる時間が長すぎて他の活動ができない個人から構成される社会よりも、ひとり

ひとりが、それなりに働いて家事をし、余暇を楽しむワーク・ライフ・バランス社会のほうが、個人

にとってバランスがよい豊かなライフスタイルをもたらすだけでなく、社会にとっても、むしろ効率

的なのではないだろうか。 

 水野谷（2005）は、労働時間が短縮されたとしても、それが自動的に夫と妻の生活時間のバランス

をとることにはならない点に注意を促し、「・・・（具体的には、夫の家事参加を高め、妻の仕事と家

事の二重負担を軽減し、夫妻の睡眠時間と積極的余暇活動時間を増加する）方向に向かうかどうかは

自明ではない」「それを実現できる社会的基盤、制度、政策が準備されることが重要と思われる」とし

ている。 

 性別役割分業にとらわれず、「男性稼ぎ主」型から実質的な「共稼ぎ」型の働きかたをすることが、

結果的に企業中心社会からの脱却につながる。社会保障システムの変革と組み合わせる必要はあるが、

この変革によって平日のゆとりを享受できる社会は、企業にとっても、決して受け入れられない社会

ではない。 

 

６．まとめにかえて 

 以上、平日の生活時間について、ジェンダーの視点にもとづいて、カップル単位の分析を中心にお

こなってきた。要約を記して、まとめにかえることとしたい。 

性別役割分業規範の強い東アジアの日本・韓国では、「男性稼ぎ主」型の社会システムが維持されて

いることもあって、夫の長時間労働が顕著である。この夫の長時間労働が、夫個人だけでなく、カッ

プル単位での家事時間や余暇時間、睡眠時間までをも圧迫している。日本の場合は、待機時間が長い

ために、より長時間労働になる傾向があり、その結果としてまったく家事をしない夫がきわめて多く

なっているのが特徴である。そのため働いている妻の二重負担が深刻になっている。 

余暇時間については、日韓では夫・妻ともに余暇時間が短いが、とくに日本では「友人との会話」

が少なく、社会的ネットワークの構築・維持に対して時間が投資されていないことが確認された。ま

た、睡眠時間も短い。総じて、日本は「ゆとりのない」平日を過ごしているといえるだろう。 

夫婦の就業形態の組み合わせをもちいた分析からは、うえでみた各国の特徴は、実は、就業形態組

み合わせの構成比が異なることから生じていることがわかった。就業形態組み合わせをコントロール

した場合は、各国の生活時間の違いは、それほど大きくない。これは、性別役割分業のあり方が変化
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第５章 性別役割分業と平日の生活時間 

すれば、東アジアの生活時間も、アメリカやフランスに近いものになることを意味している。 

性別役割分業が、時間的・経済的にどのような不平等をもたらしているのかをみたところ、日本の

夫の家事時間の少なさは、就業形態組み合わせの構成比では解消されないことが明らかになった。日

本において夫と妻の時間的・経済的不平等が堅固である理由として、男女の賃金格差が考えられる。 

さらに、グロス社会レベルでの時間配分に着目して、すべての就業形態組み合わせを含めた夫婦１

世帯あたりの時間配分をみた。日本の場合、水漏れ時間が６時間を超えており、時間という資源が有

効に利用されていない非効率な社会である可能性が示された。国際比較のデータからは、性別役割分

業を脱して、残業のないフルタイムのカップルとして働くことが、「ゆとりのある」「効率的な」社会

につながることが示唆されている。このような働きかたは、ワーク・ライフ・バランスを実現し、「男

性稼ぎ主」型ではない社会保障システムの構築をともなうことで、企業中心社会からの脱却をも可能

にするはずである。 

 

 
＜注＞ 

（１）実労働時間Ⅰは勤務先での実労働時間、実労働時間Ⅱは実労働時間Ⅰに自宅での仕事時間を加えたもの、仕事関

連時間Ⅰは実労働時間Ⅰに通勤時間・勤務先での食事・休憩時間・始終業前後の時間を加えたもの、仕事関連時

間Ⅱは仕事関連時間Ⅰに自宅での仕事時間を加えたものである。詳細は、本報告書所収の白石論文を参照のこと。 
 

（２）就業形態の分布は次の表の通りである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）日本における有配偶のパートタイマーは、配偶者手当や年金・保険料負担を考慮して、夫の収入にかかわらず自

らの収入を一定額におさまるよう調整している。佐藤（2008）参照。 
 
＜参考文献＞ 

大沢真理（2007）『現代日本の生活保障システム 座標とゆくえ』岩波書店 

佐藤香（2008）「働く女性の二極化」佐藤博樹・（財）連合総合生活開発研究所編『バランスのとれた働き方――不均

衡からの脱却』エイデル研究所 

永井暁子（2008）「男性の家事参加をすすめるために」佐藤博樹・（財）連合総合生活開発研究所編『バランスのとれ

た働き方――不均衡からの脱却』エイデル研究所 

水野谷武志（2005）『雇用労働者の労働時間と生活時間 国際比較統計とジェンダーの視角から』御茶の水書房 

矢野眞和・連合総合開発研究所（1998）『ゆとりの構造――生活時間の６か国比較』日本労働研究機構 

 

 

夫 妻 夫 妻 夫 妻 夫 妻
正規雇用 80.1 33.0 82.3 66.0 86.2 74.0 77.3 47.5
非正規雇用 16.0 42.1 7.5 15.0 7.3 15.3 14.0 20.5
事業経営 2.2 0.0 3.5 0.8 3.6 0.7 5.8 2.0
家業手伝い 1.0 0.5 0.3 0.8 0.2 0.2 1.0 0.5
家で仕事 0.5 1.0 1.0 0.8 1.0 1.9 1.0 0.5
学生 0.0 0.2 0.5 1.8 0.2 0.2 0.0 0.0
専業主婦・主夫 0.0 22.2 1.3 9.5 0.2 5.6 0.0 28.5
無職 0.2 1.0 3.8 5.5 1.2 1.9 1.0 0.5

計 100.0 100.0 100.2 100.2 99.9 99.8 100.1 100.0
(実数） 418 418 400 400 412 412 400 400

日本 アメリカ フランス 韓国
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第６章 カップルの働き方と家族の時間 
 

日本女子大学人間社会学部 
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要約 

第６章では、カップル単位での働き方と家族の時間に焦点をあてた。いずれの国でも、妻の働き

方によって夫が制度利用を増やす顕著な傾向はみられなかった。日本と韓国は、特に男性の働き方

が硬直的で、制度があってもほとんどの夫がその制度を利用していないために、妻が夫の状態に合

わせる専業主婦という形態をとることになる。あるいは妻が制度を利用し仕事を継続しながら、他

のカップルとほぼ同じような家族時間をつくっているようだ。 

 家族の時間を多く持てるかどうかは、国による違いが も大きい。夕食から家族の時間を類推す

ると、フランスでは妻の働き方にかかわらずそのカップルも家族の時間をつくっている。アメリカ

では、妻が専業主婦になることにより家族の時間を他のカップルより多くつくっている。韓国では

夫の仕事時間が長いにもかかわらず、家族の時間をつくっているのに対し、日本では夫が家族の時

間を十分にもてていない。 

 働きやすさ・家族の時間のつくりやすさは、子育てにプラスイメージを与えていることが示唆さ

れた。現在の日本の子育てについてのマイナスイメージは、働きやすさや家族の時間のもちやすさ

によってプラスイメージへと変化する可能性がある。 

 圧倒的に他国と比べると家族の時間が少ないと思われる日本でも、現状維持を望む回答が半数を

占める。ただし、妻が専業主婦にならないと他のカップルと同じ程度の家族の時間が確保できない

専業主婦と正規雇用の夫のカップルでは、夫が家事や育児の時間を増やしたいとする割合が６割を

超え、仕事のための性別役割分業家族は否定される傾向にあるといえる。 

 

１．本章の目的 

厚生労働省の「平成19年度雇用均等基本調査」によれば、育児休業取得率は平成17年度の女性72.3％、

男性0.50％に比べ男女ともに上昇し、平成19年度女性89.7％、男性1.56％となった。しかし男性は依

然として低いままである。また、育児のための勤務時間短縮等の措置等を導入している事業所の割合

は約１割上昇し約５割になり、利用可能な期間も長期化傾向にある。制度は徐々に整いつつあるが、

利用するのは女性ばかりでいまだ女性のための制度である。 

このような状況にある日本の多くの家庭では、主に妻の対処によって家族生活が編成されている。

夫は稼得役割を一貫して担い、学校卒業後の就職から連続したキャリアをたどっているのに対し、妻

は、結婚や、出産・子育て、夫の転勤、子どもの教育費や住宅ローンの為の家計の補填目的の再就職
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など、働き方の修正を行うことが多く、キャリア中断型となる妻が多い。つまり、家族の変化に対応

する家庭生活の編成、再編成は主に妻によって担われている。制度があっても夫が利用せずに、妻の

みが利用するということは、結果的に、男女均等にもファミリーフレンドリーあるいはワーク・ライ

フ・バランスにも結びついていないのではないだろうか。 

第６章では、カップル単位で働き方と家族の時間に焦点をあてた。就業形態や制度・サービス利用

を組み合わせて４カ国間のカップルの働き方を比較し、それぞれの国で家事や育児をカップルがどの

ように対応し、家族の時間をどのようにして生み出しているのかを調査データからみていこう。 

 

２．カップルの就業形態パターンと仕事関連時間・在社時間 

 この調査では主に雇用労働者を対象としているので、自営業者・家族従業員を除外して、正規雇用

者、非正規雇用者、無業者に分類し、その分類を用いて夫と妻の就業形態の組み合わせを以下のよう

に作成した。 

 夫の多くが正規雇用者であったので夫が正規雇用者のカップルを分類すると、夫妻ともに正規雇用

者のカップルを「妻正規雇用」、夫が正規雇用者で妻が非正規雇用者のカップルを「妻非正規雇用」、

夫が正規雇用者で妻が無職者を「妻無職」となる。夫が非正規雇用者のカップルは少ないため、妻が

無職者であっても正規雇用者や非正規雇用者であっても「夫非正規雇用」としてまとめた。 

 これらの分類について国ごとに分布をみてみると図６－１のようになる。日本は「妻非正規雇用」

が も多く、アメリカとフランスは「妻正規雇用」が も多い。韓国は日本よりも「妻正規雇用」が

多いものの「妻無職」は日本よりも多い。 

 
図６－１ カップルの就業形態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
夫の平日の仕事関連時間（通勤時間を含む）、在社時間ともに、アメリカとフランスで短く、日本と

韓国で長い（図６－２）。カップルの就業形態別にみると、さほど大きな違いはなく、妻が正規雇用で

あれば夫が仕事の量を調整する傾向はみられなかった。 
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第６章 カップルの働き方と家族の時間 

図６－２ カップル就業形態別夫の平日仕事関連時間と在社時間 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
さらに、在社時間が720分以上つまり一日の半分以上を会社で過ごしている者の占める割合について

みてみると、日本・韓国とアメリカ・フランスの間に大きな違いがみられる（図６－３）。日本と韓国

で在社時間が長い夫の割合が非常に高く、日本では全体で23％、韓国もほぼ同様である。それに対し

て、アメリカは５％、フランスは７％と全く異なっている。一方、各国とも在社時間が720分以上の妻

はきわめて少なく、日本で1.8％、アメリカ4.2％、フランス2.7％、韓国2.8％である。 

日本とフランスでは、「夫非正規雇用」で在社時間の長い者の割合が低いが、アメリカでは逆に高く

なっている。「妻正規雇用」のカップルでは妻が忙しいため、夫が在社時間を短くし家族の時間を作る

と予想したが、アメリカ、フランス、韓国ではそのような傾向がみられるものの、日本では全く異な

り在社時間の長い夫の割合が「妻正規雇用」で も高い。 

妻が正規雇用を続けられる条件が整っていれば、たとえば、子どもがいない、子どもの成長により

世話の必要性が少なくなる、健康な親が同居もしくは近居しているなどの状態であれば、夫は妻との

時間を作るのではなく、在社時間を長くするのではないかと考えられる。 

 

図６－３ 在社時間12時間以上の夫の割合 
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３．家事・育児は誰が行なっているのか 

（１）家事・育児時間 

 日本では妻の働き方により夫が仕事を調整する傾向が、前節でみられなかったということは、妻が

働き方を調整していることに他ならない。一方、仕事関連時間や在社時間が平均して短いフランスや

アメリカと、仕事関連時間・在社時間が長い日本や韓国では、妻の働き方や子どもの年齢にも違いが

みられるため、以下では、育児に時間がかかると思われる12歳以下の子どもがいるカップルに限定し

て集計を行う。 

日本では215ケースが分析対象となり、うちカップルの働き方の分類にあてはまるのは205ケースで

ある。そして内訳は、「妻正規雇用」20.5％、「妻非正規雇用」34.6％、「妻無職」28.3％、「夫非正規

雇用」16.6％である。他の３カ国でも分析対象となるケース数はほぼ同じ程度であるが、カップルの

働き方の内訳は異なっている。アメリカの分析対象ケース数は219ケース（うち、働き方の分類にあて

はまるもの202ケース）である。「妻正規雇用」56.4％、「妻非正規雇用」15.3％、「妻無職」21.3％、

「夫非正規雇用」6.9％、フランスは、分析対象255ケース（うち、働き方の分類にあてはまるもの226

ケース）であり、「妻正規雇用」63.7％、「妻非正規雇用」18.1％、「妻無職」11.1％、「夫非正規雇用」

7.1％、韓国は、分析対象231ケース（うち、働き方の分類にあてはまるもの211ケース）、「妻正規雇用」

32.7％、「妻非正規雇用」12.3％、「妻無職」40.8％、「夫非正規雇用」14.2％である。 

 12歳以下の子どもがいるカップルに限定して夫の家事時間（育児時間を含む）をみてみると、平日

に関しても休日に関しても日本は他国と比べて顕著に短いことがよくわかる（図６－４）。平日の仕事

関連時間、在社時間の長さが平日の家事時間が短くさせるのは明らかであるが、平日の疲れが休日の

家事時間に影響している、もしくは平日の仕事中心の生活スタイルが休日でさえも夫が家事をしない

構造を作り出しているようだ。 

 妻の家事時間を比較すると、非正規雇用が多い日本と無職が多い韓国で妻の家事時間が長く、フラ

ンスとアメリカでは短い（図６－５）。しかし、妻の休日の家事時間は、平日に家事時間の短いフラン

スで休日も家事時間が短く、平日の家事時間が長い韓国で休日にも家事時間が長いという特徴がある。

家事の文化的な違いも妻の家事時間に反映していると思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－118－



第６章 カップルの働き方と家族の時間 

図６－４ 夫の家事時間               図６－５ 妻の家事時間 

 

 

 

 

 

 

 

注 集計対象は12歳以下の子がいるカップル           注 集計対象は12歳以下の子がいるカップル 

 
（２）子育て関連制度の利用 

次に子育て関連の制度の利用状況を比較する。表６－１に示した割合は、現在利用している・過去

に利用したことがある者の合計の割合である。 

日本では、「妻正規雇用」で育児休業制度の利用率が高く73.8％にのぼる。他国と比較しても も高

い。勤務時間の調整制度、短時間勤務制度、保育サービスの補助制度についても「妻正規雇用」での

利用率が高い。妻が正規雇用の場合にしか、妻は制度の利用ができない日本の状況がよくわかる。ま

た、いずれも「妻のみ利用」の割合が高く、夫は利用していないようである。夫が利用するのは「夫

非正規雇用」のカップルのケースで、このケースには正規雇用の妻が含まれるため、「妻正規雇用」と

やや似たような傾向をみせている。 

日本の夫が少ないながらも利用している制度は、勤務時間の調整制度である。他の制度に比べて利

用割合は高く、「妻正規雇用」で14.2％、「妻非正規雇用」で16.9％、「妻無職」で14.9％となっている。

ただし、妻の働き方によって必要が生じているというよりも、夫の職種によって利用しやすいかどう

かが分かれているということのようである。 

 アメリカでは育児休業制度はどの就業形態のカップルでも４割前後の利用で、「夫非正規雇用」を除

くと、多くのカップルで利用されているのは勤務時間調整制度である(1)。また、各制度の利用状況に

ついて、日本と比べると夫の利用割合が高い。 

 「妻正規雇用」でのみ育児休業制度利用割合の高い日本とは異なり、フランスでは妻の働き方と関

係なく妻や夫が利用している(2)。どの制度もアメリカに比べて夫、妻ともに利用割合は高い。 

 韓国は４カ国の中でどの制度についても も利用割合が低い。妻の働き方に関係なくどのような働

き方でも低く、また利用する場合は夫も妻も利用しているという回答が多い。どの制度を利用するか

について傾向はみられず、利用するカップルは多くの制度をカップルで利用し、利用しないカップル

はどの制度も夫も妻も利用していない。制度を利用できるカップルは限定された人々であるようだ。 
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表６－１ カップル就業形態別カップルの子育て関連制度の利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注 集計対象は12歳以下の子がいるカップル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注 集計対象は12歳以下の子がいるカップル 

 

 

 

 

 

 

日本(n=200) 夫妻利用 夫のみ利用 妻のみ利用 利用なし 合計

育児休業制度 0.0% 0.0% 73.8% 26.2% 100.0%

勤務時間の調整制度 7.1% 7.1% 23.8% 61.9% 100.0%

短時間勤務制度 0.0% 0.0% 31.0% 69.0% 100.0%

在宅勤務制度 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%

保育サービス費用補助制度 0.0% 2.4% 16.7% 81.0% 100.0%

育児休業制度 0.0% 0.0% 12.7% 87.3% 100.0%

勤務時間の調整制度 2.8% 14.1% 8.5% 74.6% 100.0%

短時間勤務制度 0.0% 0.0% 7.0% 93.0% 100.0%

在宅勤務制度 0.0% 0.0% 1.4% 98.6% 100.0%

保育サービス費用補助制度 0.0% 0.0% 4.2% 95.8% 100.0%

育児休業制度 0.0% 3.7% 3.7% 92.6% 100.0%

勤務時間の調整制度 1.9% 13.0% 3.7% 81.5% 100.0%

短時間勤務制度 0.0% 0.0% 1.9% 98.1% 100.0%

在宅勤務制度 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%

保育サービス費用補助制度 0.0% 1.9% 3.7% 94.4% 100.0%

育児休業制度 0.0% 0.0% 24.2% 75.8% 100.0%

勤務時間の調整制度 3.0% 3.0% 30.3% 63.6% 100.0%

短時間勤務制度 0.0% 0.0% 9.1% 90.9% 100.0%

在宅勤務制度 0.0% 6.1% 6.1% 87.9% 100.0%

保育サービス費用補助制度 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%

妻正規雇用

妻非正規雇用

妻無職

夫非正規雇用

夫妻利用 夫のみ利用 妻のみ利用 利用なし 合計

育児休業制度 14.9% 5.3% 15.8% 64.0% 100.0%

勤務時間の調整制度 23.7% 6.1% 14.9% 55.3% 100.0%

短時間勤務制度 10.5% 0.9% 18.4% 70.2% 100.0%

在宅勤務制度 11.4% 7.0% 12.3% 69.3% 100.0%

保育サービス費用補助制度 7.0% 5.3% 5.3% 82.5% 100.0%

育児休業制度 12.9% 9.7% 12.9% 64.5% 100.0%

勤務時間の調整制度 19.4% 6.5% 22.6% 51.6% 100.0%

短時間勤務制度 6.5% 9.7% 16.1% 67.7% 100.0%

在宅勤務制度 12.9% 9.7% 19.4% 58.1% 100.0%

保育サービス費用補助制度 12.9% 0.0% 6.5% 80.6% 100.0%

育児休業制度 18.5% 0.0% 14.8% 66.7% 100.0%

勤務時間の調整制度 14.8% 11.1% 7.4% 66.7% 100.0%

短時間勤務制度 11.1% 7.4% 14.8% 66.7% 100.0%

在宅勤務制度 7.4% 25.9% 7.4% 59.3% 100.0%

保育サービス費用補助制度 18.5% 3.7% 7.4% 70.4% 100.0%

育児休業制度 0.0% 7.1% 35.7% 57.1% 100.0%

勤務時間の調整制度 14.3% 0.0% 14.3% 71.4% 100.0%

短時間勤務制度 0.0% 7.1% 14.3% 78.6% 100.0%

在宅勤務制度 7.1% 14.3% 7.1% 71.4% 100.0%

保育サービス費用補助制度 0.0% 7.1% 0.0% 92.9% 100.0%

妻正規雇用

妻非正規雇用

アメリカ(n=186)

妻無職

夫非正規雇用
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注 集計対象は12歳以下の子がいるカップル 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 集計対象は12歳以下の子がいるカップル 

 
（３）育児の担い手 

 次に親以外の育児の担い手についてみてみると、４カ国間で親族があげられている割合には予想に

反して大きな違いがみられない点は興味深い（表６－２）。同居している親や兄弟については、フラン

スでは０％であるものの、日本7.3％、アメリカ6.4％、韓国6.6％と違いがない。別居している親や兄

弟についても、日本34.1％、アメリカ25.2％、フランス32.7％、韓国26.1％で、フランスと日本で30％

台、アメリカと韓国で20％台と違いはあるものの、親や兄弟をあげる割合はどの国も高いことがわか

フランス(n=224) 夫妻利用 夫のみ利用 妻のみ利用 利用なし 合計

育児休業制度 10.4% 4.2% 38.9% 46.5% 100.0%

勤務時間の調整制度 13.2% 10.4% 21.5% 54.9% 100.0%

短時間勤務制度 9.0% 2.8% 13.9% 74.3% 100.0%

在宅勤務制度 1.4% 2.8% 4.9% 91.0% 100.0%

保育サービス費用補助制度 8.3% 2.8% 9.7% 79.2% 100.0%

育児休業制度 9.8% 0.0% 51.2% 39.0% 100.0%

勤務時間の調整制度 22.0% 7.3% 26.8% 43.9% 100.0%

短時間勤務制度 2.4% 2.4% 24.4% 70.7% 100.0%

在宅勤務制度 2.4% 0.0% 4.9% 92.7% 100.0%

保育サービス費用補助制度 2.4% 9.8% 12.2% 75.6% 100.0%

育児休業制度 17.4% 0.0% 43.5% 39.1% 100.0%

勤務時間の調整制度 8.7% 17.4% 13.0% 60.9% 100.0%

短時間勤務制度 4.3% 0.0% 8.7% 87.0% 100.0%

在宅勤務制度 0.0% 4.3% 0.0% 95.7% 100.0%

保育サービス費用補助制度 0.0% 4.3% 4.3% 91.3% 100.0%

育児休業制度 6.3% 12.5% 37.5% 43.8% 100.0%

勤務時間の調整制度 18.8% 12.5% 31.3% 37.5% 100.0%

短時間勤務制度 0.0% 6.3% 18.8% 75.0% 100.0%

在宅勤務制度 0.0% 6.3% 12.5% 81.3% 100.0%

保育サービス費用補助制度 6.3% 12.5% 6.3% 75.0% 100.0%

妻非正規雇用

妻無職

夫非正規雇用

妻正規雇用

韓国(n=206) 夫妻利用 夫のみ利用 妻のみ利用 利用なし 合計

育児休業制度 17.4% 0.0% 1.4% 81.2% 100.0%

勤務時間の調整制度 24.6% 0.0% 0.0% 75.4% 100.0%

短時間勤務制度 15.9% 0.0% 1.4% 82.6% 100.0%

在宅勤務制度 8.7% 0.0% 1.4% 89.9% 100.0%

保育サービス費用補助制度 11.6% 0.0% 0.0% 88.4% 100.0%

育児休業制度 15.4% 0.0% 0.0% 84.6% 100.0%

勤務時間の調整制度 19.2% 0.0% 0.0% 80.8% 100.0%

短時間勤務制度 11.5% 0.0% 0.0% 88.5% 100.0%

在宅勤務制度 19.2% 0.0% 3.8% 76.9% 100.0%

保育サービス費用補助制度 23.1% 0.0% 0.0% 76.9% 100.0%

育児休業制度 16.0% 0.0% 0.0% 84.0% 100.0%

勤務時間の調整制度 25.9% 0.0% 0.0% 74.1% 100.0%

短時間勤務制度 23.5% 0.0% 0.0% 76.5% 100.0%

在宅勤務制度 13.6% 0.0% 0.0% 86.4% 100.0%

保育サービス費用補助制度 21.0% 0.0% 0.0% 79.0% 100.0%

育児休業制度 20.0% 0.0% 0.0% 80.0% 100.0%

勤務時間の調整制度 23.3% 0.0% 0.0% 76.7% 100.0%

短時間勤務制度 16.7% 0.0% 0.0% 83.3% 100.0%

在宅勤務制度 20.0% 0.0% 0.0% 80.0% 100.0%

保育サービス費用補助制度 10.0% 0.0% 0.0% 90.0% 100.0%

妻正規雇用

妻非正規雇用

妻無職

夫非正規雇用
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る。妻の働き方によるちがいはみられないことから、妻が働くために子どもを預ける以上に、子育て

を一緒に行っているという意味合いが含まれていると考えられる。 

 また、どの国でも多くあげられているのは保育士、幼稚園の先生である。それぞれの国の中で、妻

の働き方により保育士、幼稚園の先生をあげる割合はやや異なり、たとえば、日本の場合は「妻正規

雇用」で40.5％、「妻非正規雇用」28.2％、「妻無職」12.1％、「夫非正規雇用」35.2％と妻が正規雇用

で働いている場合に保育士、幼稚園の先生があげられる割合が高い。 

 国による特徴をあげると、日本では親族、保育士や幼稚園の先生以外に子育て支援施設の指導員や

友人が少ないながらもあげられているのに対して、アメリカやフランスではベビーシッターが親族、

保育士や幼稚園の先生についであげられている。韓国はアメリカやフランスほどではないが、ベビー

シッターがあげられている。しかし、それ以外に育児の担い手はあまりいない様である。 

 
表６－２ カップル就業形態別子どもの世話をしている人 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 妻回答 集計対象は12歳以下の子がいるカップル 

 
 子どもの世話で も頼りにしている人は、どの国も同居・別居あわせて親族が も多く、あわせる

と半数以上にのぼる。フランスは子どもの世話をしている人としては、親族ではなくベビーシッター

や幼稚園の先生をあげていたが、頼りにする人としてはやはり親族となるようだ。妻の働き方による

違いも、この点については違いがみられない。ただし、残りの半数のカップルについては、国による

違いが明確である。日本と韓国では保育士や幼稚園の先生が多く、アメリカとフランスでは保育士や

幼稚園の先生とベビーシッターが同じような割合であげられている。 

 

 

 

 

 

（％）

  
(1)同居し
ている親
や兄弟

(2)別居し
ている親
や兄弟

(3)ベビー
シッター・
お手伝い
さん

(4)保育
士、幼稚
園の先生

(5)子育て
支援施設
の指導員

(6)友人・
近所の
人・子育
て仲間

(7)子ども
の兄弟

(8)そうい
う人はい
ない

日本 妻正規雇用 9.5 38.1 2.4 40.5 7.1 2.4 2.4 26.2
(n=205) 妻非正規雇用 5.6 32.4 0.0 28.2 4.2 9.9 11.3 43.7

妻無職 5.2 32.8 1.7 12.1 3.4 6.9 6.9 50.0
夫非正規雇用 11.8 35.3 2.9 35.3 8.8 11.8 8.8 32.4
全体 7.3 34.1 1.5 27.3 5.4 7.8 7.8 40.0

アメリカ 妻正規雇用 8.8 28.1 27.2 22.8 1.8 2.6 2.6 30.7
(n=202) 妻非正規雇用 0.0 35.5 22.6 19.4 0.0 0.0 3.2 32.3

妻無職 4.7 9.3 7.0 16.3 0.0 7.0 7.0 58.1
夫非正規雇用 7.1 28.6 21.4 7.1 0.0 0.0 7.1 42.9
全体 6.4 25.2 21.8 19.8 1.0 3.0 4.0 37.6

 フランス 妻正規雇用 0.0 34.7 20.8 37.5 0.0 5.6 5.6 25.0
(n=226) 妻非正規雇用 0.0 34.1 14.6 29.3 0.0 7.3 7.3 34.1

妻無職 0.0 20.0 4.0 4.0 0.0 4.0 8.0 68.0
夫非正規雇用 0.0 31.3 25.0 31.3 0.0 12.5 0.0 31.3
全体 0.0 32.7 18.1 31.9 0.0 6.2 5.8 31.9

韓国 妻正規雇用 7.2 39.1 7.2 30.4 1.4 1.4 1.4 20.3
(n=211) 妻非正規雇用 11.5 30.8 11.5 26.9 3.8 0.0 0.0 30.8

妻無職 4.7 15.1 3.5 26.7 0.0 1.2 1.2 53.5
夫非正規雇用 6.7 23.3 23.3 33.3 3.3 3.3 3.3 26.7
全体 6.6 26.1 8.5 28.9 1.4 1.4 1.4 36.0
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表６－３ カップル就業形態別子どもの世話で最も頼りにしている人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注 妻回答 集計対象は12歳以下の子がいるカップル 

 
（４）子育てのための休暇の取得 

 次に有給休暇についてみてみよう。有給休暇の年間の取得日数は、国による違いが大きく、妻の働

き方による夫の有給休暇取得日数の違いはみられなかった。夫の日数は、フランスでは０日は0.7％と

ほとんどないが、アメリカで2.7％、韓国4.7％、日本では8.2％となっている。日本、アメリカ、韓国

で も多いのは、１日以上９日以下で、日本40.4％、アメリカ41.2％、韓国70.4％である。日本、ア

メリカではつづいて多いのが10日から20日の間である。韓国は10日以上有給休暇をとる夫は少ない。

フランスは全く異なり21～29日が も多く、40.1％にのぼる。それ以外の夫はほとんどが30日以上休

暇を取っている。妻についても夫とほぼ同じような傾向で、フランス以外の国では１日以上９日以下

が も多く、日本25.5％、アメリカ38.6％、韓国55.8％である。それ以外の妻は、10日以上休暇を取

っている者が多い。フランスの妻の日数の分布ついては、夫とほぼ同じ割合である。 

 その取得理由として、夫妻ともにどの国でも「休養・リフレッシュ」や「レジャー・旅行」が多く

あげられている(3)（表６－４、表６－５）。「子どもの看護・世話」、「子どもに関する行事」を理由と

してあげているのは夫と妻を比べると、やはり妻の方が子ども関連の理由をあげている割合が高い。

妻は「子どもの看護・世話」、「子どもに関する行事」それぞれについて、日本52.0％、60.0％、アメ

リカ23.0％、8.8％、フランス50.6％、12.4％、韓国30.0％、23.3％であるのに対して、夫は日本23.8％、

37.7％、アメリカ23.8％、11.6％、フランス36.7％、7.4％、韓国11.8％、16.7％である。いずれにつ

いても「妻正規雇用」の夫が他のカップルよりも子どものために有給休暇をとる傾向はみられなかっ

た。 
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日本 妻正規雇用 12.9 48.4 3.2 32.3 0.0 0.0 3.2
(n=205) 妻非正規雇用 10.0 50.0 0.0 27.5 0.0 10.0 2.5

妻無職 10.3 62.1 0.0 13.8 0.0 10.3 3.4
夫非正規雇用 17.4 47.8 4.3 17.4 4.3 4.3 4.3
全体 12.2 52.0 1.6 23.6 0.8 6.5 3.3

アメリカ 妻正規雇用 10.1 40.5 27.8 16.5 0.0 2.5 2.5
(n=202) 妻非正規雇用 0.0 52.4 23.8 19.0 0.0 0.0 4.8

妻無職 11.1 22.2 11.1 33.3 0.0 5.6 16.7
夫非正規雇用 12.5 50.0 12.5 12.5 0.0 0.0 12.5
全体 8.7 40.5 23.8 19.0 0.0 2.4 5.6

 フランス 妻正規雇用 0.0 41.7 21.3 27.8 0.0 3.7 5.6
(n=226) 妻非正規雇用 0.0 48.1 14.8 25.9 0.0 3.7 7.4

妻無職 0.0 50.0 0.0 12.5 0.0 12.5 25.0
夫非正規雇用 0.0 45.5 18.2 36.4 0.0 0.0 0.0
全体 0.0 43.5 18.8 27.3 0.0 3.9 6.5

韓国 妻正規雇用 9.1 49.1 5.5 30.9 1.8 1.8 1.8
(n=211) 妻非正規雇用 11.1 44.4 5.6 33.3 5.6 0.0 0.0

妻無職 10.0 30.0 7.5 50.0 0.0 0.0 2.5
夫非正規雇用 4.5 31.8 13.6 36.4 4.5 4.5 4.5
全体 8.9 40.0 7.4 37.8 2.2 1.5 2.2
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日本 妻正規雇用 66.7 75.8 3.0 6.1 0.0 51.5 30.3 33.3 12.1 0.0
(n=130) 妻非正規雇用 74.4 64.1 7.7 17.9 7.7 38.5 10.3 46.2 0.0 2.6

妻無職 53.5 74.4 9.3 11.6 2.3 39.5 34.9 37.2 11.6 2.3
夫非正規雇用 60.0 73.3 13.3 20.0 0.0 53.3 13.3 26.7 6.7 0.0
全体 63.8 71.5 7.7 13.1 3.1 43.8 23.8 37.7 7.7 1.5

アメリカ 妻正規雇用 64.2 64.2 4.9 11.1 1.2 3.7 25.9 8.6 7.4 6.2
(n=147) 妻非正規雇用 81.0 57.1 0.0 9.5 0.0 0.0 23.8 19.0 4.8 4.8

妻無職 57.9 44.7 0.0 5.3 2.6 2.6 13.2 15.8 0.0 7.9
夫非正規雇用 57.1 57.1 0.0 14.3 0.0 0.0 57.1 0.0 0.0 0.0
全体 64.6 57.8 2.7 9.5 1.4 2.7 23.8 11.6 4.8 6.1

 フランス 妻正規雇用 76.9 67.8 9.1 16.5 1.7 2.5 38.8 7.4 3.3 5.0
(n=188) 妻非正規雇用 77.1 68.6 8.6 14.3 0.0 5.7 34.3 8.6 11.4 2.9

妻無職 76.2 52.4 0.0 9.5 4.8 0.0 28.6 4.8 14.3 0.0
夫非正規雇用 90.9 54.5 0.0 18.2 0.0 0.0 36.4 9.1 18.2 0.0
全体 77.7 65.4 7.4 15.4 1.6 2.7 36.7 7.4 6.9 3.7

韓国 妻正規雇用 37.5 68.8 6.3 6.3 0.0 3.1 18.8 12.5 9.4 6.3
(n=102) 妻非正規雇用 33.3 46.7 13.3 0.0 6.7 6.7 13.3 26.7 6.7 6.7

妻無職 20.0 80.0 10.0 12.0 4.0 14.0 8.0 18.0 14.0 4.0
夫非正規雇用 40.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0
全体 28.4 71.6 8.8 7.8 2.9 8.8 11.8 16.7 11.8 4.9
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表６－４ カップル就業形態別夫の有給休暇取得理由 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 集計対象は12歳以下の子がいるカップル 

 
表６－５ カップル就業形態別妻の有給休暇取得理由 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

注 集計対象は12歳以下の子がいるカップル 

 

４．家族の時間 

 家族の時間を測る指標としてしばしば夕食を共にしているかどうかを問うことがある。夕食を共に

することは必ずしも家族団らんと結びついていない場合もあるが、家族の時間をスタートさせる「集

合時間」の意味をもつ。また、学校行事やクラブ活動への保護者の参加の機会は、国によって若干異

なっているが、ここであわせてみていこう。 

 家族全員での夕食について、日本では「妻無職」で「週に３～４回程度」が多く、それ以外のカッ

プルでは「だいたい毎日」に３割から４割程度があつまっている（図６－６）。これまでの集計結果か

らみても、日本では夫が忙しいために妻が無職になるということがわかる。 

 アメリカでは「妻無職」の意味がやや異なっているようだ。「妻無職」でもっとも「必ず毎日」の割

日本 妻正規雇用 60.6% 78.8% 0.0% 18.2% 3.0% 54.5% 51.5% 60.6% 3.0% 0.0%
(n=50) 妻非正規雇用 33.3% 66.7% 0.0% 22.2% 0.0% 22.2% 44.4% 44.4% 11.1% 0.0%

夫非正規雇用 37.5% 50.0% 0.0% 0.0% 12.5% 25.0% 62.5% 75.0% 0.0% 0.0%
全体 52.0% 72.0% 0.0% 16.0% 4.0% 44.0% 52.0% 60.0% 4.0% 0.0%

アメリカ 妻正規雇用 59.8% 58.7% 5.4% 12.0% 0.0% 6.5% 22.8% 8.7% 7.6% 6.5%

(n=113) 妻非正規雇用 64.3% 28.6% 7.1% 0.0% 0.0% 7.1% 21.4% 7.1% 0.0% 7.1%

夫非正規雇用 57.1% 57.1% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% 28.6% 14.3% 0.0% 0.0%
全体 60.2% 54.9% 5.3% 10.6% 0.0% 6.2% 23.0% 8.8% 6.2% 6.2%

 フランス 妻正規雇用 75.8% 64.8% 4.7% 14.1% 1.6% 3.9% 48.4% 11.7% 10.2% 5.5%

(n=170) 妻非正規雇用 72.4% 62.1% 3.4% 17.2% 0.0% 3.4% 55.2% 10.3% 6.9% 3.4%

夫非正規雇用 69.2% 53.8% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0% 61.5% 23.1% 15.4% 15.4%

全体 74.7% 63.5% 4.7% 13.5% 1.2% 3.5% 50.6% 12.4% 10.0% 5.9%

韓国 妻正規雇用 26.1% 52.2% 8.7% 26.1% 0.0% 13.0% 39.1% 21.7% 4.3% 4.3%

(n=30) 妻非正規雇用 50.0% 75.0% 25.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 25.0% 0.0%
夫非正規雇用 0.0% 100.0% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
全体 26.7% 60.0% 13.3% 26.7% 0.0% 10.0% 30.0% 23.3% 6.7% 3.3%
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合が多い。また、「必ず毎日」と「だいたい毎日」をあわせると、どのカップルでも７割近くにのぼり、

基本的には家族全員で毎日夕食をとる習慣となっているようである。フランスは図６－６をみるとお

り、妻の働き方にかかわりなくほとんどのカップルが「必ず毎日」家族全員で夕食をとっている。 

 一方、日本と同様、夫の仕事時間、在社時間が長い韓国については、日本とは大きく異なり「だい

たい毎日」が も多くを占め、「必ず毎日」とあわせるとほぼ半数になる。 

 
図６－６ 家族全員で一緒に夕食を食べる回数 

 

日本(n=205)                  アメリカ(n=202) 

 

 

 

 

 
 

 

注 妻回答 集計対象は12歳以下の子がいるカップル      注 妻回答 集計対象は12歳以下の子がいるカップル 

 
フランス(n=226)                韓国(n=211) 

 

 
 

 

 

 

 

注 妻回答 集計対象は12歳以下の子がいるカップル       注 妻回答 集計対象は12歳以下の子がいるカップル 

 
 次に、子どもの学校行事やクラブ活動への保護者の参加の度合いをみていくと、日本の夫は「ほと

んどやっていない」と「年に数回程度」にほとんど集中している（図６－７）。「ほとんどやっていな

い」については妻の働き方での違いはあらわれているものの、どのタイプのカップルが子どもの学校

行事やクラブ活動により多く参加しているとまでは言えない。 

 アメリカは４カ国の中で も夫の参加の程度が高い。「だいたい毎日」という夫も少数ではあるが存

在し、１ヶ月に１回以上行っている夫が大多数を占める。妻の働き方によって異なるということでは

ないことから、子どもの学校行事やクラブ活動への保護者の参加は、母親の代替ではなく父親として
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の役割の中に含まれているようである。 

 フランスは、家族全員がそろっていた夕食とは異なり、子どもの学校行事やクラブ活動への夫の参

加は、「ほとんどやっていない」と「年に数回程度」に集中している。図６－８にあるようにフランス

の妻は必ずしも「ほとんどやっていない」と「年に数回程度」に集中しているわけではないから、機

会がないということではなく夫が参加していないということだろう。同じ傾向は韓国にもみられる。 

 妻は夫に比べて概して参加の度合いは高い。国で比較するとアメリカで極端に高い。アメリカ以外

の国では、「だいたい毎日」はほとんどみられないのに対して、アメリカでは「妻非正規雇用」で16.1％、

「妻無職」で16.3％にのぼり、「妻正規雇用」でも7.9％となる。週に１回以上となると、働き方にか

かわらず４割程度が参加している。 

 日本では「妻非正規雇用」と「妻無職」で週に１回以上はそれぞれ16.5％、15.5％であり、「妻正規

雇用」「夫非正規雇用」でそれぞれ4.9％、5.8％と若干の違いがある。フランスの妻は日本の妻より参

加の程度は高い。週に１回以上参加している妻は、「妻正規雇用」13.2％、「妻非正規雇用」19.5％、

「妻無職」24.0％、「夫非正規雇用」18.8％である。韓国は妻の参加も全体的に少なく、「妻無職」で

も週に１回以上参加している妻は6.4％である。 

 
図６－７ カップル就業形態別夫の子どもの学校行事やクラブ活動に関わる活動をする回数 
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注 集計対象は12歳以下の子がいるカップル           注 集計対象は12歳以下の子がいるカップル 

 
フランス(n=226)                韓国(n=211) 

 
 
 

 

 

 

 

注 集計対象は12歳以下の子がいるカップル           注 集計対象は12歳以下の子がいるカップル 
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図６－８ カップル就業形態別妻の子どもの学校行事やクラブ活動に関わる活動をする回数 

 

日本(n=205)                  アメリカ(n=202) 

 
 

 

 

 

 

 

注 集計対象は12歳以下の子がいるカップル           注 集計対象は12歳以下の子がいるカップル 

 
フランス(n=226)                韓国(n=211) 

 
 

 

 

 

 

 

注 集計対象は12歳以下の子がいるカップル           注 集計対象は12歳以下の子がいるカップル 

 

５．家族の時間は何をもたらすか 

 ここまでみてきたことを大まかにまとめると、日本は夫の仕事時間、在社時間が長く、子育てにか

かわることは妻が担って調整している。しかし、在社時間が長い夫は休日に家事や育児を平日の分ま

で行うわけではないので、仕事がない休日を考慮に入れても妻に偏っている。専業主婦は家族主義的

な志向のもとで選択されるだけでなく、夫の仕事の都合上性別役割分業が明確な形を取らねばならな

いことも少なくないことを示している。 

 対照的なのはアメリカで、家事時間や夕食状況からみて夫も妻も家族の時間を多くつくりだしてい

る。専業主婦であることは、より家族の時間を作り出しているので、日本とは異なり家族主義的な志

向のもとで選択しているカップルが多いようだ。 

 フランスは、毎日の家族揃った夕食や年間に数十日も取る有給休暇を使っての旅行などで家族の時

間をつくっているようだ。そしてそれは妻の働き方による違いはあまりみられない。ただし、フラン

スにおいても妻が主に働き方の調整などを行っていることも明らかとなった。韓国は働き方について

は日本と似ているが、夕食を家族全員で取るなど異なった傾向もみられた。 
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 このような違いのもとで子どもを育てるということは、子どもを持つことへの意識にも違いを生み

出すかもしれない。そこで、子どもを持つことへの意識について比較してみた（図６－９、図６－10）。

図に示したのは、それぞれの国の全体の数値の比較である。妻の就業形態による顕著な違いはみられ

なかった。また、夫と妻の間にも大きな違いはなかった。 

 ４カ国間で顕著な違いは、金銭上の負担や自由時間がなくなるといった子育てのマイナスイメージ

がフランスで非常に低いことだ。フランスは高等教育機関でも学費がほとんどかからないため、この

ような回答の違いがあらわれたのであろう。また、家事時間が短いフランスでは、自由時間がなくな

ることがあまりあがらなかったのかもしれない。子どもは家族の結びつきを強めることや子育てを通

じて自分の友人が増えるなど、子育てのプラスのイメージは、アメリカとフランスで高い。 

 子育てへのプラスイメージがあるために、家族の時間をつくりやすい制度が整い、マイナスイメー

ジがあるためそのような制度の導入や働き方を変えることができないとも考えられるが、働きやすさ、

家族の時間のつくりやすさが子育てのプラスイメージを生じさせると考える方が自然である。 

 
図６－９ 夫の子どもを持つ意味 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図６－10 妻の子どもを持つ意味 
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注 集計対象は 12 歳以下の子がいるカップル 
 １＝「そう思わない」、２＝「どちらかといえばそう思わない」、３＝「どちらともいえない」 

  ４＝「どちらかといえばそう思う」、５＝「そう思う」 

注 集計対象は 12 歳以下の子がいるカップル 
 １＝「そう思わない」、２＝「どちらかといえばそう思わない」、３＝「どちらともいえない」 

  ４＝「どちらかといえばそう思う」、５＝「そう思う」 
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 次に、生活時間について今後の希望をみてみよう。どの国でも同じようにみられる傾向は、非正規

雇用の夫以外は、仕事の時間を減らしたいと考えている夫が４割程度存在し、正規雇用の妻も仕事時

間を減らしたいと考えている者が、ほぼそれと同じ割合で存在している。夫の半数程度は家事や子育

ての時間を増やしたいと思っており、妻は減らしたいと思っている。とくに専業主婦の妻は減らした

いと思っている者の割合が高い。 

 圧倒的に他国と比べると家族の時間が少ないと思われる日本で、夫は家事・子育ての時間を今のま

までよいとするものが半数を占め、一方、多くの負担が偏っていると思われる妻は他国よりも家事や

子育てをする時間を減らしたいとする割合は少ない。また、家事時間の短いフランスで、妻が家事・

育児時間を短くしたいと考えている者の割合が他国よりも高い。どの国も、自国の現状を基準として

考え、また、現状はその国の指向性を示しているので、その国の特徴が希望にも反映されているとも

いえる。 

 日本に再度着目すると、妻が専業主婦にならないと他のカップルと同じ程度の家族の時間が確保で

きない専業主婦と正規雇用の夫のカップルでは、夫が家事や育児の時間を増やしたいとする割合が６

割を超える。アメリカのような家族主義的な志向による性別役割分業は別としても、少なくとも仕事

のための性別役割分業家族は否定される傾向にあるといえる。今後、男性の働き方が柔軟になること

と重なるが、調査では確認されている家族の時間をもとうとするカップルの存在が社会で顕在化して

いくことが、言い換えれば家族を大切にすることを表明することが徐々に社会を変えていくのかもし

れない。 

 
表６－６ 生活時間の希望 

日本(n=205) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 集計対象は12歳以下の子がいるカップル 

 

 

 

（％）

増やした
い

今のまま
でよい

減らした
い

合計
増やした

い
今のまま
でよい

減らした
い

合計

妻正規雇用 61.9 38.1 0.0 100.0 71.4 28.6 0.0 100.0
妻非正規雇用 69.0 31.0 0.0 100.0 67.6 32.4 0.0 100.0
妻無職 62.1 37.9 0.0 100.0 58.6 41.4 0.0 100.0
夫非正規雇用 58.8 41.2 0.0 100.0 61.8 35.3 2.9 100.0
全体 63.9 36.1 0.0 100.0 64.9 34.6 0.5 100.0
妻正規雇用 0.0 57.1 42.9 100.0 7.1 52.4 40.5 100.0
妻非正規雇用 4.2 42.3 53.5 100.0 42.3 46.5 11.3 100.0
妻無職 12.1 44.8 43.1 100.0 29.3 63.8 6.9 100.0
夫非正規雇用 8.8 61.8 29.4 100.0 26.5 50.0 23.5 100.0
全体 6.3 49.3 44.4 100.0 28.8 53.2 18.0 100.0
妻正規雇用 50.0 47.6 2.4 100.0 59.5 33.3 7.1 100.0
妻非正規雇用 40.8 54.9 4.2 100.0 23.9 62.0 14.1 100.0
妻無職 62.1 37.9 0.0 100.0 15.5 62.1 22.4 100.0
夫非正規雇用 55.9 35.3 8.8 100.0 32.4 47.1 20.6 100.0
全体 51.2 45.4 3.4 100.0 30.2 53.7 16.1 100.0
妻正規雇用 7.1 88.1 4.8 100.0 11.9 81.0 7.1 100.0
妻非正規雇用 15.5 69.0 15.5 100.0 5.6 74.6 19.7 100.0
妻無職 29.3 62.1 8.6 100.0 6.9 84.5 8.6 100.0
夫非正規雇用 14.7 73.5 11.8 100.0 8.8 79.4 11.8 100.0
全体 17.6 71.7 10.7 100.0 7.8 79.5 12.7 100.0

睡眠時間

仕事の時間

家事、子育
てをする時
間

地域活動や
ボランティア
活動の時間

夫 妻
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アメリカ(n=202) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 集計対象は12歳以下の子がいるカップル 

 
フランス(n=226) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 集計対象は12歳以下の子がいるカップル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％）

増やした
い

今のまま
でよい

減らした
い

合計
増やした

い
今のまま
でよい

減らした
い

合計

妻正規雇用 74.6 23.7 1.8 100.0 74.6 25.4 0.0 100.0
妻非正規雇用 64.5 35.5 0.0 100.0 61.3 38.7 0.0 100.0
妻無職 62.8 34.9 2.3 100.0 58.1 41.9 0.0 100.0
夫非正規雇用 85.7 14.3 0.0 100.0 92.9 7.1 0.0 100.0
全体 71.3 27.2 1.5 100.0 70.3 29.7 0.0 100.0
妻正規雇用 5.3 48.2 46.5 100.0 6.1 49.1 44.7 100.0
妻非正規雇用 6.5 48.4 45.2 100.0 22.6 58.1 19.4 100.0
妻無職 11.6 51.2 37.2 100.0 16.3 60.5 23.3 100.0
夫非正規雇用 14.3 50.0 35.7 100.0 7.1 57.1 35.7 100.0
全体 7.4 49.0 43.6 100.0 10.9 53.5 35.6 100.0
妻正規雇用 36.8 52.6 10.5 100.0 46.5 43.0 10.5 100.0
妻非正規雇用 22.6 61.3 16.1 100.0 35.5 45.2 19.4 100.0
妻無職 55.8 34.9 9.3 100.0 23.3 58.1 18.6 100.0
夫非正規雇用 28.6 71.4 0.0 100.0 35.7 50.0 14.3 100.0
全体 38.1 51.5 10.4 100.0 39.1 47.0 13.9 100.0
妻正規雇用 14.0 71.9 14.0 100.0 25.4 57.9 16.7 100.0
妻非正規雇用 19.4 77.4 3.2 100.0 12.9 80.6 6.5 100.0
妻無職 27.9 55.8 16.3 100.0 30.2 53.5 16.3 100.0
夫非正規雇用 42.9 50.0 7.1 100.0 42.9 42.9 14.3 100.0
全体 19.8 67.8 12.4 100.0 25.7 59.4 14.9 100.0

睡眠時間

仕事の時間

家事、子育
てをする時
間

地域活動や
ボランティア
活動の時間

夫 妻

（％）

増やした
い

今のまま
でよい

減らした
い

合計
増やした

い
今のまま
でよい

減らした
い

合計

妻正規雇用 56.9 42.4 0.7 100.0 70.8 27.8 1.4 100.0
妻非正規雇用 63.4 36.6 0.0 100.0 70.7 29.3 0.0 100.0
妻無職 68.0 32.0 0.0 100.0 68.0 32.0 0.0 100.0
夫非正規雇用 62.5 37.5 0.0 100.0 81.3 18.8 0.0 100.0
全体 59.7 39.8 0.4 100.0 71.2 27.9 0.9 100.0
妻正規雇用 2.1 55.6 42.4 100.0 2.8 52.1 45.1 100.0
妻非正規雇用 4.9 56.1 39.0 100.0 17.1 53.7 29.3 100.0
妻無職 4.0 36.0 60.0 100.0 28.0 60.0 12.0 100.0
夫非正規雇用 31.3 50.0 18.8 100.0 18.8 43.8 37.5 100.0
全体 4.9 53.1 42.0 100.0 9.3 52.7 38.1 100.0
妻正規雇用 29.2 53.5 17.4 100.0 28.5 36.8 34.7 100.0
妻非正規雇用 36.6 46.3 17.1 100.0 17.1 46.3 36.6 100.0
妻無職 28.0 60.0 12.0 100.0 0.0 44.0 56.0 100.0
夫非正規雇用 18.8 75.0 6.3 100.0 12.5 50.0 37.5 100.0
全体 29.6 54.4 15.9 100.0 22.1 40.3 37.6 100.0
妻正規雇用 13.2 63.2 23.6 100.0 18.1 60.4 21.5 100.0
妻非正規雇用 12.2 65.9 22.0 100.0 14.6 61.0 24.4 100.0
妻無職 20.0 64.0 16.0 100.0 24.0 68.0 8.0 100.0
夫非正規雇用 6.3 81.3 12.5 100.0 25.0 50.0 25.0 100.0
全体 13.3 65.0 21.7 100.0 18.6 60.6 20.8 100.0

睡眠時間

仕事の時間

家事、子育
てをする時
間

地域活動や
ボランティア
活動の時間

夫 妻
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韓国(n=211) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 集計対象は12歳以下の子がいるカップル 

 
＜注＞ 

（１）また、アメリカでは州によって保育サービス費用を税額控除できる制度があるが、ここでの利用割合の低さは、

税額控除については含まれていなかった可能性がある。 

（２）回答者が、育児休業制度の利用として短時間勤務のための利用も含めて回答した可能性もある。 

（３）自分の病気・けがが日本でだけ多くあげられているのは、病気休暇は通常の有給休暇とは分けて回答している

からであると思われる。 
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（％）

増やした
い

今のまま
でよい

減らした
い

合計
増やした

い
今のまま
でよい

減らした
い

合計

妻正規雇用 49.3 44.9 5.8 100.0 52.2 44.9 2.9 100.0
妻非正規雇用 61.5 38.5 0.0 100.0 53.8 38.5 7.7 100.0
妻無職 50.0 41.9 8.1 100.0 34.9 52.3 12.8 100.0
夫非正規雇用 50.0 40.0 10.0 100.0 46.7 53.3 0.0 100.0
全体 51.2 42.2 6.6 100.0 44.5 48.3 7.1 100.0
妻正規雇用 1.4 47.8 50.7 100.0 2.9 59.4 37.7 100.0
妻非正規雇用 0.0 50.0 50.0 100.0 7.7 65.4 26.9 100.0
妻無職 1.2 50.0 48.8 100.0 8.1 47.7 44.2 100.0
夫非正規雇用 6.7 43.3 50.0 100.0 3.3 56.7 40.0 100.0
全体 1.9 48.3 49.8 100.0 5.7 55.0 39.3 100.0
妻正規雇用 29.0 56.5 14.5 100.0 30.4 39.1 30.4 100.0
妻非正規雇用 34.6 53.8 11.5 100.0 19.2 46.2 34.6 100.0
妻無職 38.4 50.0 11.6 100.0 3.5 29.1 67.4 100.0
夫非正規雇用 30.0 60.0 10.0 100.0 16.7 46.7 36.7 100.0
全体 33.6 54.0 12.3 100.0 16.1 37.0 46.9 100.0
妻正規雇用 24.6 69.6 5.8 100.0 24.6 60.9 14.5 100.0
妻非正規雇用 38.5 53.8 7.7 100.0 23.1 69.2 7.7 100.0
妻無職 33.7 58.1 8.1 100.0 36.0 52.3 11.6 100.0
夫非正規雇用 43.3 46.7 10.0 100.0 46.7 36.7 16.7 100.0
全体 32.7 59.7 7.6 100.0 32.2 55.0 12.8 100.0

睡眠時間

仕事の時間

家事、子育
てをする時
間

地域活動や
ボランティア
活動の時間

夫 妻
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要約 

余暇活動の国際比較を通じて、長時間労働によって、日本の余暇活動にさまざまな問題が生じ

ていることが明らかになった。これらの問題は、大きく、次の５点にまとめられる。 

1) 平日に余暇活動がおこなえないために、限られた活動（ほとんどが家族との外出）しか

おこなえず、全般的に活動が低調である。その結果、スポーツや自己啓発など自己充足

的な活動も、社会的ネットワークを構築・維持する活動があまりおこなわれていない。 

2) 余暇活動においても人間関係が核家族内部に閉ざされている。 

3) 余暇活動における夫と妻の同調性が低く、夫と妻が余暇活動を共有することが少ない。 

4) 夫と妻が余暇活動を共有できないのは、長時間労働そのものだけでなく、夫婦の共有時

間がきわめて短くなっているためである。 

5) ボランティア・地域活動など社会的ネットワークを構築・維持する活動がおこなわれて

いないにもかかわらず、その必要性を認識していない。 

これらの問題を解決するためにも、労働時間は、適切な量と時間帯に制限されるべきである。

また、余暇活動の重要性を社会的に認識する必要がある。 

 

１．問題関心 

 ここまでの章でみてきたように、日本や韓国のように「男性稼ぎ主型」の社会システムは男性の長

時間労働と結びつきやすい。平成19年度版『労働経済白書』では、社会生活基本調査データから男性

壮年層における仕事時間の増加傾向が明らかにされていることをふまえて、このような長時間労働に

よって心身の健康を維持することが困難になると指摘している。さらに、ボランティア活動などの社

会参加活動、あるいは友人などとの交際時間が減少するが、職業能力がさまざまな経験の中から高め

られることを考えれば、この現状は憂慮すべきではないかと問題提起している。 

 平成19年度版『労働経済白書』は2001年までの社会生活基本調査データをもちいているが、その後、

2006年に社会生活基本調査が実施された。2001年から2006年の５年間の変化として、連合総研レポー

ト（2008）は自由時間のうち交際の時間に着目して、「男女ともに家族とのコミュニケーションが増加

する一方で、人との交際・付き合いの時間は減少」したことを指摘している(1)。けれども、実は、こ

の傾向は2000年代に入ってから現われたものではない。矢野（1995）は1972年から1991年にかけての

生活時間の変化として、「親類・友人・仕事の同僚と一緒にいる時間」が減少し、「核家族と一緒の時

間および１人でいる孤独の時間」が増えたことを明らかにしている。したがって、人との交際時間が
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減少する傾向は、40年間近く続いているということができるだろう。 

国際比較のデータをみると、仕事などを離れた人との交際が少ないのは、日本社会の特徴であるこ

とがわかる。矢野・連合総研（1998）は、６カ国の生活時間調査データをもちいた分析によって、日

本では「交際・つきあい」が少ないことを指摘している。日本・カナダ・ドイツの３カ国を比較した

水野谷（2005）も、同様な指摘をおこなっている。「世界価値観調査」（199-2002年）のデータをみて

も、他人との付き合いが「ほとんどない」「まったくない」とする比率が15％を超えるのは、日本とメ

キシコの２カ国のみである(2)。 

 余暇活動をおこなう時間は、個人が仕事や家事から離れてリフレッシュするという意味で重要なだ

けではない。人との交際や地域とのかかわりをもつことによって社会的ネットワークを構築・維持す

るという意味でも重要な時間である。また、個人や家族による消費の多くが余暇時間におこなわれる

ことを考えれば、経済学的にも大きな意味をもつ。その意味では、余暇は決して「贅沢」なものでは

ない。むしろ「社会的に必要」な活動といえるだろう。けれども、余暇活動をおこなうか否か、どの

ような余暇活動をおこなうかなどは個人の選択によるためもあって、とくに経済不況の時期は贅沢と

みなされがちである。以上の問題意識から、本章では余暇活動・地域活動に焦点をあてて、分析をお

こなう。 

 

２．年間回数でみた余暇活動の概要 

（１）余暇活動の年間回数 

 調査票では、1)家族で外出、2)友人・知人と外出、食事、3)学習活動・自己啓発、4)スポーツやダ

ンスなど、5)ショッピング・ヘアサロン・エステなど、6)（自宅外での）映画・音楽鑑賞、スポーツ

観戦、7)子どもの学校行事、クラブ活動、8)地域・ボランティア活動、宗教活動、の計８種類の活動

について、その頻度を尋ねている。頻度は次の７つから選択してもらった。 

  1)だいたい毎日（360回） 

  2)週に３～４回程度（180回） 

  3)週に１～２回程度（80回） 

 4)月に２～３回程度（30回） 

  5)月に１回程度（12回） 

  6)年に数回程度（６回） 

  7)ほとんどやっていない（３回） 

 ここでは、それぞれの頻度について年間回数を割り当てて分析をおこなう。割り当てた回数は（ ）

内に示した。 

 

（２）夫たちの余暇活動 

 図７－１は、４カ国の夫の余暇活動の平均年間回数を示したものである(3)。子どもの行事について

は、該当する子どもがいないカップルを除いて平均回数を算出してある。全体として、夫も妻も、日
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本のカップルの余暇活動が低調であることがわかる。もう少し詳しくみてみよう。 

 
図７－１ 国別 夫の余暇活動年間回数 
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 日本の夫についてみると、平均回数が最も多いのは「家族で外出」（年間約60回、以下同様）で、次

いで、スポーツ（34回）＞友人・知人（23回）＞ショッピング（18回）＞自己啓発（16回）＞地域・

ボランティア活動（12回）＞劇場など（11回）＞子どもの行事（９回）の順となっている。家族での

外出が月５回程度、スポーツは月２～３回で、その他の活動は月１回程度かそれ以下となっている。

週休２日のうち１日は必ず家族と外出し、月に１回程度、もう１日の休日に家の外で自分一人または

友人・知人と一緒に、その他の余暇活動をおこなうという感じであろうか。余暇活動をおこなう日が

休日に限られているとすれば、この程度の余暇活動しかできないのだろう。 

 アメリカの夫は、スポーツ（90回）＞家族で外出（80回）＞自己啓発≒子どもの行事（46回）＞友

人・知人（37回）＞地域・ボランティア活動≒劇場≒ショッピング（33～35回）の順である。週に１

～２回は何らかのスポーツをおこない、家族と外出する。週に１回程度は自己啓発をおこなう一方で、

子どもの行事にも参加する。月に３回程度は友人・知人と外出し、月に２～３回の頻度で地域・ボラ

ンティア活動をして、劇場などにも足を運び、ショッピングにも出かけている。 

図からも明らかなように、アメリカの夫は他の３カ国と比較して、余暇活動の頻度が高い傾向があ

る。余暇活動をおこなうのが休日だけに限られていれば、これだけの余暇活動をおこなうことはでき

ないだろう。平日にスポーツをおこなうのはもちろんであるが、やはり平日に子どもの学校行事に参
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加したり、地域・ボランティア活動をおこなったりしていると考えることができる。 

 フランスの夫は、家族で外出（57回）＞スポーツ（54回）＞自己啓発（45回）＞ショッピング≒友

人・知人（29～30回）＞子どもの行事≒劇場（15～16回）＞地域・ボランティア（11回）の順となっ

ている。毎週１～２回は家族と外出しスポーツもおこなっている。また週１回程度は自己啓発をおこ

なっている。月２～３回はショッピングに出かけたり、友人・知人と会う。月に１回、時期によって

は月２回、子どもの行事に参加して、映画館や劇場に足を運ぶ。また、月に１回程度は地域・ボラン

ティア活動をおこなっている。 

 韓国の夫では、スポーツ≒家族で外出（63回）＞友人・知人（43回）＞自己啓発（33回）＞ショッ

ピング≒地域・ボランティア（27～28回）＞劇場（16回）＞子どもの行事（９回）の順である。毎週

１回、週によっては２回のスポーツと家族との外出、週１回は友人・知人と外出し、月２～３回の自

己啓発活動、月２回程度はショッピングと地域・ボランティア活動をおこない、月１～２回は劇場な

どに行くというライフスタイルである。スポーツや自己啓発活動は平日におこなわれることが多いの

かもしれない。 

 ４カ国の夫の余暇活動をまとめておこう。日本は週休２日を利用して週１回は家族との時間を確保

するのが精一杯で、地域や友人・知人など社会的ネットワークを構築・維持する活動はきわめて貧弱

である。また、自己啓発活動や文化的な活動など自己充足につながる活動も少ない。アメリカでは平

日の余暇活動が活発で、家族との時間をもつだけにとどまらない。スポーツや自己啓発など自己充足

につながる活動を平日におこなっているだけでなく、子どもの学校行事や地域・ボランティア活動な

ど社会的ネットワークに関連した活動も平日におこなっている。フランスは、家族との外出以外はそ

れほど活発ではなく、日本とやや似た傾向を示しているが、スポーツや自己啓発、ショッピングなど

自己充足的な活動は日本よりも活発である。これらの活動は平日におこなわれているのかもしれない。

韓国は、アメリカに次いで、さまざまな活動をおこなっているといえるだろう。アメリカとの大きな

違いは、子どもの学校行事などに参加することが少ない点である。韓国の男性は、子どもの教育には

あまり積極的ではないのだろうか。 

 
（３）妻の余暇活動 

 ４カ国の妻の余暇活動の平均年間回数を図７－２に示した。夫と同様に、どの活動についても、日

本の活動回数が最も少なく、アメリカが最も多い傾向が認められる。 
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図７－２ 国別 妻の余暇活動年間回数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 日本の妻は、家族で外出（62回）＞スポーツ≒子どもの行事（26～27回）＞友人・知人≒ショッピ

ング（21～22回）＞自己啓発（17回）＞劇場≒地域・ボランティア（10回）の順となっている。週１

回は必ず、週によっては２回、家族と外出する。月２回程度スポーツをおこない、子どもの行事に参

加する。さらに月２回程度、友人・知人に会ったりショッピングに行ったりする。自己啓発は月に１

～２回、映画館や地域・ボランティア活動は月に１回あるかないかである。夫と比較すれば活発な余

暇活動といえるだろう。日本の妻ではパートなどが多いことから、余暇活動に平日が利用できるため

だと考えられる。 

 アメリカでは、スポーツ（91回）＞子どもの行事（79回）＞家族で外出（62回）＞自己啓発（53回）

＞ショッピング（49回）＞友人・知人（39回）＞劇場≒地域・ボランティア（35回）である。家族が

揃う必要がある「家族で外出」よりも、一人でもおこなえるスポーツが週２回と多くなっている。ま

た、子どもの学校行事なども週２回程度は参加しているようである。月３回のペースを下回る余暇活

動はなく、さまざまな活動を活発におこなっていることがわかる。 

 フランスは、自己啓発≒家族で外出（70回）＞ショッピング（52回）＞スポーツ（54回）＞子ども

の行事≒友人・知人（27～28回）＞劇場（15回）＞地域・ボランティア（11回）の順となっている。

家族での外出が多く、同時に自己啓発やショッピング、スポーツなども週１～２回のペースでおこな

っている。子どもの行事と友人・知人は月２回程度、月１回程度は映画館や劇場に行き、地域・ボラ

ンティア活動にも参加している。 

 韓国では、家族との外出（70回）＞スポーツ（50回）＞自己啓発≒友人・知人≒地域・ボランティ
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ア≒ショッピング（31～34回）＞劇場≒子どもの行事（15回）である。家族での外出はフランスと同

程度で週に１～２回、週に１回はスポーツをおこなっている。韓国の妻の特徴は、４つの活動を月に

２～３回おこなっている点にある。映画館などや子どもの行事にも月１回は足を運んでいる。 

 以上をまとめておこう。日本の妻は、家族との外出以外の活動を、ほぼ月に１～２回程度おこなっ

ているが、スポーツと子どもの行事が中心的で、これらの活動が社会的ネットワークにも関連してい

ると考えられる。アメリカは、夫と同様に、多様な活動を活発におこなっている。フランスでは、家

族との外出と並んで自己啓発やスポーツ・ショッピングなど自己充足的な活動が多く、月２回程度は

社会的ネットワークに参加している。韓国の妻は、家族との外出の他に、自己充足的な活動と社会的

ネットワークにかかわる活動をおこなっている。とくに地域・ボランティア活動ではアメリカに並ぶ

頻度を示しており、着目される。 

 
（４）夫と妻の余暇活動の違い 

 ここまでみてきたように、余暇活動の活発さや最も頻度の高い活動の種類は国によって異なる。こ

こでは、各活動を夫と妻のどちらが、より高い頻度でおこなっているかをみておくことにしたい。夫

と妻の活動頻度が近似していれば、余暇活動のありかたが近似していることになる。逆に、活動頻度

が大きく異なっていれば、余暇活動における夫と妻の役割分担が行っていることになる。 

 まず、国ごとに差が最大の活動と最小の活動をみておこう。日本では最大が子どもの行事で16回ほ

ど妻のほうが多く、最小は自己啓発活動で0.6回妻のほうが多い。アメリカの最大も日本と同様に子ど

もの行事で33回妻が多く、最小はスポーツで０回である。フランスは最大が自己啓発活動で妻が25回

多く、最小は地域・ボランティアで0.1回妻が多い。韓国では最大がスポーツで夫のほうが14回多く、

最小は劇場で0.4回夫のほうが多くなっている。どちらかといえば、アメリカとフランスでは差の大き

な活動があるのに対して、日本と韓国では夫と妻の余暇活動のありかたが近いといえるだろう。 

活動別にみてみよう。家族との外出は、４カ国とも夫＜妻となっている（最大がフランスの11回、

最小が日本の２回）。友人・知人は、アメリカを除いて夫＞妻となる（最大が韓国の10回、最小が日本

の１回、アメリカは２回の差で夫が多い）。自己啓発は、どの国でも夫＜妻で妻のほうが高い（最大は

フランスの25回、最小は日本の0.6回）。逆にスポーツは夫＞妻である。ショッピングは夫＜妻、劇場

はアメリカ以外で夫＞妻、子どもの行事はどの国でも夫＜妻、地域・ボランティア活動は日本以外の

３カ国で夫＜妻となっている。 

 全体的にみれば、家族と子どもおよび自己啓発・ショッピングは夫よりも妻の頻度が高く、スポー

ツは夫、友人・知人や劇場などは夫（アメリカを除く）、地域・ボランティア活動は妻（日本を除く）、

という分担になっているということができる。 

 

３．余暇活動の相互関係 

（１）本人の余暇活動間の関係 

 ここでは、相関係数をもちいて、夫と妻のそれぞれについて、各余暇活動の相互関係をみていくこ
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とにしたい。ある活動と、他の何らかの活動との相関係数が高ければ、その２つの活動は同一人物に

よっておこなわれている確率が高いことになる。相関係数が低ければ、逆に、それらの活動が同一人

物によっておこなわれる確率が低くなる。したがって、どのような余暇活動が組み合わせておこなわ

れることが多くなっているか、すなわち、余暇活動の組み合わせパターンをみることになる。 

 
表７－１ 国別 夫の余暇活動の相関係数 

日本 家族で外出 友人・知人 自己啓発 スポーツ ショッピング 劇場 子ども行事 ボランティア
家族で外出 1.00 0.06 0.19** 0.16** 0.43** 0.18** 0.12 0.16**
友人・知人 － 1.00 0.11* 0.19** 0.02 0.20** 0.10 0.10*
自己啓発 － － 1.00 0.21** 0.16** 0.26** 0.17* 0.22**
スポーツ － － － 1.00 0.12* 0.16** 0.08 0.12*
ショッピング － － － － 1.00 0.20** 0.03 0.20**
劇場 － － － － － 1.00 0.36** 0.25**
子ども行事 － － － － － － 1.00 0.23**
ボランティア － － － － － － － 1.00

アメリカ 家族で外出 友人・知人 自己啓発 スポーツ ショッピング 劇場 子ども行事 ボランティア
家族で外出 1.00 0.52** 0.27** 0.21** 0.41** 0.35** 0.40** 0.27**
友人・知人 － 1.00 0.28** 0.23** 0.61** 0.59** 0.38** 0.28**
自己啓発 － － 1.00 0.27** 0.33** 0.28** 0.32** 0.32**
スポーツ － － － 1.00 0.34** 0.25** 0.22** 0.16**
ショッピング － － － － 1.00 0.54** 0.35** 0.38**
劇場 － － － － － 1.00 0.46** 0.25**
子ども行事 － － － － － － 1.00 0.37**
ボランティア － － － － － － － 1.00

フランス 家族で外出 友人・知人 自己啓発 スポーツ ショッピング 劇場 子ども行事 ボランティア
家族で外出 1.00 0.40** 0.20** 0.03 0.15** 0.27** 0.20** 0.14**
友人・知人 － 1.00 0.05 0.05 0.03 0.48** 0.04 0.21**
自己啓発 － － 1.00 0.17** 0.07 0.12* 0.10 0.12*
スポーツ － － － 1.00 0.05 0.18** 0.04 0.09
ショッピング － － － － 1.00 0.14** 0.08 0.05
劇場 － － － － － 1.00 0.17** 0.44**
子ども行事 － － － － － － 1.00 0.09
ボランティア － － － － － － － 1.00

韓国 家族で外出 友人・知人 自己啓発 スポーツ ショッピング 劇場 子ども行事 ボランティア
家族で外出 1.00 0.07 0.11* 0.11* 0.32** 0.09 0.13 -0.00
友人・知人 － 1.00 -0.02 -0.05 0.09 0.08 0.17** -0.03
自己啓発 － － 1.00 0.28** 0.17** 0.22** 0.21** 0.26**
スポーツ － － － 1.00 0.24** 0.16** 0.11 0.08
ショッピング － － － － 1.00 0.49** 0.46** 0.14**
劇場 － － － － － 1.00 0.34** 0.17**
子ども行事 － － － － － － 1.00 0.12
ボランティア － － － － － － － 1.00

*：p<0.05　　**：p<0.01

 

 表７－１には夫の余暇活動の相関係数、表７－２には妻の余暇活動の相関係数を示してある。８種

類の余暇活動について、２種類ずつの相関係数をみるから、相関係数は28あることになる(4)。 

 まず夫についてみていこう。統計的に有意な相関係数の数は、アメリカ28＞日本22＞韓国16＞フラ

ンス15となっている。アメリカや日本では、何らかの余暇活動をおこなう人は、他の余暇活動もおこ

なうことが多いのに対して、フランスや韓国では余暇活動が選択的におこなわれているようである。

アメリカや日本の夫は余暇活動全般が活発な人と活発でない人とに分けられ、フランスや韓国の夫は

スポーツに熱心な人／自己啓発に熱心な人などに分けられるということができるだろう。ただし、日

本とアメリカでは、相関係数の値がかなり異なり、アメリカのほうが全体的に高い傾向にある。 

 日本の夫では、家族との外出とショッピングとの相関が0.43と高い。外出が買い物を兼ねているの

かもしれない。その一方で、家族との外出と友人・知人はほとんど無関係である。相関係数が負では

ないので、家族と外出すると友人・知人と会うことができないというわけではないが、この点はアメ

－139－



リカやフランスとは明らかに異なっている。次に高いのは子どもの行事と映画館・劇場（0.36）で、

子どもの学校行事などに熱心な父親が、子供向け映画などに子どもを連れて行っていることがうかが

える。また、映画館や劇場に行く頻度やボランティア・地域活動の頻度が高いと、その他の活動も多

くなる傾向が認められる。とくにボランティア・地域活動で、その傾向が顕著である。ボランティア・

地域活動を熱心におこなう日本の夫は、他の活動も熱心におこなっているようである。 

 アメリカでは、すべての相関係数が統計的に有意であり、値も高くなっている。とくに高いのは、

ショッピングと友人・知人（0.61）、映画館・劇場と友人・知人（0.59）、ショッピングと映画館・劇

場（0.54）、家族との外出と友人・知人（0.52）などである。街に出ることが多ければ友人・知人との

外出も多く、家族と外出することが多ければ友人・知人との外出も多いようである。ショッピングと

映画館・劇場の２つの側面から、外出を楽しんでいるとみることができる。 

 一方、フランスでは、友人・知人と映画館・劇場（0.48）、映画館・劇場とボランティア（0.44）、

家族との外出と友人・知人（0.40）などの相関係数が高い。アメリカと同様、街に出ることが多けれ

ば友人・知人との外出も多くなっているが、この場合、街に出る目的はショッピングというよりも映

画館・劇場のほうが大きいようである。日本やアメリカとは違い、ボランティア・地域活動が活発で

あれば、その他の活動も満遍なく活発だというわけではない。ボランティア・地域活動と映画館・劇

場が関連している点が、フランスの夫の特徴だといえるだろう。 

 韓国では、ショッピングと映画館・劇場（0.49）、ショッピングと子どもの行事（0.46）、家族との

外出とショッピング（0.32）などの相関係数が高い。街に出ることが多い人は、ショッピングも映画・

劇場も楽しんでいる。家族との外出が買い物を兼ねている点は、日本と共通であるが、子どもの学校

行事などに参加する夫がショッピング好きであることは、韓国の特徴であるといえる。また、ボラン

ティア・地域活動に熱心なのは、さまざまな活動をおこなっている人ではなく、自己啓発に熱心な人

である点も着目される。 

 次に、妻についてみていきたい。統計的に有意な相関係数の数は、アメリカ（28）＞韓国（17）＞

日本＝フランス（15）となっている。アメリカの妻は、夫と同様に、何らかの余暇活動に熱心であれ

ば他の活動も活発におこなっていることがわかる。日本の妻は、夫と異なって、特定の余暇活動に集

中する傾向にあるようである。 

 国ごとの特徴はどのようになっているだろうか。日本では、子どもの学校行事とボランティア・地

域活動（0.53）、自己啓発とスポーツ（0.34）、友人・知人と映画館・劇場（0.29）、ショッピングと映

画館・劇場（0.27）、家族での外出とショッピング（0.27）などが高くなっている。ボランティア・地

域活動は、子どもが地域の学校に通学している期間に、そのつながりからおこなわれることが多いよ

うである。また、自己啓発に熱心であるほどスポーツをおこなっていると考えられる。また、家族と

の外出が買い物を兼ねている点は夫と共通する。 

 アメリカの妻は、夫と同じく、すべての相関係数が統計的に有意となっているが、その値は夫より

も低い傾向にある。とくに高いのは、友人・知人と映画館・劇場（0.65）、ショッピングと映画館・劇

場（0.49）、家族との外出と友人・知人（0.46）などである。アメリカの場合、夫も妻も家族との外出
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が多いと友人・知人と会うことも多くなっており、家族ぐるみの交際が盛んであることがうかがわれ

る。また、ボランティア・地域活動に熱心な人は、総じて他の活動も多くなっている。 

 フランスでは、家族との外出と友人・知人（0.34）、友人・知人と劇場（0.23）、スポーツと映画館・

劇場（0.24）などが高い傾向にある。アメリカと同じように、フランスでも家族ぐるみの交際が多い

のであろう。また、夫とは異なり、とくにボランティア・地域活動と相関の高い余暇活動はないよう

である。 

 韓国の妻では、子どもの学校行事と映画館・劇場（0.43）、スポーツと自己啓発（0.33）、家族での

外出とショッピング（0.33）、友人・知人と映画館・劇場（0.33）、映画館・劇場とショッピング（0.32）

などの相関係数が高くなっている。教育熱心な母親が子どもを連れて映画館や劇場に行くのだろうか。

自己啓発に熱心な妻がスポーツをすることが多いのは日本の妻と共通する。また、すでに指摘したよ

うに、日本と韓国では、家族での外出が買い物を兼ねることが多いと考えられる。また、韓国の妻は、

夫とは異なり、家族との外出と友人・知人が0.24で有意となっている。妻と子どもで友人の家を訪ね

たりしているのかもしれない。 

 夫も妻も、日本では、他の３カ国と比較すると、家族との外出と友人・知人に会う機会とは関連が

薄い(5)。家族との外出といっても、家族だけで買い物をすることが多いのだろう。アメリカやフラン

ス、あるいは韓国の妻のように、家族ぐるみの交際をおこなう機会が多ければ、より豊かな人間関係

が結べるのではないだろうか。 

 
表７－２ 国別 妻の余暇活動の相関係数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本 家族で外出 友人・知人 自己啓発 スポーツ ショッピング 劇場 子ども行事 ボランティア
家族で外出 1.00 0.12* 0.00 0.08 0.27** 0.15** 0.20** 0.06
友人・知人 － 1.00 0.13** 0.07 0.22** 0.29** 0.03 0.11*
自己啓発 － － 1.00 0.34** 0.11* 0.14** 0.05 0.09
スポーツ － － － 1.00 0.14** 0.12* 0.08 0.00
ショッピング － － － － 1.00 0.27** 0.06 0.08
劇場 － － － － － 1.00 0.07 0.04
子ども行事 － － － － － － 1.00 0.53**
ボランティア － － － － － － － 1.00

アメリカ 家族で外出 友人・知人 自己啓発 スポーツ ショッピング 劇場 子ども行事 ボランティア
家族で外出 1.00 0.46** 0.17** 0.14** 0.29** 0.30** 0.18** 0.32**
友人・知人 － 1.00 0.30** 0.18** 0.40** 0.65** 0.13* 0.35**
自己啓発 － － 1.00 0.14** 0.20** 0.28** 0.30** 0.32**
スポーツ － － － 1.00 0.22** 0.22** 0.21** 0.14**
ショッピング － － － － 1.00 0.49** 0.14* 0.27**
劇場 － － － － － 1.00 0.25** 0.41**
子ども行事 － － － － － － 1.00 0.36**
ボランティア － － － － － － － 1.00

フランス 家族で外出 友人・知人 自己啓発 スポーツ ショッピング 劇場 子ども行事 ボランティア
家族で外出 1.00 0.34** 0.13** 0.04 0.15** 0.12* 0.09 0.17**
友人・知人 － 1.00 0.08 0.10* 0.11* 0.23** 0.08 0.11*
自己啓発 － － 1.00 0.09 0.09 0.04 0.18** 0.11*
スポーツ － － － 1.00 0.08 0.24** -0.03 0.08
ショッピング － － － － 1.00 0.08 0.08 0.02
劇場 － － － － － 1.00 0.14* 0.10*
子ども行事 － － － － － － 1.00 0.12*
ボランティア － － － － － － － 1.00

韓国 家族で外出 友人・知人 自己啓発 スポーツ ショッピング 劇場 子ども行事 ボランティア
家族で外出 1.00 0.24** 0.11* 0.03 0.33** 0.20** 0.08 0.06
友人・知人 － 1.00 0.19** 0.11* 0.18** 0.33** 0.13* -0.05
自己啓発 － － 1.00 0.33** 0.11* 0.19** 0.04 0.09
スポーツ － － － 1.00 0.19** 0.08 0.11 0.04
ショッピング － － － － 1.00 0.32** 0.21** 0.16**
劇場 － － － － － 1.00 0.43** 0.02
子ども行事 － － － － － － 1.00 0.03
ボランティア － － － － － － － 1.00

*：p<0.05　　**：p<0.01
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（２）夫と妻の余暇活動間の関係 

 ここでは、前節と同様に相関係数をもちいて、夫の余暇活動と妻の余暇活動との関係をみていく。

夫の余暇活動と妻の余暇活動の頻度が強く関連していれば、たとえば夫の何らかの余暇活動が妻の余

暇活動を促進しているならば、相関係数は高い値になる。余暇活動は８種類あるので、表７－３には、

８×８＝64の相関係数を国別に示してある(6)。網掛けになっている対角線上の相関係数は、夫と妻の

同じ活動の関係をみたものであり、この相関係数が高ければ、カップルの同調性が高いということが

できるだろう。 

 統計的に有意な相関係数の数は、アメリカ（64）＞韓国（28）＞フランス（27）＞日本（20）とな

っている。夫も妻も多様な余暇活動を活発におこなっているアメリカでは、互いの余暇活動が刺激と

なって、さらに余暇活動をおこなうよう傾向があると考えられる。それに対して日本では、互いの余

暇活動が刺激となることは少ない。たとえば夫と妻のスポーツの相関係数は0.06ときわめて小さく、

統計的にも有意ではない。夫がスポーツをしていても、それが妻のスポーツを促進することはなく、

妻のスポーツも夫のスポーツを促進することはないということがわかる。同様に、映画館・劇場も有

意ではない。 

 もう少し詳しく、対角線上の相関係数を検討していこう。家族での外出は、当然のことながら、ど

の国でも同調性が高い。友人・知人は、アメリカが非常に高く、次いでフランスと日本、韓国となっ

ている。アメリカでは家族ぐるみの交際が盛んなため同調性が高くなっていると考えられる。一方、

韓国では、友人との交際は、夫と妻それぞれが別個におこなっているのかもしれない。夫が友人と頻

繁に会うからといって、妻が自分の友人と会う機会を増やすわけではないようである。 

 自己啓発はアメリカとフランスがやや高く、日本と韓国で低めになっている。スポーツは日本以外

の３カ国では有意で、とくにアメリカで高い。一緒にジョギングなどをしているのだろうか。ショッ

ピングはどの国でも同調性が高い。 

映画館・劇場は、日本のみ有意ではない。図７－１および図７－２で示したように、映画館・劇場

の年間平均回数は、日本とフランス・韓国で、それほど大きな違いがあるわけではない。けれども、

その内実は、はっきりと異なっている。日本の相関係数の低さは、夫または妻のどちらかが頻繁に映

画館や劇場に足を運ぶとしても、もう一人が同行することがほとんどないことを意味している。これ

では、その映画や芝居についての話題を共有することもできない。家庭の外での時間を共有できない

だけでなく、家庭の中での時間も共有できなくなってしまう。ただし、夫が子どもの学校行事に参加

する頻度が高い場合は、妻の映画館・劇場との相関係数がある程度高いことから、映画館・劇場に家

族で出かけることが多いことも考えられる。 

子どもの学校行事も、有意ではあるが、日本が最も低い。ボランティア・地域活動は、４カ国とも

0.4～0.5の相関係数であり、日本でもカップルの同調性が高い活動であるといえる。ボランティアや

地域活動は、カップルがともに活動することによって、家族そのものが社会的ネットワークに組み込

まれる効果をもつのではないだろうか。 

ボランティア・地域活動を除くと、日本のカップルの余暇活動は他の３カ国と比較して、全体とし
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て同調性が低いという特徴がある。その一因として、カップルがともに過ごす時間の少なさがあげら

れる。平日について、帰宅時刻（カップルのうち遅い帰宅時刻）から翌朝家を出る時刻（カップルの

うち早い出発時刻）を計算したところ、日本が最も短かった。日本（10時間43分）＜韓国（11時間７

分）＜フランス（11時間42分）＜アメリカ（12時間）である。この時間には睡眠時間や入浴なども含

まれるから、日本のカップルが一緒に過ごす時間は、さらに短くなる。余暇活動について夫婦の同調

性よりも親子の同調性を優先する価値観があるのかもしれないが、カップルが日常的に共有する時間

そのものの短さも指摘しておくべきだろう。 

山口（2007）は、家計経済研究所の『消費生活に関するパネル調査』データをもちいて、妻の夫婦

関係満足度とワーク・ライフ・バランスとの関係を明らかにしている。夫婦関係満足度は、夫の経済

状態だけでなく、平日に会話時間をもつこと、夫が育児を負担すること、平日の「食事」と「くつろ

ぎ」、休日の「くつろぎ」「家事・育児」「趣味・娯楽・スポーツ」などの｢主要生活活動｣を共有するこ

とによって高められるという。 

この結果をふまえて、山口は、日本の夫婦の平日の会話時間を増加させ、主要生活活動を共有する

ためには、とくに男性の働きかたを変革する必要があると主張している。私たちの国際比較データか

らも、同様の示唆が得られるだけでなく、その必要性がきわめて喫緊の課題であるということができ

るだろう。 

 
表７－３ 国別 カップルの余暇活動の相関係数 

 

 

 

日本
夫／妻 家族で外出 友人・知人 自己啓発 スポーツ ショッピング 劇場 子ども行事 ボランティア
家族で外出 0.57** 0.07 0.04 0.04 0.25** 0.05 0.07 0.08
友人・知人 0.04 0.31** 0.20** 0.07 0.10* 0.08 -0.05 0.10*
自己啓発 0.01 0.11* 0.18** 0.12* 0.05 0.02 0.08 0.17
スポーツ 0.01 0.04 0.04 0.06 -0.01 0.02 -0.01 0.05
ショッピング 0.21** 0.07 -0.00 -0.04 0.42** 0.10* -0.03 0.06
劇場 0.03 0.11* 0.06 0.02 0.11* 0.14 0.01 0.10*
子ども行事 0.02 0.10 0.03 0.08 0.02 0.28** 0.25** 0.13
ボランティア 0.02 0.04 0.11* 0.11* 0.05 0.01 0.04 0.41**

アメリカ
夫／妻 家族で外出 友人・知人 自己啓発 スポーツ ショッピング 劇場 子ども行事 ボランティア
家族で外出 0.67** 0.47** 0.16** 0.11* 0.24** 0.31** 0.15* 0.22**
友人・知人 0.38** 0.76** 0.21** 0.18** 0.38** 0.54** 0.15* 0.31**
自己啓発 0.22** 0.29** 0.40** 0.23** 0.23** 0.31** 0.17** 0.28**
スポーツ 0.14** 0.22** 0.19** 0.53** 0.23** 0.28** 0.20** 0.11*
ショッピング 0.35** 0.58** 0.28** 0.17** 0.52** 0.59** 0.16* 0.39**
劇場 0.24** 0.53** 0.28** 0.22** 0.43** 0.69** 0.28** 0.31**
子ども行事 0.31** 0.38** 0.27** 0.14* 0.29** 0.41** 0.47** 0.35**
ボランティア 0.19** 0.26** 0.16** 0.14** 0.30** 0.32** 0.14* 0.50**

フランス
夫／妻 家族で外出 友人・知人 自己啓発 スポーツ ショッピング 劇場 子ども行事 ボランティア
家族で外出 0.60** 0.17** 0.08 0.06 0.07 0.23** 0.11* 0.03
友人・知人 0.24** 0.34** 0.02 0.13* 0.08 0.32** -0.02 0.07
自己啓発 0.12* 0.06 0.38** 0.21** -0.03 0.07 0.03 0.13**
スポーツ 0.03 0.22** 0.02 0.20** -0.05 0.07 -0.05 0.02
ショッピング 0.10* 0.05 0.01 0.09 0.41** 0.14 0.04 -0.03
劇場 0.18** 0.30** -0.04 0.24** 0.06 0.63** 0.04 0.17
子ども行事 0.06 0.05 0.05 0.05 0.09 0.04 0.39** 0.15*
ボランティア 0.17** 0.18** 0.07 0.15** 0.04 0.34** 0.02 0.48**

韓国
夫／妻 家族で外出 友人・知人 自己啓発 スポーツ ショッピング 劇場 子ども行事 ボランティア
家族で外出 0.61** 0.12* 0.07 0.06 0.35** 0.13* 0.18** 0.05
友人・知人 0.06 0.17** 0.02 -0.04 0.09 0.14** 0.08 -0.11*
自己啓発 0.06 0.11* 0.19** 0.11* 0.06 0.05 0.16* 0.17**
スポーツ 0.05 0.05 0.09 0.27** 0.13* -0.01 0.06 0.11*
ショッピング 0.27** 0.06 0.00 0.06 0.47** 0.18** 0.19** 0.10
劇場 0.10 0.15** 0.03 0.02 0.08 0.44** 0.15* -0.01
子ども行事 0.04 0.12 0.03 0.14* 0.32** 0.54** 0.36** 0.01
ボランティア 0.04 0.03 -0.01 -0.02 0.04 -0.00 0.02 0.45**

*：p<0.05　　**：p<0.01
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４．余暇活動と労働時間の関係 

 ここまでみてきたように、日本の余暇活動は、個人として低調なだけでなく、カップルとしても同

調性が低いという特徴をもつ。生活時間の国際比較をおこなった先行研究でも、日本の余暇活動が「豊

かさ」とは、ほど遠いことが繰り返し指摘されてきた。そのおもな原因として、常にあげられている

のが労働時間の長さである。 

 １日24時間という限定された時間資源のもとで、労働時間が長くなれば、それ以外の用途に使える

時間は短くなる。これは当然のことであるが、今回の私たちの調査データによって初めて、日本と同

様に労働時間の長い韓国において、余暇活動の構造が異なることが明らかになった(7)。このことから、

労働時間の影響も、国によって異なることが予測される。 

 本節では、余暇活動と労働時間の関係に焦点をあてて分析をおこなう。余暇活動の指標としては、

ここまでもちいてきた８種類の余暇活動のうち、家族との外出と子どもの学校行事の２種類の活動を

除いて、６種類の活動の年間活動回数を合計したものをもちいる。これは、家族との外出は休日にお

こなわれることが多く、また大半の人が行っており、平日の労働時間との関連性が薄いためである。

また子どもの学校行事は、該当する子どもがいないカップルが相当程度あるため、除外するほうが適

切であると判断した。 

この余暇活動頻度を従属変数として、重回帰分析をおこなう。独立変数としては、性別（男性ダミ

ー）、学歴（四大以上ダミー）、年齢、実労働時間Ⅰ（平日の勤務先での労働時間）、通勤など時間（家

を出てから帰宅するまでの時間から実労働時間を減じた時間）、平日の家事時間、平日の余暇時間をも

ちいる。通勤など時間には、通勤時間のほか、勤務先での休憩時間や始終業前後の時間、仕事帰りの

寄り道の時間が含まれている。 

表７－４に分析結果を示した。余暇頻度の規定要因は国によって異なっている。このモデルのあて

はまりが最もよいのはアメリカで、次いで韓国、日本となっており、フランスのあてはまりが最も低

い(8)。 

 
表７－４ 年間余暇頻度の重回帰分析 

 日本 アメリカ フランス 韓国
β β β β

性別 男性ダミー 0.128** 0.022 -0.028 0.100*
学歴 四大以上ダミー 0.084* 0.159*** 0.061+ 0.114**

年齢 -0.017 -0.170*** -0.003 0.085*
実労働時間Ⅰ -0.104* -0.073+ -0.035 -0.101+
通勤など時間 0.095* 0.058 0.011 0.057
家事時間（平日） 0.119* 0.125** 0.117** 0.071
余暇時間（平日） 0.103** 0.017 -0.004 0.143***

R２乗 0.039 0.083 0.022 0.072
F値 4.757*** 10.222*** 2.645* 8.767***
N 836 800 824 800

 ***:p<0.001  **:p<0.01  *:p<0.05  +:p<0.1
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第７章 余暇活動の国際比較 

４カ国に共通して有意な独立変数は、実は、学歴のみである。いずれの国でも四大卒者で余暇活動

頻度が高くなっている。他の独立変数は、国によって有意であったり、有意でなかったりしている。

これは、余暇活動のありかたが、時間制約だけでなく、文化的要因によって強く規定されていること

を示唆している。 

 日本では、年齢以外の独立変数がすべて有意である。実労働時間が長いほど余暇活動頻度は低くな

る。逆に、通勤など時間や平日の家事時間、平日の余暇時間が長いほど、余暇活動頻度が高くなって

いる。うえでもふれたように、通勤など時間には帰宅途中の寄り道時間も含まれていることから、日

本では帰宅途中に余暇活動がおこなわれていると考えることができる。また、平日の余暇時間が長け

れば年間の余暇活動頻度が高くなっている。 

 アメリカでは、日本とは異なり、年齢が有意になっており、年齢とともに余暇活動が減少する傾向

が認められる。平日の余暇時間は有意ではない。余暇時間があるから余暇活動をするのではなく、日

常生活に余暇活動が組み込まれているのであろう。 

 フランスでは、学歴以外の変数では平日の家事時間のみが有意となっている。労働時間も余暇時間

も関係がない。どのような働きかたをしていても、余暇活動をする人はするし、しない人はしないと

いうのが、フランスなのかもしれない。フランスでは、時間制約というよりも、文化的な要因によっ

て、余暇活動のありかたが規定されているのだろう。 

 韓国では、日本と同様に、平日の余暇時間が重要な要因となっている。また、アメリカとは逆に、

年齢があがるほど余暇活動頻度が高くなっている。一定の年齢になってから、スポーツなどに熱心に

なるのだろうか。 

 以上、駆け足ではあるが、余暇活動と労働時間との関係をみた。矢野（1995）および矢野（1998）

は、生活全体のゆとりのためには平日のゆとりが重要であることを、繰り返し指摘している。たとえ

週休２日が普及したとしても「日常的に友だちと音楽についての会話を楽しむ交際がなくて、週休２

日になってから急にコンサートに出かけるだろうか。平日に地域社会の会合や交際がなくして、土・

日のつきあいができるだろうか」と問題提起している。週休２日制が平日の労働時間をむしろ長時間

化したことは、その後、明らかにされているが、そのために平日のゆとりがさらに失われ、欧米の豊

かなライフスタイルとは大きくかけはなれた余暇活動の現状になっていることが確認されたといえよ

う。 

 
５.地域活動やボランティア活動を増やしたい人 

 調査では、睡眠時間・仕事時間・家事子育ての時間・地域活動やボランティア活動の時間、の４つ

について、今後、増やしたい／いまのままでよい／減らしたい、の３つの選択肢から回答してもらっ

ている。本節では、この設問に対する回答をもちいて、社会的ネットワークにかかわる地域活動やボ

ランティア活動を増やしたいと考えている人々に焦点をあてる。 
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図７－３ ボランティア・地域活動を「増やしたい」比率 
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 図７－３に「増やしたい」と選択した比率を、国別・性別に示した。日本の女性が最も低く、韓国

の女性が最も高い、日本以外の３カ国では、いずれも、夫よりも妻のほうが増やしたいとする比率が

高いのに対して、日本では妻のほうが低くなっている点が特徴的である。さきにみた図７－１と図７

－２では、現在のボランティア・地域活動の頻度は、日本とフランスで、ほぼ近い数値になっていた。

日仏の夫の意向は類似しているが、妻の意向はフランスで増やしたいが明らかに高く、２倍以上とな

っている。 

 ３．（１）でも少しふれたが、日本の妻のボランティア・地域活動は子どもの学校行事との相関が高

い。これらの活動は、ＰＴＡなど子どもが地域の学校に通学しているときに「お付き合い」で引き受

けざるを得ない｢仕事｣として、認識されることが多いのではないだろうか。そのために、このような

意向になっていると考えられる。 

 「増やしたい」と回答しているのは、どのような人であるのかを明らかにするために、２項ロジス

ティック回帰分析をおこなった(9)。独立変数は、性別（男性ダミー）、学歴（四大卒以上ダミー）、年

齢、子育て観（「子育てを通じて自分の友人が増える」のリバース）、家事育児志向（今後「家事や育

児の時間を増やしたい」のリバース）、精神的安定（「落ち込んで、ゆううつな気分であったこと」リ

バース）、現在の地域活動（ボランティア・地域活動の年間回数）、の７つを投入した。結果を表７－

５に示した。 
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第７章 余暇活動の国際比較 

表７－５ ボランティア・地域活動を増やしたい人 

B Exp(B) B Exp(B) B Exp(B) B Exp(B)
性別 男性ダミー 0.457 1.579+ -0.219 0.803 -0.484 0.616* -0.143 0.867
学歴 四大以上ダミー 0.502 1.652* 0.160 1.1173 0.356 1.427+ 0.325 1.384*

年齢 0.017 1.017 0.009 1.009 0.034 1.034* 0.034 1.035**
子育て観 0.366 1.441** 0.202 1.223* -0.077 0.926 0.136 1.146+
家事育児志向 0.896 2.451*** 0.851 2.343*** 0.237 1.267+ 0.135 1.145
精神的安定 0.252 1.287* 0.121 1.128 0.357 1.428*** 0.124 1.132
現在の地域活動 0.009 1.009*** 0.004 1.004*** 0.001 1.001 0.002 1.002

定数 -7.275 0.001*** -4.822 0.008*** -3.665 0.026*** -3.175 0.042***
Cox&Snell R２乗
Nerderkerke R2乗

  ***:p<0.001  **:p<0.01  *:p<0.05  +:p<0.1
0.067

0.029
0.040

0.080
0.149

0.078
0.121

0.041

日本 アメリカ フランス 韓国

 

 日本では年齢以外のすべての独立変数が統計的に有意である。図７－３からもわかるように、男性

のほうがややその傾向は強いが、高等教育を受けていて、子育てを通じて友人が増えると考えていて、

これから家事や育児の時間を増やしていきたいと思い、精神的に安定している人が、社会的ネットワ

ークにかかわる活動を増やす意向を持っている。また、現在もある程度の活動をしている人のほうが

増やす意向をもつようである。 

 アメリカでは、子育て観と家事育児志向、現在の地域活動が統計的に有意である。性別や学歴、精

神的安定は有意ではない。個人の属性的な要因というよりも、友人関係などの社会関係によって意向

が左右されている可能性が考えられる。 

 フランスでは性別、子育て観以外の独立変数が統計的に有意となっている。日本とは逆に女性のほ

うが強い意向をもち、また年齢が高まるにつれて意向が強くなる傾向にある。精神的安定も重要な要

因となっている。 

 韓国では、学歴と年齢、子育て観が有意である。家事育児志向や精神的安定は有意ではない。属性

が重要であることから、これらの活動における社会的役割が期待されている人が、増やしたいと考え

ているのだろうか。あるいは宗教などとの関連を考慮すべきかもしれない。 

 

６.まとめにかえて 

 以上、余暇活動の構造について、４カ国の比較をおこなってきた。日本の余暇活動は全般的に低調

で、週休２日を利用した家族との外出を中心とした活動となっている。この外出は買い物を兼ねるこ

とが多いようである。多様な活動を活発におこなっているアメリカと比較することによって、平日の

余暇活動の有無が、ライフスタイルを大きく変えることがわかる。 

 また、家族との外出が、知人・友人との交際と無関係であることも、日本の特徴である。先行研究

で指摘された「一人」または「核家族」に閉ざされた人間関係になっている。しかも、核家族内部で

の関係が濃密だというわけでもない。カップル調査であることを利用して、夫と妻の余暇活動の同調

性をみたところ、日本のカップルの同調性が最も低いことが明らかになった。 

 このような日本の余暇活動の現状は、長時間労働だけでなく、長時間労働によって夫と妻が共有す

る時間が短くなっていることとも関連していると考えられる。豊かな余暇活動をおこなうためには平

日のゆとりが重要であり、平日に余暇活動を組み込んだ日常生活を習慣化する必要があるだろう。 
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 平日のゆとりがなく、社会的ネットワークを構築・維持する活動がおこなえていないにもかかわら

ず、日本では、これらの活動を増やす必要が認識されていない。冒頭でも述べたが、職場での時間を

短縮して、家族との共有時間や地域での時間をもつことは、贅沢ではなく、社会的な必要である。そ

の認識を、いかにしてもつかが、現時点での最大の課題であるといえるだろう。 

 

 

＜注＞ 

（１）週平均でみると、2001年から2005年にかけて、男性の自由時間は４時間27分から４時間37分へ10分の増加、女

性の自由時間は４時間５分から４時間16分へ11分の増加である。2006年では、そのうち「交際」時間は男性20

分、女性27分である。「交際」に含まれる「家族とのコミュニケーション」は、男性では４分から６分へ２分増

加、女性では９分から10分へ１分増加しているのに対して、「人と会って行う交際・付き合い」は、男性では13

分から12分へ、女性では17分から13分に減少している。 

（２）「世界価値観調査（World Value Survey）」は、1981年にイングルハートらによって開始され、世界20～30数カ

国でおこなわれている国際比較調査データである。 

（３）以下でもちいる平均活動回数は、小数点以下を四捨五入して整数で表示にした。ただし、２節の（４）で夫と

妻の平均回数の差をとる場合に、１回未満であれば小数点第一位までを表示してある。 

（４）数学的には、8C２＝８！／２！(８－２)！=28である。ただし、ここでは同一行動の相関係数（＝１）も表記し

てあるので、各国について36の数値が示されている。 

（５）冒頭でもふれたように、日本の生活時間調査は、日本人の自由時間がほとんど「一人」あるいは「（核）家族と

一緒」であることを明らかにしている。矢野（1998）が指摘するように「閉ざされた人間関係」のなかにある

といえる。さらに矢野は、日本とカナダの男性有職者の余暇活動を比較し、カナダでは、知人との交際、喫茶

店・クラブなどでの交際、家族・知人との会話、地域・ボランティアなどの活動が盛んであることを指摘して

いる。そして「人間関係の広がりは、交際という活動だけでなく、あらゆる余暇活動を活発化させ、楽しみを

向上させる資源である」と、硬直化した日本の余暇活動に対して警告を発している。 

（６）夫の活動が行、妻の活動が列である。 

（７）水野谷（2005）でも生活時間の日韓比較をおこなっているが、余暇活動については分析がおこなわれていない。 

（８）F値による。 

（９）「増やしたい」＝１、「今のままでよい」「減らしたい」＝０、とした。 
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１．はじめに 

 本章では、生活時間調査のデータを用いて「労働組合」という存在が男女労働者の仕事と生活にお

ける｢時間｣の有効活用にどのような効果をもたらしているのかについて考察を行う。生活時間調査は、

組合効果を検証するために設計されたものではないが、いくつかの設問について労働組合への加入状

況（組合加入または非加入）別の分析を行うことによって、労働組合の男女労働者の仕事環境への影

響、効果についての検討を行いたい。 

 先行研究をみると、これまで労働組合の「効果」についての様々な検証が行われているが、日本の

労働組合効果に関する川口・原（2008）の研究では、賃金に対する組合効果とともに、労働組合が非

金銭的労働条件に対する組合員の主観的評価に影響を与えていることが明らかにされている。そこで

は、労働組合は失業の不安を減らし、訓練参加を促し、さらに、組合加入者が自身を市場よりも高い

水準の待遇を得ている、と評価している傾向がある、とされている。 

以下、労働組合加入状況別の分析を国際比較することにより、日本の特徴を明らかにする。まず第

 本章では、生活時間調査を使って、男女労働者の仕事と生活における「時間」の有効活用の基盤

となる非金銭的労働条件（雇用・就業環境と育児にかかわる両立支援）について、組合加入状況別

に分析を行い、組合の効果を検証する。その際、４カ国の中でも、特に日本に注目し、日本の特徴

を明らかにする。 

 まず、雇用・就業環境については、日本とアメリカ、韓国については組合加入者で雇用継続の可

能性が高く、適切な健康管理が行われており、さらに日本と韓国については、組合加入者は非加入

者に比べて、職業能力開発のための機会や支援を得ていることが明らかとなった。 

 また、育児に関わる両立支援については、日本の場合、組合加入者の職場で制度が整備されてい

る比率が高い。しかし、実際の利用は女性組合加入者で進んでいるものの、男性においてはそうし

た傾向は確認できず、女性に偏った運用が行われていることが示唆される。 

 さらに、労働時間についてみると、日本の男性組合加入者は最も労働時間が長く、残業も一般的

に行われていた。日本の労働組合は仕事と生活における「時間」の有効活用のために男女労働者が

利用可能な育児支援制度の運用とともに、男性の長時間労働問題に早急に取り組む必要があるとい

える。 
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２節では、生活時間調査における各国の組合加入者の属性についてみる。続く第３節では、非金銭的

労働条件の中でも、男女労働者の仕事と生活における「時間」の有効活用にとって重要な基盤を提供

する条件として、雇用・就業環境と育児にかかわる両立支援のための制度に着目し、組合加入状況別

に分析を行う。さらに、第４節では、組合加入状況別の労働時間の実態にも触れ、第５節において、

生活時間調査の分析から明らかになった結果をもとに、日本の労働組合における課題を述べる。 

 

２．各国の組合加入状況別の属性比較 

 労働組合加入状況別の比較を行う前に、本調査の回答者について組合加入者と非加入者に分けて、

その属性をみることにする。 

 
（１）労働組合組織率 

まず、労働組合加入別の分析を行う前提として、近年の各国の労働組合組織率の推移を確認する。

1990年代からの変化をみると、各国ともに組織率は低下傾向にある（図８－１）。調査回答者の組合加

入の状況をみると、加入者の割合は日本23.4％（男性33.7％、女性13.2％）、アメリカ14.3％（男性17.5％、

女性11.0％）、韓国13.3％（男性16.5％、女性10.0％）と各国の統計よりも若干高く、フランスは7.9％

（男性9.7％、女性6.1％）と最も低い。日本の特徴として、男女間で加入者割合の差が大きいが、2007

年の推定組織率（厚生労働省「労働組合基礎調査」）では、男性22.1％、女性12.2％と10％ポイント程

度の差がみられており、生活時間調査の加入率ほどの差はないものの、回答者の加入率は男女間の組

織率の差を反映しているものといえる。 

 

図８－１ 国別 組織率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：日本、アメリカ、韓国は労働政策研究・研修機構（2008）『データブック 国際労働比較2008』、 

フランスはJell Visser (2006)“Union membership statistics in 24 countries”を参照。 
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（２）組合加入状況別の属性比較 

 各国の組合加入者・非加入者の属性をみる。以下の分析は、回答者のうち、現在の就業形態につい

て、「正規雇用」または「非正規雇用」と回答した雇用労働者を対象とする。各国の回答数は日本716、

アメリカ683、フランス753、韓国637である。 

 

１）就業形態別加入率 

 まず、各国の組合加入状況を就業形態（正規又は非正規）別、男女別にみると、もっとも加入率が

高いのは、日本の正規労働者であり、男性37.3％、女性34.1％を占める。各国ともに概ね正規労働者

の加入率が非正規労働者を上回るが、とりわけ日本と韓国で正規労働者と非正規労働者との間で差が

みられ、日本の女性非正規労働者の加入率が最も低い。また、フランスは正規労働者と非正規労働者

との間で加入率に大きな差はみられず、両者とも男性は10％程度、女性は６％台にとどまっている（図

８－２）。 

 
図８－２ 就業形態・性別 組合加入状況―「加入あり」の比率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
２）組合加入者の属性分布 

①企業規模 

組合加入状況別に企業規模の分布をみると、各国ともに組合加入者は規模の大きい企業に分布し

ており、特に日本の組合加入者は1,000人以上規模が54.1％と半数以上を占める。一方、組合非加入

者は、規模の小さい企業に分布しており、日本、アメリカにおいては半数近くが、また、韓国にお

いては、非加入者の62.4％が99人未満規模の企業で働いている（図８－３）。 
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図８－３ 組合加入状況別 企業規模分布 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
②職種 

 次に、各国の組合加入状況別の職種分布をみると、各国で次のような特徴がみられる（表８－１）。 

・ 日本―組合加入者では「専門・技術職」が29.1％と最も多く、非加入者を10％ポイント以上上

回る。一方、非加入者は、「事務」が22.1％と最も多く、次いで「サービス」が21.9％を占め「サ

ービス」では非加入者が加入者を10％ポイント以上上回る。 

・ アメリカ―組合加入者で「生産技能・作業」（18.4％）、非加入者では、「管理」（16.3％）、「事

務」（19.5％）の比率が高い。 

・ フランス―組合加入者で「生産技能・作業」（21.9％）、非加入者ではホワイトカラー職種の比

率が高い。 

・ 韓国―組合加入者で「事務」（39.0％）、「専門・技術」（29.5％）の割合が高く、非加入者は加

入者に比べて「営業・販売」（10.5％）の比率が高い。 

 
表８－１ 組合加入状況別 職種分布 

（％）  

専門・技術 管理 事務 営業・販売 サービス
生産技能・
作業

保安 農林漁業 運輸・通信 その他

加入している 29.1 2.0 20.4 16.8 8.2 11.2 0.5 0.0 11.2 0.5
加入していない 16.7 8.3 22.1 10.6 21.9 12.9 1.0 0.2 5.0 1.3
加入している 38.6 7.0 10.5 2.6 5.3 18.4 5.3 0.9 7.9 3.5
加入していない 35.3 16.3 19.5 6.9 6.5 7.9 0.7 0.4 4.4 2.1
加入している 18.8 6.3 14.1 9.4 9.4 21.9 6.3 0.0 10.9 3.1
加入していない 24.1 14.1 21.5 10.9 7.5 10.6 3.2 0.0 5.5 2.6
加入している 29.5 9.5 39.0 3.8 3.8 4.8 0.0 0.0 7.6 1.9
加入していない 28.8 10.7 33.5 10.5 4.3 6.0 1.5 0.0 2.1 2.6

韓国

日本

アメリカ

フランス

 
 

さらに、ホワイトカラー職種（「専門・技術」、「管理」、「事務」、「営業・販売」）について組合加

入状況をみると、組合加入者に占めるホワイトカラーの比率は韓国が81.9％と８割強を占め、次い

で日本（68.4％）、アメリカ（58.8％）、フランス（48.4％）と、フランスを除いて、半数以上の組
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合加入者がホワイトカラー職種に従事している。また、ホワイトカラー職種に占める組合加入者比

率をみると、日本は30.9％と他国（アメリカ13.1％、フランス6.0％、韓国16.2％）に比べてホワイ

トカラー職種で組合加入者が多い。 

 

③収入分布 

 組合加入状況別に、年収の分布をみると（1）、日本とアメリカ、韓国については、組合加入者は非

加入者に比べて、金額の高いところに分布している。一方、フランスについては、組合加入の有無

による年収の違いはほとんどみられない（図８－４）。日本、アメリカ、韓国における組合加入者と

非加入者の収入分布の違いは、両者の間の雇用形態、企業規模の違いも影響していると考えられる。 

 
図８－４ 国・組合加入状況別 昨年度の収入分布（管理職を除く） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
④属性分布からみた日本の組合加入者の特徴 

組合加入状況別の属性比較を行うと、日本は組合加入者の多くが正規労働者であり、組合加入者

は非加入者に比べ規模の大きな企業で働いている、という特徴がみられる。今回の回答者は実際の

組織率に比べて組合加入率が高いものの、大企業で働く正社員を中心として組織されてきた日本の

労働組合加入者の実態に近い結果といえるだろう。また、日本の組合加入者は韓国に並びホワイト

カラー職種の比率が７割弱と高く、ホワイトカラーに占める組合加入率も高い。さらに、収入分布

をみると、組合加入者は収入の高いところに分布をしている。 
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３．非金銭的労働条件への組合効果の分析 

―仕事と生活における「時間」の有効活用のための基盤 

（１）雇用・就業環境 

男女労働者の仕事と生活の両立を図るために重要な基盤として、労働組合への加入状況が雇用や就

業環境にどのような違いをもたらしているのかについて、雇用継続、健康管理、職業能力開発機会の

３点から比較を行う。これら雇用・就業環境は企業規模による差が大きいことが予測され、また、日

本の場合、組合加入者において相対的に企業規模の大きい企業で働く労働者が多いことから、企業規

模による違いも考慮に入れ、分析を行う。 

 
１）転職経験からみる雇用継続 

 組合加入状況と転職経験との関係をみると、各国ともに組合加入者で「卒業後職場をかわったこと

がない」とする比率が高い。特に日本では、加入者の55.1％が卒業後同じ企業に勤めているのに対し、

非加入者は17.7％と最も差が大きく、韓国、アメリカでも同様の傾向がみられる（図８－５）。 

 
図８－５ 組合加入状況別 転職経験の有無―「卒業後職場をかわったことがない」比率 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、企業規模を1,000人未満と1,000人以上にわけ（2）、1,000人未満規模について組合加入状況別

に転職経験の有無をみると、各国ともに「卒業後職場を変わったことがない」つまり、転職経験なし

の比率は1,000人以上規模を下回るものの、日本（組合加入40.0％、非加入12.7％）、アメリカ（組合

加入50.8％、非加入29.0％）、韓国（組合加入25.0％、非加入14.6％）の３カ国のいずれも組合加入者

が非加入者を上回り、相対的に規模の小さい企業で働く労働者においても、組合加入者で雇用が継続

されていることが確認できる。 

ただし、生活時間調査のデータでは、回答者の勤続年数が確認できないため、組合加入者が非加入
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者に比べて長期勤続であることを明らかにすることはできない。しかし、各国にみられる加入状況に

よる転職経験の違いは、労働組合に加入している人ほど長期勤続である可能性が高いことを示してい

るといえるだろう。 

では、なぜ、日本とアメリカと韓国では組合加入者は非加入者に比べて転職経験が少ないのだろう

か。フリーマン・メドフの研究（1984）によると、労働組合に加入している労働者は職場に対する不

満を経営者に「発言」することができ、この「発言」によって職場が改善され、離職する確率が低く

なる、とされている（3）。今回の調査からも組合加入者で離職確率が低い、という結果がみられている

が、果たして労働組合の「発言メカニズム」が組合加入者の仕事や生活への不満を解消しているのだ

ろうか。「仕事」と「生活」への満足度についての質問から「不満（「やや不満である」と「かなり不

満である」の合計）」とする回答比率をみると、韓国では、加入者に比べて非加入者の「生活」への不

満が高くなっているが、日本においては組合加入状況別の差はみられなかった。ただし、５年後の収

入予測についてみると、日本は組合加入状況別に差がみられ、組合加入者は51.5％が「増える（「かな

り増える」と「やや増える」の合計）」と回答しているのに対し、組合非加入者のそれは37.9％と他国

に比べて差が大きい。将来の収入増加の見込み、すなわち将来の安定への予測が組合加入者の離職を

減らしている要因の１つであるともいえるだろう。こうした結果は、労働組合が生活の安定を保障す

る機能を持っている、ということを示すものであるかもしれない。 

 

２）従業員の健康管理 

 組合加入状況別に現在の勤め先において、「適切な健康管理が行われている」かについてその評価を

みたところ、各国ともに組合加入者の方が「あてはまる」との回答をしている比率が高い。日本とア

メリカは加入者が非加入者を10％ポイント以上上回り、また、適切な健康管理が行われているという

評価が最も低い韓国においては、20％ポイント以上の差がみられる（図８－６）。さらに、企業規模別

に、1,000人未満規模について組合加入状況別にみると、アメリカ（組合加入75.4％、非加入59.4％）、

フランス（組合加入80.6％、非加入58.0％）、韓国（組合加入28.3％、非加入15.5％）と10％ポイント

以上の差がみられるのに対し、日本は1,000人未満規模で組合加入者42.4％、非加入者35.8％と加入者

が非加入者の比率を上回るものの、他の３カ国に比べてその差は小さく、日本の健康管理の実施状況

は企業規模の影響が想定される。ただし、日本の場合、厚生労働省の「平成19年団体交渉と労働争議

に関する実態調査結果」（2008）によると「健康管理」について労使間で話し合いが行われている比率

は65.6％と賃金、労働時間、雇用・人事などの事項に次いで、上位に挙げられており、労使にとって

関心の高い事項であるといえる。上記の結果は、健康管理の実施に対する労働組合による関与も影響

を与えていると推測される。 
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図８－６ 組合加入状況別適切な健康管理の実施―「あてはまる」の比率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
３）職業能力向上のための支援や機会 

組合加入状況別に現在の勤め先において、「職業能力やキャリアを高めるための機会や支援がある」

かについて、その評価をみたところ、アメリカは組合加入状況に関わらず７割以上が「あてはまる」

と回答しており、次いでフランスにおいても半数以上が同様の回答を行っている。しかし、日本と韓

国では、組合加入者については「あてはまる」比率が半数強を占めているものの、非加入者は３割程

度にとどまり、加入者と非加入者との間で差がみられた（図８－７）。また、企業規模別にみると、日

本、韓国ともに1,000人以上規模で「あてはまる」の比率が高くなるが、1,000人未満規模においても、

日本（組合加入者47.1％、非加入者26.6％）と韓国（組合加入48.3％、非加入30.7％）では、相対的

に規模の小さい企業においても組合加入者の方が職業能力やキャリアを高める機会、支援を得やすい

ことが確認できる。 

以上の結果から、日本と韓国においては、組合加入者は非加入者に比べて職業能力開発の機会を得

る可能性が高いといえるだろう。日本の場合、川口・原（2008）の研究においても、組合加入者の方

が組合非加入者に比べ教育訓練の受講確率が高くなることが明らかとなっているが、本調査において

も、組合加入者の半数強が職業能力を高めるための機会を得ていると評価し、非加入者の比率を上回

っている。また、前掲した厚生労働省の調査においても、「教育訓練」について労使間で話し合いを持

った組合は42.2％を占めており、日本の労働組合において、「教育訓練」は労使間で協議される事項の

１つであるようだ。 
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図８－７ 組合加入状況別職業能力を高める機会や支援―「あてはまる」の比率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ただし、企業が実施する教育訓練、または回答者の職業能力開発やキャリアの捉え方は各国の職業

能力開発に関わる制度内容や実施状況等により異なることが推測され、単純に比較することは難しい。

そこで、日本労働研究機構（2003）の教育訓練制度の国際比較研究から、社外で行われる各国の職業

能力開発についてみると、日本は個人がアクセスしやすい教育機関等による訓練機会よりも企業に関

連した機関によるものが多く、また政策として教育訓練給付制度が存在するものの、フランスのよう

な教育訓練のための有給の休暇制度は存在しない（4）。こうした日本の限定された企業外の職業能力開

発の機会が職業能力開発に対する「組合効果」という側面だけでなく、組合加入者と非加入者の職業

能力開発機会への評価の違いにつながったとも考えられる。 

  
４）職種別の特徴 

 今回の調査は都市部の雇用労働者を対象としていることもあり、ホワイトカラー職種の比率が高く、

特に韓国では回答者の８割強、日本でも７割弱を占める。では、ホワイトカラー職種か否かによって

組合加入状況別の雇用・就業環境に違いがみられるのだろうか。 

 まず、転職経験についてみると、ホワイトカラー職種について「卒業後職場をかわったことはない」

の比率は、職種計で有意な差がみられた日本（組合加入57.5％、非加入24.0％）、アメリカ（組合加入

41.8％、非加入26.8％）、韓国（組合加入37.2％、非加入16.7％）といずれも同様の結果がみられた。

反面、ホワイトカラー以外の職種では、組合加入状況によって転職経験に有意な差がみられたのは、

日本のみであった。日本の場合、ホワイトカラー以外の職種についてもホワイトカラー職種と同様の

傾向がみられ、組合加入者の転職経験なしの比率は50.0％であるのに対し、非加入者は9.1％となった。

つまり、日本、アメリカ、韓国は組合加入状況別に転職経験に差があり、組合加入者の方が転職経験

なしの比率が高いものの、アメリカと韓国のそれはホワイトカラー職種に限られており、ホワイトカ
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ラーか否かでこうした違いがみられないのは、日本の特徴といえるだろう。 

また、職業能力を高めるための機会についてみると、転職経験同様、日本では、ホワイトカラー（「あ

てはまる」の比率、組合加入53.0％、非加入31.3％）、ホワイトカラー以外の職種（同、組合加入46.8％、

非加入23.6％）ともに組合加入状況別に差がみられた。しかし、職種計で日本同様に組合加入状況に

有意な差がみられた韓国においては、ホワイトカラー職種にのみ差がみられ、ここでも、日本におい

ては組合への加入は職種の違いにかかわらず、職業能力を高めるための機会を得やすい、という結果

となった。 

 しかし、健康管理についてみると、アメリカと韓国ではホワイトカラー、ホワイトカラー以外の職

種で共通して組合加入状況による有意な差がみられたが、日本の場合は、２つの職種に分けると有意

な差はみられていない。 

 
 以上のように、日本と韓国とアメリカでは雇用の継続や健康管理、職業能力開発（アメリカを除く）

について、国によりその背景となる制度等に違いはみられるものの、労働組合加入者は非加入者に比

べてよりよい条件を得る可能性が高く、労働組合は雇用・就業の基盤となる環境づくりに一定の役割

を果たしているといえるだろう。また、日本の場合、組合加入者であれば、ホワイトカラーとホワイ

トカラー以外の職種の違いにかかわらず、雇用継続や職業能力開発機会について、共通してよりよい

条件を得られることが特徴であるようだ。 

 
（２）育児にかかわる両立支援制度 

次に、労働組合への加入状況と育児にかかわる両立支援制度の導入状況及び実際の利用状況との関

係をみることにする。 

１）両立支援制度の有無 

 表８－２にある育児に関わる５つの制度（育児休業制度、勤務時間の調整制度、短時間勤務、在宅

勤務制度、保育サービスの費用を補助する制度）について、組合加入状況別に制度の有無をみると、

アメリカを除いて、組合加入者は非加入者に比べて、制度が導入されている環境にあることがわかる。

アメリカは、いずれの制度においても非加入者が加入者を上回り、特に、在宅勤務については、非加

入者が加入者を10％ポイント以上上回るのに対し、日本は、加入者と非加入者の「制度あり」の比率

の差が大きく、「育児休業」では25.9％ポイント、「勤務時間調整」では22.1％ポイント、「短時間勤務」

では21.6％ポイント加入者が非加入者を大きく上回る。 
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育児休業
勤務時間
調整

短時間勤
務

在宅勤務
保育費用
補助

加入している 23.1 35.3 19.4 0.0 9.5
加入していない 27.7 37.1 12.0 9.0 11.6
加入している 39.1 45.5 35.7 20.5 25.6
加入していない 34.8 45.3 28.4 35.7 20.7
加入している 46.7 48.1 37.5 15.8 27.3
加入していない 39.9 50.4 25.4 13.0 28.4
加入している 37.2 50.0 42.4 37.9 42.9
加入していない 31.3 41.6 34.3 34.5 31.2

韓国

日本

アメリカ

フランス

表８－２ 育児にかかわる制度の有無（「あり（あった）」の比率） 
（％）       

育児休業
勤務時間
調整

短時間勤
務

在宅勤務
保育サービ
ス費用補助

加入している 74.3 64.8 59.0 36.2 40.0
加入していない 48.4 42.7 37.4 27.2 28.0
加入している 70.8 67.7 64.6 60.0 60.0
加入していない 71.5 75.7 70.6 72.5 65.7

加入している 83.3 75.0 66.7 52.8 61.1
加入していない 79.7 62.7 56.5 45.9 48.8
加入している 65.2 57.6 50.0 43.9 53.0
加入していない 52.7 55.2 50.2 42.7 49.5

日本

アメリカ

フランス

韓国
 

注１：同居の12歳以下の子どもがいる者が対象。各国の回答数は日本351、アメリカ374、フランス454、韓国345

である。 

 
日本においては、育児にかかわる制度導入の進捗は組合加入状況によって差がみられ、組合加入者

で「制度あり（あった）」とする回答者が多いことは、両立支援制度の導入が労使間で協議され、規定

される事項である、といえる。しかし、日本は組合加入者の制度導入が比較的進んでいるものの、非

加入者については他国の組合加入・非加入者に比べ、いずれの制度についても「制度あり（あった）」

の比率が最も低い。そのため、組合加入・非加入の制度導入の差は国による育児支援制度や民間を含

めた保育サービスの整備が進んでいないことがその背景にあると考えられ、その結果、個別労使に制

度の導入や充実をゆだねざるを得ないという状況を生んでいるともいえるのではないだろうか。 

 
２）運用の実態 

次に、５つの両立支援制度それぞれについて「ある」と回答した者に対して、組合加入状況別にそ

の利用状況をみる。組合加入者と非加入者の利用者比率をみると、韓国においては全ての項目で組合

加入者が非加入者を上回っているが、日本は「短時間勤務」を除く４つの項目において、非加入者の

利用者比率が加入者を上回っている。ただし、各国ともに組合加入状況の違いによる明確な差はなく、

組合に加入することによって、両立がしやすい職場環境を得られる、という結果はみられない（表８

－３）。 

 
表８－３ 組合加入状況別 両立支援制度利用者比率 

（％）        

 

 

 

 

 

 

 

 

注１：同居の12歳以下の子どもがいる者が対象。 

注２：「制度あり（あった）」のうち、「現在、利用している」、「現在利用しており、過去に利用したことがあ

る」＋「過去に利用したことがある」と回答した者（5）の比率 
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そこで、両立支援制度の利用が高いと思われる女性に限定して、組合加入状況別の利用状況をみる

と、日本については「育児休業」、「勤務時間調整」、「短時間勤務」の３つの制度で組合加入者が非加

入者を大きく上回っており、また、フランスについても「育児休業」で組合加入者が非加入者を上回

る結果となった。こうした結果から、日本の場合、女性については組合に加入していることによって、

両立支援制度を利用しやすい環境がもたらされているといえるだろう（表８－４）。しかし、男性は組

合加入状況による制度の利用に差はみられておらず、組合員においても制度の利用が女性に偏ってお

り、育児に関わる両立支援制度が「女性」のための制度という認識が依然として高いことが指摘できる。 

 
表８－４ 組合加入状況別 両立支援制度の利用者比率―女性のみ 

（％）        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１：同居の12歳以下の子どもがいる女性が対象。 

注２：「制度あり（あった）」のうち、「現在、利用している」、「現在利用しており、過去に利用したことがあ

る」＋「過去に利用したことがある」と回答した者（6）の比率 

 

さらに、日本の育児休業制度の利用に関して、厚生労働省「平成19年度雇用均等基本調査」による

と、男性の育児休業取得率は1.56％、組合のある事業所においては0.62％とさらに取得率が低下する。

育児・介護休業法においては、労使協定の締結により、勤続１年未満の者、週の労働日数が２日以下

の者、休業を申し出た日から１年以内に雇用関係が終了することが明らかな者に加え、労働者の配偶

者が専業主婦（夫）等であって常態として子を養育することができる場合も除外することができる。

厚生労働省の研究会報告（7）によると、74.9％の事業所において、「配偶者が常態として子を養育でき

る常態にある者」が育児休業者の対象から除外されており、こうした労使協定による除外規定も男性

組合員の育児休業取得が進まない要因の１つとなっているのではないだろうか（8）。 

 

４．各国の組合加入状況別「労働時間」の実態 

 第２節で示したように、日本と韓国とアメリカでは労働組合は雇用・就業の基盤となる環境づくり

に一定の役割を果たしているといえる結果がみられた。それでは、これらの国では、こうしたよりよ

い雇用・就業環境に在る組合加入者において、仕事と生活における「時間」の有効活用が行われてい

るのだろうか。 

そこで、各国の組合加入状況別に１日あたりの平均実労働時間（9）をみると、アメリカ（組合加入

者7.4時間、非加入者7.7時間）とフランス（組合加入者7.5時間、非加入者7.9時間）は、組合加入者

育児休業
勤務時間
調整

短時間勤
務

在宅勤務
保育サー
ビス費用

加入している 73.9 71.4 60.0 0.0 22.2
加入していない 38.2 31.0 18.8 9.8 19.6
加入している 45.0 42.1 41.2 26.7 26.7
加入していない 43.8 52.8 39.3 37.0 22.9
加入している 100.0 71.4 57.1 50.0 75.0
加入していない 58.3 58.6 34.1 19.3 30.8
加入している 50.0 54.5 42.9 50.0 54.5
加入していない 31.2 41.4 37.0 33.3 33.7

韓国

日本

アメリカ

フランス
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が非加入者を下回るのに対し、日本と韓国については、組合加入者が非加入者の労働時間を上回る。

日本は組合加入者が8.6時間、非加入者が7.5時間と１時間以上の差がみられ、韓国の組合加入者8.2

時間、非加入者8.0時間に比べて差が大きい。 

各国ともに正規雇用労働者比率の高い男性は女性に比べて平均実労働時間が長く、組合加入率も高

い。そこで、男性に限ってみると、やはり日本と韓国は組合加入者が非加入者を上回り、日本の組合

加入者の平均実労働時間は9.05時間とさらに長くなる。つまり、組合加入状況別にみると、日本の男

性組合加入者が最も長い時間働いていることになる（表８－５）。 

また、長時間労働の背景には、残業の実態が考えられるが、組合加入状況別に平均残業時間をみる

と、フランスを除く３カ国で組合加入者が非加入者を上回り、残業時間が「０分」の割合も組合加入

者は非加入者に比べて低い比率となっている。組合加入状況別に平均残業時間をみると、やはり、日

本の男性組合加入者は112.2分と最も長く、男性非加入者との差も30.7分と最も大きい。 

 

表８－５ 性・組合加入状況 平均実労働時間、残業時間 

 

 

 

 

 

 
 

 このように組合加入状況別に労働時間の実態をみると、日本と韓国では、組合加入者は非加入者に

比べて、１日あたりの平均実労働時間が長く、アメリカにおいても残業時間は組合加入者の方が長い、

という結果がみられた。また、正規雇用者の比率の高い男性間で比較しても、同様の傾向がみられ、

労働組合への加入は労働時間の短縮には結びついていない。とりわけ、日本の男性は、日本の女性、

他国の男女に比べて残業を伴う平均実労働時間が長く、長時間労働であるだけでなく、組合加入者で

より残業が一般的に行われ、平均実労働時間も組合非加入者よりも長いという実態が明らかとなった、

といえるだろう。 

 また、今後の仕事時間の希望についてみると、最も長時間労働を行っている日本の男性組合加入者

は、46.8％が「（仕事時間を）減らしたい」と回答しており、男性非加入者（41.8％）をやや上回る。

しかし、仕事時間を「減らしたい」とする比率は各国の男性組合加入・非加入者と比較して高い水準

にあるものの、他と大きな差はみられない。つまり、残業を伴う長時間労働が最も行われている日本

の男性組合加入者においても、自らの実態を問題視しにくい状況がある、といえるのではないだろう

か。 

加入している 加入していない 加入している 加入していない 加入している 加入していない

男性 9.05 8.70 112.2 81.5 19.9 33.3
女性 7.40 6.31 34.3 20.4 60.0 67.6
男性 7.48 8.08 52.7 30.3 67.1 70.6
女性 7.17 7.30 26.3 14.2 75.0 83.2
男性 7.70 8.25 20.0 33.3 77.5 64.3
女性 7.27 7.58 8.8 15.6 79.2 74.7
男性 8.50 8.43 65.3 42.7 40.0 60.7
女性 7.83 7.53 29.3 19.9 67.5 72.8

残業時間が「0分」の割合（％）平均実労働時間（時間）

フランス

平均残業（分）

韓国

日本

アメリカ
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５．労働組合の課題  

 男女労働者の仕事と生活における「時間」の有効活用という点から、非金銭的労働条件に対する労

働組合効果と労働時間の実態についてみてきた。最後に、組合加入状況別の国際比較から明らかにな

った点、とりわけ日本の特徴とそこから浮かび上がる日本の労働組合の課題をまとめておきたい。 

まず、雇用・就業環境は、各国で状況は異なるものの、調査対象国のうち、日本とアメリカ、韓国

については労働組合加入者の方が非加入者に比べて、雇用継続の可能性が高く、より適切な健康管理

が実施され、また、日本と韓国については、より職業能力を高めるための機会や支援がある、といっ

た結果がみられた。今回の調査結果から明らかになったことは部分的ではあるが、これらの３カ国に

ついては、組合加入者は非加入者に比べ、よりよい就業環境を得ており、労働組合は仕事と将来を含

めた生活の基盤をもたらしている、といえるだろう。 

 次に、育児にかかわる両立支援制度については、日本は他国に比べて組合加入者と非加入者との間

で制度が導入されている差が大きく、組合加入者の職場で制度が整備されているとする比率が高い。

こうした結果から、日本では、労働組合の存在が両立支援制度の導入に結びついていることが確認で

きる。しかし、実際の運用状況をみると労働組合の存在は、女性の制度利用を増やす傾向はみられる

ものの、男女労働者の両立支援には結びついていない。今後、労使によって導入された育児にかかわ

る両立支援制度を見直し、男女組合員が利用しやすい制度として運用していくことが、日本の労働組

合の課題だろう。 

さらに、労働組合が男女労働者の「時間」の有効活用のために取り組むべきことは、雇用や就業に

かかわる基盤整備、そして、男女が利用しやすい両立支援制度の運用を図ることだけではない。４カ

国の中でも、日本の組合加入者、とりわけ男性の組合加入者は残業を伴う長時間労働がより一般的に

行われている。今回実施した生活時間調査は、男女労働者のペイド・ワークとアンペイド・ワークの

両立、分担のための方策を探ることが目的のひとつであるが、組合加入者においても、育児にかかわ

る両立支援制度が「女性」のための制度になっている背景には、日本の労働組合が長時間労働を前提

とした「男性組合員」を中心に機能していることが考えられるのではないだろうか。日本の労働組合

が男女労働者の仕事と生活における「時間」の有効活用に敏感になるためには、各国に比べて大きい

組織率の男女差を縮める必要がある。労働組合として、男性の長時間労働を是正すると同時に、女性

の組織化により力を注ぐ必要があるといえるだろう。 

 

 
＜注＞ 

（１） 管理職を除くデータを使用。各国の回答数は日本669（組合加入192、非加入477）、アメリカ582（組合加入106、

非加入476）、フランス652（組合加入60、非加入592）、韓国570（組合加入95、非加入475）である。 

（２） 企業規模別の分析については、企業規模の設問において「わからない」と回答した者を除外した。各国の回答

数は日本671、アメリカ641、フランス704、韓国618である。 

（３） フリーマン・メドフ（1984）では、賃金その他の要因を一定として組織労働者（組合加入者）と未組織労働者

（組合非加入者）の離職確率を分析している。 
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第８章 仕事と生活における「時間」の有効活用と労働組合の課題 

 

 

（４） 同調査研究によると、アメリカは企業が費用負担をする主要な社外訓練機関に参加する労働者、事業主の経費

補助がない労働者ともに大学等の高等教育機関やコミュニティカレッジを活用する比率が高い、という特徴が

みられている。これに対して日本では、企業の教育訓練費用の多くが民間の教育訓練機関（設備等導入企業や

親会社・関連会社を含む）や経営者・業界団体などが実施する訓練に充てられており、大学等の教育機関の比

率は低く、労働者が主体的に参加する訓練についても同様の傾向がみられる。また、フランスには、在職者対

象の職業訓練政策とした教育訓練休暇制度と「スキル決算」のための有給休暇制度があり、前者は受講料や給

与の保障がされるだけでなく、対象者の範囲が広く、休暇期間も長いという特徴がある（日本労働研究機構

（2003））。 

（５） 育児休業制度回答者数は日本197、アメリカ267、フランス363、韓国190、勤務時間調整回答者数は日本173、

アメリカ278、フランス289、韓国192、短時間勤務回答者数は日本154、アメリカ260、フランス260、韓国173、

在宅勤務回答者数は日本105、アメリカ263、フランス211、韓国148、保育費用の補助回答者数は日本111、ア

メリカ242、フランス226、韓国173。 

（６） 育児休業制度回答者（女性）数は日本112、アメリカ141、フランス221、韓国123、勤務時間調整回答者（女性）

数は日本92、アメリカ144、フランス159、韓国127、短時間勤務回答者（女性）数は日本84、アメリカ134、フ

ランス145、韓国115、在宅勤務回答者（女性）数は日本51、アメリカ134、フランス118、韓国101、保育費用

の補助回答者（女性）数は日本60、アメリカ124、フランス124、韓国115。 

（７） 厚生労働省（2008）「今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会報告書～子育てしながら働くことが普通に

できる社会の実現に向けて」を参照した。 

（８） 労使協定は、使用者と労働者の過半数代表者とが協議し、締結内容を書面にした協定である。ここでの労働者

の過半数代表とは、事業場に従業員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合となるが、従業員

の過半数で組織する労働組合がないときは従業員の過半数を代表する者となり、必ずしも労働組合だけをさす

わけではない。 

（９） 平均実労働時間は集計が可能な回答によるものであり、各国の回答数は日本675（組合加入189、非加入486）、

アメリカ612（組合加入101、非加入511）、フランス700（組合加入60、非加入640）、韓国603（組合加入99、非

加入504）である。 
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調査結果の概要 





配偶者・
パートナー

子ども 父母 祖父母 兄弟姉妹 その他親族 親族以外

日本 100.0 63.2 7.8 0.2 1.4 0.7 -

アメリカ 100.0 69.4 4.8 0.0 0.8 0.9 0.3

フランス 100.0 72.3 0.4 0.0 0.0 -  0.5

韓国 100.0 72.0 9.8 0.8 4.0 0.8 0.5

 

調査結果の概要 
 

１．回答者の属性 

（１）年齢構成 

回答者の平均年齢をみると、日本は夫38.1歳、妻36.0歳、アメリカ夫39.0歳、妻37.0歳、フランス

夫36.7歳、妻34.9歳、韓国夫37.0歳、妻34.9歳となった。各国とも妻が夫よりも２歳程度若く、夫は

30歳代後半、妻は30歳代中盤であった。 

 

（２） 終学歴 

 最終学歴をみると、日本は夫・妻ともに高卒以下が３割弱を占める。妻は「高卒以下」、「専門・高

専・短大」、「大卒以上」の割合がほぼ同程度であるのに対し、夫は大卒以上が52.4％と半数以上を占

めている。その他の国の四年制大学卒以上(1)の比率をみると、アメリカは夫55.6％、妻58.8％、フラ

ンスは夫24.6％、妻30.6％、韓国は夫64.6％、妻48.8％であった。アメリカについては、大学院卒の

比率が夫妻ともに２割程度（夫21.3％、妻19.8％）を占めており、高学歴層の比率が高い。 

 

（３）家族との同居 

 同居する家族の平均人数をみると、アメリカ、フランス、韓国は3.4人で、日本は3.2人とやや少な

い。同居する家族との関係をみると、同居人数が少ない日本については、「子ども」が63.2％と他の国

に比べて比率が低い（表１）。また、フランスは（本人、配偶者の）父母との同居がほとんどなく、韓

国では、父母との同居が１割弱を占める。 

 

表１ 同居している家族 

 （％）     

 

 

 

 

※父母、祖父母、兄弟姉妹は本人と配偶者を合算。 

 

 また、同居する子どもがいる者の子どもの人数をみると、アメリカとフランスは平均で1.9人、韓国

は1.7人で、日本は1.6人と最も少ない。 
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ひとつだけ仕
事をしている

複数の仕事
をしている

仕事をしてい
ない（求職中）

仕事をして
いない

現在、休職
中

夫 94.3 5.5 0.2 0.0 0.0
妻 67.7 8.6 6.0 17.5 0.2
夫 86.8 7.8 1.8 3.8 0.0
妻 76.3 6.5 3.0 13.8 0.5
夫 95.9 2.4 1.2 0.5 0.0
妻 87.4 3.6 2.4 5.3 1.2
夫 92.5 6.5 1.0 0.0 0.0
妻 63.8 4.5 6.3 22.8 2.8

日本

アメリカ

フランス

韓国

（４）就業形態 

収入を伴う仕事の有無についてみると、夫は各国ともにそのほとんどがなんらかの収入を伴う仕事

をしている。妻は、フランスで９割が収入を伴う仕事をしているのに対し、日本と韓国の妻は２割程

度が「仕事をしていない」と回答している（表２）。 

 

表２ 収入を伴う仕事の有無 

（％）          

 

 

 

 

 

 

 

また、現在の仕事の就業形態をみると、各国ともに妻の非正規比率が高いが、日本は42.1％と最も

高い。また、専業主婦の比率は韓国で28.5％、日本で22.2％とアメリカ、フランスに比べ高い比率と

なっている。夫は各国ともに妻に比べて「正規雇用」の比率が高いが、韓国では非正規雇用比率が20.5％、

日本においても16.0％とアメリカ・フランスに比べて高い比率となっている（図１）。 

 

図１ 就業形態 
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調査結果の概要 

 

（５）職種 

現在の職種についてみると、各国ともに妻の事務職比率が３～４割と高く、とくに韓国は45.1％を

占める。日本の妻は、他国の妻に比べて、「専門・技術職」の比率が１割程度と低く、「サービス」が

３割を占める。その他、アメリカは夫・妻ともに「専門・技術職」の比率が高い。フランスの夫は生

産技能・作業が２割を占めるのに対し、韓国の夫は7.1％と１割に満たず、他国の夫に比べ、事務職

（23.2％）の比率が高い（表３）。 

 

表３ 職種 

（％）        

 

      

 

 

 

 

 

   

※有職者が回答。 

 

（６）業種 

 現在の仕事の業種についてみると、日本と韓国の夫は製造業が最も比率が高く２割以上を占める（日

本夫22.1％、韓国夫24.5％）。また、日本の妻は、「卸売・小売業」（12.2％）、「飲食店・宿泊業」（11.9％）、

「その他サービス」（21.6％）など流通・サービス業種の比率が高くなっている（表４）。 

 

表４ 業種 

（％）     

 

  

 

 

 

 

 

※有職者が回答。 

 

建
設
業

製
造
業

電
気
・
ガ
ス
・

熱
供
給
・
水
道

情
報
通
信
業

運
輸
業

卸
売
・
小
売
業

金
融
・
保
険
業

不
動
産
業

飲
食
店
,
宿
泊

業 医
療
,
福
祉

教
育
，
学
習
支

援
業

そ
の
他
サ
ー

ビ

ス
業

公
務

農
業
,
林
業
,

漁
業

鉱
業

そ
の
他

夫 7.0 22.1 2.2 13.2 8.9 7.0 3.6 2.9 4.1 2.6 1.9 15.8 1.2 0.2 0.5 7.0
妻 5.0 10.0 1.6 4.1 4.4 12.2 6.6 2.5 11.9 9.7 4.4 21.6 0.6 -  -  5.6
夫 10.8 7.7 1.9 12.7 8.5 7.7 8.2 1.3 2.1 5.0 5.6 9.0 3.2 0.8 -  15.6
妻 2.4 6.0 1.2 8.7 3.3 6.3 7.8 3.3 2.7 17.4 11.7 11.1 2.1 -  -  15.9
夫 6.4 7.4 2.7 10.4 11.6 11.4 5.9 2.2 4.4 5.4 2.2 11.1 4.0 0.5 0.2 14.1
妻 2.6 3.9 0.8 6.8 3.7 10.8 10.0 2.1 1.3 13.2 4.5 15.5 9.2 0.3 -  15.3
夫 7.6 24.5 2.3 13.9 3.5 6.3 6.1 0.3 1.3 4.0 8.8 11.9 2.0 -  0.5 7.1
妻 6.7 12.0 0.4 5.3 0.7 6.0 7.7 2.1 1.4 10.6 15.5 16.2 1.8 -  -  13.7

フランス

韓国

日本

アメリカ

専
門
・
技
術

管
理

事
務

営
業
・
販
売

サ
ー

ビ
ス

生
産
技
能
・
作

業 保
安

農
林
漁
業

運
輸
・
通
信

そ
の
他

夫 26.9 10.8 11.0 15.1 9.1 15.6 1.2 -  9.1 1.2
妻 12.8 1.3 34.7 8.1 30.0 8.1 0.3 0.3 3.1 1.3
夫 37.8 13.8 7.7 6.9 5.3 15.9 2.1 0.8 6.6 3.2
妻 34.2 16.5 28.5 5.1 8.1 2.4 0.6 -  2.7 1.8
夫 24.9 8.9 9.4 10.9 6.7 20.5 5.4 0.2 9.6 3.5
妻 23.2 17.4 31.3 10.8 9.5 2.1 1.1 -  1.6 3.2
夫 30.1 13.6 23.2 12.1 4.0 7.1 2.0 -  4.8 3.0
妻 27.1 7.0 45.1 7.0 6.7 3.5 -  -  0.4 3.2

韓国

日本

アメリカ

フランス
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（７）勤め先の従業員規模 

 現在の勤め先の従業員規模をみると、韓国は「100人未満」規模が夫で半数強（53.2％）、妻で３分

の２弱（64.4％）を占め、他国に比べて比率が高い。また、フランスを除き、「100人未満」の比率は

妻が夫を上回る（図２）。 

 

図２ 勤め先の従業員規模 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   ※有職者が回答。 

 

（８）労働組合の加入 

労働組合の加入状況をみると、日本の夫・妻ともに「加入している」の比率が高く（夫：33.7％、

妻：13.2％）、ついで、アメリカ（夫：17.5％、妻：11.0％）、韓国（夫：16.5％、妻：10.0％）、フラ

ンス（夫：9.7％、妻：6.1％）の順となっている。しかし、日本の場合、夫と妻の加入している比率

の差が大きく、20.5％ポイントの差がある。 

 

（９）転職経験 

 転職経験についてみると、日本の妻、フランスの夫・妻、韓国の夫・妻は７割以上が転職を経験し

ている。「今まで職場をかわったことはない」の比率は日本の夫が34.2％と最も高い（図３）。 
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転職したことがある      今まで職場をかわったことはない      

就業を中断した後、再就職していない  一度も働いたことがない  

図３ 転職経験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、「転職したことがある」と回答した者の転職回数をみると、日本（夫：2.5回、妻：2.7回）、

韓国（夫妻ともに2.8回）に比べアメリカ（夫：3.6回、妻：3.1回）、フランス（夫：3.4回、妻：3.2

回）で回数がやや多い。日本のみ、妻が夫の転職回数を上回っている。 

 

２．労働時間  

（１）労働日数・所定労働時間 

 １週間の平均的な労働日数（雇用者が回答）をみると、韓国の夫・妻がともに5.3日と最も多い。夫

は、日本とアメリカが5.2日、フランスが5.0日、妻はアメリカとフランスが4.8日、日本が4.5日とな

った。日本は夫と妻の労働日数に最も大きな差がみられる。 

次に、１週間の所定労働時間（雇用者が回答）をみると、夫は、韓国で44.6時間と最も長く、つい

で日本（42.6時間）、アメリカ（41.9時間）、フランス（37.5時間）の順となった。妻も、韓国で42.3

時間と最も長く、ついでアメリカ（36.5時間）、フランス（35.2時間）、日本（31.5時間）となった。

各国ともに夫が妻の所定労働時間を上回るが、日本は10時間以上、アメリカでは５時間以上夫の労働

時間が長い。 

 

（２）勤務形態 

 勤務形態については各国ともに「常日勤・始終業時刻は一定」が最も多いが、４カ国の中で、韓国

がもっともこの形態の比率が高く、夫79.7％、妻87.1％を占める。ついで比率が高いのはアメリカで、

夫・妻ともに７割以上を占める。一方、「常日勤・始終業時刻は一定」の比率が低いフランスでは、「常
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夫 61.7 16.9 8.2 2.7 9.0 1.5

妻 59.2 9.6 8.3 9.2 3.5 10.2

夫 72.4 11.7 4.7 1.1 8.6 1.4

妻 74.1 11.4 6.8 1.5 2.8 3.4

夫 44.2 23.4 15.1 5.7 7.0 4.7

妻 52.2 26.9 10.3 6.8 1.1 2.7

夫 79.7 6.8 6.6 1.1 3.6 2.2

妻 87.1 5.9 5.5 0.7 0.4 0.4
韓国

日本

アメリカ

フランス

日勤・フレックス勤務（コアタイムあり）」が夫・妻ともに全体の４分の１程度を占め、「常日勤・フ

レックス勤務（コアタイムなし）」の比率も他国に比べて高い（表５）。 

 

表５ 勤務形態 

（％）            

 

        

 

 

 

 

 

 

 

※雇用者が回答。 

  

（３）仕事関連時間 

１）出勤から帰宅までの時刻 

出勤～始業時刻まで、各国ともに夫が妻に比べて早い時刻となっているが、とくに日本は他国に比

べて、妻の時刻が遅く夫と１時間以上の差がある。日本と韓国の夫は帰宅時刻が20時台と遅く、また、

韓国の妻は帰宅時刻が19時18分と、他国の妻と比較して最も遅い（表６）。 

 

表６ 出勤～帰宅時刻（平均・時刻） 

出勤時刻 出社時刻 始業時刻 終業時刻 退社時刻 帰宅時刻
夫 7:41 8:33 8:52 18:44 19:08 20:05

妻 8:55 9:35 9:44 16:55 17:08 17:53

夫 7:41 8:21 8:31 17:07 17:18 18:09

妻 7:56 8:38 8:47 16:49 16:57 17:43

夫 7:46 8:28 8:37 17:26 17:33 18:16

妻 8:04 8:45 8:52 17:21 17:29 18:10

夫 7:49 8:35 8:58 18:39 19:07 20:00

妻 8:23 9:03 9:24 18:14 18:33 19:18

フランス

韓国

日本

アメリカ

 

      ※雇用者が回答。 

 

２）就業中の食事、休憩・休息 

まず、食事時間をみると、日本の妻とアメリカの妻で短く、平均して40分に満たない。一方、韓国では、

夫53.4分、妻53.2分とともに50分を超えている。また、フランスと韓国では夫と妻の食事時間にほとんど

差がみられないが、日本の場合、夫の食事時間が妻を10分以上上回り、夫妻間での差が大きい（図４）。 
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図４ 就業中の食事時間（１日あたり・平均） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※雇用者が回答。 

 

次に、就業中の休憩・休息時間をみると、休憩・休息時間が長いのは、韓国の夫（30.4分）、妻（27.0

分）、日本の夫（28.2分）で、いずれも30分程度となっている（図５）。一方で、フランスでは、休憩・

休息時間が「０分」という割合が夫妻ともに３割弱、アメリカにいたっては、その割合は６割超とな

っており、夫・妻ともにフランスでは平均10分程度、アメリカでは平均５～６分と日本、韓国に比べ

て短くなっている。 

 

図５ 就業中の休憩・休息時間（１日あたり・平均） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     ※雇用者が回答。 
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３）残業時間 

 １日の残業時間をみると、各国ともに夫が妻を上回るが、とりわけ日本の夫が平均92.3分と長く、

次に長い韓国は日本の半分（46.7分）、アメリカ（34.7分）とフランス（31.9分）については日本の約

３分の１の時間となった。また、妻については、日本と韓国が20分を少し上回り、アメリカ、フラン

スよりも５分強長い（図６）。 

 また、上記平均残業時間には、残業時間「０分」が含まれるが、この比率をみると、各国ともに妻

が夫を上回る。妻で残業時間「０分」の割合が最も高いのは、アメリカで82.1％、最も低いのは日本

の66.2％であった。一方、夫についてみると、「０分」の割合が高いのはアメリカの69.9％、最も低い

のが日本の28.6％であった。日本の夫は、残業している比率が最も高く、残業時間も長い、という特

徴がみられる（図７）。 

 

図６ 残業時間（１日あたり・平均） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※雇用者が回答。 

 

図７ 残業時間が「０分」の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※雇用者が回答。 
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４）家で仕事をする時間 

「家で仕事をする時間」をみると、各国とも、出勤日・休日にかかわらず夫に比べ妻の方が家で仕

事をしている時間が長い。また、日本の夫は最も残業をしている比率が高く、また、残業時間も長か

ったが、出勤日、休日ともに８割以上が仕事をしておらず、平均の「家で仕事をする時間」は短い。

他方で、韓国の妻は出勤日・休日ともに、家で仕事をしている者の比率が最も高く、費やされる仕事

の時間も圧倒的に長い。出勤日・休日の「家で仕事をする時間」を週に換算すると12時間以上家で仕

事をしていることになる（図８、図９）。 

 

図８ 家で仕事をする時間（週あたり・平均） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※雇用者が回答。 

※出勤日の「家で仕事をする時間」×５日＋休日の「家で仕事をする時間」×２日で計算。 

 

図９ 「家で仕事をする時間」が「０分」の割合 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※雇用者が回答。 
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A能力、専門性の発揮が可能
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D賃金、処遇の適切性、納得性ありE健康管理あり

F職場の人間関係がよい

G仕事に働きがいがある

日本・夫 アメリカ・夫 フランス・夫 韓国・夫

３．就労環境 

（１）就労環境に対する評価 

現在の勤め先での仕事について「Ａ 自分の能力・専門性を十分に生かせている」、「Ｂ 職業能力や

キャリアを高めるための機会や支援がある」、「Ｃ 一定の責任･裁量を与えられている」、「Ｄ 賃金･処

遇が適切で納得性がある」、「Ｅ 適切な健康管理が行われている」、「Ｆ 職場の人間関係がよい」、「Ｇ 仕

事に働きがいを感じている」の７項目を指数化し、それぞれのあてはまり度合いをみたところ、ほと

んどの項目で、夫・妻ともにアメリカ、フランス、韓国、日本の順で数値が小さくなる。ただし、「Ｅ 

適切な健康管理が行われている」についてのみ、日本（夫3.5点、妻1.7点）が韓国（夫：-15.9点、妻：

-15.3点）を上回っている（図10、図11）。 

また、日本は他国に比べて夫と妻との差が大きく、とくに「Ａ 自分の能力・専門性を十分に生かせ

ている」（夫：25.3点、妻：10.5点）、「Ｂ 職業能力やキャリアを高めるための機会や支援がある」（夫：

2.7点、妻：-21.2点）、「Ｃ 一定の責任･裁量を与えられている」（夫：32.7点、妻：5.9点）で夫が妻

を大きく上回り、一方で「職場の人間関係がよい」は妻（29.3点）が夫（19.7点）を10ポイント弱上

回っている。 

 

図10 就労環境に対する評価 ＜夫＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※雇用者が回答。 

※各項目の回答比率に、次のような配点を行い、算出した（点数の範囲：－100～100）。 

「当てはまる」（1点）、「どちらかというと当てはまる」（0.5点）、「どちらともいえない」（0点）、 

「どちらかというと当てはまらない」（-0.5点）、「当てはまらない」（-1点） 
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図11 就労環境に対する評価 ＜妻＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※雇用者が回答。 

※各項目の回答比率に、次のような配点を行い、算出した（点数の範囲：－100～100）。 

「当てはまる」（1点）、「どちらかというと当てはまる」（0.5点）、「どちらともいえない」（0点）、 

「どちらかというと当てはまらない」（-0.5点）、「当てはまらない」（-1点） 

 

（２）５年後の収入の見方 

 ５年後の収入予測をみると、日本は「現状を維持」が夫39.3％、妻においては48.4％と他国と比べ

て多く、＜増える＞（「かなり増える」と「増える」の合計）が夫46.2％、妻35.7％と少ない。他方で、

アメリカは＜増える＞が夫妻ともに８割を超え、さらに「かなり増える」の比率も他国に比べ高く、

夫31.8％、妻25.0％となった（図12）。 

 

図12 ５年後の収入予測 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
※雇用者が回答。 
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４．休暇・休日 

（１）年次有給休暇 

１）新規付与日数 

 年次有給休暇の付与についてみると、付与されている比率が最も高かったのは、フランスの妻

（86.1％）であった。その他、日本の夫（70.1％）、アメリカの夫（73.0％）と妻（72.8％）は７割強、

フランスの夫（79.7％）はほぼ８割を占めているが、「有給休暇は付与されていない」の比率が高いの

は、韓国の妻（48.5％）、日本の妻（45.5％）、韓国の夫（35.6％）であった。 

 付与されている者の昨年度の新規付与日数をみると、フランスは夫29.2日、妻30.3日といずれも１

ヵ月程度付与されているが、日本は夫17.9日、妻16.4日と半月程度にとどまり、韓国（夫13.0日、妻

13.5日）、アメリカ（夫12.4日、妻12.1日）はフランスの半分にも満たない（図13）。 

 

図13 昨年度の年次有給休暇の新規付与日数と取得日数(平均) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※有給休暇が付与されている者が回答。 

 

２）取得日数と取得理由 

昨年度の有給休暇取得日数をみると、各国ともに妻の方が多い。新規付与日数同様、フランスが最

も日数が多く、夫28.5日、妻30.0日となった。アメリカは、新規付与日数は少なかったが、夫10.9日、

妻11.3日と10日以上となっているのに対し、日本の夫（9.5日）、韓国の夫（7.8日）・妻（8.5日）は10

日に満たない（図13）。 

昨年度の有給休暇の取得理由についてみると、各国、夫・妻ともに「休養・リフレッシュ」、「レジ

ャー・旅行」の比率が高いが、韓国については、夫・妻ともに「休養・リフレッシュ」は３割程度に

とどまっている。日本の夫・妻は「自分の病気・けが」、「子どもに関する行事」の比率が他国に比べ

て高く、とくに妻の約３分の１は「子どもに関する行事」を理由に休暇を取得している。また、「子ど

もの看護・世話」は日本の妻（22.8％）、フランスの夫（24.6％）、妻（30.2％）で高い比率となって
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夫 66.4 69.9 8.1 15.8 4.6 38.6 13.1 23.2 8.5 3.5

妻 64.0 75.0 3.7 26.5 5.1 43.4 22.8 33.1 2.9 2.9

夫 61.2 56.1 4.7 10.6 2.4 5.1 14.1 9.0 4.3 9.8

妻 59.5 55.2 4.7 12.1 1.7 6.0 12.5 7.3 5.6 12.5

夫 75.1 69.5 6.2 16.7 2.0 2.3 24.6 4.9 6.6 4.3

妻 73.7 66.0 4.1 14.0 1.6 2.9 30.2 8.3 9.2 6.0

夫 29.2 72.7 8.7 11.8 2.5 11.8 8.7 14.3 9.9 6.2

妻 33.3 63.2 10.3 25.3 4.6 17.2 10.3 13.8 4.6 6.9

日本

アメリカ

フランス

韓国

日本 アメリカ フランス 韓国 日本 アメリカ フランス 韓国
夫 6:43 6:27 6:44 6:52 8:38 8:28 9:06 8:48

妻 6:37 6:32 6:50 6:56 8:11 8:23 8:52 8:50

出勤日 休日

いる。さらに、日本と韓国の妻は約４分の１が「友達や知人などとのつきあい」を挙げており、他に

比べて高い比率となっている（表７）。 

 

表７ 昨年度の有給休暇の取得理由（複数回答） 

（％）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※昨年度に有給休暇を取得したと回答した者。 

 

（２）夏休み 

 夏休みの取得日数（雇用者が回答）をみると、フランスが最も多く夫21.2日、妻21.3日となった。

ついで日数が多いのはアメリカで夫10.2日、妻11.8日と10日を超えている。これに対し、日本は夫5.5

日、妻5.7日、韓国は夫・妻ともに4.2日とフランス、アメリカに比べて少ない。 

 

５．睡眠時間 

（１）起床時刻と就寝時刻 

 出勤日の起床時刻をみると、夫・妻ともにアメリカが最も早く（夫６時27分、妻６時32分）、ついで

日本（夫６時43分、妻６時37分）、フランス（夫６時44分、妻６時50分）、韓国（夫６時52分、妻６時

56分）の順である。アメリカ、フランス、韓国は夫の起床時間が妻よりも若干早くなっているが、日

本は、妻の起床時刻が若干早い。 

休日についてみると、各国、夫妻ともに出勤日に比べ、１時間30分から２時間程度、起床時刻が遅

い。とくに、フランスでは９時前後となっている（表８）。 

 

表８ 起床時刻（平均・時刻） 
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日本 アメリカ フランス 韓国 日本 アメリカ フランス 韓国
夫 23:48 22:49 22:54 23:39 23:09 23:08 23:08 23:46

妻 23:24 22:43 22:52 23:34 23:07 23:03 23:02 23:29

出勤日 休日

415

458

433433

478

442

470469

360

420

480

540

600

日本 アメリカ フランス 韓国

（分）

夫 妻

就寝時刻についてみると、出勤日では、アメリカは夫22時49分、妻22時43分と最も早く、ついでフ

ランスは夫22時54分、妻22時52分と22時台に就寝するのに対し、日本と韓国の夫・妻は23時以降に就

寝する。一番遅く就寝するのは、日本の夫の23時48分である。就寝時刻は出勤日と休日で起床時刻ほ

どの差はなく、アメリカ、フランスの夫・妻、韓国の夫は出勤日より休日の方が遅く就寝しているの

に対し、日本の夫・妻、韓国の妻は、出勤日よりも早く就寝している（表９）。 

 

表９ 就寝時刻（平均・時刻） 

 

 

 

 

（２）睡眠時間 

出勤日の就寝時刻から出勤日の起床時刻までを出勤日の睡眠時間とすると、各国ともに睡眠時間は

夫よりも妻が若干長い。国別にみると、睡眠時間が長いのはフランス（夫470分（７時間50分）、妻478

分（７時間58分））で、ついで、アメリカ（夫458分（７時間38分）、妻469分（７時間49分））、韓国（夫

433分（７時間13分）、妻442分（７時間22分））日本（夫415分（６時間55分）、妻433分（７時間13分））

の順となった。睡眠時間が７時間を下回ったのは日本の夫のみであった（図14）。 

図14 出勤日の睡眠時間（１日あたり・平均） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ※出勤日の就寝時刻から出勤日の起床時刻を引いて計算。 

 

休日の就寝時刻から休日の起床時刻で休日の睡眠時間を計算すると、各国夫・妻ともに平均睡眠時

間は９時間を上回る。最も睡眠時間が短いのは、韓国の夫（542分（９時間２分））であり、ついで日

本の妻（544分（９時間４分））も短い。韓国については、妻が夫に比べ19分睡眠時間が長いが、日本

は妻の方が25分短い。フランスについては夫・妻ともに10時間近い睡眠をとっている（図15）。 
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図15 休日の睡眠時間（１日あたり・平均） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

※休日の就寝時刻から休日の起床時刻を引いて計算。 

 

６．家事・育児時間 

（１）炊事・洗濯・買物など家事にあてる時間 

 １日あたり平均の炊事・洗濯・買物など家事にあてる時間は、日本の夫が最も短く、出勤日で16.8

分、休日で58.4分である。夫の家事時間が出勤日に０分の割合は、アメリカ25.3％、フランス29.4％、

韓国44.3％に対して、日本では62.2％ときわめて高い。 

出勤日、休日にかかわらず、各国ともに夫よりも妻の方が長い。夫と妻の差が最も大きいのも日本

であり、出勤日で121.7分、休日で119.5分の開きがある（図16）。 

 

図16 炊事・洗濯・買物など家事にあてる時間（１日あたり・平均） 
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（２）自動車の洗浄・家屋修理などにあてる時間 

 １日あたり平均の自動車の洗浄・家屋修理などにあてる時間は、日本では、出勤日に夫1.7分、妻3.4

分、休日に夫27.0分、妻11.1分で、他国に比べてきわめて短い。休日の場合には、各国ともに妻より

も夫の方が長いが、出勤日の場合には日本、韓国で夫よりも妻の方が長い（図17）。 

 

図17 自動車の洗浄・家屋修理などにあてる時間（１日あたり・平均） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）子どもに関わる時間（世話、しつけ・教育、遊ぶなど） 

 同居している子どもがいる者に限定して、１日あたり平均の子どもに関わる時間をみると、出勤日、

休日にかかわらず、いずれの国も夫よりも妻の方が長い。夫、妻ともに最も長いのがアメリカである。 

出勤日の場合、日本の夫が44.1分と最も短い。夫と妻の差が最も大きいのも日本（154.0分）である。

休日の場合、夫はアメリカ、日本、フランス、韓国の順に長く、妻はアメリカ、フランス、日本、韓

国の順に長い（図18）。 

 

図18 子どもに関わる時間（世話、しつけ・教育、遊ぶなど）（１日あたり・平均） 
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※同居する子どもがいると回答した者。 
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７．家事・子どもの世話をしている人 

（１）家事をしている人 

１）家の掃除 

 自分の家で、家の掃除をしている人は誰か（複数回答）をたずねたところ、「自分」と回答した日本

の妻は95.0％で、他国の妻よりも多い。反対に、「自分」と回答した日本の夫は26.6％で、他国の夫よ

りも少ない。しかし、妻からみて、夫はやっているという割合は44.0％と多い。 

 フランス、アメリカでは、「家事使用人」という回答が10％前後あった。韓国、アメリカでは、「家

族」が10～20％と他国よりも多い（表10）。 

 

表10 家の掃除をしている人（複数回答）

（％）
自分 配偶者／

パート
ナー

家族 家事使用
人

業者 その他

夫 26.6 96.4 7.7 -  -  0.2
妻 95.0 44.0 7.4 -  -  -  
夫 52.3 84.0 14.0 9.3 4.0 1.8
妻 86.0 59.0 14.3 8.0 3.0 1.0
夫 44.9 86.4 4.4 11.4 -  0.7
妻 87.4 46.6 5.1 11.7 0.2 -  
夫 40.5 72.5 20.5 0.8 -  1.3
妻 80.0 51.3 17.5 0.8 -  0.8

フランス

韓国

日本

アメリカ

 

 

２）料理 

 自分の家で料理をしている人は誰か（複数回答）をたずねたところ、「自分」と回答した日本の妻は

94.5％で、他国の妻に比べて多い。また、「自分」と回答した日本および韓国の夫は約20％で、アメリ

カ、フランスに比べ、かなり下回る。韓国では「家族」の割合が10％以上あり、他国よりも多い（表11）。 

 

表11 料理をしている人（複数回答） 

（％）
自分 配偶者／

パート
ナー

家族 家事使用
人

業者 その他

夫 21.1 96.2 5.5 -  -  0.2
妻 94.5 30.6 6.2 -  -  -  
夫 46.8 84.5 6.8 1.8 1.5 1.3
妻 84.0 51.5 6.8 3.0 2.5 0.8
夫 41.0 87.4 4.1 0.5 -  0.7
妻 88.8 46.1 4.1 0.5 -  -  
夫 22.8 81.3 16.5 0.3 -  1.3
妻 88.5 26.0 12.0 0.3 -  1.3

フランス

韓国

日本

アメリカ

 

 

３）洗濯 

 自分の家で洗濯をしている人は誰か（複数回答）をたずねたところ、「自分」と回答した日本、フラ

ンスの妻は、それぞれ95.2％、93.0％で、アメリカ、韓国よりも多い。反対に、「自分」と回答した日
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本、フランスの夫は、それぞれ22.2％、22.3％で、アメリカ、韓国よりも少ない。韓国では「家族」

の割合が10％以上あり、他国に比べて多い（表12）。 

 

表12 洗濯をしている人（複数回答） 

（％）
自分 配偶者／

パート
ナー

家族 家事使用
人

業者 その他

夫 22.2 95.9 4.8 -  -  0.2
妻 95.2 30.6 5.0 -  -  -  
夫 45.8 80.3 8.8 2.3 2.3 1.0
妻 79.0 51.3 9.3 3.8 2.3 1.3
夫 22.3 93.4 2.4 0.5 0.2 1.2
妻 93.0 23.3 1.9 0.5 -  0.2
夫 31.0 79.0 16.3 0.5 -  1.0
妻 83.3 35.5 12.5 0.8 -  0.5

フランス

韓国

日本

アメリカ

 

 

（２）子どもの世話をしている人 

１）自分と配偶者／パートナー以外で、子どもの世話をしている人 

 自分と配偶者／パートナー以外で、子どもの世話をしている人は誰か（複数回答、同居の12歳以下

の子どもがいる者が回答）をきいたところ、日本では、他国と比べ「そういう人はいない」の回答が

多く、約40％である。「別居している親やきょうだい」は、日本、フランスで30％を超え、アメリカ、

韓国で26～27％である。「保育園などの保育士、幼稚園の先生、保育ママ」は、日本、フランス、韓国

で30％近いが、アメリカでは20％に満たない。「ベビーシッター・お手伝いさん」は、アメリカ、フラ

ンスで約20％、韓国で約10％であるが、日本では約１％できわめて少ない（表13）。 

 

表13 子どもの世話をしている人（自分と配偶者/パートナー以外）（複数回答） 

（％）
同居して
いる親や
きょうだ

い

別居して
いる親や
きょうだ

い

ベビー
シッ

ター・お
手伝いさ

ん

保育士、
幼稚園の

先生

子育て支
援施設の
指導員

友人・近
所の人・
子育て仲

間

子どもの
きょうだ

い

そういう
人はいな

い

夫 6.0 35.8 1.4 28.8 4.2 5.6 7.0 40.5
妻 7.0 33.5 1.4 27.0 6.0 7.9 7.4 41.4
夫 5.9 27.4 20.5 19.2 1.4 4.6 3.2 38.8
妻 5.9 26.9 22.4 18.7 0.9 3.7 4.1 38.4
夫 0.4 31.8 20.0 28.2 -  5.1 5.5 33.3
妻 0.4 31.8 18.4 31.8 -  5.9 6.7 31.4
夫 7.4 26.4 10.8 29.0 1.7 1.3 2.2 33.3
妻 7.4 26.4 10.8 29.0 1.7 1.3 2.2 33.3

日本

アメリカ

フランス

韓国
 

    ※同居の12歳以下の子どもがいる者。 

 

２）突然の外出、急な残業の時などに一番頼りになる人 

 前設問で「そういう人はいない」以外で回答した者に、突然の外出、急な残業の時などに一番頼り

になる人は誰かをきいたところ、各国ともに「別居している親やきょうだい」が最も多い。なかでも
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日本は、夫52.3％、妻52.2％で他国よりも多い。つぎに多いのが、日本、フランス、韓国では「保育

士、幼稚園の先生、保育ママ」であり、アメリカでは「ベビーシッター・お手伝いさん」である（表

14）。 

 

表14 突然の外出、急な残業の時などに一番頼りになる人 

（％）
同居して
いる親や
きょうだ

い

別居して
いる親や
きょうだ

い

ベビー
シッ

ター・お
手伝いさ

ん

保育士、
幼稚園の

先生

子育て支
援施設の
指導員

友人・近
所の人・
子育て仲

間

子どもの
きょうだ

い

夫 10.2 52.3 1.6 27.3 2.3 3.9 2.3

妻 11.9 52.4 1.6 23.0 1.6 6.3 3.2

夫 8.2 43.3 21.6 18.7 -  3.7 4.5
妻 8.1 43.0 23.0 17.8 -  3.0 5.2
夫 0.6 44.1 20.0 26.5 -  2.9 5.9
妻 0.6 41.7 19.4 28.0 -  4.0 6.3
夫 10.4 39.0 9.7 34.4 1.9 1.3 3.2
妻 9.7 39.0 9.7 34.4 2.6 1.3 3.2

日本

アメリカ

フランス

韓国
 

       ※前設問で「そういう人はいない」以外の者。 

 

３）友人、近所の人、子育て仲間などから子どもをあずかることがあるか 

 友人、近所の人、子育て仲間から子どもをあずかることがあるか（同居の12歳以下の子どもがいる

者が回答）をたずねたところ、「よくある」と「ときどきある」を合わせた＜ある＞の割合が多いのは、

アメリカ（夫24.7％、妻35.6％）、フランス（夫20.0％、妻30.2％）である。反対に、＜ある＞の割合

が少ないのは、日本（夫10.7％、妻18.6％）、韓国（夫15.2%、妻16.1％）である（図19）。 

 

図19 友人、近所の人、子育て仲間などから子どもをあずかることがあるか 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※同居の12歳以下の子どもがいる者。 
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８．育児のための企業内制度の利用 

つぎのＡからＥまでの企業内制度を育児のために利用したことがあるかについて、同居の12歳以下

の子どもがいる者、かつ就労経験がある者にたずねた（表15）。 

 

（Ａ）育児休業制度 

 育児休業制度については、「制度なし（なかった）」という割合が、日本、韓国では45％前後で、ア

メリカ、フランスよりも多い。制度がある（あった）場合でも「利用したことはない」という割合は、

フランス、日本、アメリカの夫で５割以上を占める。 

 一方、フランスの妻は利用割合が多く、「過去に利用したことがある」が42.7％、「現在、利用して

いる」が8.3％である。 

 

（Ｂ）勤務時間の調整制度 

 勤務時間の調整制度（フレックスタイム、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ等）については、「制度

なし（なかった）」の割合が日本では50％台で最も多い。制度がある（あった）場合でも、アメリカの

夫は「利用したことはない」割合が45.4％と多い。一方、フランスの妻は「過去に利用したことがあ

る」が17.0％、「現在、利用している」が13.0％、アメリカの妻は「過去に利用したことがある」が14.3％、

「現在、利用している」が11.8％と、他国に比べ利用割合が多い。韓国では夫、妻ともに「過去に利

用したことがある」が比較的高い（それぞれ14.7％、18.1％）。 

 

（Ｃ）短時間勤務 

 短時間勤務（労働時間が短いだけで、時間あたり賃金など処遇はフルタイムの正規従業員と同じ。

育児時間も含む）については、「制度なし（なかった）」の割合が日本では約60％で最も多い。制度が

ある（あった）場合でも「利用したことはない」割合が多いのが、アメリカの夫（54.6％）、フランス

の夫（46.3％）である。 

 利用割合についてみると、「過去に利用したことがある」のは韓国の妻が15.9％、アメリカの妻が

13.3％で他に比べると多い。日本の利用割合は、夫、妻ともに他国に比べきわめて少ない。 

 

（Ｄ）在宅勤務制度 

 在宅勤務制度については、日本で約７割、韓国、フランスで約５割、アメリカで約３割が「制度な

し（なかった）」である。 

アメリカでは、制度がある（あった）場合でも「利用したことはない」の割合が夫50.5％、妻42.4％

と多い一方、「過去、利用したことがある」「現在も過去も利用している」「現在、利用している」の割

合も他国に比べて多い。日本の利用割合は、夫、妻ともにきわめて少ない。 
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（％）

現在、利
用してい

る

現在も、
過去も利
用してい

る

過去に利
用したこ
とがある

利用した
ことはな

い

A　育児休業制度
夫 0.5 -  0.5 51.2 47.9
妻 5.7 1.4 17.1 29.0 46.7
夫 6.9 3.2 11.0 50.0 28.9
妻 6.4 3.4 20.7 38.9 30.5
夫 2.7 0.4 10.6 56.9 29.4
妻 8.3 1.6 42.7 34.8 12.6
夫 1.7 4.8 10.8 38.1 44.6
妻 1.8 3.1 13.3 36.3 45.6

B　勤務時間の調整制度
夫 5.1 2.8 6.5 34.9 50.7
妻 6.7 1.0 10.0 26.2 56.2
夫 6.9 11.5 10.6 45.4 25.7
妻 11.8 10.3 14.3 34.5 29.1
夫 8.6 8.2 8.6 36.9 37.6
妻 13.0 7.1 17.0 25.7 37.2
夫 2.6 7.4 14.7 31.6 43.7
妻 1.3 4.4 18.1 32.3 43.8

C　短時間勤務
夫 -  -  0.5 41.4 58.1
妻 5.7 -  5.7 28.6 60.0
夫 1.8 5.5 8.7 54.6 29.4
妻 6.4 6.4 13.3 39.9 34.0
夫 4.3 2.4 1.6 46.3 45.5
妻 8.3 2.4 9.5 37.2 42.7
夫 1.7 6.1 11.7 31.2 49.4
妻 0.9 2.2 15.9 31.9 49.1

D　在宅勤務制度
夫 -  -  1.4 29.3 69.3
妻 1.4 -  0.5 22.4 75.7
夫 4.6 8.7 9.2 50.5 27.1
妻 5.9 5.4 12.3 42.4 34.0
夫 1.6 1.2 4.3 41.2 51.8
妻 3.2 1.6 4.7 37.2 53.4
夫 1.3 5.6 8.2 28.6 56.3
妻 0.9 4.0 10.6 29.2 55.3

E　保育サービス費用補助
夫 -  -  0.9 30.2 68.8
妻 1.9 -  3.8 22.9 71.4
夫 4.6 4.6 5.5 52.3 33.0
妻 1.5 4.9 7.9 46.8 38.9
夫 2.7 2.0 6.3 37.3 51.8
妻 6.3 2.8 6.7 33.2 51.0
夫 4.8 5.6 7.8 33.3 48.5
妻 4.9 5.8 7.5 32.7 49.1

フランス

韓国

日本

アメリカ

フランス

韓国

アメリカ

フランス

韓国

日本

アメリカ

フランス

韓国

制度あり（あった） 制度なし
（なかっ

た）

日本

日本

アメリカ

フランス

韓国

日本

アメリカ

（Ｅ）保育サービス費用補助 

 保育サービスの費用を補助する制度については、「制度なし（なかった）」の割合が最も多いのが日

本で７割、ついでフランス、韓国、アメリカの順で多い。 

韓国では、夫、妻ともに利用割合が他国に比べて多く、かつ夫と妻の割合もほぼ同程度である。一

方、日本は、夫、妻ともにきわめて少ない。 

 

表15 企業内制度を育児のために利用したことがあるか 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※同居の12歳以下の子どもがいる者、かつ就労経験がある者。 
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９．子どもに関する意見 

（１）子どもをもつことについて 

 つぎのＡからＥまでの子どもをもつことについての意見をどう思うかをたずね、その回答を点数化

した（表16）。 

 Ａ「子育ての経験は仕事にも活かせる」については、各国ともに、夫よりも妻のポイントが高くな

っている。フランスのみが夫、妻ともにマイナスのポイントになっている。 

Ｂ「家族の結びつきが深まる」については、各国ともにポイントが高く、夫よりも妻のポイントが

高くなっているが、夫妻間の差は小さい。 

Ｃ「子育てを通じて自分の友人が増える」については、とくに日本の妻（53.8ポイント）、アメリカ

の妻（53.0ポイント）のポイントが高い。韓国の夫のポイントはマイナスになっている。 

Ｄ「自分の自由な時間がなくなる」については、韓国の妻（55.6ポイント）、日本の妻（53.9ポイン

ト）のポイントがとくに高い。フランスでは夫、妻ともに、マイナスのポイントになっている。つま

り、フランスでは子育てについて時間的な負担を感じていないということを示している。 

 Ｅ「金銭上で負担に感じる」については、韓国では妻（64.1ポイント）、夫（53.9ポイント）の双方

でポイントが高い。反対に、フランスでは夫、妻ともにマイナスのポイントである。時間的な負担と

同様、フランスでは金銭上での負担も感じていないということをあらわしている。 

 

表16 子どもをもつことについての意見 

A　子育て
の経験は
仕事にも
活かせる

B　家族の
結びつき
が深まる

C　子育て
を通じて
自分の友
人が増え

る

D　自分の
自由な時
間がなく

なる

E　金銭上
で負担に
感じる

夫 10.6 64.0 16.7 38.1 36.4
妻 28.7 65.0 53.8 53.9 42.7
夫 15.5 53.0 39.8 22.5 36.7
妻 32.4 61.9 53.0 21.0 31.8
夫 -36.5 48.8 16.2 -31.5 -27.7
妻 -33.3 55.0 20.5 -32.3 -30.8
夫 -3.9 67.3 -0.6 32.7 53.9
妻 11.7 70.0 28.4 55.6 64.1

日本

アメリカ

フランス

韓国
 

       ※「そう思う」×１ポイント＋「どちらかといえばそう思う」×0.5ポイント 

       ＋「どちらともいえない」×０ポイント＋「どちらかといえばそう思わない」×-0.5ポイント＋「そ

う思わない」×-１ポイント で換算。 

 

（２）子どもの数 

 同居、別居を問わず、子どもが全員で何人いるかをたずねたところ、夫、妻ともに、日本1.1人、ア

メリカ1.5人、フランス1.4人、韓国1.3人であった（ただし、同居の子どもの数（平均）よりも少ない

ことに留意が必要である）。 

 

 

－188－



調査結果の概要 

 

28.3

34.8

35.4

31.1

32.0

27.8

27.0

29.9

14.3

12.0

15.0

8.5

11.3

19.9

21.5

9.3

7.5

7.3

11.3

10.5

6.7

35.3

31.3

31.1

32.8

33.3

36.5

28.0

23.2

7.8

10.0

7.8

14.8

12.2

13.6 5.8

5.3

5.0

3.5

5.3 8.5

10.0

6.5

5.0

10.5

6.3

5.3

4.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

妻

夫

妻

夫

妻

夫

妻

夫

韓
国

フ
ラ
ン

ス
ア

メ
リ

カ
日

本

欲しい      

どちらかといえば
欲しい  

どちらかといえば
欲しくない       

欲しくない  

欲しかったがあき
らめた  

まだ決めていない 

208.2

109.6

183.3

138.5

134.4

229.8232.3

102.6

207.4

186.3

136.6

186.7

133.9

131.1 129.8

203.5

-  

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

日本 アメリカ フランス 韓国 日本 アメリカ フランス 韓国

出勤日 休日

（分）

夫

妻

（３）子どもを欲しいか 

 現在、子どもを欲しいと思うかについてみると、「欲しい」と「どちらかといえば欲しい」を合わせた

＜欲しい＞の割合は、日本の夫が51.4％で最も多い。日本および韓国では、妻よりも夫の方が＜欲しい＞

の割合が高く、反対にアメリカおよびフランスでは、夫よりも妻の方が高くなっている。また日本では夫、

妻ともに、「欲しかったがあきらめた」の割合が10％を超え、他国よりも多いのが特徴である（図20）。 

 

図20 現在、子どもを欲しいと思うか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

10．余暇時間 

（１）テレビ、新聞・雑誌、インターネット検索 

 テレビをみる、新聞や雑誌等を読む、インターネット検索に費やす１日あたりの時間は、日本では、

出勤日で夫109.6分、妻133.9分、休日で夫208.2分、妻186.3分である。日本およびアメリカでは、出

勤日は妻の方が長く、休日は夫の方が長い。フランスは、出勤日、休日にかかわらず、夫の方が長い

が、韓国では出勤日、休日にかかわらず、妻の方が長い（図21）。 

 

図21 テレビをみる、新聞や雑誌等を読む、インターネット検索に費やす時間 
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（２）読書、映画、音楽 

 読書をする、（ビデオ、DVD、CDなどで）映画を観たり、音楽を聴く時間は、日本では、出勤日で夫

30.7分、妻41.1分、休日で夫69.6分、妻64.3分である。日本は、アメリカ、フランスと比べると、出

勤日、休日にかかわらず、夫、妻ともにきわめて短い（図22）。 

 

図22 読書をする、（ビデオ、DVD、CDなどで）映画を観たり、音楽を聴く時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）友人・知人と電話、Ｅメール、チャットなど 

 友人・知人と電話やＥメール、チャットなどで会話・やりとりをする時間は、日本では、出勤日で

夫19.2分、妻29.5分、休日で夫24.6分、妻31.5分である。日本は、アメリカ、フランスと比べると、

出勤日、休日ともにきわめて短い。各国ともに出勤日、休日にかかわらず、妻の方が長くなっている

（図23）。 

 

図23 友人・知人と電話やＥメール、チャットなどで会話・やりとりをする時間 
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11．余暇活動の頻度 

 つぎのＡからＨにあげた余暇活動をどのくらいの頻度で行っているかをたずねた（表17）。 

 

（Ａ）家族で外出する 

 家族で外出する頻度は、日本では夫、妻ともに、「週に１－２回程度」が50％を超えている。各国と

もに「週に１－２回程度」および「月に２－３回程度」で過半数を占めている。アメリカでは、夫、

妻ともに「だいたい毎日」が5.0％、「週に３－４回程度」が14.0％前後で、他国と比べると多い。「ほ

とんどやっていない」の割合は、日本、韓国よりも、フランス、アメリカの方が多い。 

 

（Ｂ）友人・知人と外出、食事する 

 友人・知人と外出したり、食事をする頻度は、日本では、夫が「年に数回程度」、妻が「月に１回程

度」の割合が最も多い。アメリカ、フランス、韓国の夫は「月に２－３回程度」が多い。日本の夫の

場合、「ほとんどやっていない」の割合が他国に比べて多い。 

 

（Ｃ）習い事、学校に通うなど学習活動、自己啓発 

 習い事、学校に通うなど学習活動、自己啓発の頻度については、日本では「ほとんどやっていない」

の割合が夫78.9％、妻67.7％で、他国に比べてきわめて多い。フランスの妻の場合、「だいたい毎日」

の割合が10％を超え、他国に比べて多い。 

 

（Ｄ）スポーツ、ジョギング、ダンスなど体を動かす 

 スポーツ、ジョギング、ダンスなど体を動かす頻度は、日本では「ほとんどやっていない」の割合

が妻61.0％、夫47.6％で、他国に比べてきわめて多い。反対に、アメリカの夫、妻は、「だいたい毎日」、

「週に３－４回程度」の割合が他国よりも多い。 

 

（Ｅ）ショッピング、ヘアサロン・理容室、エステなどリラクゼーション 

 ショッピング、ヘアサロン・理容室、エステなどリラクゼーションの頻度は、日本では、夫、妻と

もに「月に１回程度」が最も多い。フランスの妻、アメリカの妻の場合は、「週に１－２回程度」が他

国に比べて多い。 

 

（Ｆ）（自宅外の）映画・音楽・演劇等鑑賞、スポーツ観戦 

 映画・音楽・演劇等鑑賞、スポーツ観戦の頻度は、韓国の妻を除くと、いずれの国も夫、妻ともに

「年に数回程度」の割合が最も多い。とくに日本の場合、「年に数回程度」が40％を超えている。アメ

リカは、夫、妻ともに、「だいたい毎日」「週に３－４回程度」「週に１－２回」「月に２－３回程度」

の各割合が他国よりも多い。 
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（％）
だいたい
毎日

週に３―
４回程度

週に１―
２回程度

月に２―
３回程度

月に１回
程度

年に数回
程度

ほとんど
やってい
ない

該当する
子どもは
いない

A　家族で外出する
夫 0.7 2.6 54.5 24.2 10.5 5.3 2.2
妻 1.4 3.1 54.1 20.3 13.4 5.5 2.2
夫 5.0 14.0 35.0 25.0 9.0 6.5 5.5
妻 5.0 14.5 38.3 24.0 7.8 7.0 3.5
夫 2.9 5.3 35.7 25.5 10.7 13.3 6.6
妻 5.6 5.6 37.1 24.5 12.1 11.4 3.6
夫 1.3 5.5 47.5 29.0 13.0 2.0 1.8
妻 3.5 5.3 47.3 29.0 11.0 3.0 1.0

B　友人・知人と外出、食事する
夫 0.7 0.7 12.2 13.2 23.2 32.1 17.9
妻 -  0.7 10.5 21.1 30.1 27.8 9.8
夫 1.5 5.0 13.8 24.3 19.0 22.3 14.3
妻 2.0 4.5 15.5 23.3 21.0 23.8 10.0
夫 1.0 1.5 14.3 23.8 19.9 23.8 15.8
妻 0.7 1.7 11.7 25.7 22.8 23.1 14.3
夫 0.5 6.3 21.8 29.8 26.8 11.8 3.3
妻 0.5 1.8 19.8 27.3 31.8 14.0 5.0

C　習い事、学校に通うなど学習活動、自己啓発
夫 1.4 1.0 6.2 3.1 2.6 6.7 78.9
妻 0.5 1.2 9.6 5.3 7.2 8.6 67.7
夫 5.8 7.5 6.5 11.5 7.3 13.0 48.5
妻 7.5 6.3 10.8 9.8 7.8 11.8 46.3
夫 7.0 4.9 6.6 8.5 5.3 12.1 55.6
妻 14.1 3.4 10.0 6.3 9.7 11.9 44.7
夫 3.0 3.3 11.3 9.8 15.5 22.0 35.3
妻 2.8 4.5 11.3 10.3 13.8 18.5 39.0

D　スポーツ、ジョギング、ダンスなど体を動かす
夫 2.2 4.1 15.3 11.2 11.2 8.4 47.6
妻 2.4 3.3 9.6 5.7 6.0 12.0 61.0
夫 11.8 14.5 20.8 11.0 7.0 9.5 25.5
妻 9.8 16.8 23.0 16.5 7.0 6.8 20.3
夫 4.6 7.5 23.3 8.0 6.1 8.7 41.7
妻 2.7 2.9 23.3 8.0 6.3 10.9 45.9
夫 7.3 10.5 14.0 11.8 12.5 15.8 28.3
妻 5.5 8.3 10.0 10.3 12.8 14.5 38.8

日本

アメリカ

フランス

韓国

日本

アメリカ

フランス

韓国

日本

アメリカ

フランス

韓国

日本

アメリカ

フランス

韓国

（Ｇ）子どもの学校行事、部・クラブ活動に関わる活動 

 子どもの学校行事、部・クラブ活動に関わる活動の頻度は、アメリカでは夫、妻ともに「月に２－

３回程度」が最も多い。一方、フランス、韓国、日本については、夫は「ほとんどやっていない」、妻

は「年に数回程度」が最も多い。 

 

（Ｈ）地域、ボランティア活動、宗教活動（教会に行くなど） 

 地域、ボランティア活動、宗教活動の頻度は、いずれの国でも「ほとんどやっていない」の割合が

最も多いが、とくに日本は夫、妻ともに８割を超えている。韓国およびアメリカは「週に１－２回程

度」の割合が他国よりも多く、活動頻度が高い。 

 

表17 余暇活動の頻度 
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（％）
だいたい
毎日

週に３―
４回程度

週に１―
２回程度

月に２―
３回程度

月に１回
程度

年に数回
程度

ほとんど
やってい
ない

該当する
子どもは
いない

E　ショッピング、ヘアサロン・理容室、エステなどリラクゼーション
夫 0.2 0.5 7.7 13.6 28.5 24.2 25.4
妻 0.2 1.7 7.9 15.8 35.4 31.8 7.2
夫 1.5 4.8 11.0 18.3 19.0 18.8 26.8
妻 1.3 8.3 24.3 21.8 18.8 17.3 8.5
夫 0.5 2.2 19.9 16.5 15.8 15.0 30.1
妻 1.2 6.1 34.0 23.1 16.5 12.1 7.0
夫 1.3 0.8 12.5 24.0 36.0 10.3 15.3
妻 1.0 2.0 13.3 26.5 29.5 21.8 6.0

F　（自宅外の）映画・音楽・演劇等鑑賞、スポーツ観戦
夫 0.2 1.0 1.9 6.2 14.1 43.3 33.3
妻 -  0.2 2.4 6.7 18.2 43.5 28.9
夫 1.8 4.0 12.3 18.8 20.8 28.0 14.5
妻 2.0 4.0 11.5 22.8 18.8 26.0 15.0
夫 0.2 1.0 4.9 13.3 13.1 39.1 28.4
妻 0.5 0.2 4.1 13.8 15.8 38.6 26.9
夫 0.3 0.5 5.0 12.5 28.5 35.8 17.5
妻 -  1.0 3.8 14.0 31.8 30.8 18.8

G　子どもの学校行事、部・クラブ活動に関わる活動
夫 -  -  1.9 2.4 4.5 17.2 22.5 51.4
妻 0.2 1.7 4.8 9.1 9.8 15.1 9.6 49.8
夫 1.8 4.8 10.8 13.8 11.3 12.8 10.8 34.3
妻 5.8 8.0 13.8 16.3 6.3 10.5 6.3 33.3
夫 0.7 1.5 2.2 5.6 7.5 23.5 32.0 26.9
妻 1.5 1.7 6.6 11.9 10.7 24.5 15.8 27.4
夫 -  0.3 1.5 2.8 5.8 20.8 30.0 39.0
妻 0.3 0.5 2.5 7.5 10.5 24.0 16.8 38.0

H　地域、ボランティア活動、宗教活動（教会に行くなど）
夫 0.5 2.4 2.2 2.4 2.2 6.9 83.5
妻 0.2 1.4 2.6 3.1 3.6 7.9 81.1
夫 3.0 3.8 13.5 9.3 10.0 14.3 46.3
妻 2.0 3.8 15.8 17.5 6.8 12.8 41.5
夫 0.5 1.0 3.6 3.6 3.4 6.6 81.3
妻 0.2 1.0 4.9 3.2 3.6 10.7 76.5
夫 2.0 2.0 14.0 5.3 6.8 10.5 59.5
妻 1.0 4.5 19.8 6.8 5.3 10.8 52.0

日本

アメリカ

フランス

韓国

日本

アメリカ

フランス

韓国

日本

アメリカ

フランス

韓国

日本

アメリカ
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12．今後の生活時間の希望 

 つぎのＡからＤにあげた「時間」について、今後どのようになるとよいと思うかをたずねた。 

 

（Ａ）睡眠時間 

 睡眠時間については、韓国を除く各国で夫、妻ともに、「増やしたい」の割合が６割を超えているが、

韓国では、夫、妻ともに「増やしたい」の割合が４割台と少なく、「減らしたい」が７～９％前後で多

い（図24）。 
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図24 Ａ 睡眠時間 
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（Ｂ）仕事の時間 

 仕事の時間については、日本の妻、アメリカの妻で「増やしたい」の割合がそれぞれ18.4％、11.3％

と多くなっている。「増やしたい」と「減らしたい」の夫妻間の差は、日本が最も大きい（図25）。 

 

図25 Ｂ 仕事の時間 
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（Ｃ）家事、子育てをする時間 

 家事、子育てをする時間については、アメリカを除くと、妻よりも夫の方が「増やしたい」の割合

が多い。とくに日本の夫は、「増やしたい」の割合が35.4％と他国に比べて多い。反対に、「減らした

い」の割合は、各国ともに夫よりも妻の方が多いが、とくにフランスの妻、韓国の妻は、その割合が

40％弱と多い（図26）。 
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調査結果の概要 

 

図26 Ｃ 家事、子育てをする時間 

17.0

26.0

17.2

22.6

34.0

30.5

28.2

35.4

46.0

60.8

44.2

56.8

50.8

57.0

57.9

58.6

37.0

13.3

38.6

20.6

15.3

12.5

13.9

6.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

妻

夫

妻

夫

妻

夫

妻

夫

韓
国

フ
ラ

ン
ス

ア
メ

リ
カ

日
本

増やしたい  

今のままでよ
い          

減らしたい  

 

 

（Ｄ）地域活動やボランティア活動の時間 

地域活動やボランティア活動の時間については、日本のみ、「増やしたい」の割合が妻よりも夫の方

が多い。韓国では、夫、妻ともに「増やしたい」の割合が30％を超えている。フランスでは、「減らし

たい」の割合が夫、妻ともに約20％で、他国よりも多い（図27）。 

 

図27 Ｄ 地域活動やボランティア活動の時間 
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13．家族との関係 

（１）家族全員と一緒に夕食を食べる頻度 

 家族全員と一緒に夕食を食べる頻度は、日本では「だいたい毎日」が約30％で最も多い。フランス

は、「必ず毎日」が50％を超えているが、「ほとんどない」の割合も７～８％台で他国に比べると多い

（表18）。 
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表18 家族全員と一緒にどのくらいの頻度で夕食を食べるか 

（％）
必ず毎日 だいたい

毎日
週に３～
４回程度

週に１～
２回程度

月に２～
３回程度

月に１回
程度

ほとんど
ない

夫 16.5 30.9 20.1 26.3 3.1 0.7 2.4
妻 25.8 31.1 17.5 20.3 3.3 0.7 1.2
夫 30.3 30.0 13.3 15.3 3.8 2.5 5.0
妻 31.3 31.0 14.3 13.8 2.8 2.8 4.3
夫 51.5 13.6 7.0 6.6 7.5 5.3 8.5
妻 57.5 9.2 6.3 4.6 8.7 6.6 7.0
夫 5.3 31.8 23.5 32.0 4.8 1.5 1.3
妻 8.5 33.8 23.5 26.5 3.5 2.8 1.5

フランス

韓国

日本

アメリカ

 

 

（２）実家との距離 

 実家との距離（親と非同居の者が回答）をみると、フランス、日本は「３時間以上」が25～31％台

で他国に比べ多い。アメリカおよび韓国の妻は、「15分未満の距離」の割合が23～24％台で他国に比べ

て多い（表19）。 

 

表19 実家との距離 

（％）
１５分未
満の距離

１５～３
０分

３０～６
０分

１～２時
間

２～３時
間

３時間以
上

親はいな
い

夫 13.5 14.5 15.5 16.5 8.3 27.8 4.0
妻 15.9 11.2 20.6 15.6 8.9 25.1 2.7
夫 20.3 18.8 14.2 10.7 4.8 20.8 10.4
妻 24.5 16.3 16.3 8.3 3.4 20.2 11.1
夫 17.2 16.5 14.8 7.0 8.7 31.8 3.9
妻 19.5 16.3 17.3 9.3 8.8 26.3 2.4
夫 15.9 12.7 22.1 15.9 8.4 19.9 5.1
妻 23.1 17.7 16.7 16.2 8.5 15.4 2.6

日本

アメリカ

フランス

韓国
 

   ※親と非同居の者。 

 

14．満足度 

（１）現在の仕事への満足度 

 現在の仕事への満足度（有職者が回答）については、日本の夫は「かなり満足している」の割合が

最も少なく、＜満足＞（「かなり満足」と「やや満足」の合計、以下同様）の割合でみても43.1％と最

も少ない。また日本の夫は「かなり不満である」の割合が最も多く、＜不満＞（「かなり不満」と「や

や不満」の合計、以下同様）の割合も30.0％で最も多くなる。ついで＜満足＞が少なく＜不満＞が多

いのは、日本の妻である。アメリカでは、夫、妻ともに「かなり満足」の割合が多く、40％を超えて

いる（図28）。 
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調査結果の概要 

 

図28 現在の仕事への満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 ※有職者が回答。 

 

（２）配偶者／パートナーの家事分担への満足度 

 配偶者／パートナーの家事分担への満足度は、いずれの国も妻よりも夫の方が＜満足＞の割合が多

い。アメリカでは、夫、妻ともに「かなり満足」の割合が40～50％に達し、＜満足＞も80％近いのに

対して、日本では、夫、妻ともに＜満足＞の割合が他国に比べて少ない。一方、＜不満＞の割合が多

いのは韓国および日本の妻であり、30％を超えている（図29）。 

 

図29 配偶者／パートナーとの家事分担への満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）配偶者／パートナーの子どもとのかかわりへの満足度 

 配偶者／パートナーの子どもとのかかわりへの満足度（同居の子どもが１人以上いる者が回答）に

ついては、いずれの国も妻よりも夫の方が＜満足＞の割合が多い。日本では、夫、妻ともに＜満足＞
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の割合が他国と比べて少ない。一方、＜不満＞の割合が最も多いのは日本の妻で、約30％を占めてい

る（図30）。 

 

図30 配偶者／パートナーの子どもとのかかわりへの満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ※同居の子どもが１人以上いる者。 

 

（４）現在の生活への満足度 

 現在の生活への満足度について、「かなり満足」はアメリカで約50％、フランスで30％台、日本で約

10％、韓国で10％未満である。＜満足＞の割合でみると、アメリカが80％台、フランスが70％台、韓

国が60％台、日本が50％台となる。一方、＜不満＞の割合については、日本の夫および妻、韓国の妻

が20％台で他国よりも若干多い（図31）。 

 

図31 現在の生活への満足度 
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調査結果の概要 

 

15．ストレスの状況 

 

 「Ａかなり神経質であったこと」「Ｂどうにもならないくらい気分が落ち込んでいたこと」「Ｃ落ち

着いておだやかな気分であったこと」「Ｄ落ち込んで、ゆううつな気分であったこと」「Ｅ楽しい気分

であったこと」「Ｆ健康上の理由で、家事や仕事などの活動が制限されたこと」について、過去１ヵ月

間にどのくらいの頻度で感じたかをたずねた。 

 

（Ａ）かなり神経質であったこと 

 「毎日のように」と「頻繁に」を合わせた割合は、いずれの国も夫より妻の方が多い。とくにフラ

ンスの妻、韓国の妻がその割合が多い（それぞれ36.5％、27.3％）。反対に、「まったくなかった」割

合が最も多いのが、アメリカの夫である（25.5％）（図32）。 

 

図32 Ａ かなり神経質であったこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ｂ）どうにもならないくらい気分が落ち込んでいたこと 

 「毎日のように」と「頻繁に」を合わせた割合が最も多いのは、韓国の妻で20.3％である。反対に、

「まったくなかった」割合が最も多いのが、アメリカの夫で４割を超えている（図33）。 

 

図33 Ｂ どうにもならないくらい気分が落ち込んでいたこと 
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（Ｃ）落ち着いておだやかな気分であったこと 

 「まったくなかった」の割合が他国に比べて多いのが、アメリカの夫（17.0％）、妻（15.0％）であ

る。反対に、フランスの夫は、「毎日のように」と「頻繁に」を合わせた割合が５割を超えている（図

34）。 

 

図34 Ｃ 落ち着いておだやかな気分であったこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ｄ）落ち込んで、ゆううつな気分であったこと 

 「毎日のように」と「頻繁に」を合わせた割合が最も多いのは、韓国の妻で16.3％である。反対に、

「まったくなかった」の割合が最も多いのが、フランスの夫である（34.5％）（図35）。 

 

図35 Ｄ 落ち込んで、ゆううつな気分であったこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ｅ）楽しい気分であったこと 

 「毎日のように」と「頻繁に」を合わせた割合は、フランスの夫・妻で６割を超え、アメリカの夫・

妻、韓国の夫・妻で５割を超える。日本の夫・妻は５割に満たない。とくに、日本の夫はその割合が

34.9％で他国に比べ最も少ない（図36）。 
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図36 Ｅ 楽しい気分であったこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ｆ）健康上の理由で、家事や仕事などの活動が制限されたこと 

 「毎日のように」と「頻繁に」を合わせた割合は、韓国の妻、アメリカの妻で１割を超えている（そ

れぞれ11.5％、10.8％）。「まったくなかった」の割合は、フランスの夫が69.4％で最も多い（図37）。 

 

図37 Ｆ 健康上の理由で、家事や仕事などの活動が制限されたこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16．昨年の収入 

（１）昨年、仕事から得た収入 

 昨年１年間に仕事から得た収入（税込）についてみると、日本では、夫「400～500万円」、妻「100

万円未満」が最も多い。妻の場合、「収入がなかった」も多く、20％を超えている（図38）。 

 アメリカでは、夫は「10万ドル以上」が最も多く、つぎに「５万～６万ドル未満」が多い。妻は「４

万～５万ドル未満」が最も多い（図39）。 

 フランスでは、夫、妻ともに「18000～24000ユーロ」が最も多い（図40）。 

 韓国では、夫は「2000万～3000万ウォン」、妻は「1000万～2000万ウォン」が最も多い。妻の場合、

「収入がなかった」も多い（図41）。 
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図38 昨年、仕事から得た収入：日本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図39 昨年、仕事から得た収入：アメリカ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図40 昨年、仕事から得た収入：フランス 
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図41 昨年、仕事から得た収入：韓国 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）昨年、仕事以外で得た収入 

 昨年１年間に仕事以外で得た収入（税込）（社会保障給付、株の配当、不動産収入などを含み、退職

金、土地売却代金などの一時的収入は含まない）についてみると、いずれの国の夫・妻も、ほぼ半数

以上が「仕事以外の収入はなかった」にあてはまる。 

その収入分布は、アメリカ、フランスではばらつきがみられるが、日本では「10万円未満」の層に

集中しており（夫22.2％、妻19.4％）、韓国では「100万ウォン未満」（夫16.5％、妻16.0％）、「100万

～300万ウォン未満」（夫15.0％、妻13.5％）の層に集中している（表20）。 

 

表20 昨年、仕事以外で得た収入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）昨年、他の家族から家計に繰り入れられた収入 

 昨年１年間に他の家族から家計に繰り入れられた収入をみると、日本、アメリカ、フランスでは、

夫、妻ともに「他からの家計への繰り入れはなかった」が６～７割を占めるが、韓国では、その割合
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満」（14.3％）、「100万～300万ウォン未満」（12.5％）の層が多い（表21）。 

 

表21 昨年、他の家族から家計に繰り入れられた収入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜注＞ 

（１）アメリカはFour-years University College とUniversity(Graduate)Schoolの合計、フランスは4 ans d’ etu des 
superieures と3eme cycle d’ universiteの合計、韓国は大学と大学院の合計。 
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付 属 資 料 

 

・各国調査票（日本、アメリカ、フランス、韓国） 

・クロス集計表 
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